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序 論

韓国的民族主義の成立には*'、朝鮮半島における近代宗教の成立 と、国際政治構造の変動

及び国内の政治思想変化が重要な構成要素として働いている。また、東アジアーの近代国家

である日本国の存在を論 じない限 り、問題の接点や解決の入 り口の糸 さえ見つけられないと

思う。 しか し、近代 日本の描かれ方は、近代韓国の成立 と近代文化の形成を論 じる際、政治

的、文化的に否定的な姿で登場 している。近代韓国の成立を日本との対立構造を用いて、韓

国的民族主義の形成と韓国特有の政治や文化を成立させ、維持 しようとしている。

しか し、韓国の伝統宗教である仏教は、近代期 に入ってから新たに日本仏教の影響を受け、

再生 された宗教である。また、新たに受け入れられた西洋文化や日本の文化 も数多 く存在 し

てお り、韓国の文化の一部分として扱 われるもの も多い。ということは相反するとして も、

パラ ドキシカルな近代文化 と近代国家の成立過程を韓国はもっていることになる。そのため

韓国の宗教学者を始め、様々な学問分野の人々の中には、日本を経由し、韓国に近代文化が

形成 されたと論 じることこそが、韓国的な民族主義情緒 にさわることにつながると考えてい

る。ここですでに、日本に対する韓国的な民族主義が働いているといえる。 しか し、 どう考

えて も今 日韓国で形成されている近代文化は、日本の影響をかなり、逆説ではあれ、受けて

いる。 もちろん、近代文化をすべて日本から受けているとはいわないが、 日本との深い関係

性と文化交流によって形成されている。 にもかかわらず、近代韓国に形成 しているすべての

文化要素の根底には、"韓 国的"と 結びついた、反日や親 日に対する"民 族感情"や"民 族

主義"が 内在 している。こういった韓国の現実を、我々は念頭に置いて ものごとを論 じなけ

ればならない。

韓国の政治、社会、文化、宗教などに含まれている日本に対する民族イデオロギーは、肯

定的な側面、否定的な側面の両者をもっている。近代期に形成 され始めた韓国の民族主義イ

デオロギー全般 を論 じる場合において、日本という存在は見えない糸で結ばれており、切 り

離 しては考えられない存在 になっている。韓国的民族主義の成立 と近代宗教の形成は、前近

代的な国家体制の朝鮮王朝が、日本の力によって門戸を開放 され、近代 という文明の扉を開

くとき生 まれた歴史の産物であるといえる。韓国的民族主義の成立 と韓国近代宗教が持つ民

族主義 は、日本の植民地支配に対する敵対心及び恨みという、「親 日」や 「反日」*2感 情 を

内包する形で現れている。こういった現実を直視するためにも、韓国近代宗教の特徴であり、

性格でもあるこの民族主義の成立を論 じなければならない。

これらの問題 に関 して様々な宗教研究領域から研究が行われてはいるが、どの研究領域 に

おいても、解放後形成された"韓 国民族主義"と いう舞台の上で踊っている、という限界性

があると見受けられる。韓国宗教研究において、それぞれの宗教が持つ歴史的な正統性や原
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理性、教理性 を互いに主張す る形で留まってお り、諸宗教問に存在 している政治的構造 と、

その力学に関する研究が欠けている。これらの問題は、近代韓国がおかれていた政治状況や

宗教によって、形成されている韓国的民族主義の中に内在 している様々な問題 を見ることを

も妨げている。そこで本書では、19世 紀中頃、朝鮮半島で成立 した三つの宗教 を取 り上げ、

韓国的民族主義の成立を宗教の立場から考察 してみたい。そ して、韓国文化 に内在 している

日本に対する民族的な感情の根底に潜んでいる 「親日」、「反 日」の問題 にも接近してみよう

と思っている。

韓国が近代化に直面 した時、また新たな思潮を取 り入れる際に成立 した宗教、すなわち東

学 ・仏教 ・キリス ト教(主 に改新教、いわゆるプロテスタン ト)を 取 り上げて考察 したい。

また、この三つの宗教の形成 と韓国的民族主義の成立に、最 も大 きな影響を与えた日本帝国

の植民地統治政策による宗教問題をも取 り扱いたい。これら三つの宗教を選択 した理由は、

以下の三点である。まず第一に、近代的な宗教 として形成 されたのが、ほぼ同 じ時期である

こと。そして第二に、今日も韓国民衆の宗教 としてしっかり根付いていること。第三に、こ

れらの宗教は近代 日本 と深い関係をもってお り、民族的な評価 も様々であることを上げられ

る。東学は、朝鮮が近代化の波に晒される時期に、最初の自生 ・民族宗教として誕生 し、韓:

国的民族主義の先駆的な宗教である。仏教は、 日本 とのあいだで近代的な修好通商条約が結

ばれた後、日本の近代的仏教の影響を受け、再生 した伝統宗教である。そのため親 日的な宗

教 と評 されている。そ して、プロテスタン ト系キリス ト教は、西洋の宗教であるにもかかわ

らず、日本帝国の植民地支配に対抗 し、韓国特有の民族主義 を形成するための働 きをした宗

教である。

まず、宗教研究において注目すべき点は、その宗教がどのようにその土地に普及し、定着

しており、どれほど信者を確保 しているのか、ということから始まるのである。そして宗教

が文化を形成する一つの単位 として、その土地でどの程度の影響力を与えているのかである。

いわゆる、宗教の政治的、経済的、社会的、文化的位置づけであ り、宗教をどのように位置

づけするのかにつながるとい うことである。その基本的な判断のための資料として、年代別

の宗教人口(宗 教情勢)の 数の変動を簡単な表を用いて整理 してみることにしたい。
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序 章

年 仏 教 東 学(天 道 教)キ リス ト教

18949,054

190030,282(100万 以 上)42,500

1910112,767(300万 以 上)198,635

1920123,556130,000(3～400万 以 上)305,105

1930117,108104,550(2～300万 以 上)308,080

1945250,00050,000589,721

195073,000657,866

19601,140,1341,164,880

19708,095,381636,0673,943,838

198013,277,7131,152,6368,501,920

199022,896,00020,114,000

199522,710,4171,120,62318,350,060

*3(空 白はデー タが欠如 しているためである)

上 記 の 統 計 表 は 、 新 興 宗 教 と して 「創 出(創 道)」 さ れ た 東 学 が 民 衆 の 力 を見 せ つ け た

「甲午 東 学 農 民 戦 争」 が 発 生 した年 、 ま た 「日清 戦 争 」 が 勃発 し、 近 代 的 な改 革 で あ る 「甲

午 改 革(更 張)」 が行 わ れ た1894年 を起 点 と して い る 。 そ して 、現 在 に至 る ま で の東 学 、 仏

教 、 キ リス ト教 の信 者 を統 計 的 に見 た もの で あ る。 こ れ らの宗 教 人 口 の 増 減 変 動 を見 る と多

くを 語 ら な くて も、分 か る もの が 一 つ あ る。 韓 国 の キ リス ト教 は 、 日本 の植 民 地 支 配 か ら解

放 され 、1950年 の朝 鮮 戦 争 を経 た 後 、 経 済 成 長 と共 に急 速 に成 長 して い る。 韓 国 改 新 教(ア

メ リ カ系 プ ロ テ ス タ ン ト)の 成 長 及 び 定 着 率 が 、世 界 的 に 高 い こ と に関 して は 、 韓 国 の 宗 教

事情 を知 る人 に と って も はや常 識 化 され て い る こ とで あ る。

今 日、 日本 と韓 国 に定 着 して い る キ リス ト教 信 者 の 数 を比 較 して見 る。

人 ロ キ リス ト教徒 カ トリ ッ ク プ ロ テ ス タ ン ト

日 本123,921,000968,882444,711524,171

韓 国44,506,00017,521,1233,057,82214,463,301

この 表 は 、1993年 度 にお け る 日本 と韓 国 の キ リス ト教 信 者 の 数 を総 人 口 に対 比 した統 計 で

あ る*4。 上 記 の 表 か ら見 る と、 日本 と韓 国 そ れ ぞ れ の 人 口 に占 め る キ リス ト教 信 者 の比 率 は、

韓 国 で は39.4%で あ り*5、 日本 は0.7%に 過 ぎな い の で あ る。 日本 に は数 多 くの既 成 宗 教 と新

興 宗 教 が 存 在 して い る け れ ど、 キ リス ト教(プ ロ テ ス タ ン ト、 カ トリ ッ ク)の 占有 率 は他 の

宗 教 よ りもか な り低 い 水 準 に と どま っ て い る。 東 ア ジ アの 東 に あ る小 さな 国 に 、 ど う して 異

国 の宗 教 が定 着 して い る の か につ い て は 、 多 くの謎 や 疑 問 が あ る 。 そ れ も200年 前 に伝 来 し

て きた カ トリ ッ クで は な く、100年 足 らず の 歴 史 しか もた ない 、 ア メ リ カ系 の プ ロ テ ス タ ン

トな の で あ る。 こ の現 象 に対 して は 、 韓 国 の 宗 教 学 者 を始 め多 くの外 国 の研 究 者 た ちが 、 事
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実を究明するために様 々な研究を行っている。 しかし、何ひとつ納得行 くような答を与えて

くれる研究はなく、論者には疑問だけが大きく膨 らむのである。ましてや、韓国のプロテス

タント系キリス ト教会は、韓国よりもまず日本に伝えられた宗教であり、日本を経由して伝

来 して きた異国の宗教である。にも拘わらず、日本と韓国に定着 しているキリス ト教信者の

数に大きな差がある。

これらの宗教 を理解するためには、宗教の内在的論理を深 く追求するのも一つの方法であ

るが、宗教を超えた視点か ら宗教を見るの もひとしく重要である。

1.問 題 の提 起

本書は、近代韓国における宗教の発展史全般 を包括するものではなく、封建国家から近代

国家へ進む過程で形成された三つの近代宗教が、いかに韓国的民族主義の成立に影響を与 え

たのかについての考察を試みた ものである。19世紀中葉から近代国家 として成立する時期に、

日本帝国主義の接近とその影響によって、いかに韓国的民族主義炉成立 したかについての考

察でもある。

朝鮮王朝 は500年 のあいだ中国や日本以外の諸外国とは、正式な国交を結んでおらず、頑

なに門戸を閉ざした封建的な社会であった。19世紀になると国内外での様々な宗教の活発 な

動きが、韓国に於ける近代化(開 化)と 深 く関わりを持っている。政治の近代化、経済の近

代化とともに教育の近代化の三本柱を軸 とした領域で、宗教側の動きが もたらした影響力は

多様 なものであった。近代宗教の役割について、これまで政治的、経済的な開化に主体的な

役割 を果たす ことはできなかったと反論する人もいるかも知れない。 しかし、教育における

近代化 ・文化的な近代化及び開化(文 明化)に 関しては顕著な遺産を残 したことに対 しては

反論はしえない と思う*6。当時、韓国が近代化 を目指 して進めていたすべての分野において、

西洋的な文明化や近代化、そ して韓国特有の民族主義の形成に宗教が投 じた力及び影響力に

ついて、今一度考えなければならないと思う。

韓国の歴史に民族宗教として現われた東学 と、西洋の宗教キリス ト教が韓国の政治状況や

民族性を反映 して形成させる民族主義、そして親 日的な宗教として韓国の近代仏教における

反民族主義の問題点 を取 り上げることに本書の意義があると思う。というのは、この問題が

韓国の近代宗教史の問題だけでなく、近代化を進めていた韓国と日本の政治的、文化的交流

に大 きく関わる問題であるからである。 したがって、日韓両国に関する政治、宗教問題 を韓

国側の資料 と朝鮮総督府 を始め、様 々な日本の資料を用いることで韓国的ナショナリズム形

成の問題を提起 していくつもりである。いうまでもなく、近代 における韓国と日本 との関わ

りは、政治的側面を始め、経済、文化、宗教などの様々な側面を切 り離 しては考えられない

ものである。いわゆる日本帝国の政治的 ・経済的な進出によって再生された近代韓国仏教の
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「親 日性」 と、朝鮮半島で自生的に創出 された新興宗教東学の 「民族主義」 と、西洋から伝

来 したキリス ト教が民族の宗教に成長する際、民族精神 を育成 し、根付いた 「韓国的民族主

義」 を通 じて論 じるものである。 しか し、どの学問領域 においても内在的分析は極めて綿密

に行われる反面、対外関係においては対極的な立場の主張に偏っているため不十分な歴史把

握が行われる場合が多い。

筆者は、東学、親 日仏教、プロテスタントキリス ト教の三つの宗教が朝鮮半島で近代とい

う政治的変化期に形成され始めた民族主義 と反民族主義、そ して解放後成立 した大韓民国の

ナショナルアイデンティティ及び民族主義の成辜に果たした役割、また、近代期に形成され

た宗教と政治のダイナミズムに新たな分析を試みたものである。そ して、その深層に流れて

いる民族思想 と日本 との政治的関係に基づいて成立 している宗教的民族主義の問題における

内的、外的要因を究明することである。

2.問 題 意 識

韓国における近代化の始 まりは、1894年7月 から1896年2月 まで行われた近代的な政治改革

である 「甲午改革(甲 午更張)」 を起点 としたい。1894年 は近代化の始 まりであ り、朝鮮半

島で初めての自生的宗教である東学が、民衆の力 を結集 させ、「東学農民戦争」を起 こし、

両班官僚社会に挑戦 した年でもある。 また、伝統的な宗教である仏教の再生が日本の僧侶の

力によって、宗教としてその活動の自由を得 ようとした年に当たる。すでにキリス ト教も布

教活動が非公式であるが認められつつあ り、様 々な宗団の伝来及び宗教運動が活発に行われ

た時期 と重なっている。対外的な国際情勢においては、朝鮮半島の利権を廻って起こった日

清戦争が日本の勝利に終わり、朝鮮 に対する日本の政治的影響力が向上した時期でもあった。

この時期 を起点として韓国の近代宗教 を考えた場合、宗教の近代化によって自主的な政治基

盤や土台を構築する時期 と重なると考 えている。こういった時期 に、政治体制はむろん社会

構造の変革、思想体系にこれらの宗教がもたらした影響はあまりにも大きい。

韓国の近代宗教に内在 している民族主義は*7、封建社会の支配思想の崩壊 に伴って形成 さ

れたという背景をもっていた。 また、韓国が日本の政治的支配を受けた歴史的な過程で生 じ

た不幸な近代の産物であるといえる。韓国の宗教は、今なお 「親日的な宗教」と 「民族的な

宗教」 といった認識で区分 される傾向がある。自らの宗教を民族的な宗教であると主張 して

いる宗教団体は、戦後のキリス ト教及び新興宗教である。キリス ト教は失った国権回復や民

権回復運動に積極的に参加 した宗教として、民衆 と政治的苦難を共にしたということを自ら

主張することで、民衆 に広 く広まっている。キリス ト教側は、他の宗教団体は反民族的な宗

教であり、仏教に関しては親日的な宗教の代表的な集団として論 じている。今 日の韓国の宗

教界には、民族主義 という言葉を用いて旧韓末に形成された近代宗教の政治性やその位置づ
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けに、様々なバイアスが働いていると思う。また、この二つの政治的な性格を持つ宗教 に対

する位置づけや性格づけに働いた要因に関 し、新たに検証する必要がある。民族主義が形成

される起点 となった 「東学」と、親 日的な宗教と論 じられた 「仏教」、韓国的民族主義の根

幹を築いたといわれる 「キリス ト教」 に触れる。この三つの宗教分析を通 じて、韓国におけ

る民族主義の成立 と近代宗教の形成を鳥瞰することを目標にしたい。

さて、ここで問題にしなければならないのは、「民族主義」である。韓国のどの宗教の政

治性を論 じる場合においても民族主義は、大きな比重を占めている。この民族主義の性質を、

我々はどのように分析 しなければならないのか。特に、朝鮮末期に誕生 した東学の民族主義、

日本の近代仏教の影響を受けている韓国の近代仏教の反民族主義の成立に関する内容や性質

はどのように形成 されていったのか。 また、キリス ト教における韓国的民族主義の成立過程

に関しては、単純ではない歴史的背景 を考えなければ、十分な理解には達することができな

いであろう。また、これ らの宗教に内在 している政治的なダイナ ミズムに関する研究も少な

いo

「民族宗教」 という用語が、学界で公式的に通用するようになったのは、1980年 代初めと

いう比較的近年のことである。それほど正式に認定された り、共通の用語として通用 してい

るわけではないのが現実である。従って、 まだまだその定義づけには、考えるべき余地が残

されている。何はともあれ韓国で形成 された民族宗教は、民族の主体意識や理念と伝統に立

脚 し、時代的要求に具体的に答 えようとした。なおかつ持続的な信念集団である*8。これは

民族宗教及び民族主義にも当てはまる大 きな意味が含 まれている。尤 も韓国で一般的に定義

づけられ、用い られている 「民族宗教」 というと、まず、(1)教 祖が韓国人であること、

(2)思 想的な内容が民族的で、この土地で開創 したものであること、(3)韓 国の自生宗教

であるとい うこと、(4)民 族共同意識 をもっていること、(5)民 族固有の魂の開発を目指

したということ、(6)苦 難から解放された民族の栄光を約束することなど*9共通 の特性を

持つものとして理解されているものである。そして、その民族宗教の特徴をおおむね日本の

植民地下で国内 ・外で独立運動に参加 したこと。民族意識 を高めるため封建的な社会の改革

のため各種の事業 を行っていること。こうのような活動の結果として、数多 くの教団関係者

及び信者が、 日本帝国の強圧的な力によって宗教的 ・政治的被害や過酷な苦痛を受けなけれ

ばならなかったことを取 り上げている。

3.研 究 の意 義

解放後から韓国では 「民族」 と 「民衆」という用語は、政治、経済、社会、文化などを含

むすべての分野で幅広 く使用 されていた。この二つの用語が用いられるその目的は時と場合、

若 しくは分野 によって、その意味合いに差異がある。 しかし、政治的な意図をもって用いら
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れる場合においては、共通の目的意識を持って使用されている。宗教分野においても他の分

野 と同様に、「民族宗教」 と 「民衆宗教」 という用語が度々登場するようになった。 しかし、

学術的な用語 として一定の定義を行っていないまま定着 し、様々な形で用いられている。韓

国的民族主義 というのは、学術的な用語の性格よりも、一部の学者や社会的な理論や論理に

従って使われる政治用語に等 しい。この政治的な性格が盛 り込まれている民族宗教を取 り上

げることで、韓国における近代的な宗教の成立の背景に内在 している政治性を考察できると

思 う。

本来、民族宗教(ま たは、民衆宗教)は 他の分野とは相当相違点があるはずの用語である。

民族宗教や民衆宗教は、新宗教または、新興宗教と重なり合う概念 として使用 される場合が

多い。民族宗教 または、民衆宗教はいわゆる世界宗教または、伝統宗教 と対比 される概念と

して理解 されてきた。こういった明確な区別が他の分野とは異なった意味で、宗教分野に用

いられ使用される背景があったと思う。しかし、今日用いられている民衆及び民族の用語が、

宗教分野においても特定の政治的な目的意識を持たされることで、韓国的ナシ ョナリズム形

成の道具 として分別なく使用されていると思う。これらの用語を使用する際には、学術的な

討論が付加されなければならない。

こういった現実から脱するために多 くの宗教学者たちは、今 日用いられている宗教 に対す

る名称を集め、分類 してはいるが、 しか し、何一つ統一されたものはなく問題は解決 してい

ない。この混沌 とした状況にもかかわらず、本文で"韓 国的民族主義"をKeyWordと して用

いるのはいくつかの理由がある。まず第一に、民族宗教は今日の韓国の宗教であること。第

二に、韓国の近代化に何らか関係をもっている宗教であること。第三に、韓国民族の苦難の

日々を共にし、民族のために戦った宗教であること。最後に、韓国民族の精神文化の一つと

して定着 していることに着目し、民族宗教 という用語を使用 している。要するに、民族宗教

は民族のための宗教であり、民衆宗教は民衆のための宗教である*1〔1。今日、韓国の民族宗教

として根付いている既成宗教は、仏教 ・キリス ト教 ・儒教である。近代韓国社会で新たに成

立 し、新興宗教*"と いわれている宗教 も500余 りが存在している。 しかし、近代化を進める

段階において新たに再構築された既成宗教の民族主義 と、新興宗教に内在 している民族主義

をどの ように扱 うべきか論 じられたことはなかった。このことも大きな問題である。そこで

本書で論 じようとするものは、新たに受 け入れた日本の近代仏教 と、アメリカを中心とする

プロテスタントと、自生宗教 としての東学に内在 している韓国的民族主義である。

韓国近代宗教の性格づけの背景に潜んでいる日本 との関係は、日本帝国の侵略的な行為に

対 し、徹底的に抵抗、抗議 した宗教 としての側面が強調 されてきただけである。これまで韓

国の宗教社会学者、歴史家が、曖昧にしてきた近代 日本に対する再評価を韓国的民族主義の

形成と、近代宗教の成立を分析する形で考えてみたい。本書が課題にしているのは、以下の

三つである。第一、韓国宗教上の諸問題 とそれに関わる政治的、社会的部分に関する内容を

個別的に分析 し、それぞれを組み合わせ ることで全体像を究明する。この作業は、近代仏教、
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キリスト教 における歴史的位置づけ、及び韓国の宗教が持つ民族性についての定義づけを試

みることになろう。第二、近代国家としての韓国が成立する際に、大 きな働 きをした宗教の

「他律性」の論理を克服 したい。そのために、それぞれの事象の内在的継起性を究明す るよ

うに努めたい。即ち、韓国の宗教に内在 している親日性や親米性をどのように捉えるべ きか

について論 じる。第三、この研究は宗教研究ではあるが、神学的側面や宗派による理論では

なく、人々の宗教意識の根底にあるナショナリズムを中心にした研究である。

宗教に関連する内容だけでな く韓国の歴史全般を通 してみても、おおむね歴史の独自的な

発展性の傾向を否定する学者や学説が根強 く存在 していた。韓国文化の独自性 を否定 し、

「他律性」の理論が、定着することになった原因を日本の植民地支配にその理由が求められ

ることが多い*'2。しか し、今日あらゆる学問分野において、「他律性」の内在化理論 を克服

するための作業が行われている。特 に、プロテス タント系の神学者や宗教学者たちの研究活

動は、非常 に大 きな成果を出している。キリス ト教系の動向に比べ、民族系や仏教関係での

作業はキリス ト教に大 きく立ち遅れているのが現在の事情である。これらの研究に対する国

内での成果発表や書物 としての出版物の量を比較 しても、歴然とした差 を見せている。また、

韓国近代宗教の成立 と日本とい う存在 を一方的な側面からしか扱 ってこなかったのである。

韓国的民族主義の成立 について、明確 に把握するためにも、宗教と政治の関係性の問題を、

内側(韓 国)視 点と外側(日 本)視 点 を絡み合わせて分析を試みる。

(注)

*1「 韓国民族精神文化事典』で見る韓国の民族主義を六つに分けてみると、

①民族の構成員が民族国家を形成するために努力する闘争過程においての意識と運動。従って、民族主

義の中には理念と運動を同時に含んでいること。

②民族理念として単一的な民族構成員が独立的な民族国家を形成し、民族政治、民族経済、民族文化を

展開しようとする欲求をその本質的な性格としていること。

③民族政治は全体民族構成員が帝国主義的な影響力から離れ、独自的に独立国家を構成し、構成員すべ

てが対等に政策決定に直接参加することが可能な政治体制を樹立しようとすることを意味していること。

④民族経済は民族国家が独自的に経済権を形成し、民族構成員の物質的な欲求とその社会の発展に寄与

する経済的条件を充足させる経済的自立体制を意味すること。

⑤民族文化は、その民族構成員が伝統的に持続してきた文化的性格を現代的に合理化し、民族構成員の

統合意式を消化することのできる文化様式を意味すること。

⑥民族主義の理念は自然に民族政治、民族経済、民族文化などを近間としているために、その民族なり

に独自性と特殊性を持つことになること。

*2親 日とは、

今日韓国で使用されている 「親日・親日派」という用語は、一般的にどの時代においても見ることの

できる 「外勢との親縁性」をもっていることとは大きく懸け離れているものである。親日・親日派には、

政治集団という意味よりも民族的情緒ではとても許すことのできない反民族的行為をした売国奴 ・民族

反逆者の概念として用いられている。こういった社会的言語の概念形成には、必ず歴史的過程を経るの
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である。親 日派 は日帝 の侵略 が展 開以 来ずっ と形 成 されてい たが、一つ の社 会的勢 力 として組織 され影

響 力を行使 す るようになったのは、 日清 戦争 と露 日戦争 を経 ることによってである。特 に、露 日戦争 で

日本 が勝利 す ることによって、 日本文 明の優秀性が証 明 された とうい うことが、朝鮮 内の親 日派 に共感

帯 を形 成 させた。 【招王 懇 「韓末親 日派到 登場斗 文明開化論」 『歴史批 評」季刊23号 、歴 史批 評社1993

p.127】 彼 らは日本 をモデルに して文 明開化 を達成 しようとした王族 や大韓帝 国の官僚層、 旧韓末 か ら親

日論 を唱えていた 日進会、 そ して甲申政 変以来個 別に文明開化運動 に参加 してい た多 くの急 進的 な改革

派 であった。特 に現 在韓国で用 い られている 「親 日 ・親 日派」の概念 には、歴 史的 に過酷 な経 験 を強い

られた 日帝36年 間の植民地支配 を背景に してい る。 【民族 問題研究所:1997,pp.23-28】

19世 紀末の韓国 には、親 日派 ・親 日とい う社会 的な言 語だけが存在 してい たわけで はな く、親米派 ・

親清 派 ・親露派 な ども存在 していた。 しか し、親 日派 とい う言葉 に含 まれてい る意味 に はど うして も、

反民族 的、反民 衆的、反民主 の象徴的 な存在 と して民族 ・民衆 ・民主意識 を弱体化 させ る と共に麻痺 さ

せ る要 因 として考え られてい る。 【層{}竜:1993,pp.22-23】 民族的 自尊心 とプライ ドをもって民族国家建

設 のためには一掃 しなけれ ばならない優先課 題 と して考 えている。今 日の韓国 にお ける 「親 日」 とい う

問題 は、政 治 ・経済 ・文化の どの分野 の断面 をみ て も様 々な形で現れてい る。韓国的民族主義 に内在 し

ている この 「親 日」 とい う言葉 は、韓国人特 有の 「恨」 の問題 に深 く結 びつけてい る。 「親 日」 「反 日」

の問題 は、 日本 帝国か ら解放 され て50年 が経 って いるに もかかわ らず、何一つ解決 され てない解決の糸

口が見 えない歴史的 な傷跡であ る。

*31900年 度の統計 は、世界 キリス ト教 百科事 典か らものであ り、1945年か ら95年 まで の韓 国の統 計 は基

督教年 鑑 と宗教 年鑑 か ら、 しか し、1950年 度 は朝鮮戦争が あったため正確 な数値 はないに等 しい もので

あ る。1960年 度 の仏 教の統計 は、1962年 度 の 「韓国統計年鑑」 か ら、1970年 度の中央年鑑、1980年 の文

化広報部 「宗教 団体現状」 による ものであ る。申福 龍 『東学思想引 甲午農民革命』平民社1985p.93、 金

得幌 「韓国宗教史』大地文化社1963p.461な どの統計か らの ものであ るが、その数値 は、韓国側の推測に

よる数値で あるため正確 さに欠ける ものであ る。

*4申 昌浩 「日本 と韓国 におけ るキ リス ト教 受容の比較」 「京都精華大学人文学研究科修士論文 集』京都

精華大学1996p.23。 日本側の統計 は、文化庁 の1994年 度 の統計であ り、人口統計 は1993年 度の世界国勢

図会か らの ものであ る。韓国側の統計 は、1993年 度の韓国文化体育部の調査統計 である。

*5現 在韓 国政府 は、宗教、宗派別の信者 を把 握す るための調査 は行 ってい ないけれ ども、宗教 団体の

自主的 に提 出 した信 者数 を集計 したのであ る。 これ らは統計 としての正確性 は乏 しい もので あるか も知

れ ない。 しか し、 日本側 も政府的 な次元か らの調査が行 われないこ とか ら、両国の宗教人 口を正確 に引

き出す ことは不可能である とい うことを念頭 において、取 り入れた宗教人口の比較表 である。

*6姜 在彦1996p .226

*7民 族 、国家 、民 族主義の概念 は明確 に定 義す ることは難 しい。 これ らの概念 はすべて歴 史的 時期 と

政治条件 によって相 違 した意味 を持つ もので ある。 また、すべ ての民族 が民族国家 に結集す るこ とで も

な く、すべ ての国家 が一つの民族で構成 される ことで もない。実在 してい る具体的な民族、 国家 、民族

主義で あ りなが らも、やは り普遍の存在で はな く変化 している ものである。 また、 これ らの ものは近代

的な現象で あ り、資本 主義経済体制の形成段 階及 び発展段 階における葛藤 と結合 してい る歴 史的 産物 で

ある。近代 的な現象 としての民族若 しくは民族 主義、 国家 にはある程 度差異はあるけれ ど も大体が 新た

な政治的共同体、政治的組織体 を形成 しようとす る運動 と して存在 している と見るこ とがで きる。

【金束春 「国際化斗 韓国到 民族 主義」 「歴 史批 評』 季刊27号 、歴史批評社1994pp.42-43】

*8く ユフ1噌1995p .162

*9・{}丿ぱ一書1997P .11

*10姜 敦求1992p .14
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*11こ れまで韓国で創立 された宗教 を呼ぶ名称 を見ると、

①迷信宗教 、② 邪教、③ 類似宗教 、④ 似而非宗 教、⑤ 国産の宗教 、⑥民族 的宗教、⑦SE宗 教(新 宗教)、

⑧新興宗教 、⑨ 民衆宗教、⑩ 韓国 自生宗教、⑪ 民族宗教 、⑫保 国宗教

これを大 き く三分す ると、

①類似宗教(似 而非宗教、邪教、迷信宗教)

②新興宗教(民 族宗教、民族的宗教、韓国 自生宗教 、保 国宗教 、国産宗教)

③新 宗 教(SE一 宗教、民衆宗教)【 金洪吉:1989.p.10】

類似 宗教 の概念 自体が類似性 と似而非性 を含 んでお り、宗教 である ようで宗教 でない集団 を指す こ と

であ る。 これ は多 分に虚位的で 、迷 信的で、詐欺性 が入 っている邪教集 団 とい う意味が含 まれ てい る。

特 に この よ うな概 念 は、 日帝が韓 国民族 の民族精神の抹殺 と精神 的な侵 略 をする ことを目的 に、韓民 族

の魂 と民族 意識 を背景 に創立 された宗教 を単圧す るために使 用 し始めた概念 である。

日本帝国 の植 民地政策の一環 として、韓民族の民族精神 を抹殺す るため に使用 した類似宗教 という表

現 は、8・15解 放以後 に も分別 な くそのまま使われていた。そ して、今 日も排他的な一部の宗教 人たちや

分別のない ジャーナ リス トによって、宗教 の一部で見 られ る非行行為 に関 して用いる面がある。1969年 、

文公部 に宗務課 がで き宗教調査 を行 い始めたので、 この時期 か ら類 似宗教 と新興宗教 とい う言葉 を区別

し、使 う ようにな った。1970年 の 「韓国新興宗教及 び類似宗教 実態調査 報告書』が発行 されたが、 しか

し、 この時期 にお いて もどの宗教 が新 興宗教であ り、 どの宗教 が類似宗教であ るか につい ての区別は行

ってい ない。新興宗教 は文字通 り新 た に起 こった宗教。特 に、水雲の東学以来韓国で新 たに生 じた宗教

に関す る総称 と して新興宗教 と呼 んでい る。大体今 日で も類似 宗教 と同一 の概念 と して使 う人 も多 くい

る。そ して、新興 宗教 を規定す る見解 も学者 によって少 しずつ違 う。

*12姜 在彦1970p .41
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第1章 朝鮮半島における近代の始まり

韓国近代史において、韓国が近代国家 として成立 し、出発 した時点を画定するための定説

はな く、曖昧な論説が飛び交っている。おおむね韓国の歴史家たちは、歴史における時代区

分の区画基準 として最 も意味のある事件を選択 している。筆者が、すでに序論で論 じたよう

に、韓国が近代国家として出発 した始点を画定するに当たって民衆 レベルの近代 と、国レベ

ルの近代がある。まず、民衆 レベルの近代は、東学 と民衆が結集 し、蜂起 した東学農民革命

(戦争)で あ り、国レベルの近代は、1894年 からその翌年 まで行われた 「甲午改革(更 張)」

がもたらした近代的な改革である*1。この近代的な 「甲午改革」は、「甲午東学農民戦争*2」

を引 き金に起 こった 「日清戦争」が 日本の勝利で収まった後、 日本の影響下で行われた改革

であった。

何 よりも、自生的な宗教 として、韓国的民族主義を芽生えさせる新興宗教 「東学の誕生」

によって、韓国に近代が始まるといえる。東学による近代的な民衆 ・民族主義の意識形成の

出発点は、儒教道徳 に縛 られている封建的な身分秩序から離れ、身分差別のない自由で平等

な社会 を目指 した。それは、民衆結社 としての性格も強 く、東学の民族意識は、民族の成員

すべてが疎外 されることのない、「我が 国意識」を共有する民族的一体感や帰属感の形成が

基礎になっている。従って、近代的な民族としての一体感、つまり東学の 「保国安民」主体

思想の中心は、封建的な政治システムを構成 している両班支配階級ではなく、農民を始めと

する平民階級におかれていた。一方では、封建的な政治体制を支えていた儒教文化の衰退が

極致に至ってお り、これまで停滞 していた伝統的な宗教仏教に新たな光が照らされ始める時

期で もあった。 もう一つの時代の流れ として、開国による開港によって、西欧文物 と共にこ

れまで禁圧 してきたキリス ト教(プ ロテスタント)が 、新たにもたらした精神文化を通 じて、

開化が始まろうとした。 まずそのためにも、朝鮮を廻る国際情勢の変化と国内における政治

的 ・文化的な変化を簡略ではあるが、この章で整理してみたい。

1.朝 鮮 半島 を取 り巻 く国際情 勢 と危機 意識

19世紀 に入 り、民族的危機は、朝鮮社会が内包 していた様々な政治、社会、経済問題に、

西洋資本主義 と日本帝国が進出することによっていっそう拍車がかかった。朝鮮王朝は、建

国以来500年 のあいだ限られた外の世界(主 に中国 ・日本)と の政治的、文化的交流を重要

視 し、頑なに鎖国を固持 していた。そのため19世 紀になると、東アジアの中でも、時代の波

に乗 り遅れた封建的な社会 として取 り残 されることになった。結果的に、その閉鎖的な政治
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体制が、朝鮮王朝を崩壊の危機に直面 させることにつながっていったといえる。差 し迫って

きた崩壊の危機と門戸開放の兆しは、資本主義 と近代的な物質文明の鎧を纏った西洋諸国と、

東洋一の近代国家として成長しつつあった日本いう二つの方向から押 し寄せてきた。

19世紀半ばに入ると 、日本帝国の市場開拓への意気込みが高まり、大陸進出による植民地

拡大政策が強化されるようになった。朝鮮半島を取 り囲む周辺諸国に関する国際情勢と動き

に、特権階層である両班たちは、それほど深い理解や危機意識をもっていたとは思 えない状

況が続いていた。当時の朝鮮社会は、封建的な農本主義国家として、手工業産業の状態にと

どまってお り、原料供給地や市場を確保するという資本主義工業国家の目的が見えていなか

った。*3朝 鮮王朝と両班支配階級は、19世 紀の国際情勢を始め、朝鮮半島の周辺諸国で生 じ

ていた様々な変化に対する情報分析能力が欠如 していた。逆に、西洋列強や 日本帝国に対す

る鎖国政策 と・余 りにも単純な敵対心だけをむきだしに していた。 しか し、実学を学んだ儒

学者たちや中人階層*4の 一部には、朝鮮半島を中心とする周辺諸国の変化に対 し、敏感に反

応する人たちもあった。

そして、間もなく革新的な儒学者はもちろん、保守派にとっても計 り知れない大 きな衝撃

を与える事 件が次々 と発生 して きた。周知の とお り清 国は*5、 イギ リス とのアヘ ン戦争

(1840-1842)に 敗退 し、イギリスの武力に屈 した形で開国 した。1842年 、清国 とイギリスと

のあいだで、「南京条約(道 光条約)」 が結ばれた。清国はイギリスに香港を割譲すると同時

に、廣東、福州、上海、寧波、厦門を開港することになった。その後清国は、フランス ・ア

メリカ ・ロシアとも通商条約を結ぶことになった。1856年 には、アロー(Arrow)号 事件が

起こり、2年 のあいだ英 ・仏連合軍の攻撃を受け、敗北 し、1858年 に 「天津条約(咸 豊条約)」

を締結 した。 また、1860年 には、「北京条約」 を締結 しなければならなかった。清国は、こ

の二つの不平等条約を通 じて、西欧列強との国交を結び、各国の公使を北京に在住させるよ

うになった。西洋列強の要求通 り、九龍半島の割譲 と、い くつかの開港場の増設をした上、

キ リス ト教の布教 と信教の自由を認めるなど、様々な屈辱的な確約をしなければならなかっ

た*㌔ 結局、清国は、西欧の近代文明と資本主義勢力の武力の前に屈服 したのである。

その頃 日本 では、1853(嘉 永6)年 、軍艦を率いて現れたアメリカ海軍の提督ペ リー

(MatthewC.Perry)と 、1854年 に 「日米和親条約(神 奈川条約)」 を締結することで開国 し

た。この条約を結ぶ ことで、 日本 も17世紀から200年 間続いた鎖国政策 を捨て、開国の道を

選択 したのであった。アメリカとのあいだで開国条約を結んだ日本は、イギリス ・ロシア ・

フランス ・オランダなどの西欧列強とも門戸開放の条約を交わした*7。1854年 に開国 した 日

本の社会全般が、大変速いスピー ドをもって近代的な文明開化と西洋的なシステムを取 り入

れることになった。近代国家 日本の成立は、柔軟な姿勢で他の東アジア諸国よ りも、西洋文

物をいち早 く吸収することによって成功した*8。その文明開化は、これまで政権の主導権 を

握っていた武家政権の幕府 を崩壊 させ、伝統的な政治構造 を始め社会全般に大 きな影響を及

ぼした。1868年 の革命的な 「明治維新*9」によって、徳川幕府か ら天皇を中心とする明治政
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第1章 朝鮮半島における近代の始まり

府を誕生させた。

一方、朝鮮王朝は清国と日本国の変化が恐怖 となり、さらに強度を増 した西洋諸国に対 し

て頑なに鎖国政策を行っていた。清国が開港する前後を期 した1840年 代 を境目に西洋の船舶

(夷洋船)が 、朝鮮半島の沿岸に出没する頻度や数は、年々増え、数えられないほどであっ

た。1848年 に作成 された 『憲宗実録』(憲 宗14年12己 巳)に 、"本 年(憲 宗14年)夏 と秋以来

外国船舶が、慶尚 ・全羅 ・黄海 ・江原 ・咸鏡五道に出没 し、追いかけようとしても追いかけ

られない。その中には上陸 し水を汲んでいたり、時には鯨を捕って食べた りするが、その船

舶の数は数えられない"と 記されている。

上記のように朝鮮の沿岸にも、清国が 開国する以前からすでに多 くの外国船舶の往来があ

ったということを意味 していた。時折 より、その外国の船舶が、朝鮮 との通商を要求するこ

ともしば しばあったようである。 しかし朝鮮王朝としては、これまで清国(中 国)と 、倭国

(日本)以 外の外国とは交渉 したことがないという前例をあげ、西洋諸国との通商条約の締

結を頑 なに拒否 し続けていた*10。フランスは軍艦を派遣 し、通商条約を結ぶことと、天主教

に対する弾圧をやめ、信仰の自由を認めることを要求 してきた。清国や日本 とのあいだで通

商修好条約を結んだ西洋諸国が、朝鮮王朝に対 して門戸開放を本格的に要求する時代 に突入

したのである。

朝鮮の開国は、西洋列強の力によるものではなく、同じ東アジアの日本によるものであっ

た。アメリカとのあいだで近代的な条約 を結ぶことで開国した日本は、朝鮮を開国させる計

画を立て、アメリカと同じ方法 と武力を行使 し、朝鮮の門戸を開けさせた。1875(高 宗12)

年に、 日本政府は、朝鮮開国とい う意図的な目的をもって 「雲揚号事件」を起こした。この

事件を口実に、1876年2月26日 に、日本 と朝鮮の間で、「日朝修好条規」が締結 された。この

修好条約は、朝鮮王朝にとって初めての国際条約であ り、 日本 としても自らの力で締結 させ

た初めての国際条約でもあった。 しか し、日本と結んだ条約は、朝鮮王朝にとって不平等な

条約であったことはいうまで もない。 日本 と朝鮮のあいだでは、国際的な修好条約が締結さ

れたけれども、隣…国同士で結ばれた修好条約に関 して西洋諸国の関心はそれほど高くなかっ

た。それは西洋諸国にとって、朝鮮半島が交通(い わゆる、海洋運送)の 地理的条件を始め、

燃料及び天然資源の量において も、労働力となる人口の数においても西洋列強の関心を呼ぶ

ほど魅力的な存在ではなかったか らである*11。にもかかわらず、朝鮮が日本に門戸を開放さ

せ られた後、次々と西欧列強 も通商条約の締結 と門戸開放を要求 してきた。

19世紀の三国(清 ・日・朝)の 開国は、これまで互いに維持 してきた華夷の国際秩序の崩

壊を招 くことになった。朝鮮王朝は、朝鮮半島をめぐる日本 と清国とのあいだに新たな政治

上の対立構造が形成され、益々危機的状況に陥ることになった。当時日本が進めていた近代

化は、富国強兵 とともに帝国主義的な性格 も帯びていた。 日本政府側は、これまでの朝鮮 と

清国との従属関係を意図的に断ち切 らせ、朝鮮半島への浸透に備え軍事力を培養 し、好機を

待つ格好になった。1882年7月 の 「壬午軍乱*i2」と、急進的な改革派の クーデ タであった
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1884年 の 「甲申政変」の失敗以来、朝鮮半島内での日本政府の発言権は、清国の政治力、軍

事力によって押されていた。朝鮮を開国させた日本の政治的な立場や王朝に対する発言力が

弱いことに対 し、屈辱的な思いを清国はしていたと思われる*'3。そして、1894年 に東学農民

革命運動が起こると朝鮮王朝は、清国へ軍隊派遣の要請をした。日本政府 も朝鮮半島に居留

している日本人を保護するという名目で軍隊を派遣 してきた。 日本側の軍隊派遣の根拠は、

1885年4月18日 に、清国との間で締結 した 「天津協約」第3条*14に機するということであった。

この事態は、両国間の武力による衝突を予期するものであった。日本は朝鮮半島における利

権をめぐって清国 と武力衝突をしたのである。これがいわゆる 「日清戦争」である。日清戦

争は、圧倒的な日本の勝利に終わり、1895年4月17日 に清国にとっては屈辱的な 「下関条約」

を結ぶことになった。その条約の主な内容は、清国は朝鮮の自主、独立を認めることで従来

の従属関係を否認するものであった。

1876年 の 「日朝修好条規」の締結から、日清戦争に至るまでほぼ20年 間、朝鮮半島は、日

清両国の独占的な経済利権をめぐる政治的な争いの板挟みに置かれていた。こういった現実

に直面 していた民の中か らは、何の役にも立たない王室と、腐敗 している無力な両班や為政

者に見切 りをつけるもの も出始めた。また、民衆の中には、自らの力をもって、自主 ・独立

の精神に基づいた国家を建設 しようとする気運が台頭するようになった。既存の衰退 してい

る儒教思想体系に対する反動が、民の力を本格的に凝集 し始めた。

2.朝 鮮 の 近 代 化 と 国 内 の 政 治 状 況 と社 会 情 勢

2-1.封 建 的 政 治 体 制 の 崩 壊 と儒 学 の 破 産

18世紀後半に入 り、朝鮮社会は、実学思想 と開化思想の成立 と商品貨幣経済の成長によっ

て封建的な政治体制の矛盾が顕在化 し、体制崩壊の危機に直面することになった。1392年 の

建国以来*15、ほぼ500年 間という長い年月を朝鮮王朝は、儒学(朱 子学)の 思想を土台に政

治体制を形成 してお り、他の思想に脅かされることがなかった。そのために、朝鮮王朝は19

世紀に至るまで封建的な政治体制に基づ く、安定 した政権を構築 し、平和な時代を維持 して

来られた。朝鮮王朝の儒学は、政治的指導理念でありなが ら、一般民衆の精神生活、いわゆ

る倫理的 ・道徳的な生活までを支配する宗教的性格を持つようになった。一方、朝鮮王朝の

経済基盤は、土地経済を中心 とした農本主義に立脚 した経済構造を持っていた。儒学的な思

想体系の下で、経済の担い手である民衆 に対 しては、「農者天下之大本」 といいなが らも、

政治体制の正統性と身分的権威主義を保持するための典型的な専制君主国家であった。封建

統治制度に守 られなが ら、政治、経済に対するすべての権限を独占していたのは、観念的な

儒学の世界 に*16安住 していた特権階級両班であった。
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18世紀後半期 になると、朝鮮王朝の統治権限が王から王室の外戚の手に渡るようになった。

外戚 による政治を 「勢道政治*円 といい、勢道政治の中での王位は、虚器に過ぎず、権力構

造 に於ける牽制と均衡の調和が崩れ始めるようになった。従来の権力構造が崩壊 したため、

いっそう一部の両班たちに権力が集中することで国政の紊乱を招来させることになった。勢

道政治がもたらした悪影響は、政治的秩序の崩壊を招 くと共に、停滞 した儒学的論理が、社

会全般に及ぼした矛盾は数え切れない。その中でも、両班の血を引いてお り、学問的な修業

を積んでいるにもかかわらず、両班 としての社会的地位を得ることのできなかった庶子出身

の両班たちの怒 りは、そう簡単に論 じることはで きない。また、朝鮮後期の科挙制の弊害は、

中央政権への進出道が少数の両班の子弟に限 られたため、益々大勢の地方出身の両班たちに

堪えきれない挫折感だけを与える結果 となった。この科挙制の機能喪失は、官職の無制限的

な売買を行 う 「空名帖*18」と、「願納銭*19」という弊害として現れた。その弊害は、官職の

売買が公然 と行われ*2(1、賄賂政治ともいうべき不正と腐敗の門閥政治が繰 り広げられた。

19世紀に入 り、度重なる西洋資本主義列強による門戸開放の要求と、朝鮮内の天主教の拡

大は、これまでの儒学の思想体系に大 きな影響を与えた。また、日本政府の大陸進出のため

の政治的な動 きによって、国内の政治情勢は益々不安定になっていた。これらの二つの重圧

は、西洋と日本の朝鮮半島をめぐる政治的利権や、市場の確保を通 して経済的な利権を確保

しようとした*21。しかしながら、朝鮮王朝にとって最大の重圧になったのは、政治体制の骨

幹をなしていた両班身分制の矛盾 と弊害、そ して、納税制度である三政の紊乱であった。当

時、指導的な倫理理念 としての儒学は、限界に達 しており、民衆に対する抑圧と政治的な差

別を加 えるだけであった。特に、中央政権か ら見放 されている両班階級(郷 班、残班)や 下

位身分階級(平 民層及び賤民層)の 人々の朝鮮王朝に対する不信観を高め、経済活動に対す

る意欲 を喪失 させた。こういった国内状況に対 し、実学を身につけた儒学者たちの中から現

実批判思想による改革の声が、日に日に高 くなっていた。また、時期を同じくして、民衆の

力を結集させる新興宗教東学が誕生 し、改革の意を唱え、新時代に相応 しい改革に対する希

望をもつ人々が現れ始めた。これらの思潮は、封建的な朝鮮王朝に対 し、新たな政治的、社

会的秩序の確立を要求する巨大な圧力になっていた。 この二つの挑戦と圧力は、19世 紀後半

朝鮮半 島における深刻な国家的存亡の危機と、新時代の到来の序幕であった。

これまで封建的な社会体制 にあった朝鮮の門戸開放は、外国資本勢力を引き寄せると共に、

先進的な自然科学思想 と政治的、社会的思想を受け入れることになった。日本を通 して大量

に入ってきた西洋文化に関する書物 と、新たに伝来してくるプロテスタント系キリス ト教は、

朝鮮の伝統思想を始め、さまざまなところに影響をもたらした。西洋の科学思想は、実用 ・

実証的な学問として、これまで観念的で封建的な体制を維持 し、支えていた儒学に限界 と崩

壊 を暗示させた。キリス ト教の伝来は、儒学思想に包まれていた人々の心に自由 ・民主 ・平

等思想の嵐を吹き込み始めた。こういった現実に、封建的な政治体制か らくる身分制度の矛

盾と政治的な差別に抑圧されていた民衆は次第に権利の回復に目覚め始めた。民衆の希望は
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新たな政治秩序の確立と生存のための体系的な経済構造の構築であった。これまで頑なに守

ってきた儒学と両班たちの封建的な身分制度による社会秩序が、危機的な状況に晒 されるこ

とになった。

2-2.19世 紀 の 両 班 と は

朝鮮の建国以来500年 間、特権階級である両班は、朝鮮王朝の全期間を通 して政治的、経

済的に安定 した基盤をもっていた存在に当たる*22。しかし、19世 紀に入ると、朝鮮半島にお

ける国内情勢は、政治的な側面を始め、民衆の経済活動にまで不安が益々高くなった。その

主たる原因を生み出したのが、中央官僚制度の担い手であった両班*23と いう身分階級であっ

た。本文を進める中、度々登場するこの19世紀の両班*24と は、 どのような存在であったのか

を理解するために、ここで少し整理 してみようと思 う。

まず、両班の概念について、両班がどういった存在であるのかについては、今日の韓国内

でも明確な形で論 じることが出来にくい存在 としてすでに認め られている。両班 という存在

が、身分階級 として成立 したのは、高麗時代である。両班の成立は、科挙 に及第し、中央や

地方の政治行政の官職を得ていることによる。いわゆる、文官及び武官の政治官僚 を指す も

のであった*25。朝鮮王朝になると、両班政治が安定 したため、科挙 に通 って政権に進出 して

いる、官僚及びその子孫 をも表す用語として使用 されている*26。この両班の制度は、李成桂

の易姓革命で誕生 した朝鮮王朝に続いたが、時代を経るに従って、両班は特権的な身分階級

として定着するようになった。朝鮮王朝の基本的な身分は、①両班、② 中人、③良人(平 民

または常民)、 ④賤民(奴 婢)の 四つであった。両班は、様々な特権を持っていた格別な身

分階級として、政治権力を独占してお り、中央政権に進出するための学問を独占していた存

在でもあった。また、経済的にも、「役*27」の負担を負わない支配階層の身分であった。19

世紀前半においてもこのように、儒学思想を背景に揺るぎのない画然とした身分による社会

秩序が成立 していた。

こういった様々な特権を持っていた両班中心の社会も、19世 紀半ばに入ると危機的な状況

に差し迫られるようになった。それは、かつて朝鮮王朝 を支えた両班身分社会が、持ってい

た社会秩序 を維持する機能を喪失 したことに起因する問題である。当時の両班階級は、政治

権力を一点 に集中させ、これまで持っていた政治に対する特権意識や社会的特権を固守しよ

うとした。 この実情を見直さなければならなかった朝鮮王朝の内部は、すでに政治的、社会

的腐敗の温床になって しまっていた。両班を中心 とする官僚組織は、科挙を通して選出され

た国家官吏 と、その試験制度である科挙によって、成立 したものであった*28。しか し、科挙

制度の本来機能は公平な官僚選出の機能を失い、官職が特権階級である一部の両班の手中に

入ることとな り、弊害を持つ身分制度 を産むことになった。さらに、彼等は、同 じ家から政
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治家を次々と輩出させるために、王室や執権両班階層同士が政略的な結婚を通 して血縁関係

を成立 させ、益々権力の集中を行っていた。また、一度中央政権に進出し、少ない高位官職

と制限されている官職を手に入れた両班たちは、自分たちの子弟にも同じ官職につかせよう

と、益々門閥や派閥による政治闘争を激化 させていた*29。朝鮮後期の両班 という身分は、時

の流れと共に経済的な安定 と、持続的な政権維持 を求める"門 閥貴族社会細"の 性格が強 く

現れ、改革が伴わない因習の力で維持 されたといえる。

両班制度の弊害が もたらした問題は、優秀な人材の登用 を妨げる大きな障害物であった。

例えば、庶子への差別構造によって、両班の子供 として生 まれ高い水準の教育を受けている

にもかかわらず、政治舞台や社会的な進出を阻む弊害 ももたらしたのであった。両班の嫡子

と庶子*31の 問にあるこの政治的 ・社会的な差別が、腐敗 した王朝に対する不満となって爆発

寸前にまで至っていた。こういった現実に対する不満は、政治的な利益に恵 まれない両班層

の問で も日に日に高まるようになった*32。

一方、朝鮮末期の両班層の人口は、増加の傾向をもっていた。それは、両班階級がもって

いた経済的な特権である免役を狙 った経済現象の一つであるといえる。いわゆる、両班人口

の増加は、免役者の増加を意味 している。免役者が増加することによって、役の分担分が民

衆へさらなる増役と負担を重ねることとなる。国家に対する 「税」 と 「役」の庶民層への増

加が、経済的負担を加重させ、農民経済の低迷と生活難に陥るような悪循環が繰 り広げられ

た*33。その原因は、すでに述べたように、「両班人口の増加糊」、「両班政治機構の固定化」、

「人材登用の限界性*刈 から来る両班社会が、抱 えていた自己矛盾によるものであった。 し

か し、朝鮮王朝にはこれらの問題を根本的次元から、解決する策を考える力 も余裕 もなかっ

たというべきであろう。

その結果、19世 紀中葉になると両班階層が、肥大 したがために、逆に、両班の権威は益々

地 に落 ちいていくことになった。政界から排除された両班、特 に地方の両班の中には、生計

を立てるために農業 に従事 しなければならず、農民 と何 ら変わりない存在 になる者 もあった。

こういった社会的な矛盾を生み出した特権階級の両班たちは、儒学による支配体制 とその世

界を堅 く守っていたのである。明国が滅び、儒者の中から真の文知主義を貫徹 しているのは

朝鮮であるという意識が高 まった。いわゆる、「小 中華論」の台頭であった*36。この 「朝鮮

の中華主義*37」の観念の高 まりが西洋諸国や 日本に対する蔑視観 として現れることとなり、

閉鎖的で、自閉的な鎖国政策や斥邪思想 を形成するようになった。

また、天主教(西 学)の 布教による儒教社会の倫理規範に対する挑戦、異様船の朝鮮沿岸

への出没、外国の商船の通商条約締結の要求 と開港の要求などが、自閉的であった両班社会

に大 きな波紋を投げかけることになった*38。朝鮮の民衆は、両班社会に対する怒 りを反封建

的抵抗意識 を噴出する形で、全国的に民乱を引き起こしたのであった。内外からの圧力が、

閉鎖的な意識による両班身分社会の再編成 と朝鮮王朝の解体に拍車をかけた。
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2-3.三 政 の 紊 乱 と民 乱 の 発 生

19世紀の勢道政治により一部特権階級両班 に権力を集中させたがために、政治的秩序の乱

れ、国家経済の基盤である三政の紊乱が国家存続の危機を招いた*39。その政治秩序の乱れに

よる財政上の困難を補うための対策が、さらに農民の負担を重 くした。一部の両班たちは、

権門勢道家(中 心的な為政者及び権力者)に 多額の賄賂 を使い官職を買収 し、官吏 として得

た政治的な権限を利用 し、経済的な富 を蓄積するために農民民衆に対する搾取を厳 しく行 っ

た。賄賂 を使い官職を得た官吏は、賄賂 として支払った分を取 り戻すために農民を搾取 し、

捻出しようとした。国家の財政機構は、あたかも官吏の私腹を肥やすための搾取機関と化 し

た抑。また、地主階級の両班たちも富を蓄積するため、両班としてしてはいけないとされて

いた経済活動を、それも高利貸 しを利用 し農民たちを搾取 していた。こういった状況から脱

出するために、農民による民乱が始 まったのは、19世紀初め頃であった。そして全国的に民

乱が拡散 したのは、1883(高 宗20)年 代であった。

「三政の紊乱」の主な原因は、外戚による勢道政治が行 われるあいだ、科挙制度による官

吏登用の機能が麻痺 し、金銭による官職の売買の結果であった。いわゆる、土地制度と身分

制度の崩壊であった。土地経済国であった朝鮮の主要な財政収入源は、田政 ・軍政 ・還政

(穀)と いう三政であった。三政の中で 「田政」 とは、土地の結数*41に よって徴収 される各

種の土地税である。しか し、壬辰倭乱(1592-98)以 後、次第に増税 されて行 く度 に民衆へ

の負担が大 きく膨れ上がった。「軍政」は、壮丁一人につ き布一疋 を徴収するものであった。

この軍政 も数 々の不正が行われ、田政の紊乱 より民衆の重荷になっていた。 また 「還政(還

穀)」 は、元来貧 しい貧民を救済する目的を持つ ものであった。貧 しい農民たちに春窮期 に

国家の米穀 を貸与 し、収穫期に10分 の1の 利子を加算 して返 させるものであった。いつの間

にか還政は、一種の高利貸 し化 された形で行われていたので、農民の経済的苦 しみは益 々肥

大していた。三政の中で も最 も農民を苦 しめたのが、還穀の紊乱であった。官吏は、農民に

対 し必要以上の量を貸 し付けたり、出納関係について嘘の報告をしたり、倉庫に米がないに

もかかわらず、帳簿上あるようにしたり様々な形で水増 しをした付けを農民から巻 き上げた

*42。これ らはすべてが、勢道政治による科挙制度の紊乱と売官買官による政治的腐敗に原因

があった。国家の財政機構である 「三政(田 政 ・軍政 ・還政(穀))」 が、民衆に対する経済

的搾取の手段 に転 じて しまった*43。農民を苦 しめたこの三政の紊乱により、時の経過と共に

民の心に封建的な両班社会への不満が積 もりに積 もるようになった。こういった不満を解消

するために民衆は、「民乱*刊 という形をとって爆発させ、王朝や執権者たちに民衆の力を

示そうとした。

特権階級である両班たちの政治的腐敗 と、外勢の進出に対応できる政治機構や官僚の規律

はすでに大きく乱れていた。19世 紀の朝鮮社会は、封建的な身分体制が招いた三政の紊乱で

18



第1章 朝鮮半島における近代の始まり

解るように安定 した社会ではなかった。社会的変動期の狭間に、弱者としての貧農層、商工

勢力 と、中央及び地方の両班社会から排除されている地方の郷班、武人、庶子たちは、こう

いった社会不条理に対 して立ち上がった。彼等は、身分上疎外されている階層であり、搾取

の対象であった人々と知識階層であった。特に、地方の郷班、武人、庶子たちは、身分制 に

対する不満、現在位置に対する疎外感 などが複雑に絡み合い民衆を動員 し、 リー ドする存在

になった*45。結果的に、この三政の紊乱 は、封建的な政治的体制に苦 しんでいた農民たちと、

知識階層の郷班の不満を一気に爆発 させ る起爆剤の役割を果たすことになった。莫大な金を

つ ぎ込み職を得た官吏たちの職権濫用 による搾取が、農民たちの我慢の限界 を超 え 「民乱」

を発生させた。この民乱は、あっという問に全国的に拡散 し、南の済州道から北の咸興まで、

朝鮮各地か ら農民たちが立ち上がった。当時、農民たちは、その日の生計 を立てることもで

きず、郷里を捨て、当て所なく彷徨 う流民化する傾向があった。流民化 した農民たちは、時

に、山に入 り火田民化 したり、集団的な反乱を起こすこともしば しばあった。こういった民

衆は、政治政権か ら見放 され、地方に落郷 し貧 しい生活を送っていた残班たちによる指導の

下で、本格的な反乱を起こし始めた。特に、朝鮮王朝の初期か ら西北人に対する差別待遇は、

ひどい ものであった。その差別が、安東金氏の勢道政治の集権期に、一層増 していたことが

大きな起因の一つであった。その代表的な民乱が、1811(純 祖ll)年 に平安道で起 こった

「洪景来の乱」であった*46。平安道龍岡郡出身の洪景来の抵抗は、残班出身としての恨み と

農民、商人などの不満を糾合 させ、飢饉 に苦 しんでいた民衆を立ち上がらせた。1811年 の洪

景来の乱を始め、次々と大 ・小規模の民乱が続 き、1862(哲 宗13)*47年 には、全国各所で

大々的な民乱が37余 件発生 した*48。民乱の全国的な拡散は、益々王朝の存立を脅かす力にな

ったといえる糊。特に、高宗の父である大院君の親政 と、王妃閔氏一族の勢道政治が、政治

的腐敗、苛斂誅求の行為を引 き起こしていた*50。民生は、最悪の極限状態に至っていた。一

部の開化勢力の中か らは、封建的な社会体制の崩壊危機を乗 り越えるために、外勢 に依存す

ることで財政を補完 しようとする動 きもあった。 しか し、慣例化 している民衆への収奪の集

中が激:化していたため、1864(高 宗1)年 から始 まった民乱は、1894(高 宗31)年 の甲午東

学農民革命が起こるまでのあいだ、46ヶ 所で47回 も*51発生 していた*52。

民乱の発生とその意味は、これまで儒教的な両班身分社会が抱いていた社会的 ・政治的な

弊害 と、抑圧に対する民衆たちの叫びであった*53。没落 した両班と民衆が糾合 し、新たな時

代へ向かう意志表示を民乱を通 して示そ うとした。朝鮮末期の民衆たちが起こした多 くの民

乱は、両班身分社会という旧体制がもたらしている弊害を一掃することを目的としていた*54。

民乱を通 して民が主張 したかったその根本的な内容は、東学を誕生 させる背景 として決定的

な役割 をもっていた。民乱 と、後に述べ る東学農民運動で見 られる民衆の救済の思想 と蜂起

による民衆の結束団結力は、韓国的民族主義の成立につながっていると思われる。
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2-4.天 主 教 の 普 及

朝鮮時代 の儒学は、禮 ・仁 ・義で表象されるように理念的で、観念的な学問体系をしてい

る。この儒学の影響力は、政治、経済、道徳など思想 としてあらゆる領域 においてその力を

発揮 してきた。 しかし、18世 紀に入ると、実学思想の強い挑戦を受けることになった。実学

者 と称 される儒学者たちは、執権者たちが儒学の観念的な思想体系 に縛 られて行 っている施

政の機能が、時代の波に対応できないことに無力感を感 じていった。実学派の儒学者たちの

中には、おおむね政界から疎外 されている在郷両班や政治的な影響力を行使できない人が多

かった。当時の社会状況では、彼 らはい くら新たな時代感覚をもっていたといえ、現実の政

治政策に反映できないというジレンマに陥っている人々の集団であった。

こういった実学者や実学の登場は、民衆生活を支配 してきた儒学そのものの権威が衰えた

ことを意味 している。既存の精神文化の衰退の隙間に、中国で広 まっていた西欧の学問であ

る西学*55が 、非常な勢いで朝鮮の実学者たちに受け入れられるようになった。中国経由で伝

来 した西学の広が りは、中国に流行っている新たな学問の一つ として紹介され、受け入れ ら

れた。西学 は、中国の北京を往来 した使節たちによって、学問的好奇心から17世紀初頭か ら

漢訳の西学書(い わゆる天主教書)が 新たな儒学の研究書 として導入 された。それは他の漢

訳西洋学術 と区別することなく、西学と呼ばれていた。朝鮮に伝来 した初期の西学(天 主教)

の成立は*56、要するに外国宣教師たちによる布教の力ではなく、実学者 自らが持ち込んだ新

たな精神文化の一つであった。最初は、宗教や信仰体系よりは、むしろ学問的及び思想的な

好奇心から関心が持たれた*57。18世紀中葉頃になると実学を身につけていた人々によって、

西学が本格的に研究されるようになった。彼 らは従来の朱子学の思弁的な空論 に対 し不満を

感 じ、実学的な学問として経学(西 学)に 没頭するようになった。中国から入手 してきた漢

訳の西学書は、西欧の先進的な科学知識の分野と、西洋思想の研究書であった。しか し、い

つの間にか西学(天 主教)に 対 し、熱心に力 を注 ぐ人々が登場 してきた。西学 に接 していた

儒学者たちは、儒教の基本的な観念を守 りながらも、この新たな学問に惹かれてい くように

なった。そ して18世紀末期になると、天主教を信ずる朝鮮人によって、朝鮮独 自の教会が設

立 されるなど独自の教学として発展を成 し遂げる段階まで至るようになった*58。

朝鮮半島における天主教の拡散は、朝鮮社会の内部的な矛盾という社会環境 自体 にその原

因があった。それは、特権階級の両班による身分秩序がもたらす社会的な不平等 と、隷属的

な地位から来る現実に対する絶望感からの脱出の試みであった。荒廃 した社会に民衆は、未

来に対する何の希望 も見出すことができなかったため、新たな世界を望むのも無理ではなか

った。天主教でい う男女平等の思想や現世では手 に入れられない幸福 を来世に抱 くことは、

魅力的なものであったに違いない。天主教の拡散は、儒教社会との葛藤を経験する段階まで

発展するようになった。天主教が著 しい成長をしている最中、朝鮮の封建的な儒教社会の倫
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理観に大 きな波紋を呼ぶ事件が起 こった*59。それが、1791年 の 「珍山事件」である。この事

件は、1785年 の 「乙巳迫害*6〔」 から、一歩進んだ儒学 との対立による信仰問題に展開 した。

そ して、社会的な問題から政治的な問題にまで発展させた。その結果、天主教が政府からの

過酷な弾圧を受ける契機になった。この事件以後天主教は、封建的な支配階級の人々に、儒

学を根幹 としていた伝統的な思想体系 を脅かす反儒学の思想 と見なされることになった。

1786(正 祖10)年 、朝鮮王朝は、天主教を邪教と見な した上、国法で禁止 した*`'。しか し、

天主教が民衆に浸透 してい く勢いを止めることはできなかった。

その禁止令以後、天主教勢力の拡大 を止めるために、次々と天主教に対する迫害(教 難及

び邪獄 ともいう)が 始 まった。天主教に対する最初の迫害は、1791年 に、祖先の祭事問題が

*62起因して起こった 「珍山事件」による 「辛亥迫害」であった。事件の発端は、全羅道両班

出身の尹持忠 ・権尚然などが位牌 と祭事 を廃 したことが原因であった。この事件を機に、天

主教の信者は、"祖先 と父母を知 らない野獣のようなものである"と いう烙印を押 されるこ

とになった。それは、朝鮮王朝が、「斥仏崇儒」を国始の背景として、「朱子家禮」ですべて

の生活様式を規制 してお り、そのため 「拝孔祭祖」を最高の生活倫理 としていた結果であっ

た。1801年 の 「辛酉迫害」は、三大迫害中最初の大 きな迫害であった。初めての外国人神父

である周文謨(中 国人)は 、1794年 か ら6年間、朝鮮半島で徹底的な地下伝道活動を行 って

きた。その周神父に逮捕令が発せ られたことに起因して起 きた 「辛酉迫害」により、1801年

5月31日 、周神父は、約300名 の信徒 とともに処刑された。1815年 の 「乙亥迫害」は、「辛酉

迫害」の生 き残 りの信者に対する弾圧であった。「乙亥迫害」は、比較的に短い期間の迫害

であったが、それまでの迫害 と違 うのは、中央政府による迫害ではな く地方官僚による迫害

であったことだ。1839年 の 「己亥迫害」は、3年 間続けられた大規模の迫害であ り、フラン

ス人の神父をも巻き込んだ迫害であった*63。1866年の 「丙寅迫害」は、教会史上 もっとも残

酷で長期間続けられた最悪の迫害であった。1866年 か ら71年 まで継続 された大迫害 として、

公式的な記録によれば殉教者の数は2,000名 であ り、非公式には8,000名 にも上っていた。 こ

の迫害の動機は、これまでのように儒学に基づいた倫理的、道徳主義の理念に根拠をもつ社

会問題ではなく、政治的な性格が強い ものであった*64。

韓国におけるキリス ト教の布教及び信仰の自由は、苦難に満ちた道の りによるものであっ

た*65。天主教 を初めて受容する上で、最も重要な役割を果たした身分は、実学を身につけて

いた両班たちであった。朝鮮王朝の6回 に渡る度重なる迫害を通 じて、多 くの両班信者は脱

落 してしまった緬。その代 わりに、非権力層である民衆を中心 とする教会が誕生 し、地下組

織として宗教の活動 を行 う形で信仰を守 り続けていた。また、追害直前に発刊 された大部分

の経典が、純粋な韓国語であるハ ングル本であったことも大 きな意義がある。キリス ト教は、

19世紀の後半西洋思想を身につけた開化派に影響を与え、幅広い民衆層に受け入れられるよ

うになった。
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3.開 国 条 約 と信 教 の 自 由

朝鮮末期の為政者たちは、500年 間続いた儒学思想で固められてお り、他の宗教 に対する

信教の自由を法的に保証するよりも、仏教やキ リス ト教を迫害 していた。当時の政治状況を

念頭 において考えてみても法という形式で信教の自由を認めることは、不可能に近かったと

いわざるを得ない。こういった朝鮮王朝が、宗教活動の自由を認めるようになったのは、外

国との通商条約を締結する際のことであった。 しか し、宗教の自由を法的に認めたわけでは

なく、西洋人に限った内容の信教及び布教の自由であったというべきである。

西洋諸国と朝鮮王朝 との関係は、極めて険悪な関係であった。1866年7月24日 の第1次洋擾

である米国の武装商船GeneralSherman号 の焼 き打ち事件*67を始め、同年8月12日 フランス艦

隊 との丙寅洋擾*68、1871年4月5日 の第2次洋擾である辛末洋擾*69、そして、EmstOppert事 件*70

など西洋諸国とのあいだで武力による衝突が続いていた。朝鮮政府の閣僚はもちろん民衆の

問にも、頑なに鎖国政策を固持 しなければならないという斥邪思想が高まっていた。これら

の意識は、西欧勢力との洋擾後、斥邪綸音が頒布され、西教に対する風当たりもより一層強

くなり、キリス ト教に対する弾圧に結びついた。また、西洋と貿易する者に対する厳 しい処

刑が行われた。朝鮮王朝は西洋諸国に対 し、鎖国政策と斥邪思想で応 じていた時代 に、天主

教が自由になるとは考えられない状況であった。

西洋諸国に対し徹底 して行われてきた鎖国政策 も、脆 くも日本の軍事力に崩れ、日朝修好

条約を結ぶことで他の諸国 とも修好条約を結ぶ ことになった。1875年1月19日 に、 日本国外

務省理事官森山茂が外務省から通商を求める書契をもってきたことがあるが、朝鮮政府は受

付けなかったことがあった。それから数ヶ月後である8月 頃、日本海軍省の"朝 鮮東南西海

岸で清国の牛荘(榮 口)に 至る航路を研究せよ*7'"と いう命令を受けた雲揚号が、朝鮮沿海

に出動 してきた。雲揚号は、朝鮮の西海岸の江華島に何の予告もなく近づいてきた。それに

不安を覚えていた朝鮮側が、砲撃を加えることで、1875(高 宗13)年9月20日 に 「雲揚号事

件」が勃発 した。この事件は、日本側が、雲揚号を計画的に朝鮮の沿岸の町に近づけさせ起

こした事件であった。日本政府は、雲揚号事件を口実に、1876年2月26日 に、朝鮮 とのあい

だで12条 款の修好条規を盛 り込んだ不平等条約 を締結 したのであった。それが、「日朝修好

条規(若 しくは江華島条約、丙子修好条約)」 である*72。それから、同年7月6日 に、 日朝修

好条規附録及び日朝貿易章程(日 朝通商暫定協定)を 調印した。日本は武力を用いてアメリ
ノ

カに学んだ開国策略を使い、朝鮮を開国させることに成功 したのである。日本 とのあいだで

締結 した修好条約は、朝鮮が外国と締結 した最初の近代的な条約であった。「雲揚号事件」

は、朝鮮王朝が、500年 間近 く行 ってきた鎖国政策 に終止符を打ち、他の諸国に も開国、開

港することにつながる画期的な事件であった。勿論、朝鮮王朝 としては、他律的で不平等な

ものであったが、日本帝国としては自らの力で結ばせた最初の国際条約であった特徴を持っ
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ていた。条約の内容においては、1858年 に、イギリスと結んだ条約の内容を模倣 したといわ

れている*73。条約を締結する際、朝鮮側の強い要望事項 として、西洋に対する牽制を維持す

るため阿片の輸入を禁ずることと、耶蘇教宣布を禁止すること、外国人が日本人の籍を借 り

て朝鮮開港地に入 り込むことを禁 じることを要求した。これに対 し日本帝国は、阿片の輸入

禁止 には応 じたが*74、その他の要求条項については、明確な形で条文に表記をせずに修好条

約を締結したのであった。

日本への門戸開放以後は、西欧列強と次々と開港条約を締結させたけれども、耶蘇教 と阿

片の禁止に関しての強固な姿勢を崩さなかった。日本政府は他の西洋諸国と朝鮮政府が修好

条約を締結することに関して、非常 に非協力的であったといわれている*75。最初の西洋諸国

との修好条約である朝 ・美交渉に関 しては、中国の李鴻章の斡旋 によって、1882(高 宗19)

年4月6日 「朝 ・美修好通商条約」が締結 され、批准 ・交換 された。その朝 ・美修好条約の条

文には、まだ宗教の自由に関する言及は何 もなかった。ただし、第ll条 の条文に、「学生 と

して言語、文芸、法律 または技術 を研究するために他国に行 く者に対 しては可能な保護 と援

助をする」 と明記 されているだけであった*76。その後、次々と結ばれた条約は、まず、1882

(高宗19)年4月21日 に、「朝 ・英修好通商条約」が結ばれ、同年5月15日 に 「朝 ・獨修好通商

条約」が結ばれはしたが、イギリスや ドイツの政府が批准 しなかったため、調印は無効にな

って しまった。 しか し、1883(高 宗20)年10月21日 に、「朝 ・英 ・獨修好条約」が正式に再

調印 された。それから 「朝 ・伊修好通商条約」が、1884(高 宗21)年5月4日 に、「朝 ・露修

好通商条約」が、同年の5月15日 に相次いで調印された*77。次々と修好条約を結びなが らも

朝鮮王朝は、西洋の宗教及びアヘンに対 しては、頑なに禁教 と禁止の政策を表明 し、主張 し

ていた。

西洋諸国との修好条約の中、はじめて信教の自由を認めたかのように見える通商条約は、

フランスと結んだ 「朝 ・佛修好通商条約」であった。フランスとの条約締結は最初か ら宗教

(天主教)問 題と絡んでいたため、他の諸国と比べ条約の締結がかなり遅れていた。フラン

スとの 「朝 ・佛修好通商条約」は、1886(高 宗23)年5月3日 に調印 された*78。その調印内容

にフランス側は、朝英条約第4款6条 の英国人が*79護照を所持すると娯楽や商業を目的に朝鮮

内地を旅行できるという規定と同 じ内容 を盛 り込むようにした。曖昧な条文ではあるが、朝

佛条約の第4款6条 にも具体的な旅行目的を示さなくても旅行が出来ると明記 した項 目を取 り

入れることでフランス人の 「教誨」 を図ったのであった*80。そのため、第9条2項 に、"學

習或教誨 語音文字格致律例枝藝者 均得保護'と いう文句 を入れていた*8'。この 「教誨」

という文句は、他の諸国の通商条約文では見ることができないものであり、フランス人が、

「教誨」 を目的に各地 を旅行することを条文の中に盛 り込むことを通 じて開教の道を開いた

*82。 しか し、1892(高 宗29)年5月29日 に、東京で調印された 「朝 ・墺修好通商条約」の条

文の中には、宗教 に関する文言を見 ることができない。1901(高 宗38)年3月23日 に締結 さ

れた 「韓 ・白修好通商条約」には籾、フランスの条文同様の内容が、第8款2条 に明記 され
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て い る 。 そ の 後 、1902(高 宗39)年7月8日 に締 結 され た 「韓 ・丁 修 好 通 商 条 約*84」 に も、

韓 ・佛 条 約 と同 一 の 形 式 を持 って 「教 誨 」 とい う文 字 を 入 れ 、非 公 式 的 な形 で 宣 教 の 自 由 を

規 定 して い た 。 しか し、 そ れ は、 韓 ・佛 修 好 条 約 以 後 、信 教 の 自由 が 保 証 さ れ て い る か に見

え る け れ ど も、 朝 鮮 王 朝 が 自 ら信 教 の 自由 を正 式 に公 認 し、認 め た わ けで は な か っ た。

西 洋 諸 国 と修 好 条 約 を締 結 した 韓 国 が 、 決 して 、西 洋 の精 神 文 化 及 び 、 キ リス ト教 を受 容

す る 開 放 的 な対 外 姿勢 へ 転 換 した とい う こ とで は な か っ た 。朝 鮮 民 衆 に根 付 い てい る西 洋 諸

国 に対 す る斥 邪 精神 と、 洋夷 とい う敵 対 感 情 が 、解 消 され る た め に は 、 ま だ まだ 時 を要 した 。

韓 ・佛 条 約 が 締 結 され て か ら、1905年lI月17日 に 、 日本 帝 国 との あ い だ で 、 「第2次 韓 日協 商

条 約(乙 巳 条 約)」 が 、締 結 され る ま で の20年 間*85、信 教 の 自 由 に 関 す る法 的 問題 は 解 決 さ

れ て い な か っ た 。朝 鮮 半 島 にお い て は、 西 洋 の宗 教 の完 全 な信 教 の 自由 が 法 的 に保 証 され る

こ とに な っ た。 この信 教 の 自由 が 法 的 に明 文 化 され た の は 、1910年 の 「日韓 併 合 」 に よ る も

の で あ っ た 。 しか し、 大 韓 帝 国 は す べ て の 国 権 を喪 失 して お り*8`、朝 鮮 半 島 は、 日本 帝 国 の

植 民 地 と し て 日本 帝 国 憲 法 と、 そ の 他 の 法 律 が そ の ま ま適 用 され た*87。 韓 国 に と っ て 日本 帝

国 の憲 法 と法 律 に よ る信 教 の 自由 は 、本 当 の信 教 の 自由 とは距 離 が あ っ た とい え る。

(注)

*1『 朝鮮 を知 る事典』平 凡社1998p .121

*2こ の 「甲午東 学農民戦争」 は、朝鮮王朝 の解体期 において王朝の機能 の有名無 実化 と両班官僚層 の

民衆搾取 に対 抗 して起 こった農民 と新興宗教集 団に よる農民たちの蜂起で ある。 この蜂起で見せた民衆

の戦 いの 中には、反両班 社会的、反封建 的な精神 闘争 を行 っていた東学 の変革思想 が持 ち込 まれてい る。

そ して、新興宗教東学 の組織が、その力 を大 いに発揮 した大規 模 な民衆 による民族 的革命運動であ った

といえる。韓国近代 史の展開 において、 この東学民族 運動が最 も意味 をもつ のは、政治的 な抑圧 と差 別

を一方的 に受 けていた民衆が執権体制 に対 して、改革 の意志表明 を したことにある。

*3両 班 中心 の身分社 会での商業 ・工業に携 わる人々の社会的 な位相は、蔑視 と差別 の対 象であ った。

その結果、朝鮮時代 の工業 はそれほど発達す ることがで きなか ったとい える。(呉星 「朝鮮後期 商人研究』

一潮 閣1997p .2参照)

*4両 班 の子孫 ではあるが、両班であ ると名乗 る ことので きなか った身分 階級=庶 子階級。両班 と妾 の

間の子、両班 と再婚 した人の子 、奴婢 と両班 との間に生 まれた子 な どの人々。

*5胡 縄著、小野信爾訳 『中国近代史』平凡社1974参 照

*6李 光麟 「近代編」 『韓 国史講座』V、 一潮 閣1997pp .1-2

*7李 光麟1997P .3

*8金 景昌 「1890年代到 国際的環境」 『甲午東学農民革命斜 争点』集文堂1994pp .65-66

*9田 中彰 『明治維新 と天皇制』吉川弘文館1992参 照

*10李 光麟1997P .7

*11金 得幌 『韓国思想史』大地文化社1993p .290参照

*12任 午軍乱 とは、1882(高 宗19)年6月9日 、都俸所事件 と呼 ばれる訓局兵た ちの軍料紛争か ら発端 し

た突発事件。 事件 の背景 は、開化 政策 を推進す る際、 生 じた守旧派 と開化派 の衝 突が深化 し、行 われた
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制度改革に よって多 くの開化派官僚 の登 用 と旧軍隊 を廃止 した ことにある。

*13趙 景達 「異端 の民衆 反乱』岩波書店1998p.21

*14日 本 の伊藤†専文 と李 鴻章 との問で結 んだ条約 が、「天津協 約」 である。

「天津協約」第3条 規定 は、"将 来朝鮮国若シ変乱重大 ノ事件 アリテ 日中両国或バー国兵 ヲ派ス ルヲ要 スル

トキハ応 二先 ツ互二行文知照 ス可 シソノ事定 マ ルニ及 ンテハ仍即 チ徹 囘 シ再 ビ留防 セス"こ の条文 をも

って、 日本 は朝鮮 にい る日本 人を保護す る名 目で軍隊 を派遣 して きた。「東洋歴 史大辞典』〈中巻 〉臨川

書店1981

*15梁 禮承 「韓国文化史』教 文社1994p.174

*16金 得幌 『韓国思想 史』大地文化社1993p.290参 照

*17勢 道(世 道)政 治 とは、

元来 世道 とい うのは、社会教化 を目的 とす る儒教 的指導 理念 に立脚 した道義実践意志 か ら出て くる も

のであ った。君主 の独治 を防 ぎ、言 路 を解放 を主張 する世論政治 を理想 とす る制度 である。 しか し、こ

こでい う勢道 とい うのは、制 度上 の最高官職者 でない寵臣、 また は戚 臣が王 の信 頼 を得て擅政 した変則

的な政 治の ことで ある。勢道 政治 とい うの は、元来 は儒 教的政治理想 にお いて王道理想の具現 とい うこ

とを意 味す る 「世道」 と同 じく呼 んでいたが、 【李鐘恒 『韓 国政治 史』博 英社p.330】 士林政 治が志 向 し

ていた世道 とは本 質的に異なる形 態の独裁政 治であったため、後 日 「勢道」 及び 「勢塗」 と表現 す るよ

うにな った ものであ る。

勢道 政治 の始 ま りとい うのは、朝鮮朝22代 王正祖(1767-1800)が な くな った後、わずか12歳 の幼い

王純祖(1800-1834)が 即位す ることになった。 これ を機会 に外 戚勢力が完全 に王権 を圧倒 する ように

な り、 いわ ゆる勢道政 治 とい う変態政治 が始 まるので あ る。純祖 の王妃側 、 いわゆ る王妃 の父 金祖淳

(安東金氏1765-1832)が 国舅 として、彼 を中心 に専 ら外戚が政治権力 を握 ることで多 くの要 職 を占め る

ので あった。外戚 である彼 らは、王 よりも強 い勢力 を振 る うのであ った。 その後、憲宗代(1834-49)

には、豊壌趙氏 が勢道政治 を行い、哲宗代(1849-1863)に は、再び安東金氏が勢道政 治を行 うの であ

る。勢道 政治は、19世 紀 の前半か ら60年 間行われ ていた変 則的 な政治体制であ るが 、幼 い王 を取 り巻 く

外戚一家 門 による政権独 占時代 とな り、その政治的、経済 的権 力が一部の両班勢力 に集 中されたの であ

る。 この勢道政治 による政治的 、経済 的、社会的 な腐敗が 、朝鮮王朝の政治的秩序 や体制 の崩壊 をいっ

そう早 めていた。

特 に、朝鮮の身分差等 の倫理 は、朝鮮朝両班社会秩序 を支え るための朱子学的 、封建 的な倫理規範 で

あった。両班社 会の倫理規範 は、両班支配階級 とその他 の身分(平 民 、常民 、奴婢、 そ して庶 出、庶子)

との身分的差等 を置 くこ とで支 配階級 であ る両班 とその他の身分 との上下主従的 関係 を骨幹 と していた

のであ る。勢道政 治を含 む朝鮮末期 の両班支配層 の精神的 な柱であ る儒教 の否定 的な姿 を現 実化 させ た

もので あ った と言 え る。 【李基 白著 中川清訳 『韓国 史新 論』清水 弘文堂1971pp.315-317】 【崔東煕

「東学 思想q基 本 方向斗 期呈岳課題」 『韓:国思 想」第22輯 韓国思想研究会1995pp.326参 照 】【李 光麟

1997pp.11-12参 照 】、【金任圭 ・張俊植共著 「韓 国民族文化斜 意識』正訓出版社1997pp296-297参 照】

*18空 名帖 とは、軍功労者及 び納粟 を した人に見返 りと して与 えてい た免役、免郷、免賤 の方 法が朝鮮

後期 の 身分制度 を紊乱す る道具 として用 い られ た。

*19願 納銭 とは、朝鮮末期王朝が受け入 れていた寄付 金の こと。

*20李 眩煕 「新 人間』新 人間社1984pp.26-27

*21李 光麟1997P .1

*22招 望暑 「ラ朝{}ズnフ哨≦Σ1;F丕斗 丐弖苦」 『荳}ヨ干入}一司暑』λ}司ロ1湧ヨ'入}・1995p.283

*23両 班 は朝鮮社会 を統 治 して きた上級支配 身分の総称 であ る。両班 は政 治的、経済的 国役上 の特権 、

刑罰上 の特権 、教 育の特権 、科挙 の特権 を持つ 身分 である。
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*24両 班 とい う語 の 由来 は 、 国 王 が行 う朝礼 に参 加 した文 班(官)が 東 に整 列 し、 武班(官)が 西 に 整

列 した ため 、 両 側 に整 列 してい る文 官(東 班)と 武 官(西 班)を 両 班 と称 した の で あ る 。

*25李 成 茂 『朝 鮮 両 班 社 会 研 究 』 一 潮 閣1997p .13

*26;召 モ旦・モ}「ヌ11{}ズ翔フ弔潮 「z・丕 彑}蔦弖・暑≒」 『重}号λ}司モ…「』八}・司 日1竭入ト1995p .290

*27慎 鋪 廈 著 、小 林 孝 行 訳 「韓 国社 会 の 伝 統 と変 化 」 「現 代 韓 国社 会 学一 韓 国社 会 、 ど こへ 向 か っ て い

るの か 』 新 泉 社1988p.243

*28李 成 茂1997P .407

*2go1蘿}遺 「司=号λ}司入予9101司1』 「号7}一斗 ス1日肩刈 刈 」 是一司・5斗ズ1層λ李1995P .53

*30韓 永 愚 『朝 鮮 時 代 潮 身分 史研 究 』 唱{}身1997pp .242-243

*31妾 の 子 供 を い う。庶 子 の 身 分 は 当事 者 だ け に限 定 され る もので は な く、子 孫 代 々継 承 され る もの で

あ る。

*32『ヨ孑一λ}・導晝冬}♀1・簧旦詞 遒 「丕旭 早7191入}・ 司」 「鵞}号入}・』34 、1995p.24

*33号 λ}・廻壽}♀1・魁司 項1995p .106

*34こ の 両 班 身 分 社 会 が 崩壊 し始 め た の は 、17,18世 紀 か らの こ と で あ る が 、平 民 ・軍 卒 ・賤 人 た ち の

中か ら も両 班 の 服 装 を模 倣 した り、 互 い に両 班 と呼 称 す る よ うに な っ た 。 余 裕 の あ る平 民 と賤 民 が 改 名

した り、 両 班 の族 譜 を偽 出 した ので あ る。

*35韓 祐 励 『東 学 乱 起 因州 晝 量 研 究 』 刈 音 大 学 校 出版 部1993p ,9

*36姜 在彦 『西 洋 と朝 鮮 』 文 芸 春 秋1994pp .245-246

*37朝 鮮 の 中華 主 義 とい うの は 、 明 が滅 亡 し、 中 国 大 陸 か ら 「中華 」 が 消 滅 した こ と よ り、 朝 鮮 が 唯 一

の 中華 と して 自尊 的 な 自 己認 識 を した こ と に始 ま る。 朝 鮮 人 の対 外 認 識 は、 「華 夷 観 」 を基 礎 と し なが ら

も文 化 的 な価 値 に於 い て は 中 国 と同 一 文 化 ・同 一 水 準 だ と い う文 化 的 自尊 意 識 に基 づ く主体 性 を持 っ て

い た た め形 成 され た主 義 で あ る。 【舎 舍 智 著 、 山 里 澄 江 訳 『近 世 の朝 鮮 と 日本 』 明 石 書 店1998p.274参

照 】

*38慎 鏘 廈 著 、小 林孝 行 訳1988p.246

*39金 任 圭 ・張 俊 植 共 著 『韓 国 民 族 文 化 と意識 』 正 訓 出 版 社1997p .298参 照

*40李 基 白著 中川 清 訳 『韓 国 史 新 論 』 清 水 弘 文 堂1971p .317

*41農 地 の 面 積 単 位 。 壬 辰 倭 乱 以 後 で あ る1634(仁 祖12)年 の1等 田 の1結 の 面 積 は、10,809㎡ で 、 大 韓

帝 国 の1902年 か ら1万 ㎡ 、1haに 制 定 した 。

*42李 基 白著 申川 清 訳1971p .317

*43韓 国 精神 文 化 研 究 院 「韓 国 精 神 文 化 百 科 事 典 』 第1巻 、pp585-586参 照 、 李 光麟1997p。11

*44民 乱 と は、 普 通 朝 鮮 末期 の 民衆 の 反 乱 を指 す 。 開港 前 の朝 鮮 社 会 の 階 級 矛 盾 の 激 化 を反 映 して い る

民 衆 の 執 権 者 に対 す る 反乱 。 民 乱 は 甲午 農 民 戦 争 の序 曲 に値 す る。

*45李 離 和 「19刈71石71到 民 乱 研 究 」 『韓 国 学 報 』 第35輯 一 志 社1984p .85

*46李 光麟1997pp .12-13

*471862(哲 宗13)年2月 に、 丹 城 、 晋 州 の 農 民 蜂 起 を 始 め 、3月 に は 、 咸 陽 、 星 州 、 益 山 、4月 に、 善

山 都 護 、 開 寧 、仁 同都 護 、 咸平 、5月 に、 高 山 、扶 安 、金 溝 、 懐 徳 、長 興 、 尚 州 、順 天 、公 州 、 玄 風 、恩

津 、 眞 岑 、連 山 、 清 州 、懐 仁 、文 義 、康 津 、居 昌 、6月 に、 密 陽 、 済 州 、 咸興 、廣 州 、 昌 原 、 黄 州 、清 安 、

南 海 、 蔚 山 、 軍 威 、比 安 な どで大 規 模 な民 乱 が 発 生 した。

*48朴 瑩 鶴 『東 学 運 動 潮 公 示構 造 』L}甘 出版1990p .77

*49崔 珍 玉 「1860年 代釧 民 乱 嫻 垂 を 研 究 」 「伝 統 時代 到 民 衆 運 動 』(下)署 喫 出版1981pp .386-389参 照

*50黄 善 嬉 『韓 国近 代 思 想斗 民 族 運 動 』1 、司 魁 出版1996pp.84-85参 照

*51黄 善 嬉1996pp .86-87参 照 、 朴 廣 成 「高 宗 期 到 民 乱 研 究 」 『伝 統 時 代 潮 民 衆 運 動 』(下)著 喫 出 版
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1981pp.475-480

*521860年 代 に、4回(64年 に 、 豊 川 。68年 に 、染 原 。69年 に、 光 陽 、 固城)、1870年 代 に 、3回(71年

に 、 寧 海 、 聞 慶 島嶺 関。75年 に 、蔚 山)、1880年 代 に 、18回(80年 に 、 長連 。83年 に 、東 來 、 星 州 。84年

に 、 加 里 浦 、 安 岳 、 兎 山。85年 に 、 驪 州 、 原 州 。88年 に 、 北 青 、 草 原 、 永興 。89年 に 、 吉州 、 旌 善 、麟

蹄 、 通 州 、歙 谷 、 興 陽 、 水 原)1890年 代 に 、22回(90年 に、 咸 昌 、 安 城 、91年 に 高 城 、 水 原 、92年 に 、

咸 興 、 徳 源 、狼 川 、 醴 泉 、會 寧 、 江 界 、 成 川 、 鐘 城 。93年 に 、咸 從 、 仁 川 、載 寧 、 清 風 、 黄 澗 、 中 和 、
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第2章 近代韓国を形成した三つの民族主義思想

19世紀、朝鮮 も他のアジア諸国と同じように、封建的な社会秩序 を守 るための鎖国政策を

固守 し続けていた。 しか し、朝鮮は次第に西欧列強の近代的な資本主義の波に、飲み込まれ

そうな民族的な危機に直面することになった。こういった時期に形成された民族主義思想が、

「開化」、「衛正斥邪」、「東学」であ り、1860年 代前後に形成されたものである。この三つの

民族思想が形成 されたのは、決 して偶然ではなく、時代的で社会的な要望 を含んでいる*1。

これらの思想の最 も大 きな意義は、近代韓国を形成させる根幹となり、多大な役割を果たし

た思想であるといえるだろう。朝鮮末期 に形成された思潮 を考えるとき、真っ先に頭に浮か

ぶ三つの思想でもある。

まず、衛正斥邪思想は、保守的な思想 の持ち主であった特権階級である両班(儒 林)た ち

によって形成された、排他的で閉鎖的な民族主義であった。開化思想は、革新的で開放的な

思想の持ち主である急進的な儒学者たち、いわゆる実学を学んだ両班 と中人たちによって形

成された思想である。*2東 学思想は、自主的な排他性を見せながらも、既存の体制に改革を

望んでいた没落 した両班階級と農民及び賤民たち、いわゆる政治的社会的に疎外されていた

階層によって形成された思想である。この三つの思想は、反体制に属 している人々が自覚 ・

覚醒して起こした宗教運動に伴っている思想 と、朝鮮社会の生活を統轄する規範として、宗

教的背景を持ちながら知識人の精神世界 を支配していた思想に分けることができる。

朝鮮末期 に東道西器を唱える儒学の思想 を基礎 とする 「衛正斥邪思想」に対 し、「開闢や

平等」 を唱える新興宗教 として出発 した 「東学思想」は、何 よりも儒教思想 に対する、いわ

ば思想的な対立で もあった。儒教の封建的で伝統的な思想の持ち主たちの 「衛正斥邪思想」

と、反儒教的な性向 と改革を主張する 「東学思想」の対立 も考えずにはいられない。また、

宗教的な背景か ら逃れ ようとした実学の背景を持つ知識人たちが起 こした運動 としての、

「開化思想」である。いずれにしろこの三つの思想は、韓国近代 における民族主義 と民族主

義形成の基調になっている。近代韓国の始まりを論 じる場合において、この三つの思想が も

つ思想的特徴 と、その思想がもたらした韓国的民族主義の成立と近代の意味をまず考えなけ

ればな らない。

1.排 他的な民族主義の衛正斥邪思想

保守的な儒林たちによる衛正斥邪思想の根底に流れている要素は、対内的には儒教でいう

「君臣之大義」 と、対外的には 「華夷之辯」の二つの要素で構成されている。そ して、その
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対外概念は、封建的な階層秩序の固守 と名分論を国家間の領域にまで拡大したものであった*3。

衛正斥邪思想 は、保守的な儒林によって主導 された、排他的な外交政治的思想であるといえ

る。朝鮮王朝の統治理念としての斥邪思想は、伝統的な儒教 という宗教的、学問的イデオロ

ギーを柱 としてお り、封建的な政治体制を擁護する立場から派生 した思想である。従って、

衛正斥邪派 を形成 している人たちというのは、社会経済的基盤 をもつ在郷両班地主層がその

中心的な存在であった。彼らは明の崩壊以後は伝統的な 「中華論」、「華夷論」を背景にして

いた。彼等 は 「倭洋一体論」、「内修外攘*4」を展開し、西洋諸国との修好条約や開港に反対

し、国家を固守 していく排外主義論理を頑なに信じていた。

衛正斥邪思想を擁護する人たちは、要するに封建的な政治体制と安定 した経済基盤に安住

していた特権両班階級であった。彼等は儒教の信奉者であ り、朱子学を唯一で絶対的な聖道

であると信 じていた。これらの信念に基づ く、斥邪論者たちは、「華」 と 「夷」の区別を明

確 に行っていた。彼等は、人倫を明白にしている唯一無二の正学である儒学(朱 子学)を 教

学 としている国が 「華」であり、それ以外の国はすべて野獣の道を歩んでいる 「夷」である

と論 じていた。これらの斥邪思想は、おおむね 「中華思想」と 「事大思想」に浸されてお り、

自ら朝鮮を 「小中華*5」、もしくは 「大明の東屏」 と称していた。さらに、君主大権の守護 と

いう封建的な思想を背景に、前近代的な民族主義に止 まっていた。彼 らの衛正斥邪思想は、

17世紀以後普及し始めた天主教を排撃する対外イデオロギー としても、外勢に抵抗する政治

思想 として も大 きな働 きをしていた。彼等は、天主教のような西洋からの宗教や思想が浸透

すると、古来から守ってきた美 しい倫理道徳である 「四倫五常*6」が崩壊するだけでなく、

王朝の崩壊 を心配した*7。

その結果、朝鮮王朝は天主教に対する厳しい弾圧を行った。実際の問題は、国内の政治的

な派閥争がより深刻な原因であった。邪教(邪 学)と 見なされた天主教の多 くの信者と、布

教を目的 に潜入 していたフランス人神父が処刑された。この神父の処刑や信者たちに対する

弾圧にフランス政府は、艦隊を派遣 し通商と、信教の自由を要求 してきた。フランス以外の

国か らの異様船の出没は、朝鮮王朝や多 くの為政者たちに鎖国の意志を強めさせただけでな

く、衛正斥邪の思想を高揚 させた。 さらに、1866(高 宗3)年 の 「丙寅洋擾」、1871(高 宗8)

年の 「辛末洋擾」という、西洋 との武力衝突事件を起こした*8。

このような対外政策を行 う政治思想の背景に、朝鮮のみが 「小中華」として、唯一の儒教

国家 としての自負心をもち、その姿勢を崩さなかったプライ ドがあった。朝鮮王朝は最高の

道徳 と社会秩序の根源 となっている儒教的な考えに基づいて、国家を維持 しようとした。鎖

国攘夷策 を支えた衛正斥邪思想は、朝鮮民衆の素朴で反侵略的な愛国思想と固 く結びついて

お り、民族 の危機に立ち向かってきた伝統的な護国精神の現われであった。こういった歴史

的展開過程 で、衛正斥邪の思想的根源を成 している代表的な人物は、在野儒学者たちの先頭

に立つ、李恒老(1792-1868)、 崔益鉉(1833-1906)、 金平黙(1819-1888)、 柳麟錫

(1842-1915)な どであった。華西李恒老は、明の滅亡後唯一の 「華」であるのが朝鮮であ
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第2章 近代韓国を形成した三つの民族主義思想

り、「聖賢の道」、「礼国の儀」 を守るための衛正斥邪思想であると表明 している。正学であ

る朱子学を脅かす異端邪説である天主教を排斥 し、西洋諸国との通交に断固反対 した代表的

な人物である*9。以下崔益鉉、金平黙、柳麟錫3人 の思想的背景は、華西李恒老 と何等変わ り

のない 「名分」、「大儀論」を主張する事大主義 に縛られていた保守的な 「倭洋一体」の華夷

思想であった。

衛正斥邪派の日本 と西洋諸国に対する対応論理は、開港後波のように押 し寄せてくる外来

資本主義列強に対抗 し、外勢 に依存 している開化派を牽制 しようという政治的な意図が内在

していた。衛正斥邪派の思想は、民衆 レベルからの民族主義的というよりも、君主大権の守

護とい う両班中心の封建的性格のものであるといわざるを得ない。1860年 代に衛正斥邪思想

の主たる問題は、外部から侵入する西洋列強に対抗 し、「正(=主 戦論)」 を守 り、「邪(=

主和論)」 を排斥することにあった*10。衛正斥邪思想の厳 しい政治政策は、国内の精神世界

を固持するために、東学や天主教に対 しても政治的な弾圧を行った。この衛正斥邪思想の問

題点は、何 よりも自主的な開国や近代的な開化の道を妨げる保守的な性格を持ち続けたこと

にあった。すべては外勢に対する危機意識を持ちすぎた結果であるが、西欧列強と交流を持

つよりも、封建的な思想の殻に閉じこもり、安住 していたという反省が要求される思想であ

る。勿論、後に衛正斥邪思想は反侵略的な民族主義 を形成 させ、抗 日民族運動(義 兵運動)

の思想として実践、行動化 させる背景 になっていた。 日本帝国の政治侵略に対 しては、「愛

国憂国精神」、「為民政治観」、「文化的自尊意識」を民衆に培養 させた。経済的な侵略に対 し

ては、「西洋製品の使用禁止」 と 「不買不用論」を提示するなど、国内経済を守るための経

済的排他性 を示したこともあった*1・。

衛正斥邪思想を擁護する人たちは、民族の自尊心を守るための民族精神 を育成 したという

肯定的な側面については、評価 しなければならないと思 う。しかし、一方的で単純なロジッ

クによる 「排外主義」に止まっていた側面については、時代遅れの保守的な思想であったと

もいわざるを得ない。

2.開 化民族 主義思想

19世紀中葉以後、「西勢東占」の衝撃を受け、実学を学んだ両班と中人によって、台頭 し

た思想が、「開化思想*12」である。朝鮮王朝末期 にあたる1853年 から1860年 のあいだに形成

された開化思想は、近代化を通 して自主独立国家の建設 という命題を成 し遂げようとする思

想であった*13。西洋列強の力に対抗するためにも、朝鮮の政治、経済、社会、文化、軍事 な

ど様々な範囲において近代的な改革を行わなければならないという思想 を持 っていた人々の

政治的観点から形成 された開化思想であった*14。富国強兵のために、すべての分野において

発達 している西洋資本主義の近代的な体制を受容、採択 しなければならないという明確な目
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的意識をもっていた。当時の開化思想派の人々は、実学思想を継承 しており、自ら中国で購

入 してきた 「新書(聖 書及び科学書)*15」 と、中国人が訳 し、書いた西洋の文物や制度を紹

介 している書物を通 して西洋 を学んだ人たちであった。そ して、彼等は西洋資本主義勢力の

侵入に対する危機感によって形成された韓国独自の近代思想家でもあった。

開化思想 を唱えるグループの中は、実学を身につけていた一部の官僚 と革新的な儒学思想

をもつ若手の両班と、実務的な実力 を身につけていた中人階層で形成されていた。 しか し、

革新的な近代化を進める上で、開化運動を主導した開化派の主勢力は、一部の急進的な両班

たちと中人出身の知識人たちであった。そのため、衛政斥邪思想の力を結集 させ、率いてい

た李恒老の ような指導者もなく、開化思想は 「穏健」 と 「急進」の二つに分裂 してしまった。

まず、穏健的な開化思想をもっている開化派の一部の両班たちの中には、有力な政治家もい

たが、開化思想を国際情勢に対応 させる新たな政治政策は打ち出せなかった。穏健派の思想

は、封建的な朝鮮政府の鎖国政策を否定することもなく、従来の政治体制の中で開化を目指

していた。

朝鮮後期 において新進官僚の両班 と中人たちは、中国を通 じて西洋文物に関する情報や知

識を身につけていたため、海外事情 に最も明るかった。新進両班官僚は、政治政策を動かす

ほどの政治的な主導権を握っていなかった人たちであり、中人たちと共に度々中国へ派遣 さ

れ、西洋の見聞を身につけることで近代的な開化による改革に大きな関心を抱 くことになっ

た。特に、専門職(訳 官や技術士 など)に ついていた中人たちは、中国へ行 く使節に同行す

る機会を度々持っており、新たな西欧文物に自由に触れる立場にいた。むろん西欧の優秀な

技術や物質文化だけでな く、西洋の精神文化である宗教も自ら受け入れられるようになった。

何よ りも、彼 らは中国が西欧諸国とどのように接触 し、その接触 によってどのように国や社

会が変化 しているのかについてよく知っていた*16。開化思想を形成 した開化派や中人たちは、

韓国近代の変革に主体 として反封建的な社会から脱するための近代的な改革意識と、自主 ・

独立の意識 ももっていた。彼 らの開化思想は、実際の政治政局を動かす力量はなかったが、

朝鮮王朝を近代国家へ転機させる重要な役割を果たしたのである。

当時、近代的な開化思想は、二つの性格と派閥をもつ思想として展開されることになった。

穏健的な開化派は、開化を進める戦略において、清国の近代化をモデルにしていた。穏健派

による開化政策は、朝鮮社会 における開化を段階的で、計画性 をもって漸進的に推進 してい

くべ きであると主張 した。一方、急進的な開化派は、日本の近代化をモデルにし、積極的で

先進的な政策を実施することで、一日も早 く日本のような開化を成 し遂げなければならない

という危機意識を持っていた。前者の改革推進派は、当時の執権勢力の中で も一部の開化派

であり、中国の 「自強(洋 務)運 動」のような開化法式を、朝鮮に取 り入れるべ きであると

いう考え方をもっていた。後者は、政治舞台にやっと進出してきた若い世代が中心になって

お り、彼 らが目指そうとした近代化は、日本の 「明治維新」のようにかなり急激な政治体制

の変化を望んでいた開化であった。
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2-1.清 国 モ デ ル の 開 化 思 想

穏健:的な開化思想派は、清国を通 しての近代化を達成しようとする改革主義者の集団であ

った。その開化思想 と改革案は、清国の 「洋務自強運動(中 体西用論)*17」 と、同 じ方式を

用いて西洋の優秀な技術を受容する。 しか し、宗教や思想については朝鮮の方が優秀であ り、

守らなければならないという考えをもっていた。彼 らは 「東道西器論」を改良 した開化論者

であ り、漸進的な改革を行い政治や社会を改革するべ きであると主張 していた*18。

穏健派の代表的な人物をみると、甲午改革期の総理大臣であった金弘集(1842-1896)、 甲

午改革期の財政 を担 っていた度支部大臣魚允中(1848-1896)、 甲午改革期の外務大臣金充

植(1835-1922)、1880年 に、司憲府監察 として開港後初めて金弘集と日本に派遣 された李

祖淵(1843-1884)な どの政府重要閣僚たちであった。彼 らは開港以後、国の主要政策の決

定に参加 していた執権勢力であった。

金弘集は、近代的な改革である甲午改革を推進 した人である。彼は、在職中に甲午改革を

行い内閣制の導入、財政官庁の一元化、租税の金納化、貨幣制度の改革、身分制の廃止など

からなる改革を行 った*'9。金充植は、中国で李鴻章とのあいだで、「朝 ・美条約締結」の問

題について、何回か会談を行 う際、条約文にキリス ト教の布教を禁止する項 目を挿入 しよう

とした人物である。彼は、朝鮮が美国と条約を締結 し、交易をすることで先進技術 を受け入

れる用意はあるが、宗教や思想は絶対受け入れることはできなという立場を表明していた細。

魚允中は、1893年 に、両湖宣撫使 とな り、東学徒の報恩集会 を解散 させた人物である*21。李

祖淵は、親清政治を行ったので後に事大主義者 と呼ばれた人である。 穏健的な性格をもつ開

化派は、民権よりも、君権 もしくは、国権を絶対視 していた人たちであった。

開港によって開化派は、 よりいっそ う 「武備 自強」 に対する認識 を強めるようになった。

初期の開化派は、清 ・日両国に対 して中立的な立場 と政策を取 りながら、1881年 に、日本と

中国に非公式的な形ではあったが、初めて留学生を派遣 しようとした。留学生の派遣を通 じ

て、この二つの隣国に広まっている近代文物を幅広 く受け入れる体制 と、政策を考えるため

であった。朝鮮王朝は、官僚たちと中人で構成されている留学視察団を結成した。中国に広

まっている西欧の科学技術および、兵器の導入と学習を試みるために、中国へ派遣 されたの

が 「領選使」 という 「工學徒」の留学生であった。一方、 日本に派遣されたのが、「紳士遊

覧団」であった。

日本 に派遣された 「日本国政視察団(紳 士遊覧団)」 は、予定通 りに釜山から出発 したが、

清国へ派遣 されるはずの視察団の出発 日は、3回 も変更 された後、1881年9月26日 に出発 した。

清国に派遣された留学者の構成を見ると、官員(官 僚)12名 、随従19名 、学徒20名 、工匠18

名などの総勢69名 であった。彼らは、清国が用意 した 「天津機器局」に配属されたけれども、

留学生たちの中から多くの落:後者が発生 したため、学習は中断される事態になってしまった。
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彼 らは、1882年10月 に、中国か ら撤収 されることになった。撤収の原因は、朝鮮の国内事情

の困難と経済的な援助の困難 も大 きな理由ではあったが、何よりも派遣された留学生が、先

進文物を受け入れようとする浅い意識に問題があった。清国に派遣された留学生の中、これ

まで技術や科学 を蔑視 してきた両班階級 と、その子弟たちが32名 、それに同行 していた下僕

が19名 であったことにも問題点があるといえる。領選使の構成員たちは、西洋の科学技術 を

蔑視 してお り、西洋の技術に無縁の人々であった。

それに比べ、日本に派遣 された 「紳士遊覧団」 という秘密日本国政視察団は、非常に短い

期間であったが、大きな成果を上げて帰国した。1881年4月10日 から、7月2日 までの3ヶ月間、

日本の文物 を視察するために出発 した一行は、朝鮮の開国近代化政策の参考にするために、

各自が分担 して制度、文物、諸機関、工場 を視察 していた*22。日本に派遣 された紳士遊覧団

の構成を見ると、かなり綿密な計算をした上、全員を12個 班に編成 させて出発 した。責任

者である朝士を12名 とし、朝士1名 に対 し、随員を2名、通事を1名、下僕 を1名ずつ配置 し1

個班を5名で構成 させることで総人員は62名 で構成されていた。清国に派遣された 「工學徒」

に比べ、 日本 に派遣 された国政視察団は、各調査事項に対する詳細な視察報告書を作成 して

いる。それ ら報告書の内容は、視察記類 と聞見事件類の記録で、100余 冊 に達 している。そ

の作成内容には、各問題に対 し自分たちの立場か ら見た評価 も含 まれているのであった*23。

開国近代化および国際情勢について、できる限 り視察を通 じて吸収 しようとした積極的な姿

勢が見受けられる。

その視察記類に現れている調査対象の官公署は、内務省、外務省、大蔵省、文部省、工部

省、司法省、農商務省、陸軍、税関などであ り、その他、砲兵工場を始め、産業視察をして

いる。図書館、博物館などの様 々な文化施設に関 してもいろんな調査を行っている*24。その

視察の結果 をまとめ高宗に報告 した視察記を見ると、日本工部省に関する姜文馨の報告書

『日本國工部省視察記』が一巻、 日本の農商務省 と内務省の視察 を担当 した朴定陽の 『日本

内務省視察記』が三巻三冊、『日本農商務省視察記』二巻二冊 と、朴定陽を中心に6名 が個人

的に明治維新以後の日本 を視察 し、自らの見聞と近代化 した明治日本をどのように認識 して

いるかについて著述 した 『日本國見聞条件』などがある。また、国家財政運営の視察 を担当

した魚允中の 『日本大蔵省視察記』、 日本の文部省 と各級学校の視察を担当 した趙準永の

『日本文部省視察記』一冊、嚴世永の日本司法省と司法行政視察報告書 『日本司法省視察記』

が七冊である。閔種黙の日本外務省視察報告録 『日本外務省視察記』が、八巻四冊であ り、

洪英植の日本陸軍視察報告書 『日本陸軍操典』が六巻四冊 など、様 々な報告書*25が 国王であ

る高宗に提出された。日本へ派遣 された紳士遊覧団は、わずか3ヶ 月という短い派遣期間に

もかかわらず大 きな成果を成 し遂げたのである。紳士遊覧団に同行 した人々の中には、朝鮮

の近代化モデルを清国に期待するよりも、革新的な明治維新を達成 した日本 に期待 していた

人もいたのである。これは、従来の清国との従属関係や伝統的な儒教的感覚から離れ、新た

な時代 を望む人々の働 きであったといえよう。そして、視察の結果は、その後開化派が、推
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進 した様々な開化政策に大きな影響を与えることになった。

このように朝鮮王朝が、日 ・清両国に派遣 した留学生の構成 と期間を見ると、中立的な立

場から派遣 したとは思えない点が多いのである。朝鮮王朝としては、清国の先進文物 を受け

入れようとする考えの上、派遣 した留学生たちであったが、政府の意図とは違 う結果 を招い

たのであった。当時、清国に派遣された留学生は、清国の従来通 りの従属関係の認識が支配

的な立場から待遇を受け、積極的な指導 も教育 も受けなかった思われる。日本に派遣 されて

いた留学生の中にも、清国との伝統的な従属関係に対する姿勢を断ち切っておらずに、中国

の 「洋務運動」をモデルとする、いわゆる 「東道西器」 による漸進的な改良主義を考えてい

た人 もいたのである。 しかし、日本に派遣 された留学生の中は、朝鮮の未来に対する関心度

も非常に高 く、日本からの西洋文明を取 り入れるようとする積極的な姿勢*26を見ることがで

きる。 日本の近代化 と文明開化を可能にした 「明治維新」のようなモデルを通 じて、「君権

変法」をも考える人々が登場するのであった。

2-2.日 本 モ デ ル の 開 化 思 想

日本の近代化をモデルにしていた開化思想派たちにとっては、日本国は朝鮮 に最 も近い近

代的な国家であり、西洋資本主義諸国の事情を知るうえにおいて貴重な存在であった。急進

的な性格を持つ開化派の人たちが、日本が明治維新以来、短期間で先進近代国の仲間入 りを

成 し遂げた経験を知るために、日本に関心 を向けたのは当然のことか も知れない。*27当時の

急進的な開化派は*28、大多数の官僚が親清的であった朝鮮政府において、ごく一部に過ぎな

かったといえる*29。彼等は、 日本の援助 に依存 して も、清国からの独立を図ろうとす る計画

を立てていた。

この急進的な開化派の改革案は、 日本の明治維新のような変革を通 して開化すべ きである

ことを主張するものであった。急進的な改革案をもつ彼らは、穏健的な開化派 と違って西洋

の技術だけでなく、思想や制度までも受 け入れるべきであるという急進的な文化開放路線ま

でも追求していた*30。急進的開化派の代表的な人物 は、1883年 に協弁交渉通商事務(外 務次

官)と なった金玉均(1851-1894)、 漢城府判尹朴泳孝(1861、939)、 金弘集内閣の法部大

臣徐光範(1859-1897)な どで、外国留学を経験 した若い人たちが中心であった。彼 らの留

学先がおおむね日本であったことは、後 ほど注目すべき問題 を多く含んでいることになる・・1。

急進的な開化派のリーダーであった金玉均は、1883年 、協弁交渉通商事務 になるまで、

度々 日本 に渡 り、1882年2月 には、福沢諭吉 と親交を結び、同9月 には、修信使 として朴泳孝

と渡 日するなど、日本の事情を観察 した人であった。金玉均は、急進的な開化派の人々を集

め、1884年12月4日 に 「甲申政変*32」を起 こしたが、三 日で失敗に終わってしまった。政変

が失敗すると金玉均は、日本に亡命 した。この 「甲申政変」の失敗は、当時の時代的及び階
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級的な制約 と、対内外的な力量の関係からして成功するには無理があったといえる*㌔ そ し

て、 日本国の政治的侵略及び影響力が強化 される中、改革に積極であった若い両班官僚から

は、 日本国の力を借 りて改革 を行おうとする外勢依存の傾向が現れた。急進的な改革は上か

らの改革であったことや、外勢 に依存することで改革を行おうとした主導勢力の脆弱性が問

題である。それは開化派 と、日本国との政治的関係性が深 まることで、急進的な開化派勢力

が、より親 日的な政治性格 を帯びるようになってい くことであった。また、中人たちの政治

的力*34や推進主体としての結合が弱く、反封建的な要求とも統合することができなかった弱

点があった。

金玉均は、亡命先である日本で書いた 「上疏文」に、"人民の信用を収め、学校を設立 し、

人知を開発 し、外国の宗教を誘入し教化を助ける"こ とを新たに主張 した。また、金玉均は、

何 よりも弊害の温床であった両班 をなくすべきであると主張 した。開化を成功の道に導 くた

めに、儒教 を否定 し、伝統的な両班政治体制を砕いて捨てるべ きであると主張 した。こうい

った金玉均が主張する内容 というのは、当時の社会的状況を踏まえてみても、穏健派の開化

に比べてみてもかなり過激なものであった。そ して、急進的な開化派のすべての政策項目が、

日本 という国がすでに行 ってきた政策を見本 としていた限界性があった。急進的な改革派の

甲申政変と改革運動の失敗に伴い、自主的で近代的な開化を成 し遂げることはできず じまい

になって しまった。開化派の主流は日本の近代的な力に依存 しすぎた、いわゆる 「親日派」

の先駆的な存在 と見なされている。そして、反侵略的な抵抗主体としての成長や民族独 自の

民族主義精神を培 うことはできず、 日本の植民地下における親日的な活動を行 うことになっ

た。

金玉均 と同様の改革案を主張 していた朴永孝は、修信使として1882年 渡 日し、帰国後道路

整備や警察の改革に携 わった人である。 日韓併合後 は親日派 として、 日本の侯爵に叙せられ

たいわゆる典型的な親日派の一人である。徐光範は、修信使 として日本だけでなく、アメリ

カ、ヨーロッパ諸国などを歴訪 した国際派であった。甲申政変の失敗後 日本 を経てアメリカ

へ亡命 した人であった*35。開化思想を持つ若い政治家たち(別 名、「開化党」 と呼ばれてい

る若手の政治家たち)は 、1880年 から1884年 までの4年 という短いあいだ、様 々な近代的な

政治機構や法案 を整備 した。これは一部の政治家たちの力によるものではあるが、自主的で

近代的な政策を推進 し、開化政策*36を実行 した結果である。開化政策に遅れをとっていた朝

鮮政府に対 し、急進的な開化派は、過激な方法である甲午政変による 「君権変法」を試みた

が、失敗す ることで急進的開化派は壊滅の状態に陥ることとなった。それから改良的な開化

派が登場す ることによって、自主的で独自の近代的な政策 を取 り入れようとした甲午改革を

行 うのであった*37。

上に述べてきた二つの開化思想は、根本的に異なる視点 と開化政策論を持ってお り、極め

て対立的な開化思想をもっていたといえる。伝統的な儒教思想 に即 した統治体制 と、社会秩

序 を重んじる保守派的な性質を持つ穏健的な開化派の開化方法は、既存の政治的、社会的秩
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序を守 り、封建的な社会を温存させようとする側面が見える。それに対 し、急進的な改革思

想による変革が失敗に終わったのは、当時開化思想やその開化運動に参加できる人が限られ

ていたため、一部の知識人による上か らの改革運動であったという限界性をもっている。

しか し、急進的な開化派は、富国強兵を推進させるために、近代文物を受容 しなければな

らない という危機意識を明確に示 していた。急進的な開化を成 し遂げるために推進 した改革

運動は、政治的バックアップの限界があったとはいえ、大きな可能性 を示 したものであった。

民権的性格の強い部分においては、外勢 に対する抵抗を強化させなが ら愛国啓蒙運動に力を

注 ぐことに結びついている。この急進的な開化思想は、韓国近代の変革思想の母体 として、

反封建的なおかつ、近代的な改革を通 して自主、独立意識を成長させる重要な役割を担った

思想であるといえる。

3.自 生 ・新 興 宗 教 の 東 学 思 想

3一一1.「 東 学 」 の 誕 生

西洋資本主義諸国は、国際政治情勢の変動に歩調をあわせるかのように、中国を始めとす

る東アジア諸国へ進出してきた。この西洋列強の進出に対し、東アジア諸国は政治的 ・経済

的危機状況に陥ると共に、新たな世界認識 を経験することになった。西洋化を通 じて近代資

本主義体制を取 り入れようとする転換期に直面 していた。開港以来の朝鮮王朝は、外来資本

の浸透 と、日・清両国の経済的な浸透 による農村経済と商人経済によって破綻 し始めた*38。

また、西洋列強の軍事的侵略による、中国と東アジア諸国の敗退 と西学(西 教)、 即ち天主

教(カ トリック)の 浸透は、朝鮮半島にも大きな波紋を及ぼした。

朝鮮王朝の解体期 に現れたこの新興宗教東学は、弛緩 した被支配層の深い苦悩と疎外感の

自覚によって表出された。その主な原因は、伝統的な儒教社会がもつ閉鎖性と経済構造の矛

盾によるものであった。民衆は伝統的な両班中心の身分社会に対する疎外感と、嫡庶差別に

より深い傷を付けられていた。特 に、庶子(庶 出)た ちの両班社会の身分制約に対する批判

が、封建的な政治体制で苦しんでいた民衆の支持を得ていた。当時、朝鮮の儒教思想や儒学

を学んだ両班たちは、中国の儒教よりも遥かに観念的で、非開放的な思想体系に閉じこめ ら

れ、縛 られていた。また、特権階級の両班 と官吏の虐政に苦しめられていた農民たちは、日

本の経済的な浸透 によって農村経済の破綻 という二重の苦に脅かされていた。農民たちに対

する封建的な両班特権階級の大々的な収奪と、対外的危機を克服するために新たな精神的な

思想及び宗教倫理 を求め始めることになった。東学の創設者である崔済愚 も、同 じ危機意識

を持っていたに違いない。

崔済愚は、朝鮮の伝統思想である"儒 道、仏道の数千年の運勢が尽きた*り"と 嘆いた。朝
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鮮王朝末期における儒教思想はかなり沈滞 してお り、新たな文明を受け入れたり、変革を行

う可能性と力はもうもっていなかったといえるほど衰退 していた。東学は1860(哲 宗11)年

4月5日 に、水雲崔済愚(1824-1864)に よって、創道(創 設 ・創教)さ れた。教祖崔済愚は、

10余年間の儒学の学問的な修練期間を経た後、20余 年間の求道を求めていた。崔済愚は精神

修業の旅の末、宗教的体験を経て、1860年4月5日 に"天 道"を 体得 し、その翌年の6月 から

純粋な宗教運動 として本格的な布教活動を行った瓢。東学は伝統的な信仰である儒教、仏教、

道教を始め、キ リス ト教などの様々な宗教思想に接 した教祖崔済愚が、それを独自に消化 し

受容することで新たな体系を立てた宗教であった。「東学」 という自生宗教が創出されるこ

とによって、多 くの民衆のあいだに広 まり、民の宗教として根を下ろすのであった。東学は

韓国特有の新興宗教であ り、韓国的民族主義を形成する政治哲学をもっていたのである。

崔済愚は、自己文明の開闢、即ち精神革命の敢行を切実に実感 し、その危機 に対抗するた

めに 「東学」 を興 した。東学思想は、民族的な排外意識 も強 く現れていた。一方没落 した両

班階級 と農民 及び賤民たちのように、政治的、社会的に疎外 されている人々の救済思想で も

あった。こういった排外意識は、開港以前か らすでに東学の 「輔国安民」の思想として現れ

ていた。東学 は、民族の固有の思想体系をもってお り、主体的な伝統宗教及び思想の上に、

西洋の宗教思想を包容 している新興宗教として*4'、韓国的民族宗教の起点である。

東学の思想 には、朝鮮後期 に風靡 していたキリス ト教思想や儒教、仏教、道教に対する反

発や批判が内在 している。しか し、それらの宗教をも吸収 し、深い影響 も受けている特徴が

ある*42。東学の創道は、当時の儒教 ・仏教 ・道教の三つの精神世界を批判する立場を*43教示

していた。東学が三教批判をしたように、吉川文太郎 も、朝鮮の儒 ・仏 ・道の三教に対する

批判をしている。彼の 『朝鮮諸宗教』に、"儒教は明節に拘泥 して玄妙の域を知らない。仏

教は寂滅 して人倫を切る。道教は自然に悠適 して治平の述が欠けている*網"と 述べ られてい

る。一方、東学の思想の中には、三教の政治性や社会性 に関 しては、否定的な側面 をも見せ

なが らそれぞれが持っている思想や、宗教性 を肯定 し、取 り入れている一見矛盾してた 「折

衷主義」*45で あるといえる。教祖自身が、儒教が持つ、倫理的な伝統思想に対 しては肯定 し

てお り、仏教 に関 しても教祖自身が仏門にも入 り修業をし悟 りを得ている。道教の影響に関

していえば、東学経典の様々なところに取 り入れている。

東学が最 も批判 しながらも多くの影響を受けているのが、「西学(天 主教)」 であるといえ

る。それは東学 という名称は 「西学」 に対する対抗意識の下に決められたことに由来する。

また、東学の誕生は東アジアの既成宗教である儒教 ・仏教に対する批判だけでなく、西教 ・

西学 との対決意識の産物でもある*46。東学が本格的に布教を始めるとたちまち農民、民衆の

信者を確保 し、支援を得 られた。東学勢力の拡大に驚いた王朝は、東学を邪教である西学の

一派 と見な し、弾圧を始めたのであった。そのため教祖崔済愚は、隠れながら布教活動をし

なければならなかった。布教 を始めた2、3年 のあいだに東学 を信 じる教徒の数は数十万にも

達する勢いをもっていた。朝鮮南部の慶尚道の一地域で始 まった教勢 も、全国各地に拡大し
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ていった。

西洋 と日本に対する、対外的な危機意識が向上していた19世 紀半ば頃、旧政治体制に対抗

しようとした目的と自意識の現われが、東学 によって形成されるようになった。東学は、当

時 「開化」、「斥邪思想」 と共に形成された思想であ り、近代的な西洋の思想と、伝統的な民

族思想を用いて構築 された自生宗教であった。東学の胎動は、決 して偶然のことではな く、

朝鮮王朝 という特殊な社会の状況下で形成 された政治的性格の強い宗教集団として誕生 し

た。東学の誕生によって、19世紀後半の儒学を背景にしていた政治、社会、経済、文化的な

諸般の矛盾、非理、不正、腐敗が表に晒されるようになった。そして、東学は、民衆のため

の民族主義を成立させた民族宗教 として、新たな変革をもたらす起爆剤 としての役割を果た

した*47。

3-2.東 学 の 教 祖 た ち*48

東学を創道 した教祖崔済愚は、1824(純 祖24)年10月28日 に慶尚道慶州郡見谷面稼亭里で

生まれた。本名は済宣、号は水雲であった。済愚 という名は、"愚 かな民衆 を救済する"と

いう意味を込め改名 した。崔済愚の社会的な身分と出身その ものが、朝鮮時代の封建的な儒

教社会の悲劇そのものであったといえる。崔済愚の父は、慶尚道の士林 として文筆や道徳的

に名声の高かった人ではあったが、官職に就 くことができなかった地方の両班であった。崔

済愚は父崔玉が寡婦 と結婚して63歳 という晩年に得た子供であった。 しか し、父崔玉は、代

(家)を 継 ぐために、すでに弟の子供を養子 として受け入れていたため、崔済愚が崔氏の代

を継 ぐことができなかった。また、寡婦である韓氏から生まれたため崔済愚の身分は両班で

ありながら、両班であることを名乗ることのできない庶子の身分に属 していた*49。

父崔玉が晩年に得た子供に注ぐ愛情 は大 きく、庶子 という身分の運命の不幸に悲 しみなが

らも年老いた父は、才能のある聡明な息子に儒学を熱心に教 えた。崔済愚は英明な気質をも

って生 まれたが、成長するにつれ生まれ持つ不運な運命に対する社会的な不満をもつように

なった。崔済愚が東学を創道する儒教の思想的、学問的な背景は、優秀 な儒学者の末裔とし

て、10年 余 りの年月を父の下で修行 した ものであった。崔済愚の侍天主信仰の基調を成 して

いる学術的ないし、理論的構成の基礎を提供したのは"儒 学"で あった。

彼 は家道を継 ぐことをやめ家を飛び出 し、八道名山を歴遊 しなが ら、儒教 ・仏教 ・道教

(仙教)・ キ リス ト教 などについて学んでいた。 しかし、満足できるような教えはな く、彼

は"宗 教のために人間が生 きるのではな く、入間が生 きるために宗教を求める*5。"というこ

とに真諦を求めていた。崔済愚は宗教的な経験を通 して 「無窮無窮之道」に到達するように

なった。彼は21字 の呪文を1年のあいだ考えに考え創出 した。"至氣今至願為大降 侍天主造

化定 永世不亡萬事知"こ の21字 の呪文 は、降霊呪文 と本呪文に含蓄 されていることを暗示
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しているものであった。この呪文の基本言語は、侍天主の"天 主(ハ ンウルニム、妊音岩)"

であった。また、崔済愚は東学を民衆に広める際度々"ハ ンウルニムだけを信 じなさい"と

教えている。崔済愚は、再々"上 帝"、"天"、"天 主"と いった言葉を用いている場合もある。

これらの言葉はすべて"ハ ンウルニム"と いう。この観念は、韓国人の古い歴史の時代か ら

伝来 されて きた固有性と、外来の他の思想 との融合ないし、交渉を通 じて根付いた 「神観*51」

の表現である。崔済愚の東学は、「侍天主思想」 と、「人是天思想」 を基礎に独創的な構造の

平等思想 を成立 させた。いわゆる"誰 しも心の中にハ ンウルニムがいる"と いう絶対的な力

を持つ存在が、皆の心に内在 しているという平等思想である。その絶対的な力を持つハンウ

ルニムは、身分 ・嫡庶 ・奴主 ・男女 ・老少 ・貧富の差別のない同じハ ンウルニム(神)で あ

る。こういった伝統的な思想 と西学からの思想を受け入れる形で、1860年5月 に、朝鮮で初

の自生 ・新興宗教東学を創道 した。第一代教祖崔済愚は大神師として、1864年3月10日 に、

41歳 という年 に、`左道乱正'と いう異端者として処刑 され殉教 した。

第二代教主崔時亨の号は海月、または法軒 という。崔時亨は、1827年3月21日 に、慶尚北

道慶州市皇吾理で生まれた。彼の初名は慶翔であり、字は敬悟 といった。貧農出身の彼は、

5歳 とい う幼い年に母を亡 くし、12歳 の時に父も亡 くなったため、あちこちの家で作男 とし

て働いた。17歳 の時に造紙所で働 き、19歳 の時に結婚 した。崔時亨が東学に初めて出会った

のは、1861年 である。彼は教祖崔済愚 より僅か3歳 年下ではあったが、勤勉、誠実の人柄の

持ち主 として、師匠である崔済愚の厚い信頼 を受け、入信後2年 で教祖の後継者として選出

された。1864年 に教祖崔済愚が処刑 された後、二代教主崔時亨の弛まない努力によって、そ

の勢力は全国的に拡散 していった*52。崔時亨は東学の第二代教祖 として、地下での布教活動

であったが積極的に組織を整備強化した。新たな教徒組織である六任制度 を設置するなど、

東学の再建に力を注いだ。しか し、崔時亨は東学に対する自らの考え方を表現 したことはな

く、教祖の ように経典 を書 くこともしなかった。それは、貧農出身であったため、学問的な

修業をしてお らず東学の神観について体系的に、組織的に論述することができなかったのか

も知れない細。 しか し、人問観に対 しては、東学の人性観 において最 も重要な概念である

「侍天主」 を基本にしていた*54。ハ ンウルニムと人との関係を 「侍天主」 といい、人がハ ン

ウルニムに仕 ると信 じていた。

崔時亨は教祖崔済愚のような教育を受けたことのない無学文盲者であったが、漢文 とハ ン

グルの経典の刊行にも力を注いでいた。彼はすべての経典を暗誦 してお り、漢文の 「東経大

全」 と、ハ ングルの 「龍澤遺詞」 を刊行することができた。この二種類の経典が刊行 される

ことによって、東学の教勢は朝鮮一帯 に拡大することになった。一方、東学は、すでに朝鮮

王朝が禁 じた不法邪教であったため、東学を信 じる信者は、処罰の対象として苦難の道を歩

まねばならなかった。崔時亨は東学の再建のため、秘密結社 として受難の時代を堪えていた

意志の強い指導者であった。1892年 に、崔時亨は東学を合法的な宗教宗団にするために 「教

祖伸寃運動*55」とい う名目の下、"東 学の信仰 自由"を 得るために本格的な政治的な闘争を
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敢行 した。こういった闘争は、暴政に苦 しんでいた民衆に歓迎 され、大きな武力闘争に発展

する結果となった。1894年 の東学農民革命の最中に、崔時亨は反政治主義的な教化主義の立

場 をとっていたため、「国家の逆賊、師門の乱賊」 とまで、同じ東学教徒に非難されたこと

もあった。 しか し、崔時亨 も東学農民改革の敗北後の1898年 に、江原道原州で逮捕され、ソ

ウルで処刑 された*56。

第三代教主孫秉熙は、第二代教主崔時亨が、1898年7月20日 にソウル監獄署で処刑 された

後、教主を受け継いだ人物である。第三代教主 としての孫秉熙は、近代的開化思想の持ち主

として、東学を近代的な宗教へと改造、改革を計った教祖であった。孫秉煕は、近代的な西

洋文物を受け入れることで、新たな未来が約束 されると見ていた。彼は、東学に新たな教育

システムを導入 し、病院を設立させ、軍隊も改革した。東学の近代化が、自民族の主体性の

確立を可能にすると考えていた。近代的な宗教集団として、東学を成立させる目的をもって

いた孫秉煕は、統監府の権力者たちに近づ き、政治的、社会的な活動を行っていた。孫秉煕

は、東学を 『天道教』に改称し、近代的な宗教教団の面貌を備えようとした。また、1910年

以後は、新文化運動を展開し、抗 日運動にも積極的に参加 した。東学は1860年 か ら1905年 ま

で、宗教活動の自由がない状況下で異端の邪教 として様々な政治的な迫害を受けなが ら、地

下宗教組織 として活動を行 ってきた。 この3名 の教主たちの活躍によって、東学は近代宗教

として形成され、韓国的民族主義の醸成に最 も大 きな役割を果たしたのである。

3-3.東 学 の 民 族 主 義 とハ ン グ ル 経 典

東学は、朝鮮末期西洋文物を受容す る過程で生 じた宗教的、思想的衝撃の産物 として成立

し、西学(天 主教)に 対する対抗意識 も強 く働いた民族思想を形成 した*57。その東学思想が、

天主教のような西洋か ら伝播 してきた宗教 よりも優勢な要素 をもっていたことについて、

『高宗実録』(高 宗1年2月29日)に 、「洋学陰也、東学陽也、欲以陽制陰」と記述 されている。

この内容は、東学思想が伝統的な陰と陽の用法 を用いたものであ り、東学が西学(天 主教)

を超 える思想であるということを論 じている。こういった東学の 「平等思想」 と 「開闢思想」

は、儒教的な思想体系では考えられないものであり、両班身分制度を否定 した新時代の万人

平等思想であった。

その万民平等思想は、男 も女 も同じようにハンウルニムが内在 してお り、"女性は、ハ ン

ウルニムを産むハ ンウルニム"で ある尊貴な存在であると強調 していた。そ して、子供 もハ

ンウルニムであることを強調 していた。このような東学の平等主義は、朝鮮末期両班官僚た

ちによる差別や抑圧、虐待 を受けていた平民と賤民たちにも、両班貴族と同 じような高貴な

存在であるという信念を吹き込んだ*58。こういった思想はすでに、西学の人間は神の僕 とし

て、神の下で平等 に創造 されているという西学 に影響を受けていたものであることは否認で

41



きない。東学の平等思想は、西学や他の宗教よりもはっきりとしてお り強力で確固たる信念

に基づ くものであった。

この平等思想 は、これまで朝鮮王朝の両班支配階級と官僚たちの差別や抑圧、虐待 を受 け

ていた平民や賤民に熱烈な歓迎を受けることになった。崔済愚がいう東学の大覚は、人間誰

しもがその出生や出身身分 とは関係な く 「道成徳立」する。すなわち、誰 しもが、道徳的人

格者、君子になれると論 じた*59。従来の儒教的人格形成の過程では、絶対多数の民族成員は、

道徳的な人格形成ができないという論理であった。そのことを考慮すると東学の論理は画期

的なものであったに違いない。東学の倫理思想の中で、最も重要視される 「事人如天」は、

"人 をハンウルニムのように接 しなさい*60"と いうことであ り
、論理的には、人間の存在論

に依拠 している。人間はその本性において、神性 を内包 しているために、神に接 しているよ

うに、敬 うように、尊敬 と尊厳 と平等意識を持ってすべての人を遇 しなさいという意味を含

んでいた。

朝鮮王朝時代の身分差別は、かな り複雑な家族関係や社会 ・政治構造が反映され、構築さ

れた ものであった。両班階級の嫡庶差別の問題は、東学誕生の きっかけでもあるといっても

過言ではない。身分的平等を主張 していた東学に入道 して活動 した両班身分の中に庶子が多

かった。東学 を創教 した教祖自身も庶子であったことはい うまで もなく、第三代教祖であっ

た孫氏の東学への入道の動機は、庶子出身である人としての立場 に立ち、嫡庶の差別のない

東学の平等主義 に感服 したからである*61。また、この東学の平等主義に対 し常民層からも命

をかけ、東学 に入道 し活動 した人々も多かった。例えば、時代は少 し下ることになるが、韓

国の典型的な民族主義者であった白凡金九が、18歳 の時東学に入道 したのもこの平等主義に

惹かれたからであると本人が、「白凡逸志』の中に記述 し残 している*62。

東学が理想 とする平等社会 というのは、四民(両 班 ・中人 ・常民 ・賤民)の 身分階級の差

別のない公平無私の社会を構想 していた。東学の平等思想は、長い年月両班たちに差別を受

け、抑圧 され、苦 しんでいた民衆たちに新たな希望を与えた革命思想である。東学の平等思

想は、革命的人権運動、民衆思想運動 として社会に大々的な影響 を与え、1894年 の 「甲午東

学農民革命」 に結びつ くのであった。この概念は、近代韓国の歴史において大きな意味を持

っている革命的な理念であったといえる。

そ して東学の 「開闢思想」は、いわゆる 「後天開闢」の思想であり、東学の改革の信念体

系を理解するために最 も重要な内容である。東学の民族主義を考えるためにも、この 「開闢」

の思想を理解 しなければならない。ここでいう 「開闢」は、暗黒 と混沌から天地が初めて開

くとい う 「天地開闢」 という意味をもっている。東学の 「開闢思想」が意味 しているのは、

人文の開闢であ り、いわゆる文化体制の開闢である緬。東学は歴史を大きく二つに区分する

際、この開闢を利用 して説明している。すでに過ぎ去った世界、いわゆる1860年 創道以前の

世界を 「先天」 といい、創道後の未来に開 く新たな世界を 「後天」 というのである。古 くさ

い先天の文化が崩れ去 り、新たな後天の文化が開 くとい う意味を持って 「後天開闢」が始 ま
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るという。後天開闢は、人間中心の文化開闢を意味 している。人類全般に及ぶ革命的な文化

創造である*`4。文化体制を再び開闢するためには、新文化の種になる新たな観念体系が必要

とされる。 この新観念体系 を構築するために東学がある。東学布教の方向性を示 していた

「後天開闢」は、国家の開闢いわゆる変革を実現 させることで理想的な国家の建設、地上天

国の建設を創造する目標 を最大の信念にしていた。堕落した社会の諸般倫理を否定 し、克服

するための新たな社会秩序を要求 し、人間性の回復 を望む実践論的な思想である。これらの

東学思想が、より民衆に浸透し、広まるようになったのは経典の刊行に力を注いだ結果であ

った。

東学の経典には二つの種類があ り、純粋な国文であるハングルで書かれている経典 「龍澤

遺事*65」と、漢文で書かれている経典 「東経大全*66」である*`7。これらの経典の作成は、崔

済愚が道を求めていた20年 間の自己省察を通 じて得た内容が収まっている。その内容は、宗

教的な体験や悟 りを得 るための修業課程、そして布教のために行った講道内容となっている。

1860年4月5日 に、崔済愚が"無 極大道"を 唱導 してから、1864年2月 までの4年のあいだに著

述 し集筆 したものを、二代教祖である崔時亨がまとめ刊行 したのであった*68。

まず、「東経大全」は、主に上層階級 に属 している両班知識層のために漢文体で書かれて

いる。東学に参加 していた両班たちは、儒学(漢 字文化)を 習得はしたけれども、社会的に

還元する道が閉ざされていた人々が多かった。ハ ングルで書いている 『龍澤遺事』は、記述

方法の差異はあるけれどもその要諦は同 じである。この 『龍澤遺事』執筆の目的は、布教の

対象としている漢文が読めない多くの人々のためであった。ハングルで刊行 したことは、こ

れまで教育を受ける機会を持たなかった低教育層の農民や女性たちのために、大 きな意味の

あることといえる。こういった民衆のために刊行されたハ ングルの経典 と漢文の経典は、広

く読 まれるようになった。民衆の中からは東学の思想を通 して近代的な感覚を身につける人

も現われるようになった。一般民衆 とは縁の遠い漢字(漢 文)を 用いては、東学思想 を民族

構成員全体が習得 し、理解するには限界があった。これらの状況を克服するためにも、ハン

グルによる教典の刊行は重要なものであった。その他の宗教 も積極的に自分たちの思想を民

衆に知って貰 うために、ハングル経典や聖書を刊行することに力を注 ぐようになった*・9。

1860年 代以来100余 年間の東学思想は、韓国近代史の展開過程の中で、革新的で近代的な

政治思想 を持つ民族の宗教 として、その性格をよく現 している思想であると評価 されている。

東学思想 には、宗教的な側面と外勢浸透に対する民族的排外思想 と、反体制的な社会革命思

想が含 まれている。東学の民族主義思想は王朝を指導する人々による近代的な開化運動では

なく、王朝から疎外されていた民衆たちの王朝や西欧に対する民族的抵抗であり、民族主義

的な近代化運動であった。また東学思想は、原始観念的な要素(い わゆる教理表現上民間信

仰的呪術用語を用いている)と 、幻想的な性格を持つ保守的な宗教であるという評価を受け

ていることも事実である。19世 紀半ばに成立した東学思想をもって一致団結 した民衆の中に

芽生えたのが、韓国的民族主義であるといえよう。東学を論 じる場合には、精神世界を論 じ
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る宗 教 的 、 思 想 的性 格 を強 調 す る よ り も、 韓 国 的民 族 主義 を形 成 す る要 素 を整 え た存 在 と し

て 、 政 治 的 な 秘 密 結 社 組 織 及 び政 治 革 命 運 動 団 体 と して論 じた 方 が適 切 で あ ろ う。

さて 、 自生 ・新 興 宗 教 と して 誕 生 した 東 学 が 持 つ 、 政 治 的 、 思 想 的 な 変 動 期 に国 内 外 の 政

治 情 勢 に対 応 した 結 果 につ い て論 じて み た い 。東 学 が 民 族 を 自覚 の 道 に導 き、 民 族 の宗 教 と

して変 貌 す る そ の過 程 に つ い て次 章 で 考 察 す る。 そ して 、 民 族 の 宗 教 と して 誕 生 した東 学

(天 道 教)に よ っ て 、形 成 され た 韓 国 的 民 族 主 義 と は どの よ うな もの で あ っ た か につ い て も

追 究 して み た い 。 ま た、 日本 との政 治 的 、宗 教 的 な関 係 は どの よ うな もの で あ っ た の か につ

い て検 証 して い くこ と に よ っ て 、今 日の韓 国 社 会 に内 在 してい る韓 国 的民 族 主 義 と、 反 日感

情 の メ カニ ズ ム を取 り上 げ て み た い。

(注)

*1朴 宗根 「朝 鮮近代 に於 ける民族運動潮 展、開」 「甲申甲午期到 近代 変革斗 民族運動』罨叫 出版1983

p.300

*2旧 韓末 には開化思想 が韓国社 会を支配 していた。 開化 思想 の内容 は3段 階に変遷 し発展 して きた。 ま

ず最 初の段階 として、1870年 代 には 「開化」 は、「開国」 と同一概念 として使用 していた。 また外 国に関

する知識 を持 っている ことが 開化思想 につながる と考 えていた。2段 階 としては、1880年 代 にいわゆる外

国技術 を受 け入れ、国 を富強 させてみたい とい う思想 につながっていた。 第3段 階 としては、1890年 代 と

1900年 代 に国家 の独 立 と国民 の民権 を主張す る思想 につ なが るのであった。 【李 光麟 「韓国 開化 史研究』

一潮閣1969PP .2-8】

*3朴 宗 根1983p .131

*4金 昌洙 『韓国民族運動史研究』教文社1998p .35

*5原 田環 『朝鮮の開国 と近代化』渓水社1997p .97

*6儒 教で い う四倫 は、君臣 有義 ・夫婦 有別 ・長幼有序 ・朋友 有信、五常は、仁 ・義 ・禮 ・智 ・信 であ

る。

*7李 光麟 『韓 国史講座V(近 代編)』、一潮閣1997p.137

*8姜 在彦 「近代朝鮮 の思想』未来社1984pp .25-42参 照

*9木 村誠 他編 「朝鮮 人物事典』大和書房1995pp.150-151

*10姜 在彦 『近代 朝鮮 の思想 』未来社1984p.43

*ll韓 国精神文化研究 院 『韓 国民族文化大百科事典』第8巻 、1994pp.852-854参 照

*12「 開化」 とい う概念 が初 めて朝鮮 時代 の文献 に登場 したのは、1881年 に朴定陽 の 「日本見 聞条件』 で

見 られ る。 【李澤 徴 「1890年代潮 思想史的弖書 」 「甲午東 学農民革 命潮 争点』集文堂1994p.52】 開化

という用語 は本来 《周易》 の"開 物成務 化民成俗"か ら取 り入れ た用語 として、すべ ての私物 を一新

させ 、百姓 を変 えさせ風俗 を成す とい う意味で ある。朝 鮮王朝末期 の開化思想 は、19世 紀 中葉 の民族 的

危機 に立 ち向い国 と民衆 を自主的に近代化 し、変革 し進歩 させ る とい う意味 で使用 した。

【韓国精神文化研 究院 『韓国民族文化大百科事典』 第1巻 、1994p.619、 李光麟1997参 照】

*13韓 国精神文化研 究院 「韓国民族 文化大百科事典 』第1巻 、1994p .619

*14李 澤徴1994p .52

*15主 に漢文 で訳 されている西欧の科学技術書 、世界地図、聖書な どの書籍をい う。

*16李 光麟1997p .124
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*17厳 安生 『日本留学精神史』岩波 書店1993参 照

*18李 澤徴1994p .53

*19木 村誠他編1995p .163

*20李 光麟1997p .127

*21木 村誠1995p .168

*22原 田環1997p .274

*23韓 国精神文化研究院 『韓国民族文化大百 科事典』第1巻 、1994pp.624-625

*24韓 国精神文化研 究院 『韓国民族文化大百 科事典』第13巻 、1994p.823

*25韓 国精神文化研 究院 『韓国民族文化大百 科事典 』第15巻 、1994pp.624-629

*26姜 在彦 『近代 朝鮮の思想』未来社1984p .119参照

*27姜 在彦 『朝鮮 近代 の変革運動』 明石書店1996p .62

*28金 玉均 を中心 とした 「甲申開化派」 と もい う。

*29崔 碩莞 「日清 戦争へ の道程』吉川弘文館1997p .82

*30李 澤徴1994p .53

*31開 化意識 は胎動 したが 、開化 を実現す るための人材 を育成す る教育 に大 きな問題 があった。それは

国内での人材育成 というのは不可能 であっ たので結局 、すでに開化 に成功 して いる 日本や 中国 といった

東洋諸 国を始 め、アメリカなどの西欧諸国 に も留学生 を派遣 し、その育成 に頼 らなければな らなかった。

特 に活発 に人材 を育成 しよ うとしたの は、 宗教 団体 であ った。 国内宗教 であ る天道教(東 学)や 仏教 、

西 欧か ら伝来 して きた キリス ト教 な どの宗教 宗 団は、人材育成 のために多 くの若者 を 日本 や アメ リカ、

西洋諸 国 に留学生 と して派遣 した。1902年 に、24名 のエ リー ト青年 を選抜 し、京都、奈 良な どに留学 さ

せ 、1904年3月 には、40名 を選抜 し日本 主 要都市 に留 学 させ た。 【李弦 熙 『東学革 命 史論 』大 光書林

1994p.147】

*32甲 申政 変 とは、1884(高 宗21)年12月4日 に起 きた急進的 な性格 を持つ開化派勢力の中心 メンバ ーで

ある金 玉均 らによるクーデ ターであ り、彼 らはこのクーデ ターを通 じて朝 鮮が持 ってい る問題 を解決 し

ようと した ものであ った。 【馬淵貞利 「近代 朝鮮 に於 ける変革主体 ・抵抗 主体の形 成 と展開」 『甲申甲午

期の近代変革 と民族運動』恕叫 出版1983p.113】 しか し、 この政変 は三 日天下 に終わって しまった。 甲申

政変 を契機 に、 日本 政府 は朝鮮半島 内での政 治的発言権 を強化す るため に、1885(高 宗22)年4月18日

「天津条 約」 を締結 したのである。【李光麟1997pp192-194】 この条約が締結 される ことに よって朝鮮

に対す る日清 間の勢力の均衡が図 られ ることにはなった。 しか し、 この天津条約に よって朝鮮半 島には、

表面的 には平和 が訪れてい たか に見受 け られ るが、内実 か ら見 る と清 国の内政干渉、 日本の経済的 な侵

略が進 むことによ り、農民たち には大 きな経 済的被害 と不安ばか りが益 々増 えるだけであった。

*33高 秉雲 『近代朝鮮経済史の研究 』雄山閣1978p .36

*34中 人たちは、封建的 な身分制度 の徹底的 な制限 によって、 中央 の政 治舞 台で活躍する ことはで きな

か った。

*35木 村誠他編 『朝鮮人物事典』 大和 書房1995pp .162-165

*36韓 国精神文化研究院 『韓国民族 文化 大百科事典』第1巻
、1994p.618

*37姜 在彦 「朝鮮 の開化思想」『姜在彦著作 集』第3巻
、明石書店1996p.150

*38金 昌洙 「東学革命研究史論」 『韓国思想 』第21輯
、韓国思想研 究会1989p5参 照

*39申 一撤 「東学 ・天道教税 現代的課題」 『韓国思想』 第23輯
、韓国思想研究会1996p.6

*40安 晋吾 『韓国近代民衆宗教思想論』 学民 社1983p .35

*41新 興宗教の韓国的 な定義

韓国 における新興宗教の出現に は次 のよ うな社会的背景があ った。仏教 の代 わ りに数百年間朝鮮の政
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治、文化、思 想 を支配 して きた儒教が単 なる統治者本位の倫理で あ り、弱 い人民 を縛 るための法道で あ

った。その ため一般民衆 の共鳴 を得 るこ とがで きず、儒教 は両班統 治階級 が独 占する もの になった。両

班 た ちは儒 教 を通 して自分 たちの尊貴 を維持 させ ることに汲 々 し、国民 の利益 や国家の将来 を案ず るこ

とな く様 々な副作用 を産 んだのである。民 衆たち に支持 を得 ることが で きない儒教 は、すで に混乱 な状

況 に陥 った政 局 を収拾 させ る弾力 を失 い民衆 の精神的欲求 を埋め ることが で きなかった。その ため民衆

の要望に応 え る形で形成 され た自生 ・民俗宗教であ る。

この新 しい宗教 の出現 とい うの は、その出現 を可能 にさせ る朝鮮特 有の社 会事情 がある。新興宗教 は、

不 自由 ・不安 ・不 平等 の社会現象 を背景 に民衆 の苦 しみの反動 によって生 じる ものであ る。朝鮮朝末期

の政治が堕落 し、儒教が腐敗 し、天主教 の怖 いほ どの勢い に、 困窮 と不安 に さらされてい る民衆 は拠 り

所の ない状況 であ った。朝鮮朝末期 には多 くの宗教が誕生 したが それは当時の社 会相 を反映 したもので

あった。新た な宗教 の道 を開いたのが 「東学」 であ り、新興宗教 の始 ま りであった。 新興宗教 の大部分

は圧迫 と苦悩 に陥 った民衆 の解脱運動 として始 まったが、 内容 に共通 する点が多い。そ して、新興宗教

の大部分が韓 国の固有 の精神 を土台に し、他の宗教の教旨 を総合 しているのが特徴 である といえる。 【金

得幌 『韓 国思想 史』大地文化社1993pp.256-268参 照】

*42申 福龍 『東学思想斗 甲午農民革命』平民社1985p .51

*43儒 教 は班 常差別の階級思想 と して、韓 国の文化 を大 きく低迷 させる原因 を生み出 したため朝鮮王朝

末期 に民乱 とい う形で民衆の反発 を受 けていた。 また、学問的 に も儒学 は次 第に空理空想の観念論 に陥

る ことになった。朝鮮建国以来支配 されて きた民衆た ちか ら、儒教思想 に よる影響 力 を簡単 に払拭す る

ことはで きなか った。 にもかか わらず東学 は宗教 的蜂起 を通 して儒教 に対す る批判 を強烈に行 った。仏

教 もまた東学 の批 判対象であ った。 しか し、仏 教 はすでに朝鮮政府 の 「崇儒政 策」 で萎縮 し、修道 よ り

も衣食の危機 を感 じるほどにその社会的地位 は地 に落ちてい た。仏教者 たちは財 政 を確保す るため に祈

福 仏供 に依存 してお り、道教の風水圖讖思想 と民間信仰 に便乗 するこ とで土俗 的な信仰 に変貌 していた。

*44吉 川文 太郎 『朝鮮諸宗教』朝鮮興文會1922p .322

*45尹 聖範 『基督教斗 韓国思想』大韓基 督教書 会1993p .213

*46申 一撤 「東 学 ・天道教斗 現代 的課題」 「韓国思想 』第23輯 、韓国思想研究会1996p.7

*47李 弦熙 「韓:国近代史引 東学」「韓国思想』 第23輯 、韓 国思想研 究会1996pp.42-43

*48東 学 の教 祖 たち、

東学を成 長 させた教祖、東学 を近代 的な宗教 へ と定着 させた教祖 たちの社 会的、宗教 的、政治的比較表

第一代教祖 崔済愚 第二代教 主 崔 時亨 第三代教主 孫秉煕

生 年182418271861

出身身分 庶子(両 班)農 民 庶子

思想的背景 儒教 ・仏教 ・道教 東学 開化思想

キリス ト教

神 観 ハ ンウルニ ム思想

人間観 侍天主 人是天 、事 人如天 人乃天

教育 ・思想 儒教的 近代的教育

経済観 農本主義 農本主義 近代 的な経済主義

政治観 反封建的 反封建 的革命 新国家建設

(*東 学 の教 祖 に対する用 語については教祖 または教 主 と表現 されているのが現実 である。未だ統 一用 語

が確立 して いない まま、異なる形 で表現 されているのであるが、 ここでは教祖 である崔 済愚を除いては、

教主 と したい)
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*49柳 炳徳 『東学 ・天道教』教文社1993p .167

*50呉 知泳 『東学 史』水 昌書館1940p .9

*51東 学 でい う神観 は、歴史的主体 を神 で はな く、 人間で あるとす るこ とで人間中心 の宗教 思想 を構築

した。 崔済愚 のハ ンウルニムに対 する 「神 観」お よび、その観念の内容 を見 ると、ハ ンウルニ ム とは、

"唯一 の方であ り
、超越 している方 である。 また、 人格 的な方 であ り、生成変化す る方で ある。 そ して、

すべ てに人の心 に内在 している方 である"と 論 じて いるこ とを見るこ とがで きる。ハ ンウルニムの姿に

唯一性 、人格性、超越性 を求 めている。 また、新 たな神観念 としての内在性 は 厂ハ ンウルニムの心 はす

なわち人の心であ る」 とい う言葉 で表現 してい る。 これは既 成宗教 の神 観念で見 られていた神 と人間 と

の対立で はな く、一体 を追 求 してい る 「神 人一体」 の新 た な神観で ある。 この よ うな神 観 とい うのは、

「一神論」 で もな く、「汎神論」で もないので ある。

"ハ ンウルニ ム"と い う観念 の形 成に影 響 を与 えたのは
、古代 農耕社会で発生 した韓民族 の先民 たち

固有の"ハ ンウル思想"に 見る ことがで きる。 この"ハ ンウル"思 想は韓国の近代的 な宗教 に多大な影

響 を与 えた思想 である。 この"ハ ンウル"思 想 は東学 だけでな く、世界的 な高等宗教である儒 教、仏教、

キ リス ト教が韓半 島に伝 来 し、定着する際、 この包括 的な神 観念であ る"ハ ンウル"思 想 を受 け入れ る

ことで韓国人 に受 け入れ られた といって も過言 ではない と思 う。特 にキ リス ト教 の神 を現 わす ため に用

いた表現であ るハ ナニムは、伝統的 なハ ンウル思想 を うまく取 り入れた表現で あ り、韓 国人が親 しみ を

持つ ような用語で もある といえる。

*52安 晋吾 『韓国近代民衆宗教思想論』学民社1983p .36

*53金 容唆1989P .27

*54「 論学文」『経典』p .13

*55そ の教祖伸寃運動の内容 を見る と、[『天 道教創建史』第2編 、pp.46-48]

1,邪 教 、特 に西 学 とい う嫌疑で処刑 され た教 主崔済愚 は事実上 そういった罪が ないため、その悔 しい

罪名 を洗い な くす ことを願 う。

2,今 日孔學(儒 学)で はない けれ ど も宗教 として容認 されて いるのは、 これ(天 主教、プ ロテ スタン

ト、監理教 など)だ けで ない にも関わ らず、東学だけ を弾圧する とい うこ とは間違 っている。

3,東 学 を異端 といい禁ず る といえど も、信 徒 を殺傷 した り財産 を損傷 、略奪 す るのは不法であ り、 こ

うい った汚名が ないように保証 して欲 しい。

こ ういった条 目を通 じて、東学 の信教 の自由 を主張 したのである。す でに、1882年 に 「朝美条約」以後1

事実上 プロテスタ ン トの信教 の自由が認め られていた状況で あった。

*56木 村誠他編1995pp .162-165

*57柳 炳 徳 「東学 ・天道教』教文社1993p .398

*58愼 鑰廈 「東学思想到 歴史的性格」 『韓 国思想』第22輯 、韓 国思想研究会1995p .12

*59申 一撤1996p .9

*60金 容唆 「東学人 間観」『韓国思想』第21輯 、韓国思想研究会1989p.31

*61愼 鏘廈 「東学思想到 昇 司目吾コ}民主主義」『韓国思想』 第22輯 、韓国思想研究会1995p .128

*62金 九 『白凡逸 志』1947pp .27-30

*63表 暎三 「東学潮 開闢思想」 『韓 国思想』 第22輯 、韓 国思想研究会1995p.137

*64洪 章和 「聾 思想竍 東学」 「韓 国思想』 第21輯 、韓 国思想研究会1989p.216

・65『龍 澤遺事』 は、純粋 なハ ングルで書かれ てい る経典である。72句 節 の龍澤歌(1860年)、145句 節の

安心歌(1860年)、227句 節 の教訓歌(1860年)、100句 節の道修辭(1861年)、85句 節 の夢忠 老少問答歌

(1862年)、124句 節の勸学歌(1862年)、68句 節 の道徳歌(1862年)、93句 節 の興比 歌(1863年)な どの8

篇 と劔訣(1861年)な どの9編が収録 されてお り、典型的 な3・4体 の歌 詞体 の経典文 である。
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*66漢 文経 典 である 『東経大全』 には、基本教 理 を盛 り込 んでいる布徳文(1861年)は525字 、論 學文

(1861年)は1,338字 、修徳文(1862年)は1,050字 、不然其然(未 詳)は523字 の4編 と、歎道儒神急 は174

字、筆法及び前八節後八節 は各各192字 などの詩文が収録 されている。祝 文 ・立春詩 ・降詩 ・座箴 ・和訣

詩 ・訣 ・偶吟 ・題書 ・詠宵な ど約7,000余 字がすべ て漢字で書 かれていた。 これ らすべ て を総称 し、 『東

経大全』 とい うのである。他 の宗教の経典 よ りは遙か簡略 なものである。

*67金 用天 『天道教』 圓光大学校宗教 問題研究所1976p.277

*68表 暎三 「東学教門到成立過程」 『韓 国思想』第23輯 、韓国思想研究 会1996p.93

*69崔 東熙 「東学思想潮 基本方向斗 λH呈{}課題」『韓国思想 』第22輯 、韓国思想研究会1995p.326参 照
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第3章 民族宗教東学の政治性

1.東 学に対する朝鮮王朝の認識

崔済愚によって創道された東学の布教が始まると、朝鮮の封建的な社会の現状に不満を持

っていた各階層の人々が集まり、信者 になっていった。東学の布教は、朝鮮王朝の想像を超

える勢いを持って、全国各地に忽ち東学の旗があがることになった。東学を創道した教祖崔

済愚は、長年様々な経典 に対し十分な学習を行 っていて、伝統的な宗教の長所を取 り入れる

ことで、被支配階層の人たちにも人気を集めていた。むろん、西学(天 主教)に 対抗する立

場もとっていながらも、天主教の観念を用いたと思われる。東学でいう天主は、ハ ンウルニ

ム(聾 苦瑠)と いう。その神観は、すで に遠い昔から韓国人の宗教性 と深 く関係があるとは

いえ、西学思想 と巧みに融合 させることにより、親密性 を高めたといえる。また、東学は民

間伝統信仰であり、すでに多くの民衆が、より処にしていた巫俗的(シ ャーマニズム)な 側

面 も東学の基礎に融合 させていた。何 よりも、東学は民衆 と共に生 きている宗教であること

を強調 していた。東学の宗教的な教旨や観念は、民衆と密着 した 「人間主義」、「人本主義」

であった。

こういった新興宗教に対する当時の朝鮮王朝は、非常に危機感を覚えるようになった。こ

のような新興宗教が創出され、民衆に広 まることは、既存の社会、政治体制の基盤 を浸食さ

れる要因になると考えていたと思われる。当時、朝鮮各地は天主教が氾濫 していた時勢であ

ったため、東学に対する警戒や批判は厳 しかった。政府は各道の監察使たちに新興宗教であ

る東学の行動に対 して、その動向を調査、観察させた*1。このような厳 しい社会状況の中で、

「布徳文」を通 じて東学の正統性を主張 しようとした。布徳文の中で崔済愚は"我 々の古俗

舊貫を破壊する天主教を流布することは国を失い、民族を滅ぼすことである。 これを阻止す

るためには、衰退 した儒教の力では不可能である。従って我々が立ち上がるのである*2"と

宣布 し、次第に、東学の勢は全国的に拡大 して多 くの信者 を獲得 していた。 しかし、この

「布徳文」は、逆 に王朝や両班特権階級 を刺激する結果を招来 したのであった。信徒たちの

大半は、既存の身分階級社会と政治体制に不満を持っていた人々であった。政府の官僚たち

は、東学の教勢の拡大が、これまでの儒教的理念に基づいてきた政治体制を脅かす形勢 とな

ることを心配するようになった。東学経典の中に、当時弾圧を受けていた天主教が用いた

「天主」、「上帝」、「ハンウルニム」などの用語が度々用いられていた*3。邪教である天主教の

"天神"を 称する言葉と同じであ
ったことから、1863年 に、邪学 として見なされるようにな

った*4。政府は東学 を邪学 と見なす理由を、"無知な愚民を惑乱 させる邪教"で あると規定 し

た上、東学禁止令を発するのであった。
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そして、1864年3月10日 に、東学の教祖である崔済愚を、"左 道乱正(左 道惑民罪)及 び惑

世無民"と いう罪名の、反逆的な宗教の異端者として処刑 した*5。"惑世無民"と いう罪名は、

いわゆる建前的なものであ り、朝鮮社会に対する反伝統的な思想 をもつ新興宗教に対する処

罰であったとい うべ きである。教祖の処刑は、東学に大 きな衝撃 と打撃を与えた。にもかか

わらず、東学に参加 していた人々は、政府に対する不満を持つ民衆が多かったため、その勢

いが衰えることはなかった。彼 らは、東学思想 による、「輔国安民」の活力と、万民平等に

よる 「同帰一体」を求めていた。これらの思想は、相変わらず被支配階級である常民、賤民、

没落両班に とっては、鼓舞するものであ り、封建的身分制度の上 にあ ぐらをかいた、特権支

配階級を中心 とする王朝にとっては脅威的な存在になりつつあった*6。また、第二代教主崔

時亨が、接制度を*7取 り入れることで緻密 な布教活動が可能となり、東学を信ずる信徒の数

も急速に増加 し続けていた。朝鮮王朝は、東学が大 きく成長 し、民衆が一つになることに関

して大きな危機感を抱いた。

2.東 学 に対す る 日本 の反応

大陸進出の機 を幾度 も待 っていた日本政府 としても、朝鮮社会を揺るが している新興宗教

集団である東学 に大 きな関心 を抱 くことになった。 日本が関心を寄せていた東学は、1894年

に東学徒 と農民階級が結集し、「甲午東学農民戦争」 を起こした。この甲午東学農民戦争は、

日清戦争を誘発 させる契機 を日本側に与えた。 日清戦争後の日本政府及び日本人は、東学 に

対 して様々な関心と見方をもつようになった。

特に、伯爵陸奥宗光は、自分が見た朝鮮の事情 と、東学の存在に対する見解を、『蹇蹇録』

に綴っている。当時日本の外交を担当 していた陸奥宗光は、誰 よりも朝鮮半島内で起 こって

いる様々な諸問題 に最も深い関心をもち朝鮮情勢に詳 しい人物であった。その陸奥は、政治

的な立場か ら東学に対して、以下のような評価 を下 した。"東 学は儒教道学を混合 したる一

種の宗教的団結なりといい、或いは朝鮮国内における一派政治改革希望者の団体なりといい、

或いは単に好乱的兇徒の嘯集する者なりといえり。"といった内容をまとめている。 しか し、

陸奥自身の東学 に対す る宗教的 ・政治的な解釈は行っておらず、東学が 日本へ もたらした外

交上の影響 について論 じているだけであった。彼は"東 学党の乱"を 日清両国の間に於ける

外交歴史を称するものであると論 じていた*8。それほど陸奥にとって、東学による朝鮮半島

内の民族運動を制圧し、清国との軍事的な衝突が、日本の外交歴史にもたらした重要性は大

きいと思われたことを示 している。1894年5月10日 に前後 して日本の新聞は、「東学党の再乱」

という記事を大々的に報道 していた。それは東学党が"政 府転覆を目論んだ"と か、"農 民

軍が斥倭を主張するのは、民の歓心を買 うための口実である"と いった論調の内容が多 く登

場 していた*9。
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第3章 民族宗教東学の政治性

東学を宗教的な側面から徹底的に分析 し、論 じるのは大分後になってからである。それは、

1935(昭 和10)年 に、『朝鮮の類似宗教』を村山智順が作成 し、朝鮮総督府が調査資料第42

輯に編纂 した。当時 日本帝国は、神道 ・仏教 ・キリス ト教以外の宗教を 「類似宗教」 として

規定 していた。朝鮮総督府は 『朝鮮の類似宗教』の中で、東学から派生 した様々な新興宗教

と民族系宗教について詳 しく論 じていた。『朝鮮の類似宗教』に取 り上げられている東学は、

朝鮮に於ける初めての新興宗教 として、朝鮮文化史上極めて興味ある問題として扱われてい

た。朝鮮宗教史の内容においては、固有の巫覡神道以外には中国から伝来 している既成宗教

であ り、朝鮮で発生 したものは皆無であるとも論 じていた*旦0。従って、東学のような類似宗

教の発生は、朝鮮における初めてのことであると評していた。

また、東学および新興宗教に対する宗教的評価 に関 しては、次のように論 じられていた。

"類似宗教の大部分は
、儒 ・佛 ・道の三教総合を以てその教義を成す といい、三教総合の思

想は、昔から既に朝鮮に存在 していた。 しか しなが ら、三教がすでに無力なるものとして顧

みられなかった時に於いて、それらを総合 して一の宗教体系を形成 した類似宗教の出現、 し

かもその続々として出現せる事は、朝鮮の史上未だ曾て見ざるところである*"。"と いいな

がら、こういった宗教の出現にたいし、総督府は朝鮮王朝末期に当たり政網の弛廢 ・社会の

不安並びに時勢変遷の副産物として発生 した ものであると評 した。 さらに、朝鮮王朝の社会

を反映 した重要なる社会現象であるといった指摘 も行 っていた。 しかし、総督府 としては、

東学 を公認の宗教 として認められない理由を、「その説 く所多 くは迷信に趨 って、未だ一つ

の宗教 として認められる域に達 したものはない*12」と論 じていた。

1940(昭 和15)年 に、朝鮮総督府が編纂 した 『朝鮮総督府施政三十年史』の 「宗教類似団

体*B」 という項目に、次のように論 じられていた。

"朝鮮 に於ける類似宗教団体の多 くは
、併合以来、治安上頗る警戒を要する対象的存在で

あったが、施政三十年の実績は、彼等の信仰生活に深甚なる覚醒を将来 し、遂に昭和十年末

に於いて、自ら進んで政治的色彩を払拭 し、`将 来純然たる宗教団体に転換すべし'と の所

謂信仰更生を決議するに至った。又天道教 に次いで教勢を有せ し普天教に於ては、或は教主

の登極を称し、或は保髪帯冠を唱へ、而 も其の布教拜会は常規を逸脱 し、常に地方更生運動

の障碍た りし折柄、昭和十一年四月教主車京錫の死亡を機として当局の弾圧に遭ひ、全 く潰

滅に帰するに至った。次に昭和十二年二月発覚せる白々教事件は、同教に於ける教理 と称す

る、`入信 に依る不老長成'或 は`近 く朝鮮は独立 し其の際教主は登極 し各教徒は榮位を享

受す'等 の妄言を弄 して、極秘裡に教徒を獲得 し、其の財物を提供せ しめたる総額十六萬余

圓に及び、且つ常 に多数の婦女を玩弄 し剰 さへ其の非望の暴露を虞れて殺害せる男女老若、

三百余名 に達する等、近代未聞の兇悪を敢えて し、而も其の後に於ける當露の剔發に依れば

此の秘密団四十七 ・教徒二万四千六百七十名の多きを算ふるに至った。當局は以の事態を発

見するや、教幹部 に対 して、法規の命ずるところに依って夫々厳罰を加へ、一般教徒に対 し

ては懇切に其の蒙を啓き、以て該教団を解散せ しめた*14。"
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要するに、 日本帝国は天道教のような民族宗教に関しては、既成の宗教として認めようと

しなかったとい うことであった。当時、天道教は、他の宗教よりも民族主義の強い傾向を示

している民族宗教であり、3・1独 立万歳運動にも、積極的に参加 した反日的な性質を持って

いた政治結社的な宗教集団であった。天道教が日本帝国の政治的な弾圧を受けた主な原因は、

こういった 「抗 日」及び、「反日的」な政治活動を見せていたか らである。天道教は、類似

宗教 という名で日本の植民地統治が終わるまで、政治的な抑圧の対象として扱われることに

なった。

今日の研究者たちも様々な立場から、「東学」に対する宗教的な評価よりも政治的評価を

行っている。 ごく最近までも、日本人学者のあいだでは、東学農民戦争を称するとき 「東学

党乱」、「東学党の乱」と呼んでいる。この呼び方による影響で韓国国内の学界でも長い間用

いられ、「東学党の乱」 と、韓国の研究者自身が言ってきたのである。これは多 くの 日本人

学者の影響力 と、日本側の行ってきた教育政策の結果の一つであるともいえる。今 日の日本

の研究者巽来治郎は、"東 学党乱は衣食に窮乏した悪漢などが附和雷同して地方の良民 に対

し、家屋 に火をつけ、財産を略奪 した暴徒 による民乱である"と 論 じている。田保橋潔は、

"東学は両班の不評分子と結託して政治的秘密結社を形成し
、為政者に反抗した匪乱である*'5。"

といっていた。こういった日本人学者の見解は、日本が朝鮮に対する不法出兵の口実及び東

学鎮圧の名分 を探 し、正当化するために用いられた ものであった。韓国に対する内政干渉や

侵略性を隠すための意図的な発想論理であるといわざる得ない。東学 に対する日本側の全体

的な評価を考察すると、一方的な政治的な評価の方式がそのまま適用 されていたのである。

3.民 族宗教東学の民族主義

東学の民族主義の出発点は、西学の 「西」に対する 「東」の学として、道 として、いわゆ

る外勢に対抗 しようとする民族自主精神の基調の上 に立つものである。そして、東学に内在

している民族主義思想は、朱子学的な儒教の 「名分論」 と 「事大主義」に対するリアクショ

ンであるとともに、民族の自主、独立思想の主張であった。同時に、近代化のための変革 と

いう構造 と論理の中に展開されていた。政治的な性格が強調されている東学の民族主義が大

きく成長 し、根 を下ろすようになった要因は日本 という国にあるといえる。開国の扉をあけ

たのが、他の西洋諸国でなく、歴史の宿敵 ともいうべき日本の武力によるものであったこと

が、韓国の民族主義形成に大きな力にもなっている。

日本 による開国が もたらした危機感は、豊臣秀吉が、1592年 から1598年 までの6年 間、2度

にわたる朝鮮 出兵を起こした 「壬辰倭乱」 と、「丁酉再乱」の状況 に比較されるほどであっ

た。また、朝鮮の民衆の心に未だ日本 に対する敵対心が強 く残っていたといえる。 日本に対

する敵愾心は壬辰倭乱以来、朝鮮の対外政策の方針や政策論に大きく作用 してきていた。こ
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ういった日本に対する敵対心と、西洋 に対する警戒心が一色になって、「倭洋一体論」を生

み出 したと見るべきである*16。19世紀後半朝鮮王朝が、日本の武力に屈し、門戸を開放 した

ということは民衆に大きな衝撃 を与えた。それは、清国や西洋諸国に屈 したこととは全 く違

う意味で捉 えることがで きる。国家的 ・民族的危機に直面 している感覚をもってお り、他の

西欧諸国に屈 したこととは全 く意味が違 うことと捉えられていた。

1876年 の開港から始まる日本帝国主義と、西洋資本主義列強の浸透は、経済基盤;の弱かっ

た朝鮮 に容赦な く押 し寄せてきた。特に、1894年 の東学農民革命運動 と前後する時期に、日

本の経済進出は朝鮮の牧歌的な農村経済を破綻の危機に追い込んだ。開港以後外国との交易

を通 じて大量の穀物が輸出される一方、日本の安い工業商品が高い値段で、大量 に輸入され

ることで農民たちの生活苦は日に日に増 していた。農民たちは対内的にも不正官吏による収

奪とともに、対外的な外勢による経済危機を克服するために、税制の改革や不正官吏の粛正

を通 して精神的な安定 を求めるようになった。その時から、民衆は新たな求心力 とな りそう

な宗教に関心を持つようになったといえる*17。外勢の経済的浸透、特に日本の朝鮮進出に対

する 「排倭意識」 というのは、他の外国の進出よりも深刻に受け止められていた。東学の教

祖である崔済愚は、日本を文化圏の一員 として見なさず、西洋資本主義帝国と同一視 し、警

戒する一方の用語を用いて非難していた。いわゆる西洋に対する敵愾心より日本帝国主義に

対する敵対心は絶対的であり、民族的抵抗の一次的な対象と考えていた節がある*18。

東学思想の反封建性、反侵略性は、特に開港以来外勢の登場 に伴 う排外意識 として現れ、

後 に民族主義へと発展 したのである*19。『東経大全』の 「布徳文」に述べられている以下の

内容"西 洋戦勝攻取、無事不成、而天下盡滅、亦不無唇亡之歎、輔国安民計、將安出惜哉"

が*2。、東学の民族主義をよく現わしている。こういった東学の宗教性 と歴史的性格 による民

族主義 は、西勢の侵略か ら国と民衆を救 うために、「輔(保)国 安民」、「廣済蒼生」 という

強烈な問題意識をもって創造的に対応 したものであった*2且。第三代教祖孫秉煕によって、東

学か ら天道教へ、近代的な宗教宗団に生まれ変わる当時においても、東学の民族主義運動を

継承 していた。天道教運動によって、 日々に増加する信者はお よそ100万 とな り、大衆的な

基盤の上に民族的な精神 を鼓吹 させていた。一方、反斥邪的な啓蒙運動を展開 しながら、

1905年 の 『乙巳保護条約』下の統監府 によって、一時的ではあるが合法的に定められた宗教

団体として活動 したこともあった。政治的な結社組織である天道教青年党を農民政党 として

政治運動 を展開していた。そ して、日本帝国の政治的侵略において天道教は、"人 乃天主義"

を始め、"保国安民 ・廣済蒼生・布徳天下 ・地上天国建設"の 宗旨を掲げて民衆の心 を掴 もうと

していた*22。

1876年 の開港 による、外勢の朝鮮半島への進出による衝撃は、反侵略的抵抗主体、反封建

的変革主体の歴史的展開という論理構造の中で民族的課題として登場 した。東学の民族主義

は、韓国近代史の大 きな一つの流れとして、今日も近代的な改革を呼び起こす所産 として生

き残っている。近代韓国に形成された民族主義を理解するためには、開港後の激動期に展開
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された封建的な特権両班 と民衆との政治的、経済的な葛藤を問題 として取 り扱わなければな

らない。そ して、近代韓国における民族主義の形成および韓国の近代思想に大 きな役割を果

た している、民衆 を支持母体 としていた東学の政治性や民族主義を論 じるべきである。東学

の民族運動は、19世 紀後半の朝鮮王朝の古 くさい封建的な価値観と、統治秩序の否定 という

現実否定の性格 をもつものである。それは単純なユー トピア的幻想ではなく、実践的原理 を

備えている宗教思想として、組織的な運動 として、政治運動に成長 した近代民族主義運動の

先駆であるといえる。

最後に、東学が持つ民族主義的性格が、今日の韓国の民族主義の基礎であるといえる。ま

た、この東学で培われた韓国独 自の民族主義が、他の宗教に与えたと思われる政治性や、思

想への影響力は大いに語 られるべきことであると思 う。特に、民衆を啓蒙し、愛国精神 を大

きく根付 くように働 きかけたキリス ト教をあげることができると思 う。このキリス ト教によ

って形成 された韓国的民族主義については、第8章 で論 じてみたい。

4.甲 午東学農民戦争

朝鮮時代の両班支配体制による人間貴賤の差等を排除しようとする道 と動 きは、東学教徒

と農民に戦いをもたらした。東学における求道の目的は、塗炭の苦 しみに陥っている民衆 を

救うため、世 を改造 し、新世界を建設することにあった。東学は次第に民衆を取 り込み、挙

国的な宗教運動に発展 していた。革命性を帯びていた東学の思想は、民衆的な宗教運動の基

礎 となり、民衆を啓蒙 し政治的力量 を成長 させたのである。反封建的 ・反侵略的性格を持つ

東学による革命は、朝鮮王朝の封建的な既存秩序に一打撃加えることで、封建社会の限界性

を明白に示 していた。それは東学の革命的な蜂起を通 して、一般民衆の力量を封建的な身分

制度と両班階級の常民、賤民 に対する非人間的な搾取 と迫害に対する否定思想 として誇示 し

たのである*23。政治的な安住 を求めて当時の特権層が、外勢(日 本と清国)の 軍事的力に頼

り、国内情勢 に引 き込むことによって、「日清戦争」が勃発 した。日清戦争が日本の勝利 に

収 まることで、東 アジアの国際政治情勢が、大 きく変化する局面に達することになった。そ

れは、朝鮮王朝 を日本帝国の植民地 とする政策に拍車を加える結果を生み出したのであった*24。

この東学徒 と農民が参加 して展開された甲午東学農民革命戦争は、国際政治情勢の変動 と、

封建的な朝鮮王朝を解体する役割を担うことになった。

東学農民戦争の始まりとその原因は、"教祖伸寃運動*25"と"古 阜民乱*26"に ある。 まず、

"教祖伸寃運動"は
、朝鮮王朝政府が、1860年 に創教 された東学が、年々その勢力 を大きく

成長させていることに対する不安 と危機意識 を抱き、教祖を処刑 したことに対する伸寃運動

であった。1863年12月 に、王朝政府は、第一代教主崔済愚を"惑 世誣民 左道乱正"と いう

罪で逮捕 し、1864年3月10日 、大邱で斬刑に処 した。それに対 し、1892-93年 に、東学指導
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部は、"教 祖伸寃運動"を 展開した。その"教 祖伸寃運動"を 通 じて、教祖の無罪を訴え、

その名誉を回復 させる名目で行われた政治的な宗教運動であった。また、教祖伸寃運動を通

して東学の宗教活動の自由を勝ち取ろうとした目的もあったといえる。

この教祖伸寃運動は、1893(高 宗30)年3月25日 に、東学の幹部たちが地方官の権限外の

教祖伸寃を国王に直訴するために伏閤上疏をもって、3日3晩 国王に訴えた続けたが、聞き

入れてもらえなかった。東学徒は強制的な解散をさせ られることで、伏閤上疏が失敗 に終わ

ると、幹部たちは、東学に新たな運動の方向を示さなければならなかった。そのため宗教運

動の枠から離れた政治的若 しくは、抵抗的な性格を帯びている民衆運動 に変わることになっ

た。事実上、東学徒の大部分が農民であ り、関心の少なかった宗教運動から不満の多い政治

運動に注 目し、排外主義や貪官汚吏の粛正にその焦点を合わせていた。そして、"古 阜民乱"

は、1894年1月 に、全羅道古阜一帯で始 まった反封建的 ・反侵略的な民衆蜂起の性格をもつ

農民によるものであった*27。この東学農民戦争は、韓国的民族主義を形成する重要な歴史的

位置を占めている。また、この東学農民戦争は*28、韓国の近代化及び日本帝国の大陸進出に、

一大分水嶺をなしている。

東学農民戦争が起 こった際、東学軍を鎮圧できなかった朝鮮王朝の要請によって、清国の

軍隊が朝鮮半島に出兵 し、それに対抗する形で日本軍 も、朝鮮半島へ軍隊を出兵させた。甲

申政変の失敗以後から、日本側は朝鮮進出のために、清国よりもはるかに早い時期か ら朝鮮

出兵の万全の準備を完成 していた*29。日本側の出兵は、1884年 の 「甲申政変」 を抑 えるため

に、高宗と閔氏政権の要請により、派兵 してきた日本軍 と清軍が撤兵する際、結んだ天津条

約(1884年)に よるものであった。清国の軍隊派遣に対 して日本からも1894年7月 に、1万 名

の兵力の軍隊を派遣 してきた*30。東学農民軍は、近代的な武器で武装 した日清両国の軍隊と、

朝鮮王朝の官兵によって鎮圧 されることになった。 しか し、東学農民戦争が鎮圧 されたにも

かかわらず、日 ・清両国とも朝鮮半島から撤収せず、政治的、経済的な利権獲得のために内

政干渉を行 うのであった。その政治的利権争いによって、1894年7月25日 に、「日清戦争」が

勃発 したが、 日本側は近代的で圧倒的な兵力を行使 し勝利 に終わらせた。1895年4月 に、日

本帝 国と清国のあいだで、「日清講和条約(下 関条約)』 が調印された。その第一条には、

"清国ハ朝鮮国ノ完全無欠ナル独立 自主 ノ国タルコトヲ確認ス"と うたわれ
、清国は朝鮮 に

対する影響力をな くしたのであった*31。日本帝国はこの条約によって、清国に朝鮮に対する

従属関係を否定 させた上、独立国家としての朝鮮に対する政治的、経済的利権 を独占した。

また、 日本軍と連合 して東学軍討伐に加担した朝鮮軍と開化派は、日本との結託を露骨に現

したといわざるを得 ない*32。失敗に終わった東学農民戦争の悲劇は、朝鮮半島における支配

力を強化する日本政府の植民地支配体制を、急速に形成させたことになった。

国内外的な危機 と状況によりどころのない多くの民衆は、東学に関わ りを持っていた人々

であった。こういった国内外政治情勢の悪化 と難局を切 り開 く思想的不在の現象に対 し、敏

感な反応をした階層の人々も、なおさら東学の開闢思想にひかれるようになった。東学の教
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勢は、益々大 きくなっていくのであった。 また、 日本の近代的な武力によって鎮圧 された、

東学軍及び農民民衆が 日本に抱いている反日 ・排 日の感情が、韓国的民族主義の形成につな

がっている。 日本帝国に対する民族的感情や民族主義は、後に独立運動の思想 として、抗 日

救国運動の精神になっていった。

5.東 学 の分裂 に見 える二つの政治性

1860年代 に誕生 した東学は、純粋 な宗教団体 としての活動のみではな く、宗教活動その も

のが、ある意味では政治的な活動そのものを意味 していた*33。実際に東学が政治的に公認 さ

れた宗教 になるのは、1892-93年 に展開された"教 祖伸寃運動"か ら、10年 以上過 ぎた後の

ことであった。それも1905年 に結ばれた 「第2次 日韓協商条約(乙 巳条約)」 以来統監府の

指導の下で、東学から天道教へ名称を換える時期のことであった。しか し、正式な近代宗教

としての公認 は受けることが出来ないまま、その宗教活動や政治活動を行 うことになった。

天道教は 「政教分離」 を掲げ宗教運動に専念することを標榜 したが、実際には大韓協会内に

入 り、「統監政治」体制内で自分たちが政権を取ろうとするいわゆる 「自治」運動を行った*34。

東学の再建 の急務に携わることになった三代教主孫秉煕は、「日本同盟論*35」により日露

問の矛盾 を利用 し、 日本 と対等な関係を形成 しようとした。「日露戦争」が起 こると、白本

に亡命 していた孫秉煕は、国内の東学指導者たちに 「民会(政 治団体)」 運動形態をもって

東学再建活動を指示 した*36。その指示によって、1904年8月 に、東学の政治団体 として、権

東鎮、呉世昌等によって、発足したのが 「進歩会」であった*37。進歩会の主務 を委任されて

いた李容九は、日露戦争が始 まると親日御用団体として運営を行 うようになった。大衆的基

盤をもつことを利用 し、日本軍の密偵、軍需品の輸送、京義鉄道の敷設工事 に人民を強制的

に動員するなど親 日的な行為をおこなっていた。また、日本陸軍に軍資金 として1萬 圓を寄

附する傍 ら日本軍から運営資金の援助を得ていた*38。「進歩会」は1904年12月2日 に 「一進会」

との統合が成立 し*39、合同で四大綱領を公布 した。その項 目を見 ると、①皇室を尊重 し、国

家の基礎 を強固にすること、②人民の生命と財産を保護iすること、③政府に改善政治を実施

するようにすること、④軍政と財政を整理するようにすること、という項目を定め、その主

旨を政府が実施するように勧告した*4`1。

こういった親 日的な行為を行っていた李容九等62名 に、孫秉煕は宗教 と民会の分離を要求

したが、否定 され、東学から一進会の幹部たちを除名処分にした*41。これに対 し東学から切

り離された李容九たちは、東学に抵抗 し 「侍天教」 という名で新たな宗教を成立させ、一進

会の親日活動に加担 していたのである*42。新たに成立 した侍天教に参加 した人々は、大多数

が元の東学教徒であった。そのため、天道教 と一進会が断絶することで、民衆の支持を得 ら

れたけれども、財政的に大きく萎縮するようになった*43。それは、天道教の教勢を益々弱体
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化させることに繋がっているのであった。

「侍天教」及び 「一進会」 を代表する李容九は、『日韓合併』に対 して賛成する 「声明書」

を始め、「皇帝二上ル書」、「統監二上ル書」などを二代目の統監である子爵曾禰荒助に、「総

理二上ル書」を、「内閣総理大臣李完用閣下」宛てに合併を擁護する書を出したのであった純。

一進会のこれまでの活躍と日韓併合の問題に対 し、韓国人は進んで併合を望んでいることと、

日本への併合を積極的に賛成することを表明したのである。「一進会」は親 日的な政治団体

として、統監伊藤博文の信任 を得ていたこともあったが、日韓併合後赴任 して きた寺内総督

によって、「一進会」は、解散 させ られることになった*・・。「天道教」も同じく、日本帝国の

反体制側の宗教集団として見なされるようになった。東学がそうであったように天道教が、

これまで行っていた宗教活動は、宗教的性格 よりも、政治結社 としての性格の方がより強調

されていたのであった。そのため天道教は、朝鮮総督から公認されることもなく、宗教 とし

ても扱われることはなかった。

総督府官房庶務部文書課所属の渡邊彰は、「朝鮮 における宗教」で、以下のように論 じて

いる。"抑 も公認宗教 とは国法上宗教 と認めて其の布教設備 と布教従事者とに対 し一定の保

護監督を為す ものを云 う神道、佛道、基督教は此の部に属 し、侍天教、大棕教の類は単に信

仰団体 として其の実在を認むるに止まり布教規則の上 に於ては之を宗教として取扱はざるな

り*46Q"こ の文脈の中からは、信仰団体 に属 している団体として、侍天教と大稼教は論 じら

れているけれども天道教に関する内容 を見ることは出来ない。朝鮮総督府は、「公認宗教」

と「非公認宗教」 との区別をはっきりさせていた。その上、天道教は"帰 依者を結集 して社会

の一方面に活動 し衆 心を動かす力に至 りては決して既成公認の三大宗教に譲歩する所なし*47"

といった論調で政治的、時政に抗争するものと見なしていた。

近代期における朝鮮半島では、自生 ・新興宗教である東学のように、政治及び社会運動に、

積極的に参加 した宗教団体の数は少ないと思 う。東学が天道教に名称を変えながらも、行っ

ていた政治性の強い運動は、1871年 を皮切 りに、1892-93年 にかけて展開された 「教祖伸寃

運動」、1894年 の 「東学革命運動」、1904年 に政府改革のため行った 「進歩会運動」、1919年

の 「3・1独立万歳運動」、1926年 の 「6・10万歳運動」など様 々な形で見 ることがで きる*48。

これらの運動 を通 じて、民族精神 を中興 させ、自主 ・独立 を達成するための政治運動を展開

してきた。にもかかわらず、民族の自主独立運動の主役として働いてきた東学(天 道教)と 、

その信者たちのリーダーシップも、東学の政治的分裂 と宗教的分裂によって次第に薄 くなっ

ていた囎。しか し、東学(天 道教)の 様々な愛国抗争団体の愛国活動の中に見られる、救国

運動及び民族文化守護運動の思想的な脈絡 と時代背景に、東学の政治性が潜んでいることだ

けは確かである。
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似 宗教 を挙げ る と、天道 教 ・侍天教 ・青林教 ・普天教 ・太乙教 ・対極教 ・太宗教 ・檀君 教 ・大宗教 ・関

聖教等 が相 当数の信者 を確保 している宗教 集団であった。

*14朝 鮮総督府 「朝鮮総督府施 政三十年 史』復刻版 、名著 出版1972pp.853-854
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*16金 龍 徳 「東学思想研究」『中央大論文 集』9 、中央大 学校1964p.217参 照

*17金 昌洙 「韓国民族主義斗 東 学革命」 『韓国思想』 第22輯 、韓:国思想研究 会1995pp .226-227参 照
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第4章 東 学 の 非 政 治 化 と 天 道 教 の 成 立

1.天 道 教 の 政 治 性

甲午東学農民戦争の際、多 くの東学軍兵士と農民軍は、東学の迷信的な守 りふだを信 じ、

身につけていたため、日本軍や朝鮮官兵が放つ鉄砲玉に当たり死に至るような戦争を行って

いたのであった*1。東学農民戦争の失敗以後、民衆の心に東学は、政治的力量の不足 してい

る集団 と迷信性、いわゆる非科学的な内容*2に よって、非科学的な宗教 としての姿の印象を

強 く残 して しまった。急速に衰退 してい く東学組織を立て直すために、三代教主孫秉熙は、

近代的な宗教 としての確立と政治的利権 を求め急速に日本側に接近 した。これらのことによ

って、東学の姿が大きく変貌するようになった。1904年 に教人たちを動員 し 「進歩会」を*3

民間団体組織 として設立 させ、朝鮮政府の失政を改善することを目的に掲げていた。*4進 歩

会はその活躍の拠点を1904年9月 末から全国的に拡大するようになった。その躍進ぶ りは、

一日で20万 人の会員を得
、360余 ヶ所に進歩会が構成 されたといわれている。

東学の内部団体であった 「進歩会」 は、当時同 じ趣旨をもっていた 「一進会*5」 と1904年

12月 に合同し、「合同一進会」 として再 出発 した。進歩会の会員たちは、「開化 と団結」の証

として断髪 し、黒衣 を着ていた。進歩会員の活動は宗教的な内容よりも、日露戦争を機に日

本の御用団体へ変質 し、「親 日的」な政治集団として性格の方が強かった*6。この進歩会の活

動に対 し、東学の孫秉煕は民族主義な 「中立会」を発足 させ、李容九 らを東学か ら追放 し、

寛厚たる民族主義の立場 と対立の姿勢 を取るようになった。李容九らは天道教に対抗する形

で、侍天教を設立 させ、これに対 し東学 は、外勢の侵略の危機から国権を守護 し、独立保全、

民権擁護、国勢刷新をしようとする民族主義的な性格を固持 した。

20世 紀 に入ると、東学の宗教的、政治的な活動体制は、すでに朝鮮半島における政治的、

社会的条件 とは相いれない旧体制 になっていたのであった。東学の位相を再確立するために

は、新 たな転換を模索 しなければならなかった。三代 目の教祖孫秉煕は、その自求策として

教団の再整備 と名称の変更を決断した*7。その決断は1905年12月1日 に、宗教の名称を 「東学」

から 「天道教」に改名 し、公布 した。 これを 「天道教の大告天下」という形で宣布 した。こ

の改名宣布は、1905年12月1日(金 曜日)に 、帝国新聞の第8巻第274号*8の 広告欄 に掲載 さ

れた。 この新聞広告の掲載は、15回 も反復 して行われた*9。

孫秉熙は 「東学」の名称を 「天道教」 に換え、近代宗教 として再出発を試みた。この名称

の変更 を通じて、新たな宗教団体としての 「天道教」を世間に大 きくアピール しようとした。

天道教 は他の既成宗教 と同等の近代宗教 であり、東学の正統 を継承している民族の宗教であ

ることを宣布 しようとした。また、この宗名の改称は、古い体制の東学がもつ政治的、宗教
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的イメージの刷新を図ると共に、親 日的な活動を行 っていた進歩会の母体であるという汚名

をはらう目的が大 きかった。天道教大道主孫秉熙は、新たに誕生 した天道教の重要な活動目

標を民族の自立 と開化に設定 していた。宗教的なイメージ刷新のために、東学 を近代的な宗

教組織に改編することによって活動の合法性を得るためであった*1。。

東学の改名は、近代的な宗教 として公認され、信仰の自由を獲得 し、改革運動を確立する

ための模索であ り、その方法の一つであった。甲午農民革命で見 られていた原始的で、土俗

的な宗教イメージか らの脱皮であった。すでに韓国では、アメリカから伝来 してきたキリス

ト教の布教 の自由が、公式的な形ではなかったにしろ認められてお り、朝鮮500年 間抑圧の

対象であった仏教 も日本の力によって、その布教活動の自由が認められていた。しか し、東

学は韓国で 自生的に創道 された民族宗教であったにもかかわらず、未だ邪教 と見なされ、そ

の活動が制約されていた。当時、東学は前近代的な宗教として迷信的な呪術を行っていると

見られていた。いわゆる、近代的な性格が欠如 していると見なされていたのであった。東学

を天道教に宗名を変えなければならなかったのは、東学 として創道 された時代 とは、社会的、

政治的な環境や背景が大きく異なっていたからであった。例えば、西学に対抗する民族宗教

としての 「反西洋」の立場を固執する意味は、すでに失われていた*II。

そして、近代的な宗教として天道教(東 学)が 、朝鮮半島に根を下ろすためにも、近代的

な教育システムの導入や啓蒙活動を行わなければならなかった。これの変革は、東学が抱い

ていた宗教運動の目標とは違う現実に直面 したことを意味 していた。民衆はすでにキリス ト

教 に対する認識 を改めてお り、徐々に改革が行われることによって、信者の数 も増え始めて

いた。それは、これまでのような一方的な政治批判だけでは、信者を獲得 し、民衆の心をつ

かむことができない現実に対する認識の結果であった。天道教の成立は、宗教団体 としての

刷新の必要性 と、民族的な感情を勘案 しても進歩会 を分離 させなければならなかった。東学

から天道教への改名は、新たな宗教 として宗教本然の姿勢 に戻 し、民族の宗教 としての立場

を固持する方法であった。そ して、政治運動の一つとして 「幣政改革12ヶ 条」を*12通 して、

官民の協力下で進歩的な改革政策を推進 しようと試みた。また、「天道教青友党綱領」を*13

定めることで、近代的な宗教としての再出発を表明しようとする工夫 も行った。その綱領の

内容は、一、民族 自主の理想的民主国家の建設、二、事人如天の精神に合う新たな倫理の樹

立、三、同帰一体の新生活理念に基づ く新経済制度の実現 という、三つの項目で成 り立って

いた。

天道教は、愛国啓蒙及び近代化運動を推進することを通 して、民衆の教化に力を注 ぐよう

になった。新たに出発 した民族の宗教としての天道教は、知識人の宗教団体として成長 させ*14、

その教勢を拡大するために、持続的に政治や文化運動にも積極的に参加 し、社会事業 にも参

与 した。その社会事業の一環 して、民族の自立精神を育成 し、開化を促進するために、もっ

とも重要な事業が近代的な学校教育であると考えていた。人材を養成するために天道教は、

学校教育の近代化を構想 していた。近代的な教育機関の設立 と、教育者を育成する計画を推
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進 した。その近代的な教育 を受ける先を日本 に設定 し、留学生を2回 派遣 した。天道教は、

国内から64名 の留学生を選出し、日本に送 り出した*15。第1回 目に派遣 された留学生は、24

名で、京都の官立中学校に入学 させた。第2回 目は、新たに40名 の学生 を選出し、日本に留

学 させた。国内での教育活動 としては、「民智の開発*剄 という目標を達成するために、新

学校設立事業に取 り組んでいた。天道教の教勢は、一時的ではあるが、政治、文化活動を通

じて飛躍的な発展の兆しを見せ始めた*17。

2.天 道教 と大韓民 間政府 の樹 立

「日露戦争」で勝利を収めた日本帝国は、1904年 から朝鮮半島で 「顧問統治」 を始め、政

治 ・軍事 ・経済権を掌握するようになった。また、1905年9月5日 の 「ポーッマス会談」を通

じて、アメリカやイギリスの後援を得 ることで、朝鮮半島に対する政治的、経済的支配の権

限を西洋諸国に認めさせた。1905年11月 に、大韓帝国と、「第2次 日韓協約(日 韓保護条約)」

を締結 した後、外交権を剥奪 した。その翌年である1906年2月1日 に、「統監府」が設置 され

た。統監府を設置する前に、1906年1月31日 に、「駐韓 日本公司」 を廃止 し、各国の公使館の

撤:収を交渉した*'8。1907年 に 「第3次 日韓新協約」が成立することで、司法権の喪失、韓国

軍隊の解散が決められた。そして、1910年 に 「日韓併合」が成立することで、日本帝国の完

全 な植民地統治下に陥った*19。日本帝国の植民地統治に対 し、天道教は、1919年3月1日 の

「3・1独立万歳運動」を主導的に推進 させ、臨時政府の樹立 という計画を構想 した。これは、

甲午東学革命以後、東学の 「開化思想」 と、「抗 日自主独立運動」 としての自主 ・独立の思

想を結集させた、継続的な民族主義精神の表出であった。

3・1独 立万歳運動が失敗 した後、独立運動の基盤 としての臨時政府機関が、国外に2ヶ所、

国内に5ヶ所、計7ヶ 所 に建て られた。国外に設立 された臨時政府は、まず、1919年4月10日

に、中国の上海で 「大韓民国臨時政府」が、設立 を宣布した。上海臨時政府には、大統領や

副大統領は置かずに、国務総理に李承晩が選任 された。1919年3月17日(2月25日 という説 も

ある)に 、ロシアのブラディボス トクで、「大韓国民議会(露 領政府)」 が樹立を宣布 し、別

途の行政部を組織 した。大統領には孫秉煕を、国務総理には李承晩が選出された。国内では、

1919年4月1日 に、天道教を中心 とする 「大韓民間政府」が、ソウル中心地域(天 道教中央本

部の本拠地)に 、孫秉煕を大統領に、国務総理を李承晩とする政府設立を予定 していた。 し

か し、天道教の代表が警察に逮捕されたことで臨時政府の設立は、不発に終わってしまった細。

1919年4月9日 に 「朝鮮民国臨時政府」が、ソウルで樹立される予定であ り、1919年4月17日

に、平安道で 「新韓民国臨時政府」 も、大統領李東寧を立て、政府樹立を予定 していた。

1919年4月23日 に、ソウルの 「漢城臨時政府(大 朝鮮共和国)」 は、大統領に李承晩を立て、

設立を宣布するなど様々な臨時政府が国内外で誕生 したのであった*2'。臨時政府の誕生を支
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えていたのは、民族独立運動家たちの政治団体 としての組織力と、経済力を持っている宗教

団体及び宗教 関係者たちで、それらが参与する形で国内外で臨時政府が誕生 した。*22

天道教が畿湖地域に*23樹立を構想 した大韓民間政府の構造は、国家の最高指導者を大統領

とする指導体制の下に統領副と国務総理を置 き、10ヶ所の行政部処の長に、長官という現代

的な官職名を規定 した。大韓民間政府の構想では、当時 としては洗練 された近代的な政治用

語を使用 してお り、閣僚の構成*24の政治的、宗教的性格や所属 にこだわることなく、国内外

の有名人士 を登閣させたことは注目するべき点である。大韓民間政府内閣の推進状況から見

られる登閣予定の閣僚 と、その官職の名簿を見ると、天道教の指導者は、13人 の政府要人の

中大統領を含 む4名だけであった。これは天道教指導者たちの現代的な政治意識や、その組

織制度の構成に対する知識の賜であったといわざるを得ない。天道教の指導者である孫秉熙

は、天道教が構想 した 「大韓民間政府」以外の政府において も大統領として推戴された。

孫秉煕はこの民間政府樹立の構想の外 にも、様々な形の臨時政府が国内外で樹立 してい く

中で、重要な職務を担当するのであった。孫秉熙は、「朝鮮民国臨時政府」の正道領(い わ

ゆる大統領)に 、推戴されたことはむろん、「朝鮮民国」の核心メンバーとして も活動 して

いた。天道教の多 くの人物が登場 して 「大韓民間政府」が樹立 し、孫秉熙が 日本の警察に逮

捕 されなか ったとするならば*25、臨時国家の政局も大きく変わったと思われる。また、天道

教 による政治体制の確立と共に、宗教 としての勢力も成長 したことはい うまで もない。臨時

政府の指導者 として孫秉煕は、三つの臨時政府の最高責任者に迎えられてお り、李承晩は二

つの臨時政府の最高責任者となっていた。そして、孫秉煕は他の臨時政府においても総理以

上の数々の職務についていた*26。

孫秉熙の逮捕後、臨時政府の大統領に選出 されたのは、いつも孫秉熙の後ろに立っていた

李承晩であった。彼は国外で独立運動家として、学者 として、宗教家として名声を上げてい

た人物であった。李承晩の政治的背景に隠れている思想は、西洋的で、且つキ リス ト教的な

考えであった。李承晩 も何故か孫秉煕がもっていた 「政治的」、「宗教的」な枠組を同 じよう

に備えていた人物であった。このことは後に、日本の植民地から解放 された朝鮮半島に、李

承晩が新たな国家を誕生 させる際においても、もっとも大 きな影響力を与えたのが、宗教の

枠組をもっている政治団体であり、その組織力によるものであった。宗教 と宗教団体の力は、

政治的な背景として発揮されるだけでなく、政権 を維持する政治的な道具として大きな役割

を果たす力になったのであった。

民族の自生宗教である東学の民族主義精神 を継承 した天道教の指導者たちが、主導体とし

て、民間政府を純粋に信望 している民間指導者 と、様々な民間 ・臨時政府を樹立させようと

したことは、大 きな意味がある。これ らの臨時政府樹立の計画は、東学思想の根源を成 して

いる 「輔国安民」 と、「廣済蒼生」の救国精神の継承であ り、自主独立の目的の現れであっ

たといえる。新興宗教 として近代的な指向をもち、救国民族宗教として発展 した天道教の大

韓民間政府 は、伝統的な政治体制であった君主制を廃止すると共に、民衆の力による民主共
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和制の社会を構想 していた。天道教側 は汎国民的な合意を集結させ、国家的見地からの民主

政府の樹立を構想 し、市民的基盤の上 に成立させようとしたのである。これは時代的変化に

対する天道教人の意気込みであり、新たな時代への適応を考えた結果であると思われる。大

韓民間政府を設立させようとする天道教構想は、民族の救援を形 として試みた民族主義の挑

戦であった。

天道教の活動舞台も国内から海外へ と、その政治的活動の範囲を広げてい くのであった。

その活動範囲は民間政府の樹立 と共に、中国の各都市から、ロシア、欧米、日本などへ広が

り、民族独立のための闘争を継続 して行 っていた。武力による闘争だけでなく、近代的な教

育へ挑戦することで、国を失った民族の国権 を回復するための人材育成 と学校設立運動にも

積極的に参加 していた。3・1独 立万歳運動以後、大韓民間政府の大統領としての孫秉煕は、

天道教の指導者 としてだけでなく、民族の指導者 として、その政治 と宗教をまとめていた。

しかし、孫秉熙の逮捕以後の天道教勢力は弱体化し始め、天道教が韓半島における指導的な

立場か ら少 しずつ離れてい くことになった。

3.低 迷す る天道教 と解 放

併合前後の天道教の教勢は、3百 万人余 りの信徒がいるといわれていたけれ ども、実際の

数はかなり少ない宗教団体 になっていたと思われる。天道教は朝鮮総督府の監視対象 として

の政治団体であり、宗教的には 『類似宗教団体*27』という名目で様々な調査を受ける対象で

あった。天道教の中央総部 と各地教区は、派遣 された警官の監視 を受けており、毎月財産状

況 に関 しても報告 しなければならなかった。また、主要幹部は勿論、教人たちにも、そ して

集会や講演及び各種記念式典に対する監視と警戒は厳重なものであった*28。特 に、3・1独 立

万歳運動緲の時見せた天道教の組織力 とその働 きによって、天道教が持つ力量 を大いに発揮

していた。当時天道教は、基督教 ・仏教などの宗教界 との機密連絡 を担当し、糾合 させる主

導的な任務を遂行 していた*30。この挙国的な救国民族独立運動である3・1独 立万歳運動を起

こすための資金の調達、及び他宗教のすべての経費を負担 したのも天道教であった*31。天道

教は甲午農民革命か ら、6・10万 歳運動に至 るまで宗教集団としての役割だけでなく、政治

集団として も活発に活躍 したのであった。その民衆を結集 させる団結力と、政治的、経済的

な存在感を、大きくアピールした天道教に対 して日本帝国は政治的な宗教弾圧 を行 うのであ

った。

3・1運 動後、天道教に対する日本言論側は、"朝鮮入を惑乱せんとする天道教の正体"と

いう見 出しを付けていた。特に、『大阪朝日新聞』は、1919年3月14日 から18日の5日 にかけ、

天道教の政治性に対する非難文を記事 として連載 した。その3月15日 の記事を見ると、"朝 鮮

には儒佛基三教の外に檀君教、大極教、侍天教及び天道教など朝鮮人が開いた様々な宗教が
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ある。天道教は巧みに時流に投 じ民心を煽って行 くので信徒の数或は百萬 と称 し或いは五百

萬 と號 しているが実際の信者は四十萬位のものかも知れぬ、然 し其の勢力は牢乎として抜 く

べからざるものがあり総督府でも容易に手 を下せない。宗教というよりも隠れたる一種の結

社のやうなもので開宗以来兎角政治運動か ら離れた例がない*32。"と論 じている。

このような新聞記事で も見 られるように、天道教に対する警戒 と牽制が、政治的に働いて

いる事を見ることがで きる。天道教が中央 と地方警察の集中的な監視対象になったことはい

うまでもない。また、6・10万 歳運動(1926年6月10日)が*33、 その主体として国内外の天道

教系を含む社会主義系青年層、民族主義系の学生層、臨政系民族人士などによって計画され、

準備 されたが失敗 した*34。その主な原因は、資金調達の困難からであったといえる*35。天道

教内の分裂 と教勢の弱体化は、3・1運動のような全国的な運動にさせることができなかった。

天道教は二つの万歳運動 に加担、指導 したため、以後総督府からの徹底的な分離政策 と宗教

としての弾圧を受けることとなった。総督府及び警察の天道教に対する弾圧を見ると、まず、

天道教中央教団の運営 と財政を維持するために集める 「誠米制」の廃止を要求 した。天道教

指導者たちに対する監視を通 じて、活動の制限を加えた。天道教が主催、主導 している行事

及び社会事業に対 しても、警察の許可を求めさせた上、警官が同席、監視 した。3・1運 動直

後の1920年 初期から、各地方の天道教人に対する弾圧の厳 しさに、教団を離脱す るものが続

出 したといわれている*36。総督府や警察局の弾圧による、様々な形の間接的、直接的な干渉

を行 うことで天道教の動きを封 じ込め、教勢の弱体化をも目論む抑圧の政策が行われるよう

になった。

当時、天道教 は、民族主義を講 じるために、早 くから刊行物を通 じての文化活動による民

族運動を行ってきた。1906年 の 『萬歳報』をは じめ、教理の解説のための純宗教雑誌 『天道

教月報』、一般大衆の教養 と意識向上のための 『開闢』、『別乾坤』、『婦人』、『子供』、『慧星』

などなど数多 くの大衆雑誌を発行 していた*37。しか し、天道教が発行する教書 ・月報 ・雑誌

も総督府 によって廃刊 され*38、中央総部 も封鎖された。 これらの総督府による弾圧は、地方

教区の教堂や講習所をも閉鎖 させたのであった。次第に、天道教 は宗教 としての求心力を失

い、宗教及び政治団体 としての活動の場が制限 されるようになった。また、総督府の分離解

体策によって、天道教の教勢は急速に衰退 と低迷の道に入ることになった*39。

1921年 に、天道教の 「教統伝授制度」を廃止する革新運動による賛否両論 の論争が生 じ、

教団内に3大 潮流が発生 した。そのため天道教の教勢は益々弱体化 していたのであった*40。

それに追い打ちをかけるように、類似宗教 と分類 された天道教は、1936年 に発布 された禁止

令によって、各道の警察部の支配下におかれるようになった。その禁止令によって、天道教

の宗教施設物が閉鎖 され、宗教指導者たちが検挙 されるなど大々的な弾圧が行われた*4'。そ

のため天道教を含む一部の宗教団体は、国内の拠点から離れた海外で宗教活動 を行うことに

なった。これ らの政治的制約は、何よりも、宗教活動 を停止させ、政治集団として強調され

ることによる弾圧活動が大きな原因であったといえる。大部分の宗教がそうであったように、
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日本帝国が敗戦するまで天道教の活動は制限 ・封鎖 されたままであった。要するに天道教は、

解放 されるまで日本帝国か らは近代宗教として認知 されることもな く、近代宗教として朝鮮

半島に定着することさえ出来なかった。逆に、1931年 の満州事変以後の天道教は、急激に親

日化 された宗教集団に変貌するのであった。天道教の新派の崔隣が、中心になって日本帝国

の 『皇民化政策』に足並を揃え親 日的な行動を行 った*42。天道教の代表者たちのその親 日的

な活動は、1939年6月 に 「国民精神総動員天道教連盟」を結成 し、1941年8月 には 「時国奉公

要項」を公布 し、信徒たちに国防誠米、献金、献品などを督励 した。その上、毎日朝5時 に

は、戦勝特別祈祷を強要 していた*43。

天道教は1905年12月 に、東学が持っていた前近代的な宗教 としてのイメージを払拭 し、近

代宗教 として再出発するために行った改称の甲斐もなく、総督府から近代的な宗教 としての

認可を得ることもできなかった。天道教は宗教 としては未熟であり、発展途上のまま沈滞す

ることになった。東学(天 道教)の 思想は、民族的危機を克服 し、あらたな価値体系 を主張

した画期的な思想であるに違いないけれど、近代宗教としては成立できなかった痛みを持っ

ている宗教である。民族の独立を失った歴史的状況下においては、むしろ朝鮮総督府に 「近

代的な宗教」として認められなかったことこそが、天道教の誇 りというべ きであろう。

天道教(東 学)に よる韓国的民族主義は、すでに19世紀後半に胎動 し、100余 年のあいだ

絶え間なく行っていた民族の宗教 としての活動 によるものである。天道教は、韓国的民族主

義 を形成させる基礎を築き、民族の自主意識を鼓吹 し、民族 を代表する宗教団体であった。

しか し、これまで果たしてきた役割も、民族の宗教団体としては完成できず、政治集団とし

てもその力は底についたといわざるを得ない。それは、日本帝国の天道教者に対する懐柔 と

圧力 に、教団そのものが分裂 したためである。そして、分裂 して しまった天道教には、植民

地から解放された後 においても、民族を再び結集 させる余力は残っていなかったのであった。

解放の時を迎えた天道教は、かな り活気を帯びることになったが、南北の分断と左翼 と右翼

の極限的な対立状況の中繍、民族をリー ドする宗教 としての役割を果たすことはで きなかっ

たといえる。そ して、プロテスタントが持っている経済力やアメリカとの外交力の違いは大

きかった。

(注)

*1天 道教中央総部編 「天道教百年略史』天道教中央総部1980p .11

*2天 道教の歴史資料を見ると、東学農民戦争の際、東学軍は行進するとき心告をし、呪文を唱えてい

たという。その内容は、「東学軍が走りたいときに"走"と いう字を書いて手で握り、飛びたいときには
"飛"と いう字を書いて手で握る

。晴れた日に"雲"と いう字を書くと雨が降った。杖を持って刀として

使うと刀になり、槍として使うと槍になり、乗ると馬になる。降霊呪文八字だけ覚えると天神が降りて

きて身体を取り巻いてくれるし、本呪文を13字覚えると死んだ人が生き返える」といった風説がかなり

流れていた。
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*3進 歩会=親 日団体、

1903年10月 、 日本 に亡 命中であ った孫秉煕が、民族主 義の開化運動団体 と して李容 九に組織 させた民族

開化運動 の団体で あった。 しか し、組織の実務者 である李 容九に よって本来の意 図 とは異なる、正反対

の親 日団体 に変 質 して しまった組織 である。 「進歩 会」が設立 されたのは、1904年2月 で ある。 【韓国精神

文化研究院 『韓 国民族 精神 文化大事典』 第21巻1994p.440】

*4呉 知永著、梶村 秀樹訳 『東学 史』平 凡社1988p.296

*5日 露戦争 中、 日本 軍の通訳 を務 めていた宋秉唆が組織 した朝鮮の親 日御用 団体。

*6選 号薔5ヱ.『弖こチ司 『鴦}号奢三己モi}糾入}・そ}q』 玉三人1耄}ミ}碧紮弖'入}一1998P.196

*7崔 起營 「韓:末東学q天 道教.弖潮7n遡 朔 垂 迯 石豆 」「韓国学報』第76輯 、 一志 社1994p.92

*8そ の広告 の内容は、次の通 りであった。

"夫吾 教天道 之原 日天道吾教之創 明 及今四六年信奉 之人如是其廣 如 是其多教 堂之 不遑建築

其爲遺憾 不容提 説。現 今人文闡明 各教 之自由信 仰爲萬國公 例其教 堂之自由建築 亦係成例吾教

會堂 之翼 然大立 亦應 天順人之一代表準也。 惟我 同胞諸 君亮悉。"

教 會堂建築 開工 明年2月 爲始事

天道教 大道主 孫秉熙

*9天 道教 中央 総部教史編纂委員会 「天道教百年略史』(上)未 来文化社1980pp.354-355

*10康 成銀 「20世紀初頭 にお ける天道教上層部の活動 とその性格」 「朝鮮史研究会論 文集』24、 緑蔭書房

1987p.162

*ll黄 善嬉 『韓国近代思想斗 民族運動』1 、司魁 出版1996pp.147-148参 照

*12呉 知泳の 「東学史』 に収録 されてい る 「幣政改革12ヶ 条」 を見 ると

① 東学道人 と政府の 間の多年 の遺恨 を水 に流 し、庶政 に力 を合わせ ること。

② 貧官汚吏 はそ の罪状 を明確 に して一 々厳罰 に付す ること。

③横暴な富豪 ど もを厳罰 に付す ること。

④不良な儒林 と両班 ど もをこ らしめ ること。

⑤奴婢文書 を焼却す るこ と。

⑥七班賤 人の待遇 を改善 し、白丁頭上 の平壌 を抜かせ ること。

⑦青春の うち に寡婦 となった者 の再婚 を許す こと。

⑧無名雑税 は一切実施 しないこ と。

⑨官吏採用 には地 閥を打破 し、人材 を登用す るこ と。

⑩倭 と奸通す る ものは厳罰 に付 するこ と。

⑪公私の債務すべ て過 去の ものは一切取 り立 てぬ こ と。

⑫土地 は平均 に分作 する こと。

*13天 道教青友党綱 領1、 民族 自主の理想 的民主 国家の建 設

2、事人如天 の精神 に合 う新倫 理の樹立

3、 同帰一体 の新生活 理念 に基 づいた新経 済制 度の実現

*14李 弦熙 「東 学思想斗 民族独立 運動」「韓国思想』 第19輯 、韓国思想研 究会1982p.48

*15天 道教 中央 総部教 史編纂委員会 「天 道教 百年略 史』(上)未 来文化社1980p .332

*16柳 炳徳 『東 学 ・天道教』教 文社1993pp.317-319

*17金 善陽 『韓 国近代 宗教思想史』「愛国啓蒙運動斗 宗教思想」圓光大学校出版 局1984p.133

*18李 絃熙 「韓 国近 ・現代史釧 争点』王刈著魁 谺閣1993p .266

*19を 号杆 望子 層q司 編 「魁号竜t肩朴冠7刊』 探 求堂1988p .43

*20韓 国精神文 化研 究院 『大百科事 典』参照
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*21李 絃煕 「東学革命 史論』大光書林1994p .308,349-350を 参照、

*22司 刈望
,碧 籵書週 「司唐組卒入ト到 叫喜01司 」 瑁剋入}1991PP.11-25参 照

*23京 畿道 、黄海道南部 、忠清南道 の北部地域 。 ソウルを中心 と した周辺地域 である。

*24大 統領:孫 秉熙 副統 領:呉 世 昌 国務総理:李 承晩 内務部長官:李 東寧

外務部長 官:金 允植 学務部長官:安 昌浩 財務部長官:権 東鎮 軍務部長官:慮 伯麟

法政部長官:李 始榮 交通部長官:朴 容福 労働部長官:文 昌範 議政府長官:金 奎植

総務部長官=崔 麟

*25李 絃熙1994pp .310-312を 参照

*26司 ス肩皇⊇
,冫§ヌ}・・≦キ週 「司 唐萢早λ}潮uト喜01司 」 耳ヨ丐亘入}。1991p.26

*27調 査 資料第四十二輯 『朝鮮の類似宗教』 は、朝鮮総督府 嘱託村 山智順 が行 った調査報告書で、1935

年(昭 和10)9月 に発行 された。近世以後 の朝鮮 の民衆 の間で信仰 されていた宗教団体の教養及び信仰状

態 を調査 した もので ある。 この調査 を通 して、朝鮮半 島に住 んでい る民衆 の思想 を察知す るための もの

であった。 この 『朝鮮 の類 似宗教』 による と、朝鮮の類似宗教 は67個 教団があ り、東学 系が18個 、吽移

系が11個 、仏教系が10個 、巫俗崇神 系が16個 、儒教 系が7個 、系統不 明が5個 で 、総計 が67個 にな ってい

る。

*28朴 相権 『韓 国近代宗教思想 史』 「日帝斜 宗教政策斗 韓 国宗教」 圓光大学校出版局1984p .173

*293・1運 動 は、身分 、職業、 地域 、信仰 、学問、思想、性別、貧富 な どを超越 した全民族 の一致 した

独立意思 を表現 した行動 である。集会数 は15,432回 にのぼ り、年動員人員 は5,023,982名で、死傷者23,470

名 であった。 また、検 挙者お よび投 獄者46,948名 、建物破壊367件 に達 していた。3・1運 動は、世界民族

闘争歴 史上例 のない規模 で展 開され た民族独立運動 である。

*30李 弦煕 「東学革命叫 民族 救国運動」 「東学革命100周 年記念 論文集』 東学革命100周 年記念社 業會

1994p.250

*31文 化観光部宗務室編 「韓 国到宗教現 況』文化観光部宗務室1989p .84

*32『 大 阪朝 日新 聞』1919年3月14日(土 曜 日)

*331926年6月10日 、純宗 の国葬 日を機 に、 ソウルの各級高普及 び専 門学校学生 たちが民族独立のため展

開 した万歳運動 である。

*34黄 苗嬉 「6・10万歳運動到 民族的位相」 『妊号 剋尋{}暑 λ}q子 』 邊号 剋香{}暑 杆q子 司1996p .21

*35表 暎三 「冠三ヱ 斗6・10只}λ刊「畠暑 」 『を号 剋否岳 暑杆q子 』聾号剋尋{}暑 杆q子 司1996P .17

*36{}01菩 『望刈91重}号 『弖尋誉iiL曽杢}司」ヱ モ月荳}丐ヨ・赳1997p .158

*37喜 蒸}章ト週 『萢玉三ヱ{}暑 λ}・』 起玉三ヱ暑曽奢・甼一耄}翌}早1990pp .152-153

*38「 萬 歳報』 は、1906年6月17日 創刊 され、 翌年6月30日 に廃刊 され た。 『天道教会月報』は1910年8月15

日に創刊 され、1938年3月 まで、通巻315号 で廃刊 された。 「新 人間』 は1926年4月 に創刊 され、1945年2月

に廃刊 された。「開闢』 は1920年6月 に創刊 され、1926年8月 に廃刊 された。『明 赳。1(子供)』 は、1923年

3月20日 創刊 され、1934年7月 に廃刊 された。 『別乾坤』 は、1926年11月1日 に創刊 され、1934年3月1日 廃

刊 され た。 『慧星』 は、1931年3月1日 に創刊 され、翌年 の3月15日 に廃刊 された。

*39李 康五 「韓 国新興宗教年鑑:』大興企画1992p .44

*40李 康五1992p .45

*41委}≡≡手署ヱ 『弖こF司 『鴦}号奢ヱ{}糾 入}・そ}q』 玉三入1耄垂」茎}碧丶弖λ}1998p .382

*42冫召冫蓉周 「重}魁「・皇⊇フ哨司・週呈ヱそ}早暑≦翔 署訌{曁・岳ス刊」「組(笹立}』∬【、竍剋入}・1993p.125

*43薈 号香ヱ 望子司 『奄号奢ヱ{}糾 杆な到』 三刈を 暑碧這λ}1998PP .348-349参照

*44文 化観光部宗務室編1989p .89
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第5章 再 生 宗 教 と し て の 親 日 仏 教

1.朝 鮮 王 朝 の 排 仏 政 策 と 朝 鮮 仏 教 の 特 徴

1-1.排 仏 政 策 と そ の 背 景

朝鮮半島における仏教は、372年 に高句麗の小獣林王が、中国から伝来してきた仏経と仏

典を受け入れることで始まるといわれている*1。仏教を受け入れた目的は、王室の権威を高

める狙いによるものであった。そのため古代の仏教は、伝来当初から国家の庇護を受けなが

ら大 きな発展 を成 し遂げた。朝鮮半島の仏教は、三国時代から古代文化建設の主役を担当 し

ながら成立 し、単なる宗教の範疇を超えていた。仏教は統一新羅を経て、高麗時代に至るま

でのあいだ、文化を創出する主役の座を守 り続けてきた精神文化の一つであり、そ して、周

辺諸国との国際的な文化交流の担い手でもあった。仏教は伝来から1600年 間、多 くの王や僧

侶によって、そして民衆たちの力によって培われた韓国の伝統的な宗教である。

統一新羅時代や高麗時代の仏教は、執権者たちの宗教 としてその文化的 ・政治的全盛を極

める一方、数 々の弊害 も抱 く存在になってきた。高麗末に至ると仏教は、政治的 ・経済的な

不祥腐敗の温床になってしまった。一部の新進士大夫や革新的な武将たちから仏教に対する

批判の声も漸次高まってきていた。そ して、排仏政策を取るべ きであるという世論が、形成

されるようになった。その結果、高麗末期に科挙を通 じて登場 した儒学者と武士階級は、仏

教王国高麗を倒 した。彼 らは、両班官僚 として儒学思想を背景に、新王朝の政治体制を始め、

政治理念や政治方針 を打ち出 し*2新 たな国家、朝鮮を建設 した。彼らは高麗時代の経済的、

政治的弊害や腐敗の温床 としての仏教を嫌い、儒学的な理念をもって 「排仏論」を形成 し、

展開 しようとした。「排仏論」や 「排仏政策」が起こった背景は、高麗時代の仏教が国家の

庇護 を受けながらあまりにも政治的、経済的に膨張 したことと、僧侶の地位が貴族化 されて

いたことに対する批判であった。新王朝の成立において最大の政治政策は、「儒仏交替」を

通 して 「崇儒排仏」、「抑仏崇儒」を達成することにあった。

新王朝の政治機構から仏教色を排除、儒学思想 による 「徳治主義」の理想政治を行 うこと

を目的に していた*3。その目的を達成するために、僧侶たちに与えられていた力役(労 役、

兵役)の 免除を廃止 し、また、僧侶の様々な特権を取 り上げた。高麗時代の数々の特権によ

って、教団の質は悪化 し、寺院経済が肥大 していたため、国家経済を破綻の危機に至 らせて

いた。質の低下 した僧侶たちによる風俗の乱れは深刻な政治問題であった。すなわち、宗教

本然の役割を果たすことのできない堕落 した仏教に対 して朝鮮時代 を開いた政治家たちは、

儒学の倫理理念を政治の指導理念として採択 し、厳 しい抑仏政策を行 うのであった。
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まず1392年 、朝鮮を建国した第一代王太祖李成桂(1335-1408)は 、一人の武人として、仏

教 と深い因縁 を持ち、信心深い人であった。建国当時、太祖は、無学自超*4と いう僧侶を王

師として雇っていて、朝鮮を建国する際に、僧将である神照の力 も借 りていたので、直 ぐさ

ま儒学者たちの排仏論を実行することはできなかった*5。しかし、多 くの朝鮮開国の功臣た

ちは、「仏教排斥」や 「寺院廃止論」を強 く主張 した。特に、当代の名儒学者であった鄭道

伝(1337-1398)は 、『仏氏雑弁*6』の序文に、"仏教を排斥 し、儒学をもって文教の統一"を

図ろうとする学問的、政治的な根拠を提示 していた*7。また、太祖李成桂 自身も、高麗仏教

の弊害をよく知っていたので、次第に寺院田を没収 し、国庫に編入させる一方、仏教教 団の

整備を行う形で抑仏政策 を始めた*8。朝鮮王朝の排仏政策が進展することによって、朝鮮仏

教は、次第に教学の不振、教団の衰退など受難の歴史が始まるのであった。

第三代王太宗(1367-1422)は 、未だ社会の上下諸階層に蔓延 している信仏 ・作仏の潮流が、

因習的に行われていることに対 し、本格的な排仏政策を強行 した王であった。太宗は王権を

より強化するために、崇儒思想に基づいた社会秩序の確立と、国家体制を築 くための政治体

制を確立するために努力 した。儒学による政治体制を達成 し、儒学が普及するために、多 く

の儒者たちとの交遊を深め、学校を建て、儒学生の養成に力を注いだ。 しか し、太宗は、後

の朝鮮王朝 に最大の弊害をもたらした 「庶子禁錮法*9」 と 「再婚の禁止」などの法も制定 し

た。彼の抑仏政策を見ると*'0、寺院経済を縮小 させ、国家財源 を確保するための政策 と*11、

僧侶の社会的地位を降格 させ、教団を縮小化 し、王室 と仏教の関わ りを抑制することで強い

王権を確立 させ ようとした*12。仏教に対する抑制政策は、政治的、経済的な要求によるもの

であったが、仏教を信ずる信仰 自体を阻止するまでには至っていなかった。その理由を考 え

てみると、儒 学的な政治秩序の形成、及びその倫理の思想では、「祈穣消災」、「冥福祈願」

など*13の現実問題を解決する力はなく、信仰としての対象にはなれなかった。そのため、儒

学を用いることでは、民衆の心を充足させることができなかったといえる。

第四代王世宗(1397-1450)は*'4、 政治 ・経済 ・社会 ・文化を有機i的に結び、王朝の限界を

克服しようともっとも努力 した王である。世宗 もまた、即位 したときから仏教に対 して厳 し

い排仏政策を取っていた。1424年 に禮曹の上告によって、抑仏政策*'5が沸騰 し始め*16、厳 し

い抑仏政策が行 われていた。にもかかわらず、儒生たちはより徹底的な政策を王朝に要求す

る反発抗議を度々起こしていた。しか し、世宗は晩年を迎えるにつれ、仏教の教理に感化 さ

れ、宮中内で先代の王や王妃の冥福を祈る仏教儀式を行い、奉仏敬僧の国王として回心した*'7。

朝鮮朝第十代燕山君(1476-1506)は 、最 も厳 しい排仏政策を行った君主である。1503年 に

燕山君は、僧侶に対 しソウルの東西南北四大門内の都城出入りを禁 じることをはじめ、1504

年には、城内の元閣寺などの寺を閉鎖 して しまった*'8。そして、僧科制度を全面的に廃止 し、

禅宗の総本山である興天寺と教宗の総本山である興徳寺 をも廃止 した*19。すなわち、燕山君

が行った排仏政策によって、朝鮮仏教の宗派はなくなったことになる*20。そのため僧侶の社

会的地位は、巫者たちと同様、宗教的賤民に格下げされるとともに、ソウル四大門内では木
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魚やお経を唱える音が消えて しまった。

こういった朝鮮王朝が行 った排仏政策は、仏教に対 し、事実上宗教 としての組織や構造を

解体 し、息を止めようとする政策であったといわざるを得ない。 しか し、朝鮮王朝の誕生か

ら政権を握った両班官僚たちの儒教的な支配体制下において も、1000年 の歴史を持つ仏教を

完全に排除することは簡単ではなかった。そして、これらの排仏政策は、1815年 第二十三代

王純祖王(1790-1834)の 時、政府 によって排仏が再確認された。朝鮮の排仏政策は、後、

1897年 大韓帝国が成立するまで約300年 間も続いた。

朝鮮王朝500年 間を通 じて、政治政策 として一貫 して行われた*21排仏政策の重要内容は、

仏教思想に対する批判 よりも、建国 したばか りの王朝の国家財政を確保するためのものが多

かった といえる。 これまで寺院が持 っていた財産と僧人還俗をすることで不足 している軍資

を補い、民丁を確保 し、官奴婢の充補という人的財源を確保 しようするいわゆる政治政策で

あった。新王朝は財政を安定させ るためにも、寺院田を再整備し、国家財源に当てなければ

ならない切実な要求があった*22。朝鮮王朝の 「排仏政策」は、儒学による統治が基本的な政

治路線であ り、建国当初から開国功臣や為政者たちの崇儒斥仏に対する意見をよく反映 した

ものであった。また、排仏政策の施行 は、中央集権的な両班支配体制の確立と、専制君主の

王権 を強化する一環でもあった。朝鮮時代の仏教は、政治的、経済的権限を失ったため、次

第に政治的 ・経済的に難儀な境遇に堕ったことはいうまでもない。

1-2.衰 退 した 朝 鮮 仏 教 の 特 徴

中央政権か ら見放 された僧侶たちは、社会的地位の低下、両班社会からの冷遇とともに経

済的に零細化を逃れることはできなかった。大部分の僧侶は、製紙などの手工業に従事 して

おり、奴婢階層 と何 ら変わ りのない位置に置かれた。そのため僧侶の物貰い行為や寺刹の世

俗的な信仰化の傾向が益々強 く現れ、仏教の威信 を失墜させた。いつの間にか 「護国仏教」

の色合いは消えてしまったけれども、民間では仏教を崇拝する伝統が相変わらず続いていた。

こういった朝鮮仏教の保全に関わった人たちというのは、崇儒排仏を唱えていた男性中心の

為政者 とは対照的に、両班たちの家を守る役割を担っていた内房(婦 人)で あった。女性た

ちによって、朝鮮の仏教は守 られていたといえる。仏教の役割は、家族の成功や死後の祈願

や病気 を治すなどの行事を担当していた。僧侶たちも困難な寺院を維持するために、仏教行

事を在来の土俗的な信仰 と結合 させることによって、本来の形態から大きく逸脱した。不健:

全な状態ではあったかも知れないが、民衆の生活に根強 く生 き残っていた。朝鮮時代の仏教

は求福祈祷の形式ではあったが、宗教 としての役割を果たしていた。

崇儒排仏政策によって、都城や村から僧侶たちが消え、寺院が町から山中に追いやられた

ことによって、朝鮮仏教 は 「山中仏教」、もしくは 「山僧仏教」 といわれることとなった。
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仏教を庇護 し、信仰する対象者が、男性から女性へ移行 したことが、朝鮮仏教の特色 となり、

「家内(内 堂、内房)仏 教」 ともいうようになった。この一連の宗教施策 と宗教形態の変貌

は、結局、朝鮮仏教を特徴づける要因になった。こういった朝鮮仏教の特徴は、国家による

保護や仏教思想を重視する為政者を中心 とする姿から、政治性がなくなった仏教の姿を指 し

ている。排仏 とい う荒波に晒 されていた朝鮮時代 に政治的な保護を受けられなかったにも拘

わらず、生 き残ることので きたのは、政治とは無縁であった女性を中心に広まったことにあ

る。また、仏教思想に対 して極めて好意的であった民衆の要望に応 じた宗教として、その信

仰形態が変わったことにその理由がある。抑圧と排仏政策を受けていた朝鮮仏教が、政治的

な宗教 としての立場をなくし、為政者たちから見放されたけれどもその代わ りに生活に密着

した 「民衆の宗教」 として、「庶民の宗教」として定着するようになった。

こういった朝鮮仏教の状況が外国人の目には、次のように映っていたようであった。 ドイ

ッ人商人オッペル ト(EmstOppert:1832一?*23)は 、『禁断の国朝鮮紀行*24』の中に、"朝鮮の

僧侶たちは、下層階級の下の一般人民の遙か下まで落ち、奴隷の真上に位置 している。これ

が朝鮮僧侶たちに指定 された公共社会の中での彼 らの地位である"と 述べている*25。何はと

もあれ、朝鮮時代に一貫 して行われた排仏政策により、多 くの仏教寺院が破壊 され、僧侶は

奴隷 と同じような賤民として扱われていた。僧侶の入城が禁 じられ、還俗帯妻 を*26強要 され

ていたのであった。そんな世情 を嫌った一部の僧侶は、自ら積極的に俗を捨て、山谷の奥深

く避難 し、修業者としての道を歩んでいた。

朝鮮朝末期まで行われていた排仏政策は、王朝の政治的権限の衰退に伴い、かなり緩和 さ

れたようであったが、すでに仏教は、社会に新たな風を吹き込むほどの影響力や政治力はな

くしていた。18世 紀 に到 ると王朝や特権階級の両班たちが最 も気にしたのは、仏教 よりも近

代的な西洋文物の流入と西学(天 主教)の 登場であった。西洋の宗教である西学勢力の浸透

と拡大は、儒学思想 を根本から揺さぶる存在 として認識 されたのであった。 また、朝鮮王朝

は新興宗教東学がその勢力を全国的に拡大 していたため、どのようにこれらを抑えるべきか

という悩みを抱 えていた*27。仏教は天主教や東学に比べ、王朝及び社会に及ぼす弊害とい う

のは極めて少ない ものであるため、仏教 に対しては無関心 というほどの政策が行われていた。

このような仏教が宗教的役割を再び持ち、政治的な力を得るために動 き始めるのは、封建社

会から近代国家への扉を日本帝国の力によって開かれたことに起因している。仏教は、日本

からの近代的な仏教の力を借 りて、それまで禁止されていた都城内での布教の自由が認めら

れ、再生されるのであった。
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2.親 日 仏 教 の 始 ま り

2-1.開 国 と朝 鮮 仏 教 の 再 生

1876年 に朝鮮 と日本 とのあいだで結ばれた 「日朝修好条規(江 華島条約)*28」 が、長いあ

いだ堅 く閉ざしていた鎖国の扉を開いた。そのため外国との交流をしなければならない新た

な局面 を朝鮮政府は迎えるようになった。江華島条約による門戸開放は、日本の政治的 ・経

済的 ・軍事的な進出を意味するが*29、同時に近代的な西洋文物 と、日本の近代的に整備 され

た精神文化の流入も意味 している。いわゆる日本仏教及び他の宗教を始め様々な近代的な文

物が朝鮮半島に流入するのであった。開国以来、日本国を経て次第に活発に流入された近代

的な西洋文物 と精神文化は、封建的な朝鮮社会の性向と閉鎖的、弊害の根源であった儒学に

よる身分秩序を崩壊 させる起爆剤であった。新たな西洋文物 と新たな宗教の登場は、朝鮮の

民衆に新 しい時代意識を形成させ、変革の兆しを見せ始めた。実際、この西洋文物の影響に

よって多 くの政治的、社会的変化がもたらされており、 もっとも影響を受けたのが伝統的な

思想体系であろう。これまで何 ごとも儒学の思想体系を中心に動いていた封建的な政治体制

が崩壊 し、その価値を喪失する場面に直面するようになった。それは、これまで相対的に疎

外 を受けてきた様々な精神文化や宗教思想が、新たな体制を構築する機会を与 えられること

になったことを指すといえる*30。

「日朝修好条規」の規程付録によって、1876年12月17日 に、釜山港 日人居留地祖界条約が

調印された後、釜山が開港された*31。1880年4月12日 には、元山に日本領事館が開館 された。

仁川で、1883年9月30日 に、竹添進一郎 と閔泳穆 との間に 「日本居留地借入約書」が調印さ

れ*32、使節の交換及び治外法権が認められるようになった。この開港条約によって、先進国

日本 と親密な関係をもつ政治的集団が形成されると共に、それに対 して敵対心を抱 く反日本

勢力 も形成された。開港された港を中心に、多 くの日本人が経済活動をするために進出した

ことに伴い、日本の宗教界、とりわけ仏教界が活発な宗教活動を始めるようになった。 日本

仏教界の各宗派は、日本人の精神的な保護iと慰安機関としての役割を果たす、 とい う口実 と

目的を以て朝鮮半島に進出 してきた。 日本仏教界の各宗派は、朝鮮半島全国各地に次々と別

院を建立し、宗教活動を行うための地盤 を整え始めた。そして、日本仏教は、朝鮮人を対象

とする宗教活動 も積極的に行うようになった*33。

日本仏教界の布教活動は、各宗派の自らの企画によるものもあったが、一部の宗教活動に

おいては、日本政府の政治的な意図に従い進出 してきた宗派もあった。特に、内務大臣大久

保利:通と外務大臣寺島宗則は、1877年 に、釜山が開港 されると、日本人居留地の生活保護i及

び経済運用の機関設置と、慰安機関として宗教が必要であるという名目で、大谷派本願寺管

長厳如 に、朝鮮での開教を指示したといわれる*34。それに対 し、大谷派本願寺が、日本政府
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の対外政策に便乗 し、朝鮮 に進出 したと思われる。このことについて本願寺 も、『朝鮮開教

五十年誌』に、朝鮮開教使の派遣に関する背景について以下のように記述 している。"日 本

仏教の進出は、政治的な侵略に歩調を合わせた宗教的侵略の序曲であ り、「政教癒着」であ

るといわざるを得ない*35"と 記述 している。

1894年 の 『甲午改革(更 張)』 以後、朝鮮のすべての社会構造が変革と刷新の途についた。

先進的な行政機構 の改革 と西洋文物の受容に朝鮮の仏教界 も刺激 を受 け、新たな自覚運動を

始めた。1880年 代に、伝来してきた日本仏教が行 う布教活動に、朝鮮仏教界も大きな刺激を

受けていたことはいうまでもない*36。当時の朝鮮の仏教は、王朝の排仏政策によって、宗乘

も宗旨も信条 も曖昧な状況であった。 日本仏教 日蓮宗本佛寺住職佐野前勵(後 に、日宗宗務

統監に就任 した)は 、1895年3月3日 、釜山に上陸した後、仁川を経てソウルに入り、日本公

使館の後援 を得て布教活動を始めていた。佐野前勵は、当時摂政を行っていた大院君に謁見

し、王室に接近するために、「立正安国論及び古代綴錦」を献上 し、法華経 と香炉などをプ

レゼ ントした。その後、同年4月22日 からは、総理、内務、外務、度支、学務、宮内の諸大

臣を次々と歴訪 した上、佐野前勵は、1895年4月22日 に、内閣総理大臣金弘集に 「僧侶都城

出入禁止」を解除することを上書 した。その建議書の内容は、朝鮮僧侶たちの都城出入禁止

の不当性 を指摘 した上、この出入禁止に対する解禁を願うものであった*37。金弘集内閣は、

その建議 書を受 け入れ、その年4月23日 次官報 に僧侶の都城出入禁止令を緩和 させた。佐野

前勵は、朝鮮仏教の再生 と親 日仏教の始まりという成果を挙げた*38。

朝鮮仏教界において、長年の夢であった都城出入の自由が、日本からの僧侶の力によって

実現 した。「僧侶の都城出入禁止」の解禁は、朝鮮の支配的な政治思想であった儒教思想の

転換であるといえる。佐野前勵は一躍 して朝鮮仏教界に布教の自由を吹き込んだ聖者になっ

た。 日本か らの僧侶の政治的な意図が働いたことは確かではあるが、朝鮮の僧侶たちに 「都

城出入禁止」が解かれたことは大きな意義があった。1503年 に燕山君によって、僧侶たちに

ソウル四大門内の都城出入 りを禁 じた 「僧侶の都城出入禁止」が撤廃 されることで宗教活動

の自由を得たことになる。長い間足を踏み入れることを許されなかった城内で、自由に弘法

できることで、朝鮮仏教の再出発と近代宗教への道が見出されるようになった。

1899年 に、朝鮮仏教界は東大門の外れに元興寺を建て、国内首寺刹すなわち韓国仏教の総

宗務所を設立 した。そ して、全国13道 にそれぞれ首寺をおいて全国寺刹の事務管理を総括 し

始めた。1902年 には、宮内府所属としての管理署を*39元興寺の中に置いて、全国寺刹に対す

る一切の事務 を受け持つようになった*40。それか ら韓国近代仏教界 において、 もう一つの大

きな結実 といえるのが、宗団の建立である。排仏政策によって失われていた宗団の歴史に、

「圓宗*41」という新 しい宗団が出現 したことによって、近代仏教 として第一歩を踏み出 した。

それは1567年 以来、朝鮮の僧団には教団的な統制機構がなかったことになっている。統制機

構がない朝鮮の寺院は、山中でひっそりと寺庵 を建て、僧団よりも寺院を維持 していた。

近代的な宗教機関として韓国仏教界も、近代的で新 しい教育機関の設立を模索するように
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なった。仏教教団が最初に建てた近代的な教育機関が、「明進学校」であった。 この明進学

校は、1906年2月 に新学問を研究 し、教育する目的を持って仏教研究会を創設 した。この学

校設立に携わったのは、日本浄土宗の開教師井上玄眞と、韓国側の奉元寺の李寶潭や華渓寺

の洪月初などの開化を進めていた中堅僧侶たちであった*42。後に 「明進学校」は、高等学校

としての承認を得て、「仏教師範学校」 と改名 し、3年制の師範科 と、1年制の随意科を設け

た。圓宗が 「仏教師範学校」を設立 した目的は、何 よりも布教伝道の人材を養成することに

あった*%韓 国の仏教界 も徐々に、近代的なシステムを取 り入れるようになったが、おおむ

ね日本の仏教の経済力と政治力に頼っていた。また、1908年3月6日 に全国各道僧侶代表52名

が、元興寺(ソ ウル昌新洞所在)に 集 まり総会を開き、宗名を圓宗 と宣布 し、圓宗宗務院を

発足 させた*%圓 宗の建立は、失っていた宗団の回復だけを意味するものではなかった。圓

宗を結成し、宗正 を選定することで組織的な仏教、近代的な仏教が誕生 したことを現 わして

いる。 しかし、宗名が作 られ、僧団が復元 されたとしても組織的で合理的な宗務行政が成立

したわけではなかった*45。何故ならば、圓宗が成立 したとはいえ、韓国仏教界が自立できる

ような経済力や政治力はな く、おおむね日本仏教の影響を受けなが らその支配下に置かれ始

めたか らである。

1910年 『日韓併合』まで展開された日本仏教の活発な布教活動と様々な諸宗派の進出は、

開港地 と租借地が増えるにつれ増 してきた。 日本仏教界を代表する6つの宗派は、ソウルを

初め、全国26地 域で布教活動を行っていた。各宗派が朝鮮半島に設置 した寺院及び、布教所

の数は、180ヶ 所に上っていた。これら日本仏教の各宗派は、日本政府の 「保護」の もとで、

植民地支配の先発隊としての役割をもっていた。 日本の各仏教の宗派もそれに応える形で、

「護国」 と 「護法」 という論理に従い朝鮮半島の全域に拡散 を始めた。 日本仏教のこれらの

布教活動は、西洋諸国が植民地を開拓するために送っていた宣教師たちの宣教活動 と、何等

変わりのないものであった。

にもかかわらず、朝鮮仏教自身からも新たな宗教革新を進めるために、近代的な日本仏教

について学ぶための留学生 を日本に派遣 しようする動きが始まった。この動きに応 じる形で

日本帝国も、日韓併合の直前から韓国の仏教関係者 を日本 に招待 し、官庁、学校、工場、名

所などを観覧させたり、日本の寺院に留学 させていた。1907年 には、李能和 を中心とする30

余名の人たちを韓国駐箚軍司令官である長谷川好道が直接引率し、日本 に連れていった。彼

らは3ヶ 月のあいだ官庁 ・学校 ・工場 ・名所などを観覧させられた*46。そ して、1909年 には、

僧侶洪 月初 ・金束宣などの60余 名を、1917年 には、通道寺住職金九河 ・権相老など7名の本

山住職 を、総督府内務部学務局嘱託加藤:灌覺が引率 していった。1925年 に日本に渡った人員

は未詳であるが、1928年 には、林錫珍など22名の僧侶を*47学務局宗教課社寺係出口勇吉が引

率 し・視察させた*48・この視察団は日本国の当局 と密接な関係を持っている人々が引率者と

なっていた。このことを考えてみても視察団の性格は、かなり政治的な意図をもっておこな

われていたといえよう。こういった韓国僧侶たちは 日本の仏教にあこがれ と親 しみをもって
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お り、開港後の日本の近代仏教の流入 とい う外部的条件に便乗 し、朝鮮仏教の再起を図って

いた。排仏 による抑圧を強いられていた朝鮮イム教界は、近代的な体制を整えている日本 と、

近代的な体制や組織を整えている日本仏教に多くを学んでいたことは否定できない。結果的

に、韓国仏教界は、国権を失った後日本帝国の意図的な計画の下で行われた宗教政策に従い、

反民族主義的な親 日宗教 としての活動を行うことになる。

2-2.近 代 日本 仏 教*49の 布 教

日本の宗教策略は、朝鮮の宗教及び宗派を親日的な体質へ変化させ、内部分裂を煽ること

で韓国内の宗教勢力を弱体化させることにあった。朝鮮の宗教 を支配することが、より政治

的な支配を容易 にするための重要課題 と考えていた。そこで、日本各宗教宗派の指導者たち

は、朝鮮仏教界とその他の宗教機関の御用化、併合、または改宗などの手段を用いることで

隷属化を画策していた。こういった策略の中で、初期の策略として画期的な端緒になったの

が山中に閉 じこもっていた朝鮮仏教の解放であった。朝鮮の僧侶たちは 「都城出入禁止*5〔'」

によって、宗教活動が王朝から禁止 されていた。この 「僧侶都城出入禁止」の解除は、社会

か ら排除されていた朝鮮の僧侶を始め、日本からの僧侶たちにも、他の宗教 と同等の権利が

与えられたということを意味 している。

僧侶の都城出入禁止の解除に対する朝鮮仏教界の反応は、佐野前勵 に対する積極的な感謝

の意の表明であった。まず、水原龍殊寺尚順崔就墟僧侶は、佐野に感謝状を*51贈呈 した。ま

た、北韓山中興寺住職李世益に日蓮宗 を伝えた佐野は、出入禁止令撤廃6日 後 に中興寺に

「日蓮宗教會本部」の看板 を掛けたのである。佐野前勵は1896年 に北一榮で、都城出入禁止

を解除 してくれた皇恩に報いるために、中興維新の大業 を祝賀するという意味で高宗のため

に御安泰を祈る大祈疇祭を開催 した*52。この祈濤祭 には、南 ・北漢山と金剛山、及び華渓

寺 ・白蓮寺 ・龍殊寺から来た僧侶300人 と、外務 ・学務 ・農商工部大臣以下高官20名 、日本

の名士50名 など15,000余名が参加 して盛大な親日法會が行われた*53。佐野前勵による朝鮮仏

教の解禁は、日本帝国の朝鮮支配 と仏教の布教 による宗教侵略の基盤を形成する契機になっ

たといえる。1897年 に、朝鮮から大韓帝国に国号が変わる時期に、朝鮮僧侶の都城出入 り禁

止が完全に解かれた。この新 しい時代 を迎 え、一部の朝鮮仏教界の人々のあいだでは、過去

の繋縛を断ち切 り、仏子本然の姿勢に立ち帰って再出発を計ろうとする動きがあった*54。

日本 と国交を結んだ1876年 か ら、1910年 の併合直前 まで、日本から派遣 されてきた宗教団

体は、すでに仏教4宗派、神道4宗 派を*55始め、多 くのキリス ト教系列を合わせ、50余 派の宗

教団体が存在 していた*56。その中で最 も早い時期にきたのが真宗大谷派である。開国の翌年

である1877年9月 に、同派の奥村圓心 と平野恵粹の2名 の僧侶が釜山に上陸 してきた。彼らは

1878年2月 から活動を行い、釜山に800坪 の土地と建物25問 を借 りて本願寺の別院を設立 し、
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布教活動を始めた*57。釜山布教所に出入 りしていた韓国の僧侶金鉄柱は*58、1878年ll月 に、

京都の本山で入道式を行い日本僧侶籍 を得て活動 を行った親日僧侶の第1号であった。真宗

大谷派の釜山別院の設立をきっかけに半島全域にかけ、続 々と日本の各宗派が布教活動を行

うために入ってくるのであった。

日蓮宗は1881年 に*59、渡邊 日蓮が釜山に妙覚寺の前身である日宗会堂(立 正山妙覺寺)を

設立し、朝鮮布教を始めた。その翌年1882年 には、元山に精妙寺を、仁川に妙覚寺を建てた。

1886年 に、加藤文教がソウル(漢 城)に 護国寺を建て、日清戦争(1894年)が 勃発するまで、

鎮南浦、群山、咸興などに日蓮宗の寺刹 を開設 した*60。浄土宗の布教活動は、野上雲海が

1893年 に副開教使2名 を連れて朝鮮に入 り、ソウル明洞に宗務所を設立することで始 まった。

また、1904年 日露戦争勃発の気運が高まり韓国駐剳軍が朝鮮8道 へ次' 入々 り込む時期に、本

願寺では臨時部が出来て釜山西町に出張所が設立 された。軍隊慰問のために従軍布教師 も

次々と朝鮮に派遣された。 日本 と朝鮮の政治的な関係が深 まることに伴い、本願寺本山と朝

鮮 との関係も深 くなった。つ まり、日露戦争は、 日本仏教界 に対して朝鮮開教への道 と、一

新機運を与えたことになった。さらに、日露戦争が 日本の勝利に終わ り、やがて1906年3月

に、漢城に韓国統監府が開庁 されることによって、政治上からも新時代 を迎えることになっ

た*61。日本仏教各宗の朝鮮開教に対する意欲が一層高まり、従来すでに開教を実施 している

諸宗は益々力を注ぎ、未だ開教に着手 していない真言宗 ・曹洞宗等も一斉に着手を始めた親。

これらの各宗派は、日本政府の援助により、朝鮮半島内での急進的な成長 を成 し遂げること

になった。 日本仏教界を代表する本願寺が、1906年10月 に、ソウルの龍山に 「開教総監部」

を設置 した。これは、日本仏教界の進出が本格化する基盤を形成した*63。日本の仏教教団の

教勢の拡大に、韓国仏教界 も日本の近代的仏教の力を見せつけられることになった。

日本との問で1905年 「第2次 日韓協約(乙 巳保護条約)」 が締結されると、全国各地で義兵

運動が発生 した。乙巳保護条約に反対する義兵たちと、 日本軍 との衝突する事態が頻繁に起

こるようになった。1907年 には、韓国軍隊が解散 されると抗 日義兵運動 による戦いが益々激

しくなった。近代的な武器で武装 した日本軍に劣勢であった義兵たちが、山中の寺院を抗 日

軍運動の根拠地とすることが多 くなったため、山中の寺院が戦場化したのであった。この戦

火の下で韓国仏教界の寺院は日々荒廃するようになった。 これらの韓国仏教界 に対 し、統監

府は仏教を保護する計画を推進 してきた。その際、相当数の朝鮮の寺刹が、日本仏教の宗派

の末寺として隷属することで戦火を逃れようとした*64。

そして、「日韓併合」が結ばれた1910年 を前後する時期に至っては、すでに日本仏教の各

宗派の別院 と布教所が朝鮮内に設立され、広い範囲に分布するようになった。寺刹令が布告

された1911年 を前後 し、朝鮮半島における日本仏教の現状を見 ると、日蓮宗は、朝鮮内に11

ヶ所の寺刹を保有 してお り、真宗派本願寺は、20ヶ 所の布教所及び出張所を保有 し、附属事

業 として10個 の教育機関と、青年会を運営 していた。また、曹洞宗は、5ヶ所の寺刹 と、4ヶ

所の布教所を、真言宗は、1ヶ所の寺刹 と2ヶ所の布教所を置いていた。浄土宗は、21ヶ 所の
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寺刹及び出張所 を運営 し、朝鮮人の布教のために4ヶ所の出張説教所を設置 し、自分たちの

教勢を広げるための活動を行っていた*65。浄土宗の開教監督には、白石堯海、堀尾貫務、廣

安眞随などが継承 し、着実にその教勢を拡大 していた。浄土宗の布教活動の成果は、1910年

の浄土宗に所属 している朝鮮人信徒の数は、5,343名 であったのが、1937年 には、95,052名 に

上る教勢 を形成 していた。浄土宗は朝鮮半島で布教活動を行っていた他の仏教教団と比べ、

信徒の数が もっとも多かった宗団であった。その勢いをもって、浄土宗は朝鮮人教會を設立

し朝鮮人の教役者まで養成 していた*66。

日本の韓国に対する政治的支配権が強化 される度に、日本仏教の韓国仏教に対する支配力

やその政策 も強度が増すことになった。その結果として、韓国仏教の再生の始 まりは親 日的

な傾向を濃厚 にしていた。これらは総督府の植民政策の一環として日本の近代仏教が、宗教

政策を背負 った形で朝鮮半島に進出 し、その活動の基盤を確立 していった姿である。また、

積極的に日本の仏教を受け入れた韓国仏教の姿は、次第に日本化 されて行 くようになった。

1876年 から始 まった日本仏教の活動によって成立 した韓国の近代仏教の性格は、「親 日的」

であ り、「親 日化」 されたといえる。時間の経過 と共に日本の仏教者と接する多 くの韓国僧

侶たちの宗教的な性格が、自然 と日本色に染 まりは じめ、結果として 日本を支持する者 とし

ての 「政治的」色彩を濃 くしていった。

2-3.日 本 の 統 治 と親 日仏 教 の 始 ま り

日本帝国の宗教政策は、1910年 に 「日韓併合条約」が結ばれ植民地 となる以前から多様 な

形 と方法で行 われていた。朝鮮半島を手 に入れようとした日本政府は、韓国の 「宗教」 と

「教育」というこの基礎的な二つの領域を支配することが、植民地支配につながる必須の条

件であると考えていた。総督府は疲弊 していた朝鮮仏教に対 して、潤沢な経済力をもって、

親 日派の育成に投資をした。近代 日本仏教の優越性を見せなが ら、朝鮮の僧侶たちを親日に

懐柔 した。朝鮮仏教界の仏教視察団を日本に受け入れることは、政治的意図が内包されてお

り、懐柔政策の一環として日韓併合以前から実施されていた。1905年ll月 に 「第2次 日韓協

約」が締結 されることで、韓国に統監府を*67設置 した。これはいわゆる朝鮮半島における「統監

政治*68」の実施 を意味するものであった。統監は大韓帝国の外交権を始め、実質上内政に干

渉することで、朝鮮半島の政治的な統治基盤 を助成 し始めたといえる*69。そ して、韓国の宗

教界 も日本帝国統監の管轄下に置かれることとなった。統監府は韓半島における宗教を規制

するために、1906年11月17日 に統監府令第45号 として、「宗教の宣布 に関する規則」 を発布

した。日本帝国が植民地統治を行 うための宗教に関する政策 とその関連法案の整備は、すで

に統監府時代から始まった。この宗教の宣布 に関する規則は、宗教活動 に関する認可や不認

可を統監府令によって規定するものであった。この規則によって宗教活動の認可対象 となっ
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た宗教は、日本神道、仏教と、その他の宗教に限られた。その他の宗教という曖昧な枠の中

身は、主に外国からの宣教師が布教活動を行っていたキリス ト教のことであった。それ以外

の宗教、いわゆる韓国の自生 ・新興宗教及び民間宗教は宗教 としての認可対象にならなかっ

た。

統監府から発表されたこの規則によって、朝鮮の寺刹を日本の寺刹や日本人が管理する委

託制度が実施 されることになった。これを受けて韓国仏教界では、その管理下に入るために

請願を出 した寺院が100個 所も現われた*70。韓国の寺院自ら日本仏教の一宗派の末寺 として

属 したい という願いを出 したいわゆる 「管理請願」であった。そ して、その許可書である

「加末状」を得ては、「本願寺別院末寺○○寺」、「浄土宗開教院 別院○○寺」 という看板を

掛ける寺刹 も現われるようになった*71。この規則によって、朝鮮半島に自生 している宗教を

は じめ、様々な宗教団体の布教活動はおおむね規制の対象になった。いずれにせよ、この

「宗教の宣布 に関する規則」によって、朝鮮半島における布教活動の許可 を統監府か ら獲得

しなければならなかった。

この規則は建前上 において日本の宗教であれ、外国の宗教であれ、その宗教活動が反国家

的であると認められれば、朝鮮半島内での布教活動は許可 しないことも可能であるというこ

とであった。こういった状況に対 し、1906年 の韓国仏教界には、韓国仏教の後進性を自認 し

ながら、先進 日本の発達 した布教方式を導入し、近代化すべきであるという主張 と運動が起

こり始めた。韓国仏教界の動 きに対 し、 日本の仏教界は敏感に反応 した。特に、浄土宗、真

宗、曹洞宗、臨済宗などは韓国の仏教界に急速に接近してきた*72。その中で も浄土宗は、伝

統的な韓国仏教の性格に類似 していたことから、浄土宗 との提携で近代化を達成 しようとす

る韓国仏教界の動きがあったことも事実であった。さらに、1907年7月 に統監府は、宗教活

動そのものを統制するために 「保安法」を制定 し、公布施行 した。この法案は韓国人だけに、

その効力がある法案であった。統監府 は教団を一般社会結社 として扱っていたので、この保

安法は宗教団体にも適用 された。 日本 による植民地支配の中で、日本が望む秩序の安定 とそ

の方向性のため一般結社のような宗教の活動は堅く制限、禁止 され、治安維持の名目で警察

の手によって、管理 されることになった。

1910年8月 の日韓併合に伴い、日本による仏教宗旨侵略は露骨化 してきた。当時親日的な傾

向の強かった李晦光を利用 し、圓宗の顧:問であった武田範之を通 じて宗旨に侵略が始まった。

李晦光 は圓宗宗務院を代表する宗正の資格で、72個 寺刹の委任状 をもって、日本に渡 り曹洞

宗管長である石川素童と連合条約7ヶ 条を締結 した*73。その条約文の内容は以下の通 りであ

る*74。

一、朝鮮全體ノ圓宗寺院衆ハ曹洞宗 ト完全且永久二聯合同盟シテ佛教ヲ擴張ス。

一、曹洞宗々宗務院ハ朝鮮圓宗々宗務院設立許可ヲ擔任ス。

一、朝鮮圓宗々務院ハ曹洞宗ノ布教二對 シテ相當ナル便利ヲ與フ。

一、朝鮮圓宗々務院ハ曹洞宗々宗務院 ヨリ顧問ヲ招聘ス。
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一、朝鮮 圓宗 々務院ハ曹洞宗々宗務院 ヨリ布教者若干名ヲ招聘 シテ各首寺二配置 シー般布

教及青年僧侶ノ教育 ヲ囑託 シ又ハ曹洞宗務院ガ必要二因リテ布教師ヲ派遣スル トキハ

朝鮮 圓宗 々務院ハ曹洞宗務院ノ指定スル地 ノ首寺又ハ寺院二宿舎 ヲ定メー般布教及青

年僧侶ノ教育二従事セシム。

一、本締盟ハ雙方 ノ意見合セザル時ハ廢止變更或ハ改正ス。

一、右契約ハ圓宗々務院許可ノ日ヨリ實行ス。

曹洞宗の宗務代表者である弘津悦三と李晦光が、10月6日 に調印したものであった。 しか

も、この条約文は韓国の僧侶 に見せずに韓国仏教発展のために対等な関係の中で締結された

協約であると宣伝 した*75。この連合条約7ヶ 条は、韓国仏教を日本の曹洞宗に隷属 させる内

容 として、宗教 的収奪をほのめかす条文であった。秘密にしていたこの条約の内容が漏れ、

韓国仏教人たちの反対運動 に合った。反対勢力は、曹洞宗 とのあいだで条約を締結すること

によって、韓国仏教を日本の仏教に隷属、改宗させる結果を招 くという主張をした。そ して、

韓国仏教の伝統は、臨済宗にあることを明らかにした上で、日本仏教による合宗に反対する

運動を起こした。韓国仏教は自主的で、自覚的な運動を展開 し、その宗名を臨済宗 と称 した*76。

従って、再び各仏教団体は新たな体制を築かねばならないことになった。

朝鮮総督府は、併合された翌年の6月3日 に、朝鮮総督府制令第7号 「寺刹令」を制定 し、

「朝鮮総督府官報第227号 」に掲載 し発布 した。この寺刹令は懐柔 と弾圧 という両面性 をもつ

ものであった。それは韓国仏教を日本仏教に附属 させ、統治する目的 として利用 された。寺

刹令は全国山地 に散在 している仏教寺刹の運営を効果的に、朝鮮総督が統制するためのもの

であった。そ して、同年7月8日 に続いて、朝鮮総督府令第84号 「寺刹令実施規則」8ヶ 条 を

発布し、全国の寺刹を三十本山(1924年 に、華厳寺を加えて三十一本山となる)に 統併合 し、

住職を朝鮮総督の統制下においた。総督府は朝鮮の仏教を30個の教区域に分割 させた*77。こ

の寺刹令によって、当時全国にあった1,300の 寺刹 と、7,000名 の比丘僧が総督府統率下にお

かれることになった*78。この寺刹令に対 し、韓国仏教界の多数の人たちが、寺刹令 を擁護す

る立場で現実を認識 していた。総督府の仏教政策に従 うことは、"国民の義務であ り、仏教

者として修業のためにも当然である。"と いう見解 も多 く現われていた。総督府の寺刹令に

対する朝鮮仏教の各寺刹の反応は実に好意的であったといえる*79。

この寺刹令 に対する評価は、これまで韓国仏教にはなかった近代化された規則であり、近

代的な宗教 としての体制を整えたものと論 じる仏教学者 もいる。寺刹令によって当時の仏教

界は、すべての活動と組織が正常化 されたということについて各界からの極讃 もあった。韓

国仏教界の認識 は寺刹令によって、韓国の仏教が近代的に組織化 されるということに大きな

意義を置いた。また、僧侶たちの身分が社会的に安定 され、寺刹の財産が保護 されることに

大きな満足 を示 していた細。韓国仏教界内部か らも、寺刹令 に反対を表明 し、僧侶自ら教団

を革新させ ようとする動 きが活発にあったことも事実である。その代表的な人物を取 り上げ

てみると、何人 もの人が浮かぶが、誰 よりも大 きな仕事を成 し遂げたのは韓龍雲*81で ある。
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彼は、寺刹令の理論において政 ・教分立の原則に違反 している現実があることを強 く主張 し

ていた。特に、『佛教維新論』を*82通 じて、寺刹令がいかに韓国仏教の自立を妨げる障害物

であるかについて論 じた。

韓龍雲は、『佛教維新論』の中に、寺刹令の廃止だけでなく、朝鮮仏教の自立のために取

り組 まなければならない問題を厳 しく指摘 していた。その中で、彼は朝鮮の僧侶たちに自覚

を促 し、朝鮮仏教の刷新を唱えた。そ して、朝鮮の仏教 を維新するために行わなければなら

ないのは、従来の既成概念の破壊であると主張 していた。『佛教維新論』の中に、破壊から

維新 という弁証法的な論理を建てていた*83。韓龍雲は12項 目に渡る維新領域に関する意見を

述べ、韓国僧侶たちに自覚をうながした。当時は具体的な成果を挙げることはできなかった

けれども、多 くの仏教者に勇気 と希望 を与える行動指針書であったといえる。この 『佛教維

新論』 は、1910年 に脱稿 し、1913年 に刊行 されたものであ り、韓国仏教に対する自覚 と朝鮮

仏教の民族主義 をうながす書物 として、高い評価 を受けている。

この書の主張 を簡単に要約 して見る。

①僧侶の教育問題に関しては、僧侶教育の急務を三つと見ている。

まず一、一般普通教育を実施する。二、師範 としての自覚を持つように教育する。最後に、

外国への留学を実施すること。

②禅の問題 に関 しては、大規模の禅學館 を建てることと、僧侶たちに一、二時間坐禅をさせ

るようにすること。

③念仏堂の廃止問題に関 しては、朝鮮の念仏 というのは呼仏に過 ぎず、中身のないために嘘

の念仏であるといいなが ら、真の念仏がないなら廃止 した方が良い と主張 した。

④布教問題 に関 しては、朝鮮仏教の勢力が不振に陥ちいっている原因を布教ができる人材の

不足にあるといい、布教師は熱意 と忍耐 と慈愛を持つ必要があり、新聞 ・雑誌 ・経典 を翻訳、

普及 し、慈善事業を行わなければならないと主張 した。

⑤寺院の位置問題 に関 しては、山中にいる寺院は各都市に進出し布教 ・教育などを実施 しな

ければならないと主張 した。

⑥仏家で崇拝 している彫塑と絵画問題に関しては、寺院の絵画や彫刻は迷信的なものであり、

それに対する崇拝 も度が過 ぎるためにすべて廃止するべ きであると主張 した。

⑦仏家の各種儀式問題に関 しては、朝鮮仏教には数百の儀式があるため真実性が乏しく、混

乱 しているので、簡潔な儀式を行うべきであると主張 した。

⑧僧侶の人権回復のための自活労働問題 に関 しては、朝鮮僧侶がこれまで行ってきた"欺 取

生活"と 、"丐 乏生活"の 生活方法を非難 し、自活できる労働をするべ きであると主張 した。

⑨仏教の将来と僧尼の婚姻問題に関 しては、僧尼の婚姻を禁 じるのは現実 に合わないことを

主張 し、二度に渡って政府に請願書を出 した。韓龍雲は大韓帝国の中樞院に献議書 を、明治

44年9月 には、統監府に建白書を提出した。

⑩寺院住職の選挙法に関 しては、これまで住職の職は輪回住職 ・依頼住職 ・武断住職 という
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形 で 、 選 挙 が行 われ ない こ と に よ っ て さ ま ざ ま な弊 害 を産 む 温 床 で あ る と主 張 し、住 職 は投

票 に よる 選 出 を しな け れ ば な らない と主 張 した。

⑪ 僧 侶 の 団 結 に関 して は、 僧 侶 に最 も欠如 して い るの は 団 結 で あ り、 今 こそ皆 が 団結 す る時

期 で あ る と主 張 した。

⑫ 寺 院 の 統 轄 に関 して は、 統 轄 の欠 如 に よっ て仏 家 で 行 わ れ る こ とに は何 に一 つ 、統 一 ・整

備 され た も の が ない の が 現 実 で あ る 。理 想 的 な統 轄 方 法 は"混 合 統 轄"で あ る が 、 今 日朝 鮮

の僧 団 の 現 実 で は無 理 が あ る た め に"区 分 統 轄"と の 折 衷 調 和 を通 して 一致 団結 す るべ きで

あ る と主 張 した。

卍 海 韓 龍 雲 は 、 山 中(山 間)仏 教 時代 の 終 止 を告 げ*84、 維 新 を通 して新 た な 時代 に合 う仏

教 と して の 変 身 の 必 要 性 を強 く強 調 して い た 。1920年 代 に な っ て政 教 分 離 、寺 刹 令 の 廃 止 を

目途 す る 「朝 鮮 仏 教 青 年 会 」を組 織 して 、総 督 府 に建 議 書 を提 出 した。 ま た、 翌 年 に朝 鮮仏 教

維 新 会 が 組 織 され、直接 総督 府 に対 して寺 刹 自治 と政教 分 離 の請 願 運 動 を展 開 した*85。

しか し、 総 督 府 の 寺 刹 令 に よ る直 接 的 な支 配 は、 韓 国 仏 教 に対 す る弾 圧 で あ る と共 に、 統

治 政 策 の 一 環:と して韓 国仏 教 を利 用 し よ う とす るた め の 制 度 的 ・法 的 な措 置 で あ った 。 こ の

寺刹 令 と布 教 規 則 の 制 定 は、 韓 国 の民 族 宗 教 の 中 で もっ と も歴 史 的 な存 在 で あ る仏 教 に対 す

る 、 総 督 府 の 直 接 的 な支 配 を 意 味 して い る 法 案 で あ る 。 「寺 刹 令 及 び布 教 規 則 」 の公 布 と施

行 は 、 日本 仏 教 の 本 山 中心 制 を そ の ま ま韓 国 に取 り入 れ た もの で あ っ た 。 韓 国仏 教 に は、 本

山 制 を巧 く運 用 で き る よ うな教 区本 山 間 の有 機 的 な関 係 が 不 足 して い た の で 、 これ を 中央 で

組織 的 に 統 制 す る た め に覚 皇 寺 に31本 山 の連 絡 事 務 所 を 開設 した*86。この 寺刹 令 に対 して は、

寺 刹 令 を利 用 し住 持 職 を保 存 しよ う とす る 目的 の 親 日僧 侶 と政 教 分 離 を唱 え なが ら、 寺 刹 令

の廃 止 を 要 求 した抗 日僧 侶 との対 立 が*87、1945年 日本 の 敗 戦 に よ って 解 放 され る まで 続 い た 。

(注)

*lJ .H.Grayson著 な暑干訳 『重}号香ヱλト』剋尋朴1995pp.51-54参 照

*2韓 祐 励 「朝鮮 王朝 初期州到 儒教理念 潮 実践 斗 信仰 ・宗教」 「韓国史論』3 、1987p.1

*3韓 沽 励 『朝鮮時代思想史研究論文攷』一潮閣1996p .70

*4自 超(1372～1405)朝 鮮 初期 の高僧。姓 は朴 。号 は無学。 【韓 国精神文化研究 院 『韓 国民族文化大百

科事典』第19巻,1994pp.47-48参 照

*5李 載昌 『韓 国仏教q諸 問題』♀ 司出版社1993p .215

*6鄭 道伝(1337-1398年)は 朝鮮王朝の開創 の主役 を担 った人であ る。朝鮮王朝 開国後 、開国1等 功 臣

として様々な 要職 を兼任 し、政権 と兵権 を握 っていた。彼 は著書 「仏氏雑弁』 を通 して、「排仏崇儒」 の

理論的基礎 を確立 させ 、朝鮮王朝 の排仏政策 を決定付 ける役割 を果 た した

*7洪 潤植 『韓 国仏教儀ネ圍 研究』隆文館1976pp .169-170

*8金 鎮闕 『韓 国仏教文化 史』仏教大学教材 編纂委 員会1998pp .159-160

*9朝 鮮時代 の庶子制度 は、両班の子孫であ って も、本妻の子で はない場 合、いわ ゆる妾 とのあいだで

生 まれ た子 は官職 に出るこ とがで きない ように した制度の一つで1415(太 宗15)年 に制定 された。庶子
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に対す る差別の規定 は 「経 国大典」 には、下 記の ように明示 されている。禮典の諸科条 に罪 を犯 し、永

久に任用 で きない者、賊吏 の息 子、再家(婚)し た 人や失行 した女性 の息子 や子孫 は文科 に応 試で きな

い。 しか し、文科 で はない雑科 は受け られ る。 【韓国精神文化研 究院 『韓 国民族文 化大百科事 典』1994

PP.770-772参 照】

*10太 宗 の具体的 な排仏行政

一
、寺額 を減少 ・減革 し、僧侶た ちを還俗せ しめた。

二、寺刹所有財 産で ある土地や建物 を可能 な限 り還収 し、 国有化 した。

三、寺刹 に所属せ しめ られていた奴隷階級 の賤民 を解放 し、軍丁 に充 てた。

四、僧侶身分 を広 く制限す るため に度牒制 度 を強化 ・厳重 に実施 した。

五、王師、国師制度の法 を廃止 し、僧侶 に対す る待遇 を降格 した。

六、陵寺の制度 を撤 廃 して人心 を一新す る。

*11韓 祐励1996pp .55-59

*12愛 宕顕 昌 『韓国仏教史』山喜房佛書林1982p
.42、金鎮 闕 「韓 国仏教文化 史』仏教大学教材編纂委

員 会1998PP.160-162、

*13韓:祐 励 「儒教政治斗 仏教』一潮閣1997p .85

*14世 宗大王 は
、在位32年 間で王朝体制 を完成 させ、世界で最 も合理 的な文字で ある"ハ ングル文字"

を創製 した王であ る。今 日、韓国人が最 も尊敬 している朝鮮朝 の王 であ るが ため大王 と呼んでい る。

*15世 宗の代表的 な抑仏政策

一
、寺社の奴及び婢 を公 に属せ しめた。

二、寺額 を減ぜ しめた。

三、五教両宗 を省 いて、単 に禅教 両宗 とした。

四、内仏堂 を廃 止せ しめた。

五 、京城 内に興 天、興徳二寺を留 め、その他 は尽 く撤廃 した。

六、廃革 した寺 院の仏像鐘磐 を鋳潰 して兵器 を製造 した。

七、仏事 を減 じて、 その費用 を節約 した。

八、僧徒が恣 に京城 内に出入 りす るのを禁 じ、度僧制 を厳重 に した。

九、宮 中や都城で の仏教行事 を禁止 し、婦女子が寺 に行 くことも禁止 した。

*16韓 祐 励1997pp .120-158参照

*17権 延雄 「世宗」 「韓国 史市民講座』第13集 、一潮 閣1993pp.46-54

*18愛 宕顕昌1982pp .44-45

*19鎌 田茂雄 「朝鮮仏教史』東京大学出版 会1993p .207

*20ま ず、朝鮮 王朝の排仏政策 に よる宗 派の変遷 が行われ る以前 の高麗 時代 の宗派変遷 を見 ると、11の

宗派が存在 してい た。 それ らの宗派 は、曹渓宗 、総持宗 、天台疏字宗 、天台法事宗、華厳 宗、道 門宗 、
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第6章 朝鮮総督府の宗教政策

1.朝 鮮総督と宗教政策の基本方針

1910年8月22日 の 「日韓併合に関する条約」、および同29日 の 「韓国併合に関する宣言」 に

よって*'、大韓帝国は国家としての権威 をすべて喪失することになった。日本帝国の領土の

一部 になった朝鮮は、帝国政府 と総督府が制定 した法律がそのまま適用される完全な植民地

になった。朝鮮半島を植民地として統治するために、日本帝国政府から派遣された歴代朝鮮

総督の数は、計8名 である。派遣 された総督たちは、皆現役の軍人として、軍服を脱ぐこと

なく、植民地統治のために様々な法案の成立に携わった政治家でもあった。まず、朝鮮総督

府が行 ったすべての宗教政策において掲げていた前提条件 としては、"日 本帝国における宗

教は秩序の安定を妨害せず、臣民の義務 に違反 しない範囲内での自由がある。"と いう建前

を立てていた。しかし、日本の神道や仏教以外の大部分の宗教は社会の安定に害をもたらし、

秩序を乱 しているため、法に違反するという名目で宗教の自由は制限されていた。

1910年 か ら1945年 の敗戦までの約35年 間、8名の朝鮮総督によって、植民地統治のための

様 々な政治政策が行われた。その8名 の朝鮮総督たちは、それぞれ異なる時局に対応 した宗

教政策を行った。総督たちによる統治政策は、強圧的な植民地統治を行う傍ら、非常に高い

比重を文化統治政策に置いていたといえる。武力による強圧的な統治政策を行ったという側

面が強 く強調 されているが、文化政策をその基調 としていたというべきである。総督たちは

韓国の基礎文化である宗教を支配、統轄するために多 くの宗教関連法案の整備を行っている。

その関連法案をうまく利用するために、韓国の宗教状況を綿密、尚かつ丁寧に分析 していた。

総督府の宗教政策の最終的な目標は、韓国民衆を皇国臣民化させることにあった。様々な宗

教政策 は政治政策 と併合する形で行われた。日本帝国の朝鮮植民地統治の35年 間、総督たち

によって行われた宗教に関する政策 と宗教を制限する法案を取 り上げながら、当時の宗教情

勢に韓国の宗教界はどのように対処 していたのかについて論 じてみたい。また、韓国宗教界

の対処策と動態が韓国的民族主義形成に大きく関わってくると思 う。

まず、日本帝国政府側の朝鮮の宗教 に関する認識や見解を見ると、次のようなものであっ

たといえる。"朝 鮮従来何等布教上の取 り締 まり法規なく、統監府設置後明治三十九年十一

月宗教宣布に関する規則の制定せ られたのが其の最初である。併合に至 り朝鮮人側の寺院に

対 しては、明治四十四年六月制令を以て寺刹令を公布 し、神道 ・佛教 ・基督教の一般布教に

関 しては大正四年八月に府令を以て布教規則を制定発布 し、朝鮮人の別なく均 しく之を施行

適用 したのである。布教規則は信教の 自由に何等制限を加へざるは勿論、その施行の結果は

事実上内鮮外人を問わず宣教行為を公認せられることとなり、寺社並びに布教行政の方針は
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茲に始めて確立 を見たのである*2。"このような見解から受け取られるように、統監府時代か

らすでに韓国に対する宗教政策は行われていた。1905年ll月 に 「第2次 日韓協約」が締結 さ

れたことで、朝鮮半島に統監府を設置することになった。いわゆる朝鮮半島における 「統監

政治*3」の実施 と、日本政府による政治的な支配を意味するものであった。統監は大韓帝国

の外交権を始め、実質上の内政を干渉することで統監府による政治統治を始めた。*4そ して、

韓国の宗教界 も日本帝国統監の管轄下に置かれることとなった。統監府は韓半島における宗

教 を規制するために、1906年ll月17日 に統監府令第45号 として、「宗教の宣布に関する規則」

を発布 したのである。日本帝国が植民地統治を行 うための宗教に関する政策 とその関連法案

の整備は、すでに統監府時代から始まっていた。

1910年8月22日 「日韓併合条約」の調印後、1905年12月21日 に設置 された 「統監府」 を廃

止 し、本格的な植民地統治機関として同年9月29日 に朝鮮総督府が設立 された。総督府が設

置されることで 日本帝国が韓国統治の全権 を掌握することになった*5。併合直後である1910

年9月30日 に 「勅令第354号 」をもって、朝鮮総督府官制が発令せ られ、10月1日 に施行 され

ることで朝鮮総督府時代がはじまった。8名 の総督が、9期 に渡る35年 間の統治期間中に様々

な植民地政策 を行 った。朝鮮総督府の植民地政策は、すでに約5年 間の統監府を通 じて韓国

の政治、経済、社会、軍事、文化などの国勢全般にかけ段階的ではあったが、試験統治及び

準備段階を経ていたのであった*6。総督府としては併合後 も、宗教を始め様々な政治政策に

関する取 り扱いの方針は、統監府の政治政策や制度を引 き継いでいた。宗教に対 しては、信

教の自由を尊重するという立場 を表明している*7。

さて、様 々な植民地政策 において、決定権を掌握 していた朝鮮総督府の長である総督の地

位 と権限について*8、朝鮮総督府官制第1条 、第2条 、第3条 に以下のように明記 されていた。

"総督は親任であ り
、現役の陸海軍大将から任命 し、天皇が直隷 し、朝鮮を管轄すると明示

されている。総督が行使できる権限は全般的な行政権を始め、軍隊統率権、立法権、司法権

などすべての領域 に及んでいた。朝鮮総督の権限その一、植民地朝鮮に対する 「諸般の政務

(行政 ・司法 ・立法など)」を統轄するすべての行政権を持っている。(官 制第3条)ま た、行

政長官として隷下のすべての官吏の人事権 を持っている。その二、委任範囲内の陸海軍を統

率する軍隊指揮権をもっている。その三、法律事項に関する命令を発する制令の権限。制令

以外に朝鮮総督府令を発する権限が、1910年8月29日 の勅令第324号 の第1条 に規定されてい

る。その四、1910年 制令第6号 の 「朝鮮総督府裁判所令」、1911年 制令第5号 の 「朝鮮総督府

判事及び検事 を任用する権限」「朝鮮総督府判事懲戒令」 などを総督 自身が制令 し、司法権

を掌握 していた。朝鮮総督は本国政府の統制を受けることなく、ただ天皇に対する責任をも

っている地位にいる人*9"と して、すべての政務に関する権限を持つ独裁者としての存在で

あった。そ して、朝鮮支配のすべての権限をもっていた総督たちの宗教に関する基本政策と

その方針は、政治政策 とともに一貫 して行われていた。特 に、3・1独 立万歳運動以後の総督

たちが行った宗教政策は、信者が漸増する自生新興宗教やキリス ト教に対する分裂工作であ
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った。一方では、親 日分子を育成する宗教団体の確保とその教徒を誘引し、類似の新宗教を

分立させ、弱体化を図ることに集約されていた*10。総督府の政治的な意図は、各宗教団体に

依拠する民族主義者や民族運動 を排除することを重要目標としていた。その宗教政策の内容

に関 しては、ある程度差異はあるけれ ども、植民地朝鮮を支配する方法 として用いたことな

ど、総督たちの宗教に対する政策の意気込みは非常に高かった。

2.総 督府 の宗教政 策 による韓:国宗教界 の動態

約35年 のあいだ朝鮮半島を植民地 として統治 していた8名 の朝鮮総督たちが行 った宗教政

策を大 きく五つに分けてみる。

① 日本の伝統宗教であ り、明治以後国家宗教として成立 し、定着 した神道及び神社の普及政

策。

②朝鮮500年 間の倫理規範であった儒教及び儒学 を抑え、親 日化 させるための政策。

③朝鮮王朝のあいだ排斥されてきた朝鮮仏教を援助 し、親日化する政策。

④厄介な外国人宣教師が布教活動 を行 っていたキリスト教の抑圧政策。

⑤韓国の自生 ・新興宗教、いわゆる民族宗教に対する分裂と抑圧政策。

この五つの宗教政策の中、②④⑤は韓国民衆に反日的な民族精神を培養させ、 日本帝国の

植民地政策に抵抗や、反発を起こす可能性が潜んでいる排 日宗教に対する抑圧政策であった。

特 に、④のキリス ト教に対 しては、天皇崇拝や神社信仰を軸 とする日本帝国の政治的、文化

的、宗教的イデオロギーがキリス ト教 とは調和 ・共存できなかったからであった*'1。しか し、

①の神道及び神社普及政策 と、③の仏教の親 日化政策は、日本帝国による朝鮮の植民地支配

の特色がよく現れている政治政策であ り、宗教政策であるといえる。特に、①の神道普及及

び神社建設による宗教政策は、 日韓併合後の日本帝国の国家事業の一貫 として行われた政治

政策であった。8名 の総督たちが赴任 し、統治 した期間と、日本政府の植民地に関する基本

政策お よび国際状況の変動によって、朝鮮半島に関する政治政策や宗教政策そのものが大き

く左右 されていたことも事実である。 しか し、その国際情勢に対応するためにも8名の総督

たちが行った政治政策 としての宗教政策は、比重の高い文化政策であったといえる。

日本の伝統的な宗教である神道や神社の普及の始まりは、1876年江華島条約が結ばれた後、

元山、仁川、釜山などの開港地に住んでいた日本人が居留地内に居留者自ら小 さな祠や神宮

遥拝所を建て、拝み始めたことにある。元山の神宮遥拝所(後 、元山神社)は1882年 に、仁

川の神宮遥拝所(後 、仁川神社)は1890年 に居留民によって設置されるようになった*'2。し

か し、朝鮮半島に進出してきた日本人が、居留地内に自主的に建て始めた神社 も、日露戦争

後 には、統監府が設置 されることによって、全国各所各地に神道普及が始まるのであった。

統監府 は神社や神宮を建造するための設備を整え始めた。1898年 にソウルの南山に建てられ
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た 「太神宮」が、1913年 に 「京城神社」 と改称された*13。日本帝国によって、日韓併合が成

立する以前から進められていた神社建設は、宗教的な性格をもつ施設 というよりも政治的な

性格の強い ものであった。むしろ、日本帝国の植民地支配を象徴するものであった。

2-1.朝 鮮 神 宮 の 設 立 と神 社 普 及 政 策

1910(明 治43)年 、「日韓併合」 と歩調を合わせる形で、「全国神職会評議員会」が東京飯

田町の皇典講究所で開かれた。その会議において、宇佐神宮宮司弘津公煕、玉祖神社宮司百

済忠敬 らの提案によって、「韓国京城二神社建設実行二関スル件」が決議 された。その決議

の理由には、つ ぎのような一節が含まれている。"顧 るに帝国の保護国たる首府韓国京城 に

居留する吾同胞の数約四万人を算するにも拘 らず、母国 との連鎖 となり、忠君愛国の精神 を

涵養する基礎 となり中心 となすべ き氏神神社 を建設することの最大急務たるは何人と雖も異

議 なかるべ きを信ず。况んや職を神祇に奉 じ、居常国体を擁護 し大和魂の発揮 を以て自任す

る吾曹神職に於いてをや"と*14決 議を行っていた。

初代総督寺内の宗教政策は、朝鮮半島内に神社造営の準備計画 を立てることから始まった

といえる。総督府 としては、"神 祗の崇拝は追遠報本の念を敦うし、国家観念 と離 るべから

ざる関係を有するを以て、総督府は、施政日尚ほ浅 きも深 く思 を茲に致 し、大正元年度よ り

朝鮮神社造営準備費を予算に計上し、各般に亘って詳細綿密なる調査に着手 し、大正四年度

に於いて其の調査を終了し、殊に其の奉建地に就いては、半島の中央に位置 して明治聖代 よ

り最 も関係の深い京城府内の浄地を選定 して、神域 となすことに定め、之が実施は次期に引き

継 ぐこととなった*15"。朝鮮神社建設の計画が成立するや、一般人民より境内地に植栽すべ き献

木の出願をす るものも多 く現れるようになった。総督府 もまた管内の国有林より、樹木350

余本 を選定献納 した。そ して、総督府の内務局は、1915(大 正4)年8月16日 に 「神社寺院規

則」を制定 ・公布 し、10月1日 よりこれを施行 した瓢。 この規則の制定 によって、設立を許

可されたものは各道を通 じて34社 に上った。こういった計画に賛同する世論は、日本本土の

神社協会が発行 している神社協会雑誌の記事から見ることができる。世論の大半は、朝鮮半

島内になるべ く早い時期に多 くの神社を建設するべ きであるという論調であった。

まず、1906年ll月 号の記事を見ると、澤田總重氏は、"韓人を我国民 と同化せ しむべ き方

針を執るは、即ち韓国統治上第一の急務 にして、神社の設立経営はこれ根本的に、彼国を統

治達成せ しむる所以な り*'7"、また、同年12月 号の記事に堀江秀雄氏は、"韓 の経営は我が国

の営すべ き事業の中で最 も緊急 を要 し熱心を要するものの一たること。多数の日本人が彼の

地に移住 し、永久的の根拠 を固めるのにも種々の施設が必要であるけれ ども、我が輩は日本

民族の社会 を組織 し、日本民族の安堵を計るためには、日本的信仰の源泉たる神社 を彼の地

の要所毎に建設 して、民心の依るべきところ、帰向すべ き点を示すのが緊切なる事である*18"
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と強い論調で力説 した。寺内総督の宗教政策を引き継いだ長谷川総督の宗教政策は、まず朝

鮮神社創建着手からはじまった。すでに初代寺内総督に於いてその基本的調査は終わってい

た。

日本帝国は、1916年4月 に 「本社創建事業」について、"明 治天皇を奉祀する朝鮮神社は南

山山腹 に建立するに決 し其の造営費総額百萬圓四年継続事業にて来年度二十五萬圓を予算に

計上する*19"こ とを決定 していた。本期 における工費総予算を約百五十万圓とし、1918年 度

以後、4年 間の継続事業として起工 に着手 した。朝鮮神社の設立に関 して、"大正八年七月十

八 日付 き内閣告示第十二號*2。を以て朝鮮京畿道京城府南山に朝鮮神社設立仰出されたる*21"

と公表されることになった。朝鮮神社の位置を京城府(現 在のソウル)の 南山に定めたうえ、

祭神は天照大神 ・明治天皇の二座 とすることで、朝鮮を鎮めるという意図を明確に示 してい

たのであった。そして、神社建設に着手する傍 ら 「神祠に関する規則」を制定 した。すでに

樹立せ られた神社行政に続き、1917年3月 に 「神祠に関する規則」発布 した。その 目的は、

"近時地方に於いて小規模なる組織 を以て崇拝の対象を得んとする希望続出したる
に鑑み神

祠の創立 ・管理 ・維持等につき遺憾なか らしめん"と した、これは神社の普及をより全国的

に行 うための政策 によるものであった*22。

最後に、治安維持に関する法規を制定 した。従来に於ける治安維持に関する法規としては、

内鮮人各別 に設定せ られた保安法なる法律 として、今なお効力を有する法案であった。 しか

し、朝鮮独立騒擾事件発生を機に、総督府は、同年4月 に 「政治二関スル犯罪處罰ノ件」を籾

制令 し、公布することでこれに反するものに対する行為を厳重に取 り締 まるようにした。斎

藤総督が赴任 した朝鮮総督府では、1919年7月 か ら、朝鮮全土の守護神 として京城南山の西

南面に朝鮮神社を建立し、天照皇大神 、明治天皇を祭神として斎 き奉ることにした。朝鮮神

宮御造営は、同年の 「告示第十二號」をもって、当局が1920年5月27日 に地鎮祭を執行 した。朝

鮮神宮御造営の計画は1920年11月 にその設計の一切を決定し、1922年7月 初めに起工 した*24。

1921年10月 までの朝鮮半島の主要な都市には、すでに総督府に公認されている神社が多 く

存在 していた*25Qそ の神社の数は、50余 で神職者も30余名が勤めていた*26。1925年 に全半島

の注目を集めるかたちで官幣大社朝鮮神宮の御造営が成されたのである。因みに朝鮮神社の

名称は、「内閣告示第六號」に*27よ り、官幣大社朝鮮神社の社名を1925年6月27日 附をもって

「朝鮮神宮」 と改称 した*28。官幣大社としての朝鮮神社は1925年10月 初旬をもって全部が竢

工 し、同年10月 に盛大な鎮座式を挙行するため、6月17日 に栃木県東照宮宮司高松四郎 を選

定 した*29。朝鮮神宮御鎮座祭式は*30、10月15日 に園池勅使、李王家の王族、皇族並びに斎藤

総督を始め各国領事、総督府大官、その他各名士等約3千 人が神宮本殿に参列 した中で行わ

れた*3'。朝鮮神宮の工費総額は、1,564,853圓 であ り、又本神宮神域の総坪数は、127 ,900余

坪であった。社殿の周囲に内外神苑を築造 し、本殿 ・拝殿 ・神庫を始めとし、勅使殿 ・社務

所等夫 々適当に位置 してお り、建物は全部で16棟 にも及んでいた*η。

莫大な金額と土地の上に、完成 された朝鮮神宮の規模やその風景について、"朝 鮮神宮は
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明治神宮及び台湾神社の式を折衷 して、総檜造柿葦の神々しいもので京城駅の正面か ら一直

線の近代的な表参道を設け、一の華表まで約十八丁、遠 くその壯厳なる社殿を望むべ く京城

には更に一名所 を加 えた*33"と 論 じられている。朝鮮総督府は、1925年10月 の朝鮮神宮御鎮

座以来、1930年10月 が、その満5周 年に相当したので、同月17日 御霊祭当日を以て、社前大

広場 に於いて御鎮座5周 年大祭を挙行 した*34。緊縮財政期間であるにもかかわらず、朝鮮神

宮御鎮座5周 年大祭を盛大に行ったのである。満10周 年に相当 した1935年10月 には、宇垣総

督、今井田政務総監、三宅第20師 団長、その他の名士の参拝を始め多数の団体が参拝 し、厳

粛なる奉祝大祭を挙行 した*35。こういった盛大な記念式典が行われていた朝鮮神宮は、完工

する前に朝鮮神社から朝鮮神宮へ と改称されたことはすでに述べた。 しかし、朝鮮総督府が

神社から神宮へ と、名称変更を通 じて格上げ したことには大 きな意義があるといえる。この

名称変更についてその理由を少 し考えてみる必要があると思 う。戦前の神宮 と一般の神社 と

の問には、顕著 な差異があるものであったといわれている。

戦前の神宮と神社の違いについて、1963年 に発行 された小野祖教の 『神道の基礎知識 と基

礎問題』か ら引用してみる。

一、神宮は皇祖を奉斎 し、三種の神器の中心たる八咫神鏡を御正体とし、天皇直属の祭祀を

主体 とす る最高至貴の神社であるが、一般神社は国家が責任を有するが、天皇直属の意味で

はない。

二、神宮は社閣に超然として居られた。

三、神宮 は法人格を有 しないで、其の財産は国家に属 した。一般神社は財団法人の性格をも

っていた。

四、神宮の職員は神官と呼び、純然たる官吏であった。一般神社の職員(神 職)は 待遇官

吏であった。

五、神宮の収入支出は国家が収支 した。一般神社では、収入は当該神社の収入で国庫 には入

らなかった。ただ其の支出の一部を国家又は地方団体が負担することがあった。

六、神宮は全国に大麻を頒布することに制限が無かった。一般神社では氏子崇敬者及び希望

者に限られた。

神宮 は本暦頒布の特権をもっていた。

以上であるが、当時 日本帝国が統治 していた旧植民地の状況から見ても、朝鮮神社を伊勢

神宮に直接つながる朝鮮神宮へ改称 したということは*36、朝鮮半島に対する日本帝国の重要

視が見て取れる。朝鮮神宮は歴代の天皇を奉祀する所 として、皇室の宗廟、帝国の大祠の中

核として天照大神 に並び明治天皇を祀っていた*37。そ して、『旧領土官国幣社一覧』を*38見

ても、いかに多 くの神社が朝鮮半島に建設されていたのかがよく分かる。この神宮 と神社の

類別は、1946年2月 以後、『神道指令』のため、神宮 も神社 も等しく宗教法人 となり、制度上

では差異のない存在となった。さらに、国家との関係 も否定 されている。

朝鮮神宮の完成から朝鮮半島各地に神社 ・神祠の創立 を推進 した結果、1935年 には、神社
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53、 神祠262を 算す るに至 り、朝鮮 の崇敬者 も次第に増加するようになった*39。そ して、

1936年8月 に 「府令67号 」によって、神社制度が全面改編されることになった。この改編は

国民精神を作興 させ、時局に対処するためであるという目的があった。皇道精神の普及徹底

により全鮮2千5百 万朝鮮人の皇国臣民化、即 ち内鮮一体の促進を図るために行われた。先ず

敬神観念の強化を期 して 「一面一神祠*40」設置計画の遂行を施行 した。この 「一面一神祠」

設置計画よって、1945年 の神社の数は79個 所で、神祠の数が1,062個 所、総計1,141個 所にも

上るようになった。それら官幣大社、國幣大社、居留民神社、神祠の位階的な秩序を通 じて

支配体制を確立 していたと見られる*4'。神社は各戸 に大麻奉斎の普及、皇国臣民の誓詞制定、

教育令改正、志願兵制度、氏制度の創始、中央協和会などの政策を進める連絡機構 となった。

そ して、これらの政策が進むことによって、朝鮮人に対する神社参拝への強要が益々強 くな

ってきた。

その他の日本固有の民族信仰 として祖先崇拝が中心思想である神道 と、明治時代 に入 り、

「国家神道」 として確立 された神道があるといえる。この神道には、官制の神社 と官許の教

派神道があった。一部の教派神道は、併合以前からすでに韓国に渡って、開教 していたので

ある。 しかし、それほど呼応を得ることは出来なかったといえる。併合後、特に日本帝国の

文化政策を通 して総督府の庇護の下で多 くの教派が開教 し、その勢力を急速に拡張 していっ

た。特 に日本の新興宗教 としての内地神道の布教は、天理教が1903年 に釜山で布教 を試み始

めた。次いで、同30年 頃神理教もまた釜山に開教 し、同39年 「宗教宣布に関する規則」の制

定後は、更に金光教及び其の他諸派の布教を見ることができる。

1906(明 治39)年 の統監府令公布以前 までは、 日本人居留地及び雑居地だけにいた神社各

派が、 日韓併合後は、その教勢を全国的に拡張 していた。そして、天理教、神理教、金光教、

大社教、扶桑教、神習教、實行教、神道などの8教 派にまで増えるようになった。特 に、天

理教は朝鮮人の教化の必要性と、朝鮮人伝道を推進する目的で布教者養成所まで京城 に設立

してい た。1925(大 正14)年 末には、朝鮮の教勢は、神道各派を通 じて布教所217ヶ 所、布

教者1,380名 、信者83,700余 名、その中朝鮮人信者は1,900余 名であると集計 されていた*42。

1931年 の満州事変が勃発する前までの神道は、宗教的な次元からの活発な活動 を行ってお り、

キリス ト教やその他の宗教団体に対する神社参拝の強制や強要はそれほど強圧的なものでは

なかった。しかし、1936年 には*43、神社参拝を拒否する学校に対 しては廃校にする方針が決

められており飄、神社普及政策 も大きく展開していくのであった。

併合以後 に於ける宗教行政、特に神社建設の大網は、寺内総督時代に於いて確立 され、長

谷川総督時代 に格段の変更 もなく、斎藤総督時代に入 り、時勢の進展上若干の改正を加えら

れた。その間、日本神道の布教並びに社会的政治事業は、朝鮮総督府の保護監督の下に漸次

の発展を見るに至った。
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2-2.儒 教 及 び 儒 学 の 廃 止 政 策

統監府体制下においては、儒学(儒 林)に 対する親 日化政策も、他の宗教政策と同様に行

われていた。 日韓併合後の総督府は、儒教優遇を政策的に標榜 していた。統監府時代の儒教

優遇策は、親 日官僚を動員 し、1907年3月 に 「大東學會」 を組織 した後、1909年 の10月 に

「孔子教」 と改称 し、朝鮮の親 日儒林たちを集めていた。この 「孔子教」は統監府の積極的

な後援の下で、各種の講演会を開催 し、月刊誌 を刊行 し、専門学校を運営するなど活発な活

動 を展開していた宗団であった。こういった統監府の政策を受け継いだ総督府は、儒教と儒

林を優遇 し、伝統的な 「君」 と 「臣」の関係を強調 していた。また、儒教の忠孝の儒教精神

と、身分秩序の維持などの儒教復活政策を通 して、儒教の日本化及び親日化を模索するよう

になった*45。

総督府の宗教に対する統治政策は、朝鮮半島に根付いている宗教、若 しくは精神文化に対

して行われた。「経學院規程」 も民族意識を培い、植民地政府に対する抵抗の温床になる可

能性がある という前提の上で、宗教全般を整理する作業の一環 として行われたと言える*46。

総督府によるこれまで韓国人の精神 を支配 してきた儒教を分離 ・掌握するための政策であっ

た。これらの政策を通 して、韓国のすべての宗教を管理 ・監督するための担当部門を設ける

ようになった。それは総督府内務局第1課 社寺系であった*47。朝鮮の第1の 精神文化であ り、

宗教である儒教及び儒学に対する弾圧政策 として行われたのが、「経學院規程」の公布、実

施であった。

総督府は、この 「経學院規程」を実施することで中枢たる教育機関であった成均館を始め、

旧学の処分方法として経学院が設立 された。儒学いわゆる儒教は、朝鮮民衆の伝統的な宗教

であ り、思想体系を形成 して生活規範として根づいているものであった。そ して、儒教を教

える教育システムとしての経学院は、韓国併合後 もなお微々として存在 していた。だが、経

学院規程 を実施 してから京城内の四學はいつ しか廃学 とな り、地方の郷校は文廊を享祀する

機関として残存することとなった。経学院本院は、1911年6月 の府令 をもって公認 された。

この 「経學院規程」に依ると、経学を講じ文廊を祀 り風教徳教化を裨補することを目的とし、

明治天皇は特 に本院に対 し臨時恩賜金25萬 円を下賜 した*48。経学院は成均館の財産と建物か

ら来る収入 と、総督府の予算6千 円の補助金 によって運営 された。経学院は朝鮮総督府が直

接管理し、管轄 していた直属機構 として維持 されることになった*49。

日本総督府は寺刹令を利用 し、韓国仏教 を統制 した後、1911年8月1日 の 「朝鮮総督府官報

第277号 」に、朝鮮総督府訓令第65号 の 「経學院規程」を掲載 した。この 「経學院規程」は、

儒学に内包 している宗教性 を抹殺することで、社会的な影響力を去勢 しようとする目論みを

帯びているものであった。「日韓併合」 に前後 して、朝鮮半島では、抗 日義兵運動が活発で

あ り、義兵運動の指導者として多 くの儒林が活躍 していた。抗 日運動に欠かせないのが経済
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力であったが、その儒林の経済力は、地方の郷教所有の土地や山林などだけでなく、個人的

にも膨大な財産を所有 していた細。こういった儒林の力を抑えるためにも総督府は、「経學

院規程」を発布 し、在来の成均館を経學院に改名し、儒林(経 學院)を 朝鮮総督府の監督下

に属させた。

その 「経學院規程」第1条 に、"経 學院は朝鮮総督府の監督に従い経學を研究 し、風教徳化

を裨補す る"と いったことを目的と定め、その思想啓蒙活動の範囲を限定 した。第15条 に、

"経學院の基本財産である土地
、建物、國債証券、または有價証券若 しくは銀行預金に対 し

て朝鮮總督の許可なしでは處分 させ られない。"で 見 られるような項目を設け、儒林が持つ

経済力 も抑えるようにした。 この政策は、儒教を有効的に抑える統治政策であった。儒教に

対する総督府の政策は、儒教の宗教的儀礼を奨励するかのように見えたが、宗教的宣伝 を規

制する1915年 の条令 において、儒教 を宗教か ら除外 したのであった*51。

儒林から本格的な親 日団体が結成 されたのは、1919年 の3・1独 立万歳運動後のことであっ

た。1920年 代に入ると総督府は、経学院を総本部 とし、民間団体としての親日儒林団体を*52

結成させた。この条令によって、儒教 は宗教の枠組から外 されることとなった。儒教は日本

帝国の神道のようなものであり、宗教であることを否定したことにつながっている。朝鮮の

伝統的な思想 を統制することで、総督府は儒教の皇民化を効果的に行お うとしたといえる。

総督府の儒教に対する政策 も、他の宗教 と同様に敗戦まで続いていた。

2-3.朝 鮮 仏 教 の 日本 仏 教 化 政 策

朝鮮総督府は、「寺刹令」の実施を正当化す るために様々な理由を挙げている。総督府は、

朝鮮半 島に根付いている伝統的な仏教に対 し、"其 の伝来極めて古 く、高麗時代に於いては

佛教を以て国家鎮護の法とし、一時異常 なる興隆を来たし、名僧知識の輩出するのも亦尠 く

なかった"と 高 く評価 した。その上、朝鮮時代の在来仏教の沿革については、"李朝 に入 り

ては抑佛崇儒の国是を定め、官府の抑圧常に甚だしく、寺院は全 く社会と隔絶して僅かに餘

喘を保つ有様 とな り、遂に僧侶は一般社会より軽侮の的となり、殿堂は大半遊宴の巷と化 し

去るに至った*53"と 極めて低い評価を与 えている。こういった朝鮮仏教の状況を克服するた

めとい う名 目で寺刹令は実施された。

1911(明 治44)年6月3日 に制定 ・公布された 「寺刹令及び同令施行規則」は、朝鮮仏教を

構造的 に隷属 させる法案であった。寺刹令は先ず、朝鮮仏教の宗派を統一して禅教両宗とし

た、第二、寺刹財産の安全を図った、第三、寺刹の本末の関係を附し統轄を図った、第四、

寺法を定めて法網の振粛寺務の刷新を図った、という意義を唱えている*54。この寺刹令の制

定の趣 旨に関する説明では、千余年の歴史を有 している朝鮮の寺刹の頽廃を防ぎ、仏法を保

護更生することにあると述べている。 しかし、総督府側は、この寺刹令が実施 されることに
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よって、"実 に朝鮮佛教をして瀕死の状態より蘇生せ しめた所のもの"で あると論 じている。

この寺刹令 によって、朝鮮仏教界は、長い間閉鎖 されていた寺刹 も新たに住持(住 職)を 置

き、寺法 を定め、財産保有の方法を確立するまでに至った。一方総督府は、朝鮮寺院の経済

力 をより統轄 しやす くする方法を取 り入れたことにもつながる。こうして総督府の政治的な

支配下に置かれることになったにも拘わらず、「寺刹令」に対する韓国仏教界の各寺刹の反

応は、かな り好意的に捉えていたといえる。

朝鮮各寺刹の住職及び僧侶たちは、無条件で寺刹令を受け入れ、寺刹令第3条 に基づいた

各道の寺法を30本 山に制定 した。1911年 朝鮮総督府の寺刹令施行よって、1912年 から1913年

の間に朝鮮総督の認可を受け、その結果、本寺30、 末寺1,372と する各仏教宗派を統轄整理 し

たことになる。1912年2月11日 の 『毎日申報』に掲載 されている記事には、"朝鮮の僧侶たち

は、総督の善政に感泣す"と いった内容が登場 していた*55。朝鮮仏教の振興に関 しては、本

山連合事務所は種々の変遷を経て、1922年 に財団法人朝鮮佛教中央教務院となり、様々な講

説布教の発展 に努めた。朝鮮佛教中央教務院は、その附属事業 として普成高等普通学校 ・中

央佛教専門学校 を経営 している。その中、1924年 に全羅道所在の華厳寺が、「寺刹令施行規

則の改正」 によって本寺中に加えられ、30本 山に更 に1本 山が加 わって31本 山となった。

1927(昭 和2)年 末においては、本寺31、 末寺1,300余 個所、布教所82、 僧尼7,590人 、信徒

189,800余 人を算することが出来る。復興の気運 と兆 しが見えた朝鮮イム教界は、1924年 に、京

城に中央布教所(覺 皇寺)を 建て、その翌年の1925年 に、30本 山連合事務所をこの覺皇寺に

置いた。

また、朝鮮イム教をより振興するための第一期事業として、中央布教堂の建設が挙げられた。

京城府壽松町四四番地に、30万 円の資金を投 じて、「中央教堂」の建設 を推進 し、1928年10

月には、その竢工を見るに至った。「中央教堂」を本拠として、その活動を開始 した。第二

期事業計画 としては、全国の寺刹に統制機関を設置 し、人材の養成 ・布教の強化 ・財政の整

理及び附帯事業の検討等従来の積弊を打破 し、積極的に活動を行 う目標を定めた。朝鮮総督

府は、1911年 に発布された 「朝鮮寺刹令」並びに 「同令施行規則」を通 して、朝鮮仏教や寺

院を統轄 してきたが、1929年6月 に 「寺刹令改正」は、制令並 びに府令 をもって、同朝鮮寺

刹令及び同寺刹令施行規則の一部を改正 した。その改正の要点は、従来寺刹令保護のために

寺刹財産の処分の場合にのみ朝鮮総督の許可を受けることとなっていたのを、更に寺刹が借

金のために担保 とする場合にも、同じく総督の許可を要することとした点にある*56。朝鮮総

督府の施政以来終始一貫 して、朝鮮仏教の保護善導に努めつつ、1937年2月 に併合以来最初

の試み として、「31本山住職会議」 を開催 し、朝鮮僧侶の覚醒 を促 したのであった。この

「31本山住職会議」が契機となり、有力な住職 らは様々な画策を試みるようになった。

1911年 総:督府が発布 した 「寺刹令」では、"各 本山の寺法制定する際にも比丘に限って、

本末寺の住職 とする"と*57規 定 していた。しかし、朝鮮仏教界 も日本の仏教のように住職の

帯妻を制度的に保証する条文を盛 り込ませていた。朝鮮僧侶に対 して 「帯妻制度」を*58取 り
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入れ させ ようとした。それを公然 と受け入れるようになった韓国仏教界は、暗黙のうちに進

めていた日本仏教化政策を受け入れるという意志表明をしたといえる。また、近代 日本仏教

の特徴である帯妻制度 を韓国仏教に導入させることで日本仏教 と、同一なものであることを

朝鮮の僧侶たちに認識 させ ることになった*59。この 「帯妻制度」は、1872年 に日本の仏教界

に出 された 「太政官布告第百三十三号」 とまった く同 じ内容をそのまま韓国仏教界にも適用

し、取 り入れさせたものであった。その内容 は、"自 今僧侶 肉食妻帯蓄髪等勝手事但法用ノ

外ハ人民一般ノ服 ヲ着用不苦候事"と いうことであった*・o。この帯妻制が公然 と韓国仏教界

に広まることによって、比丘中心の韓国仏教の特色を*61薄め、より日本仏教の形態に近いも

のにしようとした政治的な意図であった。

特に、韓国仏教界の中堅僧侶 として積極的に活躍していた留学僧たちは、帰国後彼等はお

おむね結婚をしただけでな く還俗 もした*62。彼等は公費または私費留学で 日本にわた り、日

本の仏教 を学んで きた僧侶であ り、その数は、600人 を上回るといわれていた。彼等の言い

分は、"日本の僧侶は妻子がいるにも拘 わらず 日本の社会から尊敬 されている"と いってい

るのであった。 日本仏教の一断面を見た韓国の留学僧侶たちは、伝統的な朝鮮仏教の持戒に

対する価値観に変化をもたらした*63。このように帯妻制に対 しては、国内の多 くの仏教者た

ちも賛成 してお り、親 日的な傾向もさらに強 く現れて くるのであった。僧侶たちは、 日本の

女性や両班家門出身の女性 を娶 ることによって、その社会に進出 し、朝鮮時代に抑圧 されて

きた政治的、社会的な地位や権限を取 り戻そうとした。

1945年 に、日本が敗戦 した当時の韓国仏教界には、帯妻僧が7,000名 にまで上っていた。そ

れに対 し、伝統的な韓国仏教を主張 した比丘僧は、わずか500余 名に過ぎなかった。このよ

うに帯妻僧の数が、比丘僧の14倍 をも上回る実情であった粗。解放後の韓国仏教界において、

実権 を握っていたのが帯妻僧侶たちであったことを証明するものである。1945年 の解放を迎

えた韓国仏教界の政治的、社会的な活動を行っていた僧侶は、植民地下で実権を握っていた

帯妻僧侶であった。彼等は日本帝国の植民地支配の協力者としての反省も行わずに、解放後

も経済的、政治的基盤を守るための政治活動を行った。帯妻僧侶のこういった政治的な活動

に対 し、李承晩大統領は朝鮮戦争の休戦が成立 した翌年の1954年5月 に"仏 教浄化 に関する

諭示"を 発表 した。この諭示によって、韓国仏教界の帯妻 と比丘との政治的な権力争いが始

まるのであった。韓国仏教界は、日本帝国からの解放を味わう間もなく、キリス ト教国家か

ら派遣 されたアメリカ軍政の抑仏政策 に再び巻き込 まれることになった。

2-4.キ リス ト教 排 除 政 策

朝鮮半島における日本基督教の布教活動は、日露戦争を前後に本格的に展開されるように

なった。1905年 に 「日本組合教会」の設立 を始め、1906年 に 「日本メソヂス ト教会」が、
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1907年 には 「日本基督教会」が朝鮮の地に教会の創設を見た*65。これまで朝鮮でのキリス ト

教の布教活動は、専 ら外国人宣教師や宣教団の政治力や経済力によって行われている状況で

あった。朝鮮 におけるキリス ト教は、外国人宣教師の布教活動 より、教育 ・衛生及び社会救

済等の諸事業 を通 して、朝鮮民衆の教育や福祉活動に参加する形で寄与 していた。 しか し、

初期段階から総督府の反応は宣教師たちの功績は認めながらも、西洋諸国の政治的 ・経済的

力を背景にしている活動に不安や不満を抱 くのであった。西洋人によるキリス ト教の活動は、

日本帝国の植民地政策を理解 しないという立場からこれに対立の姿勢を取っていた。総督府

は外国人宣教師という存在を障害物として考えていた。

総督府は、1911年8月23日 に 「新教育令」を発布することで、韓国におけるキリス ト教の

自主 ・独立の民族主義的性格と、天皇崇拝 という問題がぶつかるようにさせた。総督府は意

図的に天皇制を取 り入れることで、日本帝国に忠誠する臣民を養成するというはっきりとし

た目的を打ち出したのであった。 しかし、偶像崇拝の禁止や聖書教育を重んじるキリスト教

系学校の教育内容 と、日本の教育勅語を基礎 とした天皇崇拝は対立をすることになった。そ

して、1915年3月 に総督府は、改訂 した教育令に順応することを強圧的に指示 した*66。この

「私立学校規則」は、官 ・公立学校以外のすべての私立学校の教科課程 と、その内容 を規定

していた。 この規則は日本語使用の強制 と、 ミサ及び宗教教育を禁止 し、教授用語 もすべて

日本語で行 うことを強要するものであった。そのためキリス ト教系の学校 は聖書を教えるこ

とができなくな り、「宣教学校」 という本来の設立趣旨を固持するのが困難な状況に陥るの

であった*67。

1915年8月 に総督府は、朝鮮総督府令第83号 の 「布教規則」を発布 し、法的な強制力を用

いることで、キリス ト教を手中に入れる方策を取った。 この 「布教規則」は初めて公認宗教

と類似宗教を区別 し、法制化 したものだったという点において注目したい面もある。しか し、

韓半島における各種の宗教活動に対する認許可 と申告内容 をもってお り、以後の日本の宗教

政策の基盤 を成 しているものであった。この 「布教規則」では、限られた宗教だけを公認の

宗教 として認め、すでに定着 している他の宗教の活動を制限する政策の一つであった。規則

の第1条 では、外国の宣教師によって運営されていたキリス ト教やその団体 と、 日本から派

遣 されていた多 くの宗派による布教師が活躍 している日本仏教、そ して日本の神道だけを宗

教 として認めていたのであった*68。宗教 として公認された仏教と神道は、日本から伝来 して

いた日本の宗教であ り、キリス ト教に関していえば、西洋諸国からきた外国人とい う身分を

持つ、宣教師たちとキリス ト教を意味 していた。日本政府はキリス ト教 を規制することによ

って、国際的に不利な立場に立たされることを意識 していたけれども、本当の目的は、西洋

諸国とその宗教的な影響力を排除するために 「布教規則」を成立 させたのである。総督府は

植民地政策を思 うように行 う基盤を形成す るために、徹底的な宗教政策をはじめようとする

姿勢の表明であったといえる。また同年の8月16日 に朝鮮総督府内務局は、新たに 「神社寺

院規則」 を制定 ・公布 し、10月1日 よりこれを施行 した。
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第6章 朝鮮総督府の宗教政策

こういった総督府の動 きに同調する形で、1918年 に元長老派伝道師金圧鎬が同派を脱 し、

黄海道鳳山郡に朝鮮基督教会を組織した。これはこれまでキ リス ト教の布教活動が、西洋人

の宣教師や宣教団によるものであったけれども、日本の基督教会側か らの力で宗教活動 を行

う基盤を形成するためであった。当時の宗教行政は、統治上重要な関係にあるのみならず、

多数の外国宣教師との交渉事項が、頗 る複雑な形で絡んでいた。それを克服するための認識

が大 きく働いた結果であったともいえる。特に、1919年 の3・1独 立万歳運動以後は、韓国キ

リス ト教会の活動を抑制 し、これを外国人宣教師から韓国人や日本人の手に入れようとした

のである。キリス ト教は、3・1独 立万歳運動に積極的に参加 した宗教勢力の一つであったの

で、これらの宗教に対する指導や規制が必要になった。そのために、1919年 の官制改革時に、

学務局宗教課を*69新設 した。宗教課を通 じて、宗教行政に関する事務を処理 させ、新施政方

針を徹底 しようとした*70。日本政府 は、その年7月 に日本国皇令第12号 の 「天照大神」 と、

「明治天皇」 を祭神 とすると発表 し、韓国人の精神的な面 を制圧 しようとした。 日本帝国の

神社参拝の要求に対 し、外国宣教師たちの中にも参加する人が出てくるようになった*71。

1920年4月 「布教規則」 を改正 して、教会堂 ・説教所 ・講義所設立の許可主義を届け出主義

に改め、同時 に諸般の複雑なる手続きを省略 し、布教の便宜を図ることとした。「宗教団体」

を法人格にすることによって、財産を民事令による公益法人とし、内国法人として許可する

ことにした*72。

また、1922年 に 「日本組合基督教会」がその組織を変更 し、朝鮮人柳一宣に布教を委ねる

こととなり、京城に 「朝鮮会衆基督教会」 を設立させ ることになった*73。日本基督教は、

1923年9月 に東洋宣教会ホーリネス教会の 日本人牧師が、朝鮮の南部地方で布教を始めるに

至った。最初は同派の米国人宣教師により、専 ら朝鮮人の間で清潔教会を組織 していた。 日

本メソヂス ト教会は、朝鮮に於いては 「基督教監理教会」 と改称 して伝道報国の実を挙 ぐる

こととなった*74。1930年代に入ると、 日本の植民地政策 を実現させるために政策的に行って

きたのが、神社参拝であり、 日本総督府からの神社参拝の強要が益' 強々 くなっていた。皇民

化政策の一環として行われた神社参拝は、韓国人を日本人化させるという名目で実施 された。

朝鮮半島内での民族的な思想を形成す る可能性のある宗教組織(例 えば、キリス ト教、自生

的な民族宗教)の 拡散を阻止することにもあった。1933年12月 に、改訂された 「改訂布教規

則」は*75、その強制力が緩和 されているかのようにみえるものであったが、実際は総督が宗

教団体 を徹底的に統制するようにしたものであった。

特に、1937(昭 和12)年 の 「日中戦争(支 那事変)」 の勃発 を契機に、日本帝国の国際的、

国内的状況はなお厳 しく、韓国に対する 「日本化」いわゆる 「皇民化」政策がより強調され

るようになった*76。その年の12月 に、 日本の閣議で、「皇民化ための方針*77」が決定された。

閣議の決定 を受けた形で、1938年 以後、多 くのキリス ト教者は、「神社参拝の決議」 と*78、

「声明文」を*79発表するとともに神社参拝に協力するようになった細。これは民族の宗教 と

して成長してきたキリス ト教が、日本帝国の政治的暴力に屈 したといわざるを得ない。各宗
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派は宗教の原理 を国民的信仰 にし、国家的宗教 として再生させていた。 日本基督教は、朝鮮

での布教活動を通 して「愛国心の発揮」、「日本精神の宣揚」を叫び敢然 とした活動に至った*81。

日本基督教 は、朝鮮人牧師及び長老を結集 させ、「朝鮮基督教聯合会」を結成 した*82。日本

基督教による朝鮮のキリス ト教会 との連合会の結成は、緊迫 している時局の重大性 と、日本

帝国の東アジアに於ける大陸進出を使命 として認識 していたからであった。

また、 日本基督教会は、 日本の基督教を伝道することで、朝鮮民衆を日本帝国に忠実な皇

国臣民化 させ る目的を潜ませていた。1938年5月8日 、京城府府民館 において 「朝鮮基督教聯

合会発会式」 を盛大にあげている。この朝鮮基督教聯合会発会式典には、全国から牧師及び

信徒などの有志ら、1,700余名の人が参加 した。そして、朝鮮基督教聯合会に加盟 した団体は

47団体に及び、日本的基督教の確立と伝道が一歩進むことになった。本来の日本基督教各派

の布教は、朝鮮 に滞在している日本人に対する伝道が主な目的であった。

戦時体制下で日本帝国による宗教統制の意図が強 まり、1939年 に日本国内の宗教統制をも

っと強化するために 「宗教団体法」が制定 された。 この 「宗教団体法」は、届け出制であっ

た申告制 を認可制 にすることで、宗教団体の設立はもちろん布教者の資格、教規、宗制など

も総督府の許可を受けなければならないようになった*83。この法案の制定によって、日本帝

国は宗教 に対する形式的、外的統制に止まらず、宗教の内的教理と教規に対する実質的な内

容 までも統制 しようとしたのであった。この宗教団体法制定を通 じて、宗教に対する統制 を

本格化させ、日本帝国による皇道精神、神国思想などの神道的イデオロギーを鼓吹する目的

で神社参拝を教会に強要 した緲。そして、1938年2月 の 「キリス ト教に対する指導対策」 と、

これを更に強化 ・積極化 したのが、1940年 の 「キリス ト教に対する指導方針」であった。ま

た、1940年 代 に入ると日本帝国は宗教 として認定 してきた神道、仏教、キリスト教に対 して

も直接弾圧をするようになったのである*85。

1941年 、 日本は対外宣戦布告令をし、同年2月 から韓国カ トリック教会の外国人神父に対

する監禁を始めた。すでに同年1月 か ら、日本帝国に協力する韓国人主教 と、日本人神父た

ちが韓国の天主教区を担当し始めていたのであった。韓国のすべての既成宗教教団を日本の

宗教教団に従属 させるために、1939年4月 には宗教団体法を制定 し国家公認宗教制を実施 し

た。1943年8月1日 に 「徴兵制」を実施させ、1939年 の国民精神総動員強化方策の決定 を通 じ

て、10月 に 「国民徴用令」を実施 した*86。これらの政策に連動する形で1943年 に 「日本戦時

報国連合会」が組織され*87、1945年の8月1日 に 「日本基督教朝鮮教団」として統合 したのであっ

た*88。その結果、すべての韓国宗教団体は、解放 されるまで、完全 に日本系宗教団体 に隷属

することになった。日本の国家神道主義の強要と宣教師追放令により、多くの宣教師たちが

それぞれの国に帰還 したことによって、韓国教会は独自の宗教団体を結成し、生き残る道を

考えなければならないようになった。日本の宗教政策か ら独自の信仰の道を開拓 していた韓

国キリス ト教会は、政治性を後退 させたために、復興会的な心理的宗教や個人の救霊 という

徹底 した内面的キリス ト教の立場に立っていた*89。
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第6章 朝鮮総督府 の宗教 政策

これ らの 宗 教 政 策 と関 連 法 案 の 施 行 力 は、1945年8月 の 解 放 に よっ て 、 日本 の 植 民 地 支 配

が 終 わ る まで 実 施 され て い た。 しか し、 植 民 支 配 を受 け な が ら取 り入 れ た 法 案 は、 お お む ね

その ま まの 形 で 今 日 も生 か され て い る側 面 の あ る こ とに 関 して は否 定 で きな い。

(注)

*1『 朝鮮 を知るための辞 典』平凡社1998p .334

*2朝 鮮総督 府 「朝鮮総督 府施政 三十年 史』 名著出版1972p .83

*3歴 代 の統 監 と就任期 間

第1代統 監 伊 藤博文1905年3月 か ら

第2代統 監 曾禰 荒助1909年6月 か ら

第3代 統監 寺内正毅1910年5月 か ら日韓併 合 まで。 そ して、寺 内正 毅は初代 朝鮮総督府 の総督 を歴任

した。

*4梁 禮承 「韓 国文化 史』教文社1994pp .390-391

*5梁 禮承1994p .409

*6姜 昌錫 『朝鮮統監府研究』國學資料院1994p .37

*7青 柳綱太郎 「韓国植民地策朝鮮の統治 と基督教」『韓国併合史研究資料⑦』復刻版 龍渓書舎1995p
.7

*8姜 徳相 「朝鮮 における国権 回復運動 について」「朝鮮史研究会論文集』朝鮮 史研究会1965pp
.131-132参 照

*9千 敬化編 『スト豆 韓民族運動史』 白山出版社1995p .22

*10姜 東鎮 「日本の朝鮮支配政策史研究』東京大学 出版 会1979p .408

*11蔵 田雅彦、韓皙曦訳 『韓国キ リス ト教 の受難 と抵抗』新教出版社1995p.300

*12中 島三千男 「海外神社研究序 説」「歴 史評論』6月 号2000p52

*13澤 正彦 『未完朝鮮キ リス ト教 史』 日本基 督教 団出版局1991pp .231-232

*14中 濃教篤 「天皇制国家 と植民 地伝 道』 国書刊行会1976pp .276-277

*15朝 鮮総督府 「朝鮮総督府施 政三十年史』 名著出版1972pp .70-71

*16朝 鮮総督府令第82号 大正4年8月16日

*17神 社協 会 『神 社協 会雑 誌』 明治三十九年 第五年第十一號
、神社協会1906p.41

*18神 社協 会 「神 社協 会雑誌』 明治三十九年 第五年第十二號
、神社協会1906p.16

*19神 社協 会 「神社協 会雑誌』大 正五年 第十 五年第四號
、神社協 会1916p.35

*200内 閣告 示第十二號

一 朝鮮神社

天照 大神

明治天皇

右神社 を朝鮮 京畿道京城府南 山に設立 し社 格 を官幣大社に列せ らるる旨 仰出 さる

大正八年七 月十八 日 内閣總理大 臣 原 敬

*21神 社協会 『神社協会雑誌』大正八年第十八 年第八 號、神社協会1919p。30

*22朝 鮮総督府編 『朝鮮総督府施政三十年史』復刻版 、名著 出版1972p.124

*23朝 鮮総督府編 「朝鮮総督府施政三十年史』復刻版
、名著 出版1972p.131

*24神 社協会 『神社協会雑誌』大正十四年第二十 四年 第二號 、神社協会1925p.84

*25「 神社協会雑誌』(大 正十四年十月発行)に 掲載 されている公認 されてい る三十余 りの神社 と三十名

余 りの神 職の表で ある。
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社 名 祭 神 創 立 年 月 日 所 在 地 神 職 氏 名

京城神社 天照皇大神 明治三十一年十一月三日 城府南山公園 光慥爾、上杉一枝

林郷一、脇光雄

仁川神社 天照皇大神、明治天皇 明治二十三年十月 川府宮町 上原堅一、磯野勝

水原神社 天照皇大神 大正四年十二月十六日 畿道水原面

開城神社 同 大正五年十二月 開城郡松都面 林田松次

大田神社 同 明治四十年 南大田郡 藤田健:次郎

江景神社 同 四十二年五月 論山郡江景面 石橋岩吉

郡山神社 天照皇大神、崇徳天皇 大正四年十二月 北群山村西濱町 杉野清造

末社代物主命

全州神社 天照皇大神 大正三年十月 北全州郡伊東面 杉田岩三郎

瑞穂神社 天照皇大神 明治四十二年 北沃溝郡端穂里

豊受大神市杵島姫命

裡里神社 天照皇大神 大正三年 同益山群益山面 黒岩定吉

大場神社 天照皇大神 明治四十五年十二月十五日 同同 春浦面

泰川神社 天照皇大神 大正九年一月二十四日 全北井邑郡泰仁面 並松茂

松島神社 同 明治四十三年 全南木浦府松島町 高橋種之

光州神社 同 大正元年八月 同 光州郡光州面 押村光男

東山神社 明治天皇、照憲皇大后 大正二年七月 同 長城郡長城面

大邱神社 天照皇大神 明治三十九年十一月三日 慶北大邱府道成町 藤井勇二

龍頭神社 天照皇大神害十桂 明治三十二年五月 慶南釜山村辨天町 谷口芳春

長谷川政徳

普州神社 明治天皇 大正四年十一月 同 晋州郡晋州面 吉野優

鎮海神社 天照皇大神、豊受大神 大正五年六月二日 同 昌原郡鎮海面 平田稜威穂

統 神社 天照皇大神 大正六年六月一日 同 統營郡統營面 須子春忠

密陽神社 天照皇大神、八幡三神 大正四年六月 密陽郡府内面 浅野四良三郎

三浪津神社 天照皇大神 明治四十年五月 同 同下東面 本務馬山神社同

馬山神社 同 明治四十二年七月 同 馬山府櫻町 佐々木常磐

海州神社 同 大正六年七月七日 黄海州海州郡海州面 松尾正枝

岡本正勅

平壌神社 天照皇大神、攝社豊受大神 大正元年 平南平壌府慶上里 吉本義夫

南浦神社 天照皇大神 明治三十三年 豊田正隆

平安神社 天照皇大神 明治四十四年七月十五日 平北新義州府櫻町

天之兒屋根命品陀別名
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成津神社 天照皇大神品陀別名 明治四十二年五月二十六日同 城津府鶴城面 上部求次

大物志命崇徳大皇

會寧神社 天照皇大神、明治天皇 大正八年六月五日 同 會寧郡會寧面

燕岐神社 天照皇大神 大正十年四月十四日 忠南燕岐郡鳥致院面

羅南神社 天照皇大神、明治天皇 大正十年九月二十六日 咸北鏡城郡羅南面 小澤芳郎
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第7章 悲 しみの親 日仏教の レッテル

1.親 日化 された韓国仏教の姿

日韓併合後、韓国の宗教集団に形成 されつつあった排 日的民族主義的性格 を排除するため

に、朝鮮総督府は様々な分裂政策 と御用化策を行ってきた。韓国宗教に対する親日化政策が

本格的に行われだしたのは、1919年3月1日 に、各宗教の指導者たちの指揮下で全国的に行わ

れた3・1独 立万歳運動が契機であった。1910年 の日韓併合後、朝鮮総督府が行っていた 「武

断政治」下で、韓国人は何等の合法的な政治団体 ももっていなかった。そのために、多 くの

民族運動者たちは、その依拠地 を宗教団体に求めていた。宗教団体を頼 りにしていた民族運

動家による3・1運 動は、宗教の組織力及びネットワークを基盤にして起こされた。特に、天

道教(元 東学)・ キリス ト教 ・仏教などの宗教団体は、3・1運 動の準備段階から民衆を集結

させる媒介体 として大きな役割を果た していた。しかも3・1運 動が失敗に終わったにもかか

わらず、その宗教団体は依然 として民衆 を結集させる大きな潜在力を保持 していたといえる。

こういった事情や状況から、朝鮮総督府は、まず3・1独 立万歳運動に参加 した民族宗教団体

を分裂 させ ようとした。そ して、朝鮮総督府による民族系宗教の御用化政策や分裂策によっ

て、民族系宗教団体が分裂 しはじめるのであった。朝鮮総督府は、韓国の宗教団体から民族

主義者 を排除 し、日本側に懐柔する方法 を積極的に行う政治政策を取っていた。韓国の宗教

を日本の宗教団体に隷属させ、宗教団体の再編成を通 して御用化、親 日化を図ろうとしたの

であった*1。

朝鮮総督府に最 も注目され、親 日化計画の対象になった宗教が朝鮮仏教であった。その理

由としては、近代朝鮮仏教の成立に多 くの日本仏教人が関係を持 っていること、また、すで

に日本仏教との盛んな人的、物的交流 をもっていたことを上げられる。それに、3・1民 族運

動に参加 していた民族代表者の数が他の宗教に比べ少なく、朝鮮仏教がそれほど積極的な宗

教集団ではなかったこともある。それに比べ天道教 と基督教は、3・1運 動を指導 した民族代

表者が もっとも多かった宗教であ り、反 日(排 日)的 民族主義者が多かったのである。これ

らの宗教を短時間で御用化及び分裂させることは様々な難点があったため、より日本化を進

めやすい仏教 を中心 に他の宗教 に対する弾圧や分裂策を加えたと思われる。朝鮮仏教は韓国

で最も伝統的な宗教であるにも拘 わらず、長年政治的抑圧を受けてお り、潜在的には、民衆

を集結 させる媒体になる可能性があったことにも総督府は注目したのであった。また、韓国

仏教に"民 間ニハ相当ナル信仰的勢力ヲ保有スルヲ似テ之ヲ復興シテ国民信仰ノ帰趨ヲ築ク"

ことによって、民族運動の去勢 に利用できる点に注 目していた。一方、親日世論の造成と、

諜報の利用 によって、民衆の民族的な自覚を麻痺させ、新たな民族精神を育成で きないよう
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にするためにも必要であった。朝鮮総督府は 「類似宗教」 という烙印を押 して、「民族宗教

団体」と 「既成宗教」を弱体化させるためにも、民族主義者を排除することに力を注いでい

た。

特に、3・1運 動後における総督府の宗教政策の重要な目標である各宗教団体の民族主義者

を摘出するために、斉藤実や総督府治安関係者によって取られた方法が、いわゆる 「宗教的

社会運動」であった。まず、朝鮮仏教については、"日 鮮人ノ携帯二依 リ仏教的社会運動 ヲ

起ス"こ とにし、その具体的な方法として、次の6点 をあげている。

① 「寺刹令」を改正 してソウルに全国31本 山を統轄する総本山を置き、中央集権化を図るこ

と。

②総本山の管長は 「親 日主義者ヲ以テ之二充ッルコト」。

③仏教信仰促進団体を設置 して 「総本 山ノ擁護機関タラシムルコト」。

④同団体は本部をソウルに置き 「会長ハ居士中親日主義ナル有徳 ノ士」 をあてること。

⑤同団体の事業は 「一般人民ノ教化、罪人ノ感化、慈善事業、其他」 とすること。

⑥総本山 ・各本山 ・仏教団体に 「相談役 トシテ人格アル内地人ヲ置 クコ ト」などである。

すなわち、韓国の仏教寺院の多 くは、深山に分散蟄居 しているため、容易に中央集権化で

きない事情 と関連 して、総督府は 「仏教の社会化」、「大衆化」 という名目で新たに外廓団体

として 「仏教新興団体」を発足 させた*2。総督府は、この外郭団体を通 して、朝鮮仏教の分

裂を起 こさせ、漸次中央集権化した後、御用化する意図を持っていた。

1937年2月27日 、28日 に総督府第1会議室において、「国民精神作興運動」 と、「宗教復興運

動」 を積極的に広めてい くという南総督の方針によって、朝鮮仏教31本 山住職会が召集 され

た。信徒15万 、本山31、 寺刹1,338、 僧侶7,000名 を持つ朝鮮仏教を大同団結 させ、国民精神

作興運動の第一線 に立つようにしようとする集まりであった。日本帝国の末期に強行 された

朝鮮仏教の 日本化の第一歩でもあったといえる。この会において南総督は次のような要旨の

訓示をした。

"最近皇国の時局推移を見ると民衆の精神作興のため宗教家に期待するものが大 きい
。仏

教は内鮮 を通 じて精神培養と世道喚起の根基である。併合以来一視同仁の皇恩に浴 している

今、民衆の国民的自覚を高めるためにおいて各位の奮起を促す。各位は時局 と世を認識 し、

衆庶の儀表 として国家の隆昌におお く寄与せ よ。"こ ういった訓示を受けた31本 山の住職会

は、南総督の指示事項 を中心に討議が進行 していた。その討議の結果、住職会は次のような

決議を行った。それを見ると、第一に、31本 山の上に最高機関として総本山を設置すること。

第二に、総本山を中心 に全国仏教徒が精神作興心田開発運動に積極的に参加することを決議

したのである*3。

朝鮮仏教界は、その後1937年4月 頃には、 日本仏教各宗と共同で京城花祭奉讃會を組織 し

て、従来8月8日 に行ってきた観燈行事を日本人と共同で祝賀するために、4月8日 に移 したの

であった。1937年7月6日 に、内鮮仏教提携に対する打ち合わせ を朝鮮ホテルで開いた。同年
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12月 に、朝鮮文芸会との合同で華北に慰問団を派遣するなど時局行事を行った。そして、全

国31本 山を中心に形成された 「朝鮮仏教禅教両宗」の教団の事務は、中央教務院が統轄 して

いたけれども、より強力で有機的な中央統制をするための工夫が された。宗憲及び諸法規を

改訂 し、宗内最高の元老機関の教正 と、議決機関の宗会などを設置 した。総督府の 「寺刹令」

以後、朝鮮禅教両宗 と呼ばれていた宗名を 「曹渓宗」 としたのである*4。総督府の支援の下

に成立 した 「曹渓宗」 は、多種多彩な親 日団体が行っていた各種の行事に参加 してお り、親

日的な宗教活動が曹渓宗によっても行われていた。

1939年11月1日 に、「制令第19号」の朝鮮民事令の一部を改訂 し、朝鮮人の姓を皇国臣民と

して日本式の氏に創氏 し、改名することを強要 した。この 「創氏改名」制度が実行 されるこ

とに対 しては、儒林か らの反発 も強 く、その波紋は全国的に広がることになった。 しか し、

朝鮮仏教界 は自ら、1940年9月2日 から創氏改名の申請を申し出た。僧侶たちの中には、仏名

の改名 との関係のない創氏改名の先鋒にたつものが少なくなかった。こういった創氏改名は、

個人的レベルに留まらず、本山住持たちの創氏改名名簿を、1940年6月 と8月の 『新仏教』 と

いう仏教雑誌 にふ りがなを表記 した上、広告として掲載した*5。

朝鮮総督は韓国仏教界にいわゆる 「信仰報国」 という名 目で、「神社参拝」、「日の丸の尊

重」、「日本国慶 日」の観念を鼓吹 させていた。朝鮮仏教界 に、「内鮮一体」の思想を注入す

ることを通 じて、僧侶の皇民化を優先的に指導 していた*6。特に、南総督は、就任当初から

朝鮮仏教界における、「日本語普及運動」を積極的に推進 した。この日本語普及運動 に対し、

朝鮮仏教界も各寺刹 に通達を出し、この運動に積極的に協力 し、「日本語講習会」 を開催す

るよう指示 したのであった*7。日本帝国は朝鮮仏教を本格的に 「日本化(倭 色化)」するため

に、いわゆる 「朝鮮仏教振興策」というものを、1944年3月 に発表 した。それは 「神仏一体」

の 「皇道仏教」 という内容であった。その内容を見 ると、"戦 争を通 じて大東亜国を建設す

る勅国精神が大乗仏教の眞諦と相通 じるものであり、神仏一体、没我精神を教理に注入 させ、

「皇道仏教」を確立させるために指導する*8"よ うに命 じたのである。また、仏教の護国思想

を強調 させ、日本帝国の国体観念に徹す るように布教師を再教育することも指示 した。要す

るに、朝鮮仏教の意識を捨て、国家的祈願をするように督励 した。僧侶再教育 を通 じて僧侶

を皇民化させるためにも、僧侶に日本語 を普及 させるように強調 した。こういった皇道仏教

確立のための 「仏教振興策」に対 し、当時本山住職たちが順応 し、進んで先頭 に立 ち親日的

な行為を したのである。

2.解 放の喜 び と悲 しみの親 日仏 教

1945年8月 、連合軍の勝利によって、韓国は日本帝国の植民地から政治的、宗教的に解放

されることになった。仏教 も他宗教と同様 に日本の植民地支配からやっと解放 されることに
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なった。 しか し、植民地からの解放は、韓国仏教に宗教として自由と独立の喜びをもたらし

ただけでな く、韓国仏教界に混乱 と親日というレッテルを同時にもたらすことになった。解

放後、韓国仏教界に残 された課題 と問題点を解決するためには、多くの試練と時間を必要 と

していた。まず、解放後の韓国仏教界の宗権を握ったのは、解放以前と同様に帯妻僧であ り、

彼等は日本の植民地時代にも権力の座 に就いていた人々であった。彼 らは、日本の植民地下

で生成され、内抱 していた韓国仏教界の 「親日の問題」を表面化 させる張本人たちでもあっ

た。解放後においても、韓国仏教界内部の最 も大 きな問題点であった日本帝国への協力 と、

協力の見返 りとしての財産を蓄積 した僧侶の処分の問題があった。親日僧侶たちは、民衆が

苦 しむとき 「帯妻肉喰」を行いながら、華やかな生活を送っていた。勿論、これらの問題は、

韓国仏教界だけの問題 と言 うよりも、韓国社会全体に内在 している 「親日」や 「親日派」の

処理問題であったといえる。 日本帝国よる植民地時代の残存を削除し、新たな民族国家建設

の基本的な前提が 「親 日」及び 「親日派」の処理問題であった。 しかし、解放後の韓国仏教

界内部は、親 日的な要素の削除に足 を捉 えられ、教団の浄化 という時代的な要求に応えるこ

とができず、そのまま生 き残っていたことに問題があると思われる。

解放直後、8月 の末に、韓国仏教界 も親 日残骸の精算と仏教の自主的な自立のために、「朝

鮮仏教青年同盟団」を結成 し、9月12日 に 「朝鮮仏教改新準備委員会」が設立 された*9。これ

らの団体か ら韓国仏教の将来のあり方 についての要望が出 された。その要望の第一項目は、

寺刹施行規則を廃止すること。第二に、宗教を法令で拘束 させないこと。第三に、他の宗教

との連絡関係の整備であった*10。韓国仏教界 も、混沌 としているこの時機を利用 して民衆の

心に食い込み、積極的に精神振作運動や社会民衆強化運動に参加 しようとする狙いがあった。

しか し、韓国仏教界を取 り巻 く国内外の政治的、社会的条件の変動が仏教宗団内部に直接的、

または間接的に様々な影響を及ぼした。特 に、親日派僧侶の処理に対 して穏健論を主張する

保守派 と、過激な処分論を主張する革新派のあいだの対立が激 しくなっていた。それ も政治

的思想の対立 として、左翼 と右翼の深刻 な衝突を繰 り広げていた当時の社会風潮に、刺激を

受ける形で益々激化したのである*'1。

日本帝国の植民地支配を受ける際、大部分の寺院は曹渓宗 に属 され、整備 された宗派 と宗

教集団であった。この曹渓宗に属 していた多 くの僧侶たちは解放直後、韓国仏教の中心的な

勢力 として登場 していたが、彼等は帯妻僧たちであ り、いわゆる親日僧であったのである。

彼等は 「大韓仏教総務院」 という看板 を掛 け、韓国仏教の宗権を掌握 しようとした。それに

対抗 し1945年9月 初めに、金法麟、崔凡述、柳葉などと建国青年団40余 名が、ソウル鐘路区

禅学院で会議 を開き、「朝鮮仏教曹渓宗」の総本山幹部たちを総辞職 させた。そして、一方

では、新宗団運営権を引 き受けた彼等は、1945年10月 に全国僧侶大会を開催 し、次のような

決議 をするのであった。

① 日本植民地下で制定 された 「朝鮮寺刹令」 と 「朝鮮仏教'曹渓宗総本山○○及び31本 寺、末

寺法」 を完全廃止する。
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②独 自の朝鮮仏教教憲を制定することを決議 し、第一代教正に朴漢泳、第一代中央総務院長

に金法麟、総務部長に金凡述、教務部長 に柳葉、社会部長に朴充進を各々選出した。

こういった決議の下で、1946年5月28日 に新たな 「朝鮮仏教教憲」を制定 し、新たな教団

の初代教正朴漢泳の名義で制定、公布 した*12。やっと、韓国仏教は、日本帝国の植民政策か

ら離れ、韓国独自の仏教を新たに建設 していく自由を得ることになった。今 日、韓国の寺刹

や寺院の数は、約12,000に 上るといわれてお り*'3、その殆どの僧侶たちは、「帯妻肉喰」をし

ない比丘及び比丘尼 という清僧 と尼僧 によるのである。いわゆる、伝統的な韓国の仏教本来

の姿と、清浄比丘による宗教活動に戻 しているといえる*【4。

しか し、今 日のような伝統的な仏教の姿へ戻る過程には、様 々な苦境が待ち構えていたの

であった。まず、①に関する要請をアメリカ軍政に申し入れたが、アメリカ軍政 としては韓

国仏教 を統制するための法律的な根拠 として、朝鮮総督府が制定 した 「寺刹令」をそのまま

存続させていたのであった*'5。そして、1949年6月 に公布 された 「農地改革法」 によって、

土地収入に依存 していた韓国仏教宗団に大 きな打撃を与えるのであった。土地収入が経済的

な基盤であった仏教宗団は、自立のための経済基盤 を失 うことになった*16。そして韓国仏教

教団は、自らの民族的覚醒 と宗教的良心による教団浄化の意志が、政治的な混乱と民族間の

戦争によって中断されることになった。また、韓国仏教界は、「朝鮮戦争」で受けていた被

害 を整理、整備する暇もなく、旧日本寺院と個人の名義になっていた寺刹財産が、キリス ト

教団体や個人に売却 されるなど二重の損失を受ける状況に陥った。

李承晩大統領は、1954年5月 の 「仏教浄化に関する諭示」を*17初め、1955年 までの間に、7

回に渡る 「仏教浄化に関する諭示」を発表 した*18。大統領の仏教浄化 という名分の諭示は、

当時、7千名の帯妻僧侶と*19、5百名余 りの比丘の問に、仏教紛争を招来するものであった*2`1。

その第1次諭示の内容は、"過去40年 のあいだ、日人たちは所謂神道 というものをもってきた。

自分たちの天皇を天神のように崇める制度を作 り、神社参拝 を行 うとき宣教師は参拝を拒否

し、韓国から追放 された人もおり、被迫 された人もいる。我々韓人教徒たちも神社参拝を拒

否 して獄 中で被迫 された人の数 も多く、死んだ人もいる。同時に日人たちは所謂仏教 という

ものを韓国に伝播 させて、我々の仏教で行わないすべてのことを行い寺刹を都市 と村落に混

ぜ、僧侶に家庭を持たせ俗人たちと一緒にいさせた。(中 略)韓 国の高尚な仏道 を抹殺 させ

ようとした。その結果、今日の僧侶は、僧であるか俗人であるか混沌としている。そのため

我々の国の仏教というのは有名無実になっている*2且。"こ ういった内容であった。

これらの内容に基づいた第3次の諭示 を通 しては、「仏教浄化委員会」の設立を促 した。李

承晩大統領の諭示による 「仏教浄化政策」は、憲法で保証されている 「宗教の自由」を無視

したともいえるだろう。また、1955年2月4日 に 「韓国佛教浄化対策委員会」を構成 し、仏教

浄化の基本問題に対する公開討議が行われた。その後、文教部長官の報告書 という形で寺刹

浄化 に関 して仏教教団内の両院(総 務院側 と禅学院側)の 合意の下で、僧侶の資格に関する

「八大原則」を決めた*22。ちなみにその8大 原則は、(1)独 身(2)修 道(3)不 酒草肉(禁 酒、
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禁 煙 、 肉 を 食 べ な い 者)(4)削 髪 染 衣(5)不 犯 四波 羅 夷(不 殺 生 、 不 偸 盗 、 不 邪 淫 、 不 暴

言 を守 る 者)(6)三 以 上 団 体 修 道 生 活(7)非 不 具 者(8)二 十 歳 以 上 者(比 丘 戒 受 持 者)で

あ り、以 上 の 原 則 に該 当 す る者 と して二 十 五 歳以 上 に な っ た 者 は 住 職 に なれ る*23と明 記 した

の で あ っ た 。 こ うい っ た 原 則 を始 め 、 大 統 領 の仏 教 浄化 に 関 す る 諭 示 は、 日本 帝 国 か ら解 放

後 成 立 した大 韓:民国 が 、民 主 国家 と して掲 げ て い た政 教 分 離 の原 則 に反 した政 府 権 力 に よ る、

新 た な宗 教 弾 圧 の一 場 面 で あ っ た とい え る。 これ は 国家 運 営 に ア メ リ カ軍 政 と李 大 統 領 の 政

治 的 な意 図 が 、 大 い に含 まれ て い た キ リス ト教 指 向 の政 策 で あ っ た とい え る。 ア メ リ カ軍 政

は韓 国 民 衆 の 伝 統 的 な民 族 宗 教 の色 彩 が 強 い ため 仏 教 が 、 民 衆 を 巻 き込 ん で 政 治 的 な力 を得

る こ と に対 して不 安 を持 っ て い た と も思 わ れ る。 ア メ リ カ軍 が 軍 政 を行 う に当 た って 、 戦 略

に韓 国仏 教 の 弱体 化 の必 要性 が唱 え られ て い た ので あ る*24。

また 、 キ リ ス ト教 徒 で あ る李 大 統 領 との宗 教 的 な対 立 も大 き く関 わ りを持 っ て い た とい え

る 。 当 時 政 界 に進 出 して い た仏 教 系 政 治 家(特 に帯 妻 僧)に 対 す る 政 治 的 な牽 制 が あ り*25、

政 治 的 な計 算 が 含 まれ て い た こ とに つ い て 明確 に証 明 す る こ と は で きな い け れ ど、結 果 的 な

事 実 を否 認 す る こ と はで き な い と思 う。 李 承 晩大 統 領 が行 っ た対 仏 教 政 策 が もた ら した 影 響

力 を始 め 、 親 日仏 教 と して の性 格 が 今 日の 韓 国 仏 教 界 に未 だ に残 存 して い る。
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*18曹 渓宗 総務院編 『仏教訴訟事件参考資料集』曹渓宗総務院1957pp .10-11

*19当 時 、既得権 を持 ってい る寺 の数 は、1,000余 りであったが、 その 中帯妻僧侶 が 占領 していた寺が

900余 ヶ所 であ った。
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*20上 刈{}「 司曽 雫 選号 奢ヱ丕司潮 唱週斗 昇相611豊 重}望干 」 『竜 翊 重}号奢ヱ遇暑 望刊 重}号相

く旦{≡…・重レ望气z{旦1993p.103

*21曹 渓宗総務院編 『仏教訴訟事 件参考資料 集』曹渓宗総務院1957p .10

*22曹 渓宗総務院編 『仏教訴訟事 件参考資料 集』曹渓宗総務 院1957p .22

*23大 韓佛教曹渓宗編 『韓国佛教 浄化到 闘争 経緯書』曹渓宗総務院1957p .32

*24こ こでい う民族宗教 とい うのは、伝 統的 な歴史 を もっている宗教 としての仏教 。最 も多 くの韓国 人

信者が属 している民衆宗教集団である とい う観点か らの もので あるとい える。

*25民 族佛教研究所 『韓国佛教宗団組織実態 調査報告書』民族文化社1989p50
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朝鮮半島におけるキリス ト教の布教の波を歴史的にみると、大きく三つの波が認められる。

初めてキリス ト教が伝来してきたのは、日本 よりは少し遅れた1600年 代初め頃のことである。

この第1の 波は、中国を経由 して伝来 してきた天主教(い わゆる西学、旧教、カ トリック)

である。天主教の伝来は、当時西洋の学問として、一部の実学儒学者たちの学問のために受

け入れ られたものであった。天主教は、当初 「西学」 という学問的な名をもつ、異国の思想

及び哲学的な精神文化の一つであって、最初から宗教 として受け入れたわけではなかった。

第2の キリス ト教の波は、封建的な儒教社会に近代 という資本経済主義と、朝鮮半島を中心

に利権争いの嵐が吹き始めた時代に伝来 してきた。それもすでに日本に伝来 していたアメリ

カ系プロテスタント(新 教、改新教)の 伝来であった。そ して第3の 波は、第2次世界大戦に

終止符が打たれた直後、朝鮮半島に解放軍と呼ばれたアメリカ軍と共に戻ってきた宣教師と、

救護物資を運んできた宣教団体によるものであった。また、アメリカに政治亡命 していた人

や、宣教師の斡旋 によってアメリカに留学していた人々が、解放 された祖国に新たな国家を

建設するために、政治家として帰国する際持ち込んだものであった。

この二つのキリス ト教を、1995年 度版の 『韓国宗教年鑑』の統計で見る限り、1,800万人を

超える信者を確保 してお り、5万箇所に近い教会と、6万 人を超える教役者がいる*'。こうい

った数字が物語っているのは、いかにキリス ト教が今 日の韓国社会にしっかりと根を下ろし

ているかということであろう。全 く風土の違う異国の宗教が、韓国の精神文化の一部分とし

てなぜ幅広 く定着 しているのか。この疑問については、様々な理由を挙げられると思 う。例

えば、①伝統的な宗教との習合、②伝統的な宗教の弱体化、③教会指導者たちの努力、④教

会組織の効果的な管理などの宗教構造 としての側面を*2取 り上げることもできる。また、⑤

近代的な医療、教育システムの導入及び普及、⑥家族、村共同体の崩壊などに伴 う社会、文

化構造の変遷に巧 く対応 していること。最後に、⑦政治構造の変遷期 に対応し、構築 した民

族主義の形成に大 きな働 きをしたこと、⑧反 日、反共主義の担い手としての役割等々様々な

要因があると考えられる。このように取 り上げた要因の中で、最も大きな役割 を果た してい

るのは、韓国的民族主義の形成と反日、反共主義の担い手 として韓国的キリス ト教を形成さ

せたことが先ずあげられる。

朝鮮半島におけるキリス ト教の伝来 と受容は、朝鮮半島の政治的な環境が悪化 したとき、

国民経済が破綻寸前 に達 したとき、そ して宗教的な精神生活が枯渇 し、 もっとも激 しい虚脱

感に陥った時期に、伝来 し受容されたのである。特 に、近代国家への移行が始まったけれど

も、自主的な近代国家を成 し遂げることができず、日本帝国の植民地になった時期に受け入

れられた宗教であった。民衆の宗教 として、韓国民衆を支えた民族の宗教 として、韓国的民
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族主義を築いた宗教 として、今日認められている。この西洋の宗教キリス ト教が、どのよう

な歴史的背景をもって韓国の民族宗教 として定着 し、韓国的民族主義を形成したのかについ

て論 じていきたい。

1.新 宗 教 プ ロ テス タ ン トの伝 来

韓国が西洋文明 と接触するようになったのは、西洋との直接的な接触ではなく日本や中国

からの間接的な接触であった。その西欧文明との接触の役割を果たしたのは、1880年 代初期、

すでに政治勢力として形成されつつあった開化派勢力の一部であった。開化派に刺激を与え

たのは、1876年 の 日朝修好条約以後、朝鮮王朝か ら何度か日本に派遣 された人たちであ り、

彼らによって、西洋化に対する重要性が認識 され始めた。特に、日本で先進文物 とキリス ト

教宣教師との接触をした開化派知識人*3た ちのなかには、近代文明に対する文化的欲求が現

れ始めたのであった。外来文化の受容を通 じて開化 を成し遂げると共に、自主的な政治体制

の確立を強調するようになった*4。

1880年 代末 に入ると、西洋諸国 との通商条約を通 して徐 々にではあったが、文明開化を初

め、公式ではなかったが宗教活動 に対する自由が認められるようになってきた*5。西洋の宗

教の本格的な布教活動や宣教活動が始まったのは、1882年5月22日 の 「朝美修好通商条約」

締結以後のことであった。 しか し、当時米国 との問で締結 された条約の条文には、宗教伝道

の自由に関する言及がなかったことはすでに述べてきた。朝鮮王朝としては、信教の自由に

関して何の保証 もしていなかったが、必ず しも禁止するという項 目も含まれていなかった形

であった*6。 こういった曖昧な状況の上、朝鮮半島にも西洋諸国か らの商人たちと、宣教師

たちが医師や教育者として入って くるようになった。朝鮮王朝の為政者たちは、天主教 と新

たなキリス ト教を同様な邪教 と見なしていた。朝鮮王朝は西洋の宗教キリス ト教に対 し、公

式的に信教の自由を認めることは、天主教の普及過程で経験 したような社会的倫理の問題 と、

社会秩序を混乱 させるだけであると思っていたといえる。宗教の自由が容認されたと見受け

られたのが、朝佛通商条約に"教 誨"と いう二つの文字が挿入されることによると思われる。

時間の経過 とともに、日本にその拠点をおいて活動をしていた西洋のキリス ト教関係者た

ちは、宣教 ・布教活動の自由が、徐々に許されるようになることを見計 らって、朝鮮半島に

対する宗教活動を始めるのであった。主なキリス ト教勢力は、アメリカ系プロテスタント宣

教師たちであった。プロテスタントの伝来は、これまでの受容ルー トや以前の天主教とは異

なる新 しい宗教であったと言える。これまで受け入れて きた精神文化は、すべて中国を経由

して伝来して きたものであった。むろん、天主教の場合もその例外ではなかった。 しかし、

プロテスタントの受容に関 しては、朝鮮人自らの手によって、 日本から入ってきたものであ

った。近代化 を急がねばならなかった朝鮮は、西洋科学を受け入れている日本 に留学生を派
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遣 したことがあった。留学生の中から、朝鮮半島に関心を抱いたプロテスタント宣教師と交

流をもつ者もでてきた。そ して、新たな宗教に関心を持った人が、プロテスタントに入教す

るようになった。

初期の宣教活動は、まだ強い警戒心が残っている朝鮮半島においては、それほど教勢を拡

大させることはできなかった。宣教師の朝鮮入国以来10年 のあいだ行われてきた布教活動の

甲斐 もなく、その成果は不振に陥った。当時、朝鮮半島に伝来 してきたプロテスタント教団

は、西洋で分裂したままの教団がそのまま伝来 してお り、それぞれの教派の宣教活動 に一貫

性がなかったといえる。宣教師たちも、西洋の物質文明を排除した純粋な宗教精神世界を強

く強調 しており、いわゆる政治的な側面の薄い宣教集団であったといえる*7。

しか し、1894年 の 「日清戦争」、1904年 の 「日露戦争」 による受難期において韓国人自ら

が入教して くることによって、キリス ト教勢力は、急激に成長するのであった。イザベラ ・

バー ドの 『朝鮮奥地紀行』 を見 ると、"日 清戦争後平壌は一大変貌を遂げた。洗礼式が二十

入回持たされた。中流階級のもっとも悪名高い、邪な住人のある者、その甚しい邪悪 さのた

めに、他人から遠ざけられていた人物が、純潔で正 しい生活 に導かれた。教育中の百四十人

の洗礼志願者がいて、洗礼を受ける以前の長期間の仮入会者になっていた*8"と 書かれてい

た。これは東学農民戦争をきっかけに勃発 した 「日清戦争」後に、増えていたキリス ト信者

を示 していると思われる。 また、1894年 から95年の間に、200名 未満であった長老教の洗礼

者が、1896年 以後には、2,000名 以上で、10倍 の成長を見せていた*9。1897年9月15日 の 「朝

鮮キリス ト人会報」33号 を見ると、長老教の場合教人の数は、3,000名であり、教会が経営 し

ている学堂は16個所で、伝道が成されていた地域 も30余個所に至っていた。1898年 の米国北

監理教の場合は、2,000名 の教人であ り、南監理教の統計を見ると、400人 の教人を確保 して

いた*10。日露戦争後1906年 には、監理教が1万名以上、長老教が5万 名以上の信者を確保する

までの成長を見せていた*'1。

19世紀末の朝鮮社会におけるキリス ト教の成長は、封建的な社会を改革 しようとする内か

らの動 きと、それに対応 した形の受容であり、外勢から身を守るための方便の一つで もあっ

たといえる。また、初期の宣教師たちは、朝鮮半島の国内情勢と精神的風土を考慮 し、直接

的な伝導活動を行 うよりも、教育と医療 ・出版などの事業 に重点をおいて活動 していたこと

に大きな意義があった*12。プロテスタント教会は、受難の時代における韓国人の避難の場所

としてその基盤を形成し*13、教育事業や医療事業を通 して西洋文物を紹介 してくれる近代的

な開化の道への案内人として多大な貢献 をしていた存在であった*14。朝鮮半島におけるキリ

ス ト教の受容 と定着は、ただ単純な信仰的な側面だけを取 り上げて論 じても分からない、複

雑で時代的な要素が含まれている。キリス ト教勢力の拡大は、朝鮮末期か らの国内 ・外の政

治状況 に深い相関関係をもってお り、韓国人がキリス ト教会へ出入 りするようになった動機

も様々な理由があったと思われる。例えば、近代的な教育や文化の受け皿 としての教会、愛

国啓蒙運動の拠点としての教会、そ して政治的中立の立場であった教会を利用 して民族精神

119



を培養する際、日本帝国の力が簡単に及ばなかったことを挙げられる。

キリス ト教会が果たしていた役割を一言でまとめて見ると、開国以来続いた 「日清戦争」、

「日露戦争」の勝利者である日本帝国の植民地政策と、その支配から朝鮮半島の民衆たちが

逃げられる唯一の"駆 け込み寺"で あったといえる。このような政治的、文化的背景 をもっ

て、19世紀末に伝来 してきたキリス ト教が、日本帝国に対する抵抗精神か ら民族主義 を形成

させ、今 日のような韓国的キリス ト教を成立 させたといえる。

2.キ リス ト教教育 と民族主義

韓国の近代化を主導 した先覚者たちの中には、従来の伝統的な教育への批判 とキリス ト教

が持ち込んだ近代的な教育に接 した人が多い。彼 らは近代化、文明の開化、西洋化をキリス

ト教教会が行 っていた近代教育を通 して実現させようとしたのである。多 くの韓国人にとっ

ては、宣教師たちとの交流を通 じて得た独立 した主体としての自覚が、民族アイデンティテ

ィの形成を大いに触発 していったのである。封建的な社会秩序か ら脱皮をし、失 った国権 を

回復するために戦った人々を形成したのが、韓国的キリス ト教による民族主義であるといえ

る。

本来、韓国の民衆はキリス ト教を祖先に対する祭祀を拒否 し、在来の社会秩序を崩壊させ

る危険な思想と認識 していたため、厳しい批判と反感を抱いていた。 しかし、開国とともに

西洋文明を受け入れるようになった時代的な風潮に乗 じてキリス ト教は、驚 くべき速度で普

及、発展 した*15。朝鮮末期 まで続いていた教育制度は、主に両班社会の子弟が通う書堂や郷

校などが中心であった。教育の対象は少数の学生であり、その教育の内容 も中国の古典文学

を暗記する教育であった。要するに少数の両班による漢書中心の教育であった。その教育の

目的も、人格の完成や知識の啓発ではなく、中央政権に進出するための科挙 に合格すること

にあった*'6。つまり、教育を受ける対象は両班の子弟に限られてお り、官僚 になるための教

育であった。こういった差別的な封建社会にキリス ト教は西洋的な新 しい教育制度を導入 し、

一般民衆 に普及 させる役割を果たしていた。キリス ト教教会は宣教事業の一貫として、これ

までの書堂や郷校で教えることのなかった語学(外 国語)、 数学、歴史、地理、生物、化学、

物理などの科目を教えていた。これらの科目より、伝統的な儒学教育の学問領域では扱うこ

とのなかった新 しい学問に触れることになった。キリス ト教教会が行った新教育事業が、朝

鮮末期までの教育システムに変化を与えるきっかけになるのであった。

これは西洋か らのキリス ト教が布教のために行った三大事業 「宣教」、「教育」、「医療」の

中の一つであった。これらの布教活動が王室に認められるようにな り、1886年 に国王高宗か

ら、"韓 国に病院と学校事業を始めてよい"と い う許可が、キリス ト教宣教師に下 りるので

あった。 しか し、それはあ くまでも、「教育事業」 と 「医療事業」 に関わっていた宣教師個
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人に対する許可であった*17。いわゆる、キリス ト教の宗教的要素に関 しては否定 していたけ

れども、西洋の文明的要素には早 くからひかれていた王室の措置であったといえる*18。これら

事業が成功す ることによって、朝鮮半島における近代的な教育への改革の端緒 となったこと

はいうまで もない。

1905年 の 「乙巳保護条約」が結ばれて以後、韓国人キリス ト…教者たちは封建的意識の打破

と、忠君愛国的な自主独立意識 を鼓吹 させようとした。その自主独立の民族意識が、排 日的

な韓国的民族主義として現れるのであった。その後、キリス ト教教会は日本帝国の進出が加

速される時期の抗 日運動の温床 として、愛国啓蒙運動の拠点 として成長 し発展 した。キリス

ト教会は1910年 の日韓併合以前から、韓国的ナショナリズムを形成するための政治的、文化

的背景を始め、新教育制度の普及と教育を通 じて、言論と政治に参加 し国家の自主性 と主体

意識を確立 させる役割をした。さらに、男女平等意識の向上、階級打破、旧習打破に焦点 を

合わせた啓蒙運動の先駆的な役割を果たしたのである*19。

これ までのキリス ト教宣教師を見ると、異教国に派遣された宣教師*2(1たちは、必ず英語 を

教える教育政策を基調にして、宣教、布教活動を行っていたのである。当時の東南アジアの

宣教国のミッション ・スクールは、英語ですべての授業科目を教える英語学校であった。し

かし、韓国で学校教育を始めたアメリカ人宣教師たちは、ハ ングル(韓 国文字)を 使用 して

お り、教習用語として選択 したのである。従来の韓国の知識人たちは、ハングルを婦女 と子

供の言葉として扱ってお り、その教育の必要性について考えていなかったのである。宣教師

たちはハングルを教育手段として選択 し、彼 ら自らがハ ングルを習い、聖書 を翻訳 した。宣

教対象 として両班よりも民衆を選択 し、民衆の言語や文字を教育 と宣教のために使用 したと

いう特徴が韓国宣教史に残っている。 こういった教育を行っている宣教師たちに対して知識

人たちは、宣教師たちの学校や近代式の教育を蔑視していたのであった*21。聖書の翻訳は、

単純なキリス ト教経典の翻訳 とい う意味 を持ちながら、より深い意味が含まれている。

韓国民衆が西洋文化 と接することを可能にしたのは、何 よりもハングルによる聖書 と賛美

歌の翻訳 にある。ハ ングル聖書の翻訳が完了 したのは、1900年 代 に入ってからのことであっ

た。その当時の朝鮮民衆の90%以 上の人々が文盲であ り、各教会では日曜学校、聖書学校、

夜学を開き、それを通 じて民衆の啓蒙と、キリス ト教の大衆化を進めるために利用していた。

その後 において も、聖書 と賛美歌及び様々な教理書をハ ングルに翻訳 し、普及させていた。

これはキリス ト教によるハングル文化の再発見と、ハングル文字の民衆文字化を成 し遂げる

大 きな貢献をしたということである*22。これまで諸外国で行 ってきたキリス ト教の宣教及び

布教戦略 とは、異なる異例なものであったといえる。それも先進文明のキリスト教が、土着

文化の言語を媒介し、布教活動 をした ということは、希有 なことであった。 しか し、キリス

ト教が教育に用いた韓国人の文字であるハングルの普及は結局、民族精神を涵養させ、民族

主義を培う大切な道具であったといえる。

宣教 師たちは民衆の言葉であるハングルを使用し、上流階級よりも下層階級の子女を教育
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対象としているのであった。それは日本での布教活動が失敗であったという反省によるもの

であったか も知れない。宣教師たちには、下級階層の民衆 を教育 させ ることを通 じて、キリ

ス ト教信者 を確保 し、指導者の育成という教育宣教の目標が方針としてあったと思われる。

宣教師が開設 した近代的な学校では、英語 と西欧の科学知識を紹介するだけではなく、国際

情勢 に対する認識を向上させていた。国際秩序への開眼は、朝鮮が置かれている政治的状況

の判断材料 となり、韓国民族主義の元になる開化思想 と愛国心を育てる役割を果たしていた。

いわゆる、政治的な民族精神の育成の道場 としての役割 も果たしていた。これは、宣教師た

ちが宣教のために行 った教育以上の効果を韓国人にもたらしたということである。1894年 の

日清戦争の勃発とその結果が韓国では民族的大覚醒運動に発展 させることになった。

独立協会の設立 と民族主義者による自主国権 ・自由民権 ・自強運動が、全国的に拡散 して

いくのであった。猛烈な勢いをもっているキリス ト教の啓蒙運動は、統監府の教育政策に対

抗する形で現れることになった。特に韓国キリス ト教の女性教育は、1894年 の甲午改革の年

から、1910年 の 「日韓併合」が成立するまでの10年 間が もっとも盛んな時期であった*23。

1910年 の一般私立学校 と宗教学校を合わせると、2,250校 にも上っていた。この私立学校は

「朝鮮教育令」、「私立学校規則」が公布 された1911年 には、1,467校 に大幅に減少 していた。

「改正私立学校規則」が公布 された1915年 の1,082校から、1918年 には、775校 にまで減少 して

いた*24。朝鮮総督府の教育政策に最 も大きな影響を受けていたのが、キリスト教が設立 した

学校であった。1910年 代の韓国宗…教学校の95%以 上が、キリス ト教系学校であ り、初等教育

機関を含み総数822校 が全国に設立されていた。 しかし、1925年 以後、総督府から許可され

たのは、全体の10%程 度となって しまったのであった*25。朝鮮総督府は教育と宗教の分離を

謀るために、公教育を重視するという名目で強制的な教育政策を行い、教育の独占を謀った

のである*26。

こういった総督府の教育政策 に抵抗 したの も、宣教師を中心 とするキリス ト教系民族学校

であった。1930年 代、皇民化政策により、民族精神が抹殺 されようとする危機にあっても最

後まで神社参拝を拒否すると共に、ハングルを使用 し、民族意識 と信仰を守ろうと努めたの

がキリス ト教系学校であった*27。そして、近代韓国の民族指導者の大部分が、YMCA(1903年

設立)、YWCA(1922年 設立)の 出身であった。特 に、儒教的な保守主義社会の中で、暗

い 日々を送 っていた韓国女性を解放 し、教育の機会を与えることで多 くの女性指導者を育成

し、女性解放運動会を結成 させたのである*28。1880年代に、プロテスタントが伝来 してから、

人権論、民衆の倫理的覚醒(酒 、タバコ、アヘンの禁止など)を 中心に行われた民衆運動が、

日韓併合後から国権回復運動に発展 していた。そ して、 日本の植民地支配下においては、 自

主独立運動の拠点 としてその役割を果た したのである。また、植民地解放以後には、反共運

動へ参加 し、その組織力 と政治力をもって活躍の場を広げていった*29。いずれの政治的局面

においても、キ リス ト教が行った教育が、韓国的民族主義を成立 させ るために大きな貢献を

していたといえる。
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3.韓 国 的 キ リス ト教 の成 立

基督教が韓国で本格的な宣教活動を開始 した19世 紀末は、すでに前章で述べたように近代

化の陣痛を経験 していた時代であった。新 しいキリス ト教との出会いは、儒教理念の封建専

制主義の社会体制が崩壊 しつつ、民権思想を基本 とする近代市民社会が形成されていく一つ

の過程であったと思 う。保守 ・封建的な執権勢力 と、進歩 ・改革勢力の葛藤と摩擦であった

急進的な開化派による甲申政変が失敗 に終わり、韓国における近代化の道は閉ざされたかの

ように見えたことは事実である。急進的な開化は、一部知識人たちによる無理な改革の推進

だけでは民衆の自覚をうながすことはできなかった。代わりに外勢の力による開国は、西洋

からの新たなキリス ト教によって、伝統的な精神文化を大 きく揺 さぶられることになった。

朝鮮末期に形成された三つの民族主義思想は、反外勢、反帝国主義を唱えていたが、そのバ

ッシングの中心的な対象であったキリス ト教が今になっては、韓国入の民族精神を育成する

場に転ずることとなった。

キリス ト教の教勢の拡大は、1895年 の 「東学農民戦争」、「日清戦争」、「甲午改革」を境に

急速に成長するのであった。むろん、朝鮮の経済 ・政治 ・社会の構造的変動が起 こる時期で

もあり、儒教的体制の脆さが露わになったことも原因であるといえる。こういった時期 を経

る度に、キリス ト教教会に集まって来る民衆の数が増え、キリス ト教信者の増加を*30顕著に

表 していた*3'。特 に、東学農民戦争が きっかけで勃発 した 「日清戦争」後、保守的な政治路

線を支持 していた清国が、日本軍に敗戦 したことは朝鮮社会に大きな意識の変化をもたらし

た。これまで朝鮮半島内で活動が禁止 されていた宣教師たちの宣教活動 も容易になってきた。

それ も、日清戦争後政治的主導権 を握った日本政府と、朝鮮王朝が行 った近代化政策(甲 午

改革)の 影響を受けていたのである*32。一般民衆がキ リスト教に多 く参与するようになった

のは、儒教思想による封建的な社会構造から脱出しようとする心理的な側面 を挙げられる。

また、生命 と財産の保護 を受けられるという 「安心立命*33」の避難所としての教会に、現実

的な目的を持 って人々が訪れていたのである。1894年 の東学農民革命を見ると、第1次蜂起

時には 「斥洋斥倭」をスローガンとしていたのに対 し、第2次蜂起では 「斥倭」の性格だけ

が強調 されるようになっていた。東学農民革命が失敗に終わった後に、東学農民戦争に参加

していた東学徒たちの教会 に入信 して くる数が増えてきた*34。これは東学運動の失敗と、東

学組織 に失望した民衆がキリス ト教へ入信 していたことによるものであった。キリス ト教は、

反封建的 ・反侵略的な理念 を掲げて戦ってきた東学徒 を受容することによって、勢力を拡大

することができた。韓国的キリス ト教の性質である、反封建的な思想、自主、独立理念がよ

りはっきり現れることとなったということは予測できる。

また、1902年5月22日 の 『キリスト新聞』の記事を見ると、"京 畿南方地域では、東学徒で

あるということはで きないが正当な権利 を得るために教会を訪ねる者がいた"と 掲載されて
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いた。東学は韓国の伝統的な宗教思想の核心的な要素を含んでいただけでなく、韓国民衆の

苦難 と解放の問題を提示 し、解決 しようとした民族主義思想を形成 した初めての宗教集団で

あった。そ して、「宗教体験」 と 「社会変革」 という 「教」 と 「政」の主題が*35、調和 され

た中、民衆の力によって東学農民革命 は蜂起 したのであった。 しかし、無惨にも東学農民:革

命が失敗 して以後、これまで斥洋の対象であったキリス ト教と西洋文化が開化意識に変わる

ようになった。キリス ト教勢力の拡大は韓国の近代化 を支える力に成 り代わるのであった。

そ して、開化運動の温床 として、韓国人に自主 ・独立の意識を鼓吹させる民族主義的な愛国

思想を形成 させた*36。いわゆる民族主義と融合することによって、前近代的な社会体制と日

本帝国主義に対抗する組織 に変身した。東学農民戦争で敗北 した人々は、キリス ト教が持ち

込んだ西洋文物を通 じて、「開化」 と 「自主」 を目指 し、救国の方便 として西洋の精神文化

を利用 しようとした。キ リス ト教へ入信 した理由は、封建体制 と戦った反封建的な意識 と、

日本帝国主義 との戦いに結びついたものであり*・7、東学運動に参加した時とほぼ同 じ理由で

あろう。キリス ト教の洗礼を受けた人の数にもその変化が現れていたのであった。「日清戦

争」が勃発する前年である1893年 には、236名 であったが、 日清戦争後、1896年 にキリス ト

教の洗礼を受けた人は、500人 に達 していた*38。

キリス ト教の布教政策と密接な関係がある近代的な教育システムを通 じて、多 くの愛国啓

蒙運動が展開されるようになった。実際、キリス ト教者たちの教育によって、救国運動が行

われ、多 くの韓国人が刺激を受けていたといえる*39。その刺激の賜物が韓国独 自の民族主義

を形成する背景になっている。韓国キリス ト教の民族運動は、1896年7月2日 に"朝 鮮人のた

めの朝鮮"と いう政治的なスローガンを掲げ、開化派も参与 し、設立させた 「独立協会」と綱、

その創設に伴 う独立協会運動に起因している。独立協会を構成 している代表的な人々は、徐

載弼、尹致昊、李商在、南宮檍などの開化思想の持ち主たちと、それを支える下部組織であ

った 「培材学堂内」の*4'協成会員たちであった。民族の独立 と文化的伝統を守 り発展させよ

うとする独立協会の主要メンバーである李承晩、周時経を始め多くの人たちは皆キリス ト教

の信者であった*42。その本来の目的と使命は、朝鮮の完全独立、そして立憲君主体制の自由

政府 を樹立するということにあった*43。「独立協会」は、開化思想を持 っていた少数の官僚

の組織から、次第に民衆の参与による大衆的な組織に発展するようになった。この独立協会

の影響が増大することは、朝鮮の官僚を初め諸外国にも脅威であった*44。この独立協会に参

加 していた彼 らは、いわゆる民族主義者と呼ばれていた。

また、「独立協会」の設立 とキ リス ト教の関係は、当時、アメリカ系プロテスタン ト宣教

師アペ ンゼラー(H.G.Appenzeller)を*45中 心に、教会の力によってその活動が可能であった。

また、その民族運動の活動を通 して、韓国的キリス ト教がその形成を見せ始め、民族主義 を

成立 させ る機運が強 く現れるようになった。独立協会運動は、韓国社会の封建的な要素を克

服 しようとする近代的な社会改革の性格を帯びていた*46。独立協会の運動は、市民参加型の

運動 として韓国における市民運動の発祥であったといえる。独立協会の活動によって、1896
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年末には2千 名に上る会員を確保 してお り、「為国忠君」的な大衆集会が開かれると、1千名

ないし、2千 名の民衆が集まって来たといわれている。こういった集会を通 じて、独立協会

の指導者だけではな く、自由 ・民権思想に接 しやすかったキリス ト教者たちの参加 も多 く見

られていたようだ。当時、独立協会に参与した多 くの知識人とキリス ト教者は、民族のアイ

デンティティー形成と、西洋の政治思想、立憲制や議会開設などを取 り入れることで何 とか

国を立て直そうとしていたのである。彼 らの活動はいわば、文化的 ・社会的 ・政治的制度の

領域における変革 を渇望 していたことの証であったといえる*47。1900年代頃、ソウルにいる

と推測 されるキリス ト教信者の数は、1,500名 であったが、彼らは大衆動員と民権運動の前衛

的な行動隊として活躍していた*48。そして、日本の進出が進み、韓国の国運に雲がかか り始

めると、この独立協会は、朝鮮半島における自由民権運動と自主国家運動に大 きな貢献をし

ただけでなく、韓国の開化 と独立運動の先頭に立っていた。

当時、キリス ト教会と独立協会のメ ンバーは、全人口の80%が 農民であった朝鮮人の経済

基盤を向上させ、民族の独立を勝ち取るための農村教育にも力を注いでいた。農村啓蒙運動

を通 して、農土改良と農作物の多収穫iを計らい、農村社会の近代化に向けて、農事講習会な

どを行 う事で成果を上げつつあった。 また、抗 日経済運動の一環 として、「日本商品不売運

動」や 「抗税運動」などを通 じて、直接的で現実的な対応をもしようとしていた糊。 この抗

日経済運動にも、一般キリス ト教信者たちによる生存権獲得運動の性格が強 く表れていたも

のであった。このような抗 日経済運動 に参加 したのは、韓国経済階層の中でもキリス ト教を

受け入れていた、主に商工業に従事 していた人々であった。また、キリス ト教系知識人たち

とその関連団体は、朝鮮半島における外勢による利権侵食、経済的な侵略に強 く抗議 をする

ことによって*・・、民族の経済基盤の保護 と民族文化擁護運動にも関わるようになった。

そ して、新文化運動を通 じて、独立運動を進めるという狙いから、多 くの文化人が教養、

文芸、女性、児童などの雑誌の創刊 と、民族言論紙の創刊にも積極的に参加 していた。特に、

聖書の翻訳や教育を通 して、ハングルを実用的な文字に成長 させ、国民全般に普及する役割

を担い、文盲をなくし、民族の開化と民権自主思想の鼓吹に結びつけようとした*51。これら

の活動を通 じて、民族独立の精神を形成 させる目標をもっていた。また、キリス ト教会では、

韓国人による主体的なキリス ト教文化を創出するために 「基督新報」や 「基督 教雑誌」を創

刊 した。この出版事業を通 じて、教会活動の宣伝に留まらず、一般外交事情、政治問題、社

会分野の記事 も掲載 していた。その中で も、基督教人関連の独立運動や事件に関する報道 も

比較的克明に知らせることで愛国啓蒙運動 としての役割を果 していた*52。これらの基督教系

の新聞や雑誌が、1906年 か ら1940年 の問に創刊 された種類 は、164種 にも上っていた*53。そ

の中には、民族系の新聞や雑誌も多 く含 まれてお り、これまで外国の宣教師や宣教部が独占

していた基督教出版や文化活動に、民族主義的な次元からの民族問題や社会問題を提示 しな

がら、参加するようになった。
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4.独 立運動 と韓 国的キ リス ト教

朝鮮朝末からの自国保護政策の一貫であった鎖国政策 も、 日本国の力によって解除され、

開国したけれ ども自主独立を守る開国ではなかった。開国から30年後、有史以来初めて他国

による植民地支配を受けることになった。それも朝鮮王朝 を開国への道に導いた日本帝国の

植民地 として、1945年8月 の解放を迎えるまで、約35年 間に渡 り、植民地支配を受けること

になった。 日本帝国の植民地 として、韓国は、政治的弾圧、経済的搾取、文化的抹殺、社会

的差別などの民族的悲哀を切実に受け入れなければならなかった。主権を失った韓国の民族

主義者たちは、当然の如 く失った国権を取 りもどすために、様 々な形の独立運動を国 ・内外

で積極的に行 った。そ して、政治運動の団体 としても、その中心的な役割を果たしていたの

が数多 くの宗教団体であった。特に、多 くのキリス ト教関係者たちによる救国の活躍は、多

方面において行われていた。

キリス ト教精神で武装 した民族主義者たちは、おおむね自主独立の基盤 となる実践的な教

育を受けてお り、民衆を啓蒙することにその力を注いでいた。また、キリス ト教信者たちは、

神を信じる宗教的力と政治的、経済的な実力を養うとい う内実的な目標 を設定 し、近い将来

にくる独立に備えようとした。韓国的キリスト教の成立は、受容及び布教過程で見 られたよ

うに、他の宣教国で行っていたような植民地拡張的な帝国主義による政治的要素 と、資本主

義の商業的要素が比較的に少なかったことに起因 していると思われる。このことで韓国のキ

リス ト教者によって、独自のキリス ト教が成立し、韓国的民族主義を形成することができた

といえる。もちろん宣教師たちの中には、西洋文明の優越感と政治的優越民族である自負心

をもって、韓国人に接触 した人がなかったわけではない。 しか し、韓国人がキリス ト教に対

して持つ情熱は、どの東洋の国のキリス ト教者たちよりも積極的であった。韓国のキリス ト

教者たちは、侵略的な日本の植民地統治に対し強い抵抗を展開したのであった。

また、朝鮮末期のプロテスタン トの受容は、民衆 レベルからの政治的、社会的、文化的要

請によるものでもあった。それは、国権回復を達成するために願う、民族主義的な要請であ

った*54。そして、旧韓末に養成されたクリスチャンたちは、東学を構成 していた人材 と同様

に下層平民階級 と、両班たちを中心する人々から出現 しているのであった。さらにキリス ト

教には、封建的な社会構造 に抑圧されてきた女性たちも数多 く参加 していた。

日本帝国の韓国に対する植民地支配は、政治 ・軍事的な強圧支配であると同時に、経済的

収奪 と宗教的及び思想的支配を伴って行われたものであった。このことはむろん、韓国人た

ちに、人間喪失、民族意識喪失の危機をもたらした。従って、韓国キリス ト教には、西洋の

キリス ト教 とは違った形の信仰体系、いわゆる民族主義的な信仰体系を徹底することを通 じ

て内面化 されたという経緯がある。 日本総督府の宗教に対する基本的な政策は、懐柔 ・利用

と弾圧 ・撲滅という二重弾圧政策であった。民族的傾向が強い宗教に対 しては、妨害と撲滅
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が企て られていた。外国の宗教であるキリスト教は、'旧韓末から国権回復運動に大きく関わ

りをもって成長 した。前近代的な政治運動を行っていた他の宗教団体とは異なる愛国的、民

族的傾向をもった政治運動団体 として、東学 とも異なる宗教団体の性格をもっていた。その

ために、他の宗教 とは違った形で、日本帝国の宗教政策による極めて激しい弾圧と干渉を受

けるようになった*55。

韓国における初期のプロテスタント宣教政策や宣教師たちは、政教分離の政策と原則に忠

実な信奉者たちであった。 このことから、韓国人クリスチャンたちが行っていた民族独立運

動 と、政治への関与に不満 を抱いていたことも事実であった。当時の外国人宣教師は、日本

帝国にかなり密着 してお り、朝鮮総督府による朝鮮統治を歓迎していたといわれている。当

時の教会は、宣教活動の保護を得るために政府の動 きに敏感に対応 していた。そのため、 日

本帝国の宗教政策だけではなく、帝国主義的な日本の政治政策を庇護する立場をとって、迎

合 したこともしばしばであった*56。宣教師たちは、韓国のキリス ト教教会が政治的な問題に

関わりをもつことに反対の立場をとっていたため、教会や宣教師に対する葛藤や不信なども

生 じていた。プロテスタントの政教分離政策が結果的に、これらの宣教師や教会から逃れる

ために、韓国独自の民族主義による教会 を成立させた。教会の自立と自治運動を通 して、民

族の救援 を信仰形態によるのではなく、政治的な組織に発展させることに眼目をおき、その

基盤を調整 し始めた。

韓末愛国啓蒙教育 と*57新教育を受けた青年や先覚者たちの自主独立に対する期待は、日に

日に大きくなってきたのであった。その結果 として、「3・1独立万歳運動」が*58考 えられた

のであった。この3・1独 立万歳運動は、1919年3月1日 に天道教、仏教、プロテスタント系キ

リス ト教のような宗教団体が、連合 して起こした民衆たちの民族独立運動であった。その中

心的な役割を担っていた宗教組織が、キリスト教であるといわれている。「3・1独立宣言書」

に*59署名をした33人 のうち、16名 がキリス ト教徒 であった。当時のキリスト教は、40年足 ら

ずの比較的短い歴史 しかもたない宗教であり、25万 の教勢を持つ外国からの宗教であった。

しか し、キリス ト教の活躍は、100万 の教勢を持つ民族宗教であることを自負 していた天道

教や、伝統的な宗教である仏教や儒教よりも圧倒的な活躍ぶ りを見せたのであった*60。キリ

スト教は、3・1独 立運動 を通じて、民族の宗教 としての指導的位置を築くようになったので

ある*61。3・1独立万歳運動は、日本帝国の植民地支配を克服 しようとする現実的な試みとし

て現れた民族主義であった。3・1運 動を経験 したキリス ト教知識人及び指導者たちは、3・1

運動の失敗の原因を政治的力量の不足として切実に感 じるようになった。そ して、韓国のキ

リス ト教会は積極的な抗 日運動闘争の拠点になるより、非政治的な民族啓蒙運動を通 して民

族意識を鼓吹し、民族の力量を向上させ ようとする一方、保守的で来世的な信仰に流れるよ

うにもなった*62。1920～1930年 代 に、キリス ト教の農村啓蒙運動、識字教育運動、節制運動、

夜学運動、文書運動、女性運動を積極的に推進するようになった理論的根拠 もここに見出す

ことができる。韓国キリス ト教者は、福音にたいする徹底 した信仰 と共に 「民族独立」に対
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す る確 固 た る信 念 を持 ち 、様 々 な抗 日民 族 運 動 に も参 与 して い た 。

日本 帝 国 は、 韓 国 キ リス ト教 が もつ強 力 な 組織 力 を分 散 させ る ため に 、 日本 キ リス ト教 会

を利 用 し、 韓 国 教 会 との連 合 の 道 を模 索 す る よ う に な った 。 当時 、韓 国 キ リ ス ト教 教 会 は、

総 督 府 が進 め て い た 「天 皇 崇 拝 」 と、 「神 社 信 仰 」 とい う政 治 的 な文 化 イ デ オ ロギ ー に対 し、

反 発 して い た 。 そ して 、外 国 宣教 師 も欧 米 諸 国の 世 論 に対 し、 紹 韓 国 が 置 か れ て い た 政 治状

況 を知 らせ る役 割 を して い た の で あ っ た。 日本 キ リス ト教 会 は、韓 国 の キ リス ト教 会 に対 し、

神 社 参 拝 を 国 民 儀 礼 と して受 け 入 れ る よ う説得 す る役 割 を引 き受 け る こ とで 、朝 鮮 総 督 府 の

韓 国支 配 に 協 力 した。 日本 総 督 府 は 、民 族 宗 教 の 勢 力 を弱 体 化 させ る ため の 宗 教 弾 圧 、分 離

政 策 を実 施 す る と共 に、 神 道 や 日本 組 合 教 会 に対 し、 日本 的 宗 教 支 援 政 策 も平 行 して行 って

い た ので あ る 。

(注)

*1韓 国宗教社 会研究所 『韓 国宗教年鑑』1995年 度版、ヱ 司を碧赳1995p.312

*2盧 致俊 「日帝下韓 国基督教民族運動研究』韓国基督教歴史研究所1993p .ll

*3金 玉均 、朴泳孝 、徐載 弼な どの人物であ り、彼等 は急進 的な改革革 命であ る 「甲申政変』 を起 こし

た張本人た ちで ある。

*4李 萬烈 「韓 国基督教文化運動史』大韓基督教出版社1987pp .32-33

*5韓 国宗教法学会 『宗教法判例集』育法社1982p .32

*6徐 洸善 「韓 国基督教斜 新認識』大韓基督教 出版社1985p .11

*7丐 旦そ1冒刊1974p .84

*8イ ザベ ラ ・バ ー ド著 、朴 尚得訳 『朝鮮奥地紀行』2、 平凡社1994p.210

*g重}号71昇 、三正『弖こ子司 「重}号71昇ヱΩ1望子入ト』1、71昇5丑{}入 ト1995pp.254-255

*10李 萬列 「韓末基督教 人q民 族意識q形 成過程」 「韓国基督教斗 民族運動 』宗路書 籍出版1986p .12

*11重}号71昇 ヱq子 司 「を号71昇 ヱ91q子 人}』1 、71昇 ヱ{≡…・入1-1995p.254

*12李 萬列1986P .12

*13当 時教 会 は、「外 国人の所 有及び所有地」であ り、 「治外 法権 的領域」 と して認識 されていた。 教会

のシンボルであ る十字架 とアメ リカの国旗 である星条旗 を掲 げていた教 会は韓国人の避難所 になったの

であ る。

*14ア メリカ北 長老 会が派遣 した医療宣教師ア レン(HoraceNewtonAllen)が 、1884年 済物浦 に上 陸す

ることで始 まるので ある。

*15柳 東植1975p .125

*16金 得幌1960p 。70

*171884年 、急進的 な改革派 の革命が起 こった とき重傷 を負 った閔泳翊 をアメリカ北長老 会の医療 宣教

師 アレンが 治療 した ことによって、高宗 と閔妃 及び政府側近 の人々に信 任 を得たのが最大 の要 因であ る

といえる。 そ して、 甲申政変 に関わ って処刑 された洪英植の家 を賜 り、1885年4月 に廣恵院(後 に、済衆

院 と改称)と い う韓国で最初の西洋の近代式病院 を建てたのであ る。

*18望 冫蓉u刊1974p .79

*19朴 孝 生 「韓国到 開化斗 基 督教」 『韓 国基督教斗 民族運動』宗路書籍出版1986p .76
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*20韓 国に初 めて宣教 師を派遣 した国 はアメ リカである。1882年5月 に締結 した"朝 美修好通商条 約"が

契機 になった といえる。AllenD.Clarkの 調 査 によると、1893年 か ら1983年 まで韓国で宣教 活動 に従 事 し

た宣教 師の数 は1,952名であ り、その中1,710名 がアメ リカ人宣教師であ った。 その アメリカ人宣教 師中解

放以前 に韓 国に入国 した人は、637名 であ ったとい う。 アメ リカ人宣教 師の割 合は、全体 の87。6パーセ ン

トを占めてお り、韓 国キリス ト教 とア メリカ との関係性 を見 ることがで きると思 う。

【AllenD.Clark,ProtestantMissionariesinKoreaMission,1893-1983,C.LS.ofKorea,1987】

*21徐 光善1985p .21

*22聾 刈召、 蔵 田雅彦1995p.351

*23暑 司翅 『日本基督教 潮 歴 史的性格』 韓国基督教歴史研究 所1995pp .285-289

*24朝 鮮総督府 『朝鮮総督府統計 年報』1918p .1002

*251910年 の 日韓併合時 には、韓国の学校 は2,088校 であ り、キ リス ト教 系学校 は755校 で あった。 しか

し、併 合後 には778校 の学校を、1911年 には677校 の学校 を、1913年 には483校 の学校 を廃校 したのである。

要す るに韓 国人 による教育 と、宗教 関係者 た ちによる教育 に対 し、その教育の道 を止め ようとした とい

わざるを得 ない。 【李宣教 「匸}八1紐剋 州。複}愈 韓 国基督教 史』署喫含豊1993p.22】

*26李 省展 「起ヱ朴 舛 望刈苛 丕祖到 ヱ昇 」 「妊号フ1昇ヱ斗9朴 』刈3重 、フ1昇ヱ{}杆1994P.185

*27蔵 田雅彦1995p .g4

*28柳 東植編 「韓 国キリス ト教神 学思想 史』教文館1986p48

*29伊 以欽1994P .206

*30国 運 が傾 き始 めた1895年 に746名 で あ った信 者の数が 、1898年 には8,496名 にな り、1900年 には、

18,081名 に拡大、発展 していた といわれてい る。 【金成俊 『韓国基 督教會 史』基督教文化社1993p.102】

*31召 咽λ1『韓国社会舛 改新教』 重}{}窘魁lgg5p .17

*32全 龍福 「韓国長老教会潮 分裂 斗 一致運動」 「韓 国長老教会史』成光文化社1980pp .32-38

*33尹 慶老 『韓国近代史到基督教的理解』 歴民社1992p .22

*34李 萬烈 『韓国基督教斗 民族意識」知識 産業社1991pp270-271

*35。1赳 刈 「東学斗71等 ヱ 」 「韓国宗教文化 叫71等 ヱ.』を暑≒}¥}1996p.235

*36朴 孝生 「韓国到 開化斗 基督教」 『韓 国基 督教斗 民族運動』宗路書籍 出版1986p .86

*37李 萬烈 『韓国71暑 ヱ教受容史』早 司時代 出版1998p .465

*38ChallesAllenClark著 叫曽幵訳 『韓 国教 会斗 司司♀ム宣教政策』大韓基督教書会1994p .97

*39工ニヌ1{}「重}豊91モ}匸n竍斗71昇 ヱ 」 『く⇒入}・旧1瑠』 フ弔イ}27堂、『入ト暑ズ1(1弖こ子杢1994P.307

*40独 立協会 とは、1897年7月2日 から1898年12月 まで存続 してい た韓 国最初 の近代的 な社会政治団体 で

あ る。創立者 は急進的な改 革派の 中心 メンバ ーであ った徐載弼 であった。彼 は 甲申政変の失敗後 アメ リ

カに亡命 し11年 ぶ りに帰国 し自由主義 と民 主主義的改革思想 で民衆 を指 導、啓発 し民衆の力で 自主独立

国家建設の必要性 を主張 し、独立協 会を設立 した。

独立協会 の活動は、① 愛国啓蒙運動、② 国権守護運動 、③ 国土守護運 動、④ 利権守護運 動、⑤ 人権保

障運動、⑥改 革内閣樹 立運動、⑦ 国民参政 運動、⑧政治変革運動 などである。独立協会は19世 紀末韓半

島 を取 り巻 く列強の勢力均 衡が取れ ていった時期 に自主 国権 ・自由民権 ・自強改革の思 想 を持ち、民族

主義 ・民主 主義 ・近代 化運動 を推進 させ た。そ の後 、日帝 の主権侵略 ・収奪 と植民地統治過程にお いて

抗 日独立運動 と国民国家樹立な どの韓国民族運動の内的推進力 になった組織である。

*41培 材 学堂 は、1886年 に韓 国で最初の常住 ア メリカ宣教 師であ るHenryGerhardAppenzellerが 建 てた韓

国最初 の ミッション ・ス クー ルであ る。培材 学堂 とい う名 は、 国王 である高宗が直接校名 を付 け、下 し

賜った名前で ある。す なわち、教 育事業 を朝鮮政府が承認 した ことを意味 しているのである。

*42招 ぞ奇 「韓国基督教斗3・1運 動」 「韓国基 督教 斗 民 族運動』宗路書籍 出版1986p .341
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*43閔 庚 培 『韓 国 基 督 教 社 会 運 動 史』 大 韓基 督 教 出版 社1990p .70

*44姜 在 彦 「朝 鮮 の 開 化 思 想 」 「姜 在彦 著 作 集 』 第3巻 、 明石 書 店1996pp .193-194

*45ア ペ ンゼ ラ ー(H .G.Appenzeller,1858-1902)、 最 初 の韓 国 改 新 教 宣 教 師 。 培 材 学 堂 を始 め 、 梨 花 学

堂 な ど学 院 宣 教 活 動 と三 文 出 版 社 を設 立 し、英 文 月 刊 誌 を発 行 し、 韓 国 の 政 治 ・社 会状 況 を伝 え る役 割

を な した 人 で あ る。 【http:〃www.nathanjo.net/data/apPenzelleLhtml】 参 照

*46李 萬烈 『韓 国 基 督 教 叫 民 族 意 識 』 知識 産業 社1991pp .358-359

*47金 子 啓 一 「今 日の 韓 国 にお け るキ リス ト教 」 『明 治 学 院大 学紀 要 』19、 明 治学 院大 学1987p.170

*48李 萬 烈1981p .56

*4g金 成 俊1993p .136

*50宋 吉 燮 『韓 国神 学 思 想 史 』 大 韓 基 督 教 出 版 社1994p .ll4

*51宋 吉 燮1994pp .189-197参 照

*52韓 国基 督 教 研 究 所1995p .71

*53李 萬 烈 『韓 国基 督 教 文 化 運 動 史 』大 韓基 督 教 出 版社1992pp .410-423の 基 督 教 系 新 聞 ・雑 誌 一 覧表 を

参 照

*5401看 司1987p .80

*55蔵 田 雅 彦1995p .31

*56そ}暑 气z一「重}号71等5zモ ∋ 剋 丕 手 ≦判瑚015艮 し:卜」 「9入干日1竭』 翔 イ}27弖 、雪 入予{}刈q子 ご杢1994P .326

*5720世 紀 初 め に 日本 の支 配 に対 し、 言 論 、 出 版 、 教 育 、民 族 産 業 育 成 な どの活 動 を通 じて民 族 意 識 の

高 揚 と国 権 回 復 を は か っ た民 族 運 動 。 【『朝 鮮 を知 る事 典 』 平 凡 社1986p.1】

*583・1独 立 運 動 は 、独 立 運動 の3大 原 則(大 衆 化 、 一元 化 、非 暴 力)を も って 、 全 国的 に1,214回 展 開

され 、2,023,098名 が 参加 して行 わ れ た民 族 運 動 で あ る。

*59「3・1独 立 宣 言 書 」1919年3月1日 の 独 立 運 動 の 際 、 民族 代 表33人 が 韓 国 の 独 立 を宣 言 した 文 。 宣 言

文 は 、1,762字 で 作 成 さ れ た。 独 立 宣 言 書 は、 祖 国 の独 立 を 宣 言 した 内 容 と、 人 道 主 義 的 立 場 に立 脚 した

非 暴 力 的 で 、 平 和 的 な 方 法 で 民族 自決 に よ る 自主 独 立 の展 開方 法 を提 示 してい る も ので あ る。

*60召 鵯奇 「韓 国基 督 教 斜3・1運 動 」 『韓 国基 督 教 斗 民 族 運 動 』 宗 路 書 籍 出 版1986p .335

*61剋 冫暮日刊1974p .124

*62宋 吉 燮 『韓 国 神 学 思 想 史 』 大 韓基 督 教 出版 社1994p .255

*63韓 国基 督 教 歴 史 研 究 所1995p.280
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第9章 キ リス ト教 国へ の 兆 し と韓 国 的民 族 主義

1.ア メ リカ軍政 の始 ま りとキ リス ト教の復 活

1943年11月22日 に、終戦後の朝鮮半島の処理方案を論 じるために、カイロで開かれた米 ・

英 ・中の三国首脳会談では*'、韓国が 日本から解放 された後、適当な時期に独立するべきで

あると宣言 していた*2。そ して、1945年8月15日 に、日本の植民地支配から解放されることに

なるが、朝鮮半島は解放 と同時に南をアメリカ軍に、北をソ連軍の手によって、分割占領さ

れるという二重の性格 を持つ ものであった。9月8日 に韓国の仁川に上陸 したアメリカ軍は、

韓国市民がアメリカの敵国である日本帝国の一部であったことから、降伏 した日本 と同様の

扱いで、被占領国としての規定を適用 したのである*3。韓国の民衆は日本の植民地支配から

解放された喜びを味わうまもなく、「ヤルタ会談」 に従い、国土を南北に二分する38度 線が

設定 されることとなった。本来この38度 線(現 在は休戦中であるため軍事分境線となってい

る)は 、アメリカ軍 とソ連軍によって、朝鮮半島に残留 している旧日本軍の武装解除をする

ために暫定的に設けられたものであった。 しか し、この38度線は今 もなお韓半島から消える

ことなく、政治的、軍事的な分境線 とな り、韓国民族の悲 しみの境界線になっている。また、

植民地支配からやっとの思いで解放はされたが、当時韓国には独 自の政権 を樹立するほどの

国際的な政治力や経済的な基盤がなかった*4。解放は深刻な経済状況と政治的無秩序な状況

を克服するためにも、占領軍であ り、解放軍として南韓半島に駐留するアメリカ軍政の力に

依存するしかなかった。

アメリカ軍政の朝鮮進駐 は、対日戦の戦略的な性格を帯びている軍事的占領 として、アメ

リカの利益 を追求する方便の一つとして実施 された*5。米軍政による統治により、政治のみ

ならず、経済、社会、文化などのすべての側面 において、これまで考えもしなかった急激な

変化を体験:しなければならないことになった。1945年12月 に、モスクワで米 ・ソ ・英の三 ヶ

国外相が集 まり、政治的に不安定な韓半島を5年 間にわたって信託統治とする案が決議され

た*6。しか し、「モスクワ協定*7」によって設立された米 ・ソ合同委員会の米 ・ソ両国は運営

を通 じて、互いに朝鮮半島における政治的な主導権を掌握 しようとした*8。米 ・ソ両国のあ

いだで政治的利害関係の意見に折 り合いがつかず、委員会は難航することになった*9。朝鮮

半島は分裂 したままの状況で、南ではアメリカの軍政が始まり、軍政下で単独政府の樹立を

推進する動 きが出てくるようになった*1〔'。

アメリカ軍政期とい うのは、日本による植民地支配とほぼ同じ政治支配体制であった。ア

メリカは韓国を軍事的な占領地 として、立法、司法、行政を完全に掌握 してお り、軍人によ

る直接統治を行った*1'。アメリカ軍はソウル進駐 とともに軍政を実施 してお り、解放された
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領土 というよりも、占領軍に征服 された占領地としての性格が強かった*'2。これは韓国人に

とっては、日本植民地下の状況と何ら変わりのない軍事的力による統治であった。この特殊

な軍事統治体制を構築 した軍政は、韓国にアメリカ式再教育を通 じて、自由民主主義とキリ

ス ト教 を導入する基本 目的を持っていた。 しかし、アメリカ軍政当局は、韓国独立に関する

具体的な政策や韓国占領に関する事前の準備がなかったため、従来の組織を利用するしかな

いというお粗末なものであった*B。 アメリカ軍占領期 における韓国民衆の経済的な生活状況

は、政治的、経済的な困難を伴い、日本植民地統治下の時代よりも悪化していた。解放当時、

韓国の全財産の80%以 上を所有 していたのが日本人であったが、それら財産の所有権をアメ

リカ軍の所有 とした。アメリ、力軍政下 においては、日本帝国の残材を精算するという表面的

な意義の下で帰属財産処理によって、日本人が経営 していた数え切れないほどの工場が閉鎖

されることになった。そして、農地改革を行うという名目で農民たちの土地が取 り上げられ

ることで、生活状況は益々悪化していった*'4。また、貨幣:制度の改革によるインフレ現象*15、

つまり天文学的な数値の物価上昇が*'6、民衆の生活を破綻に導いた。一般民衆の生活は、工

業生産の萎縮 と生活必需品の不足から、最低の生活を強いられる経済的困難期を迎えるよう

になった*17。

こういった社会状況の中で発足 した 「韓国民主党」は、1945年9月8日 に、アメリカ軍が朝

鮮半島に進駐する日を起点に、発起委員会を結成 した政党であった。韓民党は、アメリカが

韓国を占領することになると、アメリカ軍政に積極的に協力する方針を決定 していた。そ し

て、その 「韓国民主党」は、米軍政が行 う政策実行のパー トナーとして選定された政党で も

あった。そのため 「韓国民主党」の性格は、反共的で、保守的な人物 を中心に集めた政治結

社集団であった*18。韓民党を構成 している人々は、主にアメリカ留学を経験 した 「親米主義

者」たちを中心に*19、日本帝国末期に活躍 していた民族主義者であった。その一部には、解

放後に変質 した親日派、旧植民官僚、親 日地主勢力を代表する資本家勢力 も参加 していた集

団であった*20。軍政を開始するためにアメリカは、旧総督府体制の政治機構を合理的で、実

用的であるということでそのまま継承 させていた*21。そ して、旧総督府で働いた官吏を再任

する方針をとっていた。そのため米軍政期の臨時政府の官僚組織の構成員は、日本帝国の旧

官僚出身者及び経済人、外国留学者、キリス ト教徒と解放後結成した韓民党系の親米主義の

人々であった。

1945年10月5日 に 「行政顧問会議*22」という、アメリカ軍政の 「顧問機関」が設立された。

そこには、11名 の韓国人顧問が、アメリカ軍政によって任命された*23。その構成 メンバーの

内、6名がキリスト教の信者であり、さらにその内、3名 は牧師であった。 また、アメリカ軍

政庁の学務局の教育諮問機関として、10人で構成された 「朝鮮教育委員会」を*24発足 させた。

この 「朝鮮教育委員会」の委員の内、5名 がキリス ト教信者であ り、アメリカや 日本 などの

海外で教育 を受けた人たちと韓民党出身の人たちであった*25。後に、1945年ll月23日 には

「朝鮮教育審議会」 を*26発足 させ るのであった。アメリカ帰 りの李承晩と、韓国民主党(韓
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民 党)を*27中 心 とす る 「韓 国 臨時 政府 欧 米 委 員 会 」 の 中 に も、韓 民 党 の支 持 母体 で あ る 同志

会 で も、 そ の 人 事 は改 新 教(プ ロ テ ス タ ン ト)一 色 で あ っ た。 つ ま り、 韓 民 党 の 指 導 者 の 中

には 、改 新 教 の信 者 が 多 か っ た の で あ る 。

ア メ リ カ軍 政 庁 に韓 国 人官 吏 を選 択 、 推 薦 す る任 務 を一 手 に受 け持 って い た 人 物 が 、 朝 鮮

半 島 で 布 教 活 動 を して い た 宣 教 師 の子 供 、 ウ イ リア ム ズ(GeorgeZ.Williams)海 軍 大 領 で

あ っ た*・・。彼 は 韓 民 党 と密 接 な 関係 を持 って お り、彼 に よ っ て選 出 され た 官 吏 た ちの 大 半 が 、

韓民 党 に所 属 して い る人 々 で あ っ た*29。 ま た、 他 の 人選 に お い て も、 多 く をキ リス ト教 信 者

の 中 か ら選 ん で お り、 キ リス ト教 者 た ち は、 あ る程 度 の教 育 水 準 に達 して い る 中産 階 級 で も

あ っ た 。 人 選 の 基 準 と な っ たの は、 何 よ り も英 語 を巧 み に使 い こ な す 人 た ち と、 キ リ ス ト教

信 者 で あ る こ とだ った*30。 ア メ リ カ軍 政 は 、1946年3月 に 日本 帝 国 の 巨 大 な旧 官 僚 機 構 の 再

編 成 を行 っ た。 従 来 の 「局 」 を 「部 」 に 、 「課」 を 「處 」 に 昇 格 させ 、 「11部7處 」 の 官僚 機

構 を置 い た*31。 この 旧体 制 は、1948年 まで 維 持 され て い た*32。軍 政 後 に成 立 した 政 府 官 僚 の

総 数 は142名 で あ り、 そ の 中 の70名 以 上 が 、総 督 府 時 代 に官 吏 で あ っ た経 歴 を持 っ て い た*33。

1946年 か ら1947年 まで 、 軍 政 庁 に任 命 さ れ た 軍 政 各 部 署 の韓 国 人 局 長13名 中7名 が 改 新 教 信

者 で あ り、 彼 ら全 員 が ア メ リカ留 学 を経 験 した者 で あ っ た*34。彼 らは 、堪 能 な 英語 力 を行使

して お り、 い わ ゆ る 「通 訳 政 治 」 の*35一 員 と して 、 い と も簡単 に ア メ リカ軍 政 に入 り込 む こ

とが で きた*36。

韓 国 改新 教 会 は、 日本 の 植 民 地 に置 か れ て い る最 中 にお い て も、 ア メ リカ プ ロテ ス タ ン ト

宣 教 会 の 支援 を受 けて い た。 そ の た め 、 他 の 宗 教 団体 に比 べ 、 圧 倒 的多 数 の ア メ リカ 留 学 者

を 占 め て い た 。 韓 国 で ア メ リ カ留 学 が 本 格 的 に始 ま っ たの は、1910年 頃 か らの こ とで 、1940

年 まで の30年 の あ い だ に 、400人 ほ どの 若 い 青 年 た ち が ア メ リ カ に渡 っ て い た 。 そ の留 学 生

の 中 に 、 どれ ほ どの 改 新 教 信 者 が 含 ま れ て い たか につ い て は確 か な数 字 を 出 し、把 握 す る こ

とは 困 難 な こ とで あ る。 しか し、 国 を な く し苦 しん で い る韓 国の 若 い青 年 た ち に、 ア メ リ カ

留 学 を 勧 め た り、 現 地 で 大 学 を紹 介 し、 奨 学 金 を斡 旋 す る こ とが 出 来 る人 た ち とい うの は 、

アメ リカか らの プ ロテス タ ン ト宣 教 師 た ちで あ っ た こ とは確 か で あ る*37。 ア メリカ合 衆 国 に よる

軍 政 期 に形 成 され た 韓 国 の民 族 主 義 政 治 路 線 は 、左 翼 の 共 産 主 義 革 命 を徹 底 的 に粉 砕 し*38、

自 由民 主 主 義 体 制 の 確 立 に キ リ ス ト教 を 利 用 しよ う と した。 韓 国 の政 治 、行 政 的 な 側面 にお

い て 、3年 間 の ア メ リ カ軍 政 期 と 、李 承 晩 政権 の 樹 立 よ り、 韓 国 国 内政 治 及 び 国 際 政 治 の 基

本 性 格 で あ る 「親米 主 義 」 に よ る政 治 ・外 交路 線 の原 型 が形 成 さ れ た とい え る籾 。

2.初 代大統領 李承 晩 とキ リス ト教 内閣

李 承 晩 は 、 ア メ リ カ軍 の 専 用 機 に乗 っ て*4`1、1945年10月21日 に ア メ リカ か ら、南 北 に分 断

され て い た 祖 国 に33年 ぶ りに帰 国 して きた 。 李 承 晩 の帰 国 に 当 た っ て は 、海 外 で の34年 間 の
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抗 日闘争の実績 と、上海臨時政府の大統領 としての政治力が買われていたためであった*41。

後に、李承晩はアメリカ軍政の後押 しによって、1948年8月15日 に 「大韓民国」を樹立 させ、

初代の大統領として登閣した人物であった。彼は、11年 間とい う長期にわたっての独裁的で、

権威主義的な政権を維持 した人物 として も知られている。同時に、彼は敬虔なキ リス ト教

(メソジス ト)信 者としてもよく知 られている。 しかし、李承晩が政治政権の運用に、キ リ

ス ト教的な信条を持ち込んだことに関 しては一般には、あまり知 られていないのが事実であ

る。

李承晩は、1875年 に黄海道平山生まれの王族出身の両班ではあるが、すでに没落 していた

家門の出身であった*42。しかし、いかに没落 していたとしても、王族の子孫である輝という

プライ ドと自負心を持 って成長 した*44。後に、王室の子孫であるこの事実 を強調 しながら、

滅亡 した王朝に対する民衆の前近代的な未練を、新たな国家建設に利用 した節もある。そ し

て、李承晩は敬虔なキリス ト教の信者として、長期間アメリカに在住したことによって、ア

メリカ的民主主義を身につけている人物としても評 されていた。にもかかわらず解放後 に、

李承晩が樹立 させた新政府で見せた政治政策の運用は*45、儒教的権威主義に基づいた儒教的

教理の限界を超えられなかった。彼自身王家の後族 としてカリスマ的な支配体制を構築 しよ

うとした*46。それは、彼が成長過程で身につけた儒教的教育 に発しているとも思われる。彼

が西洋学問 とキ リス ト教に接するようになったのは、近代学問の発祥地である培材学堂に

1895年 に入学 し、宣教師たちと交流をもつようになってからであった*47。彼の優れた語学力

が学校関係者に高 く評価され、後に同校の英語教師を勤めた経歴を持っている。

その後、1904年 にYMCAの 宣教師の斡旋によるアメリカ留学 を経験するチャンスを得た*48。

彼はアメリカで近代的な政治思想を学び、1910年 の日韓併合直後に帰国し、キリス ト教青少

年会(YMCA)を 中心に活動を始めるのであったが、日本政府に追われる身になったため、再

び渡米しなければならなかった。渡米後は、牧師になるために神学を勉強 し、ハワイの韓国

人教会で教役者 としての活動を解放直前まで行っていた*49。そ して、教会を中心 とする在米

朝鮮人の独立民族運動を指導 し、海外民族運動の中心的な存在 として浮上するのであった。

李承晩の独立精神 に含まれている主な主張は、まず、西洋文明を指向し、反開化国である朝

鮮人民をキリス ト教化することによって、文明富強が可能であるというものである。「萬国

公法」に従い西洋文明国と同等の権利を得ることで、完全な自主独立を行使できるという考

えを持っていた*50。「キ リス ト教」 と 「萬民公法」を背景にしていた李承晩の政治路線は、

解放後現実化 しつつあった。

解放直後、アメリカ軍と共に韓国の政治舞台の主役として登場 した李承晩は、東洋哲学思

想 と西洋哲学の双方に土台を置 く歴史観と、敬虔なキリス ト教精神を背景にした民主主義を

基礎としていた*51。彼の政治観は、いわゆる和洋折衷された東洋と西洋がミックスされていた

独特なものであったといえる。李承晩はこれまでの韓国にはなかった新たな外交政策や政治

方針を取 り入れた。彼は 「親米主義」、「反共産主義」を全面的に表 に出すことを通 じて*52、
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連合国軍総司令官であったマッカーサーに高 く評価 されるようになった。彼の政治政策をア

メリカ政府が支援する決め手 となったのは、「親米主義」、「反共産 ・反ソ主義」以外 にも、

敬虔なクリスチャンであったことも見逃せない事実である。李承晩はしばしばキリス ト教精

神に基づ く民主主義を強 く主張 していた*53。このような政治方針を打ち出していた李承晩は、

国内での政治的支持基盤をほとんど持たなかったということが挙げられる。彼自身半生を外

国でそれもアメリカで暮 らしてお り、国内の不利な政治条件の中で、アメリカ軍政の力を得

なければならなかった。当時、李承晩の政治的な支持母体であったのは、北の共産主義の政

治的 ・宗教的な抑圧や弾圧から逃れてきたキリス ト教者たちと、反共産主義団体であった*54。

北で反ソ ・反共義挙を行った後、越南 してきた人々の数は、1949年 末までに200万 名以上に

達していた*55。李承晩は彼等 と共に共産主義に反対する思想で武装することにより、反共闘

争を通 じて新たな民族主義の理念を構築 しようとした。

この反共闘争には、李承晩の もう一つの支援基盤であった親 日知識人も参加 していた*56。

彼 らは財力があり教育 を受けており、李承晩の強力な助っ人であった。こういった状況の中、

1947年9月17日 に第2次 国連総会で韓国の独立案が確定するようになった。その案は、1948年

3月31日 以前に、国連韓国委員団の監視下で人口比例の総選挙を南北で同時に行 うことが提

案 されていた。そ して、総選挙が終了 してから90日以内に、朝鮮半島から米 ・ソ両占領軍は

撤収することも提案されていた。 しかし、これらの提案は、信託 ・反託運動を始め、南北の

政治的利権争いによって決裂されてしまったのであった。それによって、1948年5月10日 に、

南だけの総選挙が実施 され、5月31日 に初めての国会が開幕することになった*57。何はとも

あれ、これ もまた3年 間にわたるアメリカ軍政による政治的支配からの解放であったといえ

る。そして、南韓国では、「憲法起草委員会」が軍政庁の助言を受けながら憲法を起草 した。

初め作成された草案は、イギリス式の議院内閣責任制であったが*58、李承晩の強い意見によ

って、アメリカ式の大統領責任制の政治体制に改められることとなった*・9。

そ して、1948年7月1日 に、国号 を 「大韓民国*`(1」と決定 し、同12日 には、憲法を作成 し、

同16日 に、政府組織法 を通過 させた*6'。そして、7月17日 に憲法が制定、公布 され、7月20日

に行われた国会の間接選挙 によって大統領が選出された*62。初代大統領には、大韓民国臨時

政府の大統領であった李承晩博士が選出されることとなった。8月15日 にマ ッカーサー総司

令官が参席 した中で、大韓民国の成立式典が盛大に挙げられた*63。李承晩は大統領の就任式

をキリス ト教的な式典 としたことはむろん、国会では規定にもない祈祷で始めたことで論乱

を呼び起こしたこともあった*64。このような彼の行動は、彼自身の持つキリス ト教観が強 く

反映されているものであった。李承晩は帰国直前まで、演壇を通 じて独立運動を行ってお り、

事務的な行政をしてきた人ではなかった。そのため国政に関する問題は、ほとんどを大統領

の周辺にいる人々の意見を取 り入れる形で対処 していた*65。李承晩政権をサポー トした第1

次閣僚の中は*66、日本留学を経て、西洋で近代的な学問を身につけた人たちで埋め尽 くされ

ていた。そ して、李承晩政権の政府要職を担当 していた閣僚の宗教的背景を見てみると、プ
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ロテスタント39.2%、 カ トリック7.4%、 仏教16.2%、 儒教17.6%、 天道教0.3%、 不明が18.3%

であった*67。李承晩政権が長期にわたって継続 された背景は、こういった同 じ信仰を持つ宗

教人たちの勢力とその支持があったからである。李承晩大統領 も反対世論には微動だにせず、

権威主義的な政治体制 を整えた上、キリス ト教的な信念に基づいて国家運営 を行っていたも

のだった*68。

李承晩は難航 していた政局を巧 くまとめるために 「一民主義」を*69唱え分裂 している民族

を一つにまとめようとした。この 「一民主義」の想定する韓国政治 とは、李承晩をいわば

「君」 とする 「一君万民思想」の再生であり、家父長的権威主義体制そのものであったとい

える*70。李承晩政権の性格は、儒教的封建意識の下にキリス ト教世界意識を盛 り込んだ親米

主義と結合 しており、典型的な外勢依存型の政局の構造を形成することになった*7'。これ ま

で形成されて きた韓国特有の民族主義とはかけ離れた、独 自の政策や自主的な政治意志の欠

如 を露わにしていたものであった。総体的にみても 「親米主義」 と 「反共産主義」イデオロ

ギー体質を成立させた上に、キリス ト教主義的な民族主義を乗せようとしたものであった*72。

新政府は、韓国における最初の 「宗教の自由」 と、「政教分離の原則」 を民主主義の原則に

従い憲法上に明確に保証 したのである。にもかかわらず、実際的な政治、政権の運営は、キ

リス ト教主義によるアメリカ軍政と、李承晩を中心に多 くのキリス ト教者の活躍によって成

立 した*73。厂大韓民国」の樹立は、如何 にもキリス ト教を国教 とする国家であるかのような

姿を見せていたといっても過言ではなかった。

3.キ リス ト教主義 国家へ の兆 しとクリスマス(聖誕節)の 誕生

韓国でクリスマスが公休日(国 民的休日)に なる以前 までのことについて、ごく簡単にそ

の歴史を振 り返ってみたい。韓国人が初めてクリスマスの行事に参加 したのは、1887年 に外

国の宣教師アンダーウッド牧師の家でクリスマスの日に開かれた聖餐式である。数人の宣教

師と7人の韓国人が参加 したといわれている*74。1908年 に救世軍が入ってきてか らは、慈善

事業の一環 として、毎年クリスマスの季節になると救世軍の慈善鍋が登場することになり、

年末の美 しい風景として位置づけられている*75。

今日の韓国で、キリス ト教の最大の行事である 「クリスマス」が、なぜ12月25日 、「聖誕

節」という名になっているのかについて、その経緯や背景を知っている人はほとんどいない。

韓国でクリスマスが公休 日として制定されたのは1949年6月4日 、当時の李承晩大統領が 「大

統領令」を行使 して採択 したものである。公報処で発行 した1949年6月 の 『官報』の全文を

見ると*76、官報 にはクリスマスを始めその他の公休 日に関する項目も明記 されている。しか

し、当時制定 された公休日の中には、クリスマス以外の宗教的な性格を持つ公休日*77が見当

たらない。官報に明記されている官公署の公休日に関する件について、日曜 日、国慶 日、1
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月1日 、2日 、3日(正 月)、4月5日(植 木 日)、 秋 夕(お 盆)、10月9日(ハ ン グル ナ ル)、12月

25日(聖 誕 節)、 その 他 政 府 が 随 時 指 定 す る 日、 とな っ てい る*78。

ク リス マ スが 公 休 日 と して 制 定 され た 当 時 の 朝 鮮 半 島 の 政 治 的 、経 済 的 な状 況 とい え ば 、

日本 の 植 民 地 か ら解 放 され て は い た が 、韓 国 が 完全 な独 立 国 家 と して 自立 で きる 要素 は何 一

つ 備 えて い な か っ た 時 で あ っ た 。解 放 後 の 韓 国 人 に は 、 ア メ リ カ軍 政 の 政 治 政 策 に依 存 しな

けれ ば な らな い不 安 定 な 政 治体 制 が 立 ち 上 が っ た ば か りの 時 の こ とで あ っ た。 さ らに 、 国 土

は南 北 に分 断 され 、 同族 間 の あ い だ に は 、 政 治 思想 の 対 立 関 係 に置 か れ 、民 族 そ の ものが 二

分 化 され 、 何 一 つ安 定 して い ない状 況 に 置 か れ て い た 。 に もか か わ らず 、 この 非 常 に不 安 な

政 局 の最 中 にお か れ た 国 が 、 あ る特 定 の宗 教行 事 「ク リス マ ス(祭 り、 記 念 日)」 を公 休 日

と して 制 定 した の で あ る 。 この 極 め て 不 安 な 政 治状 況 の 中 、 ク リスマ スが 韓 国で 公 休 日 とな

るの は、 非 常 に不 自然 な こ とで あ る とい わ ざ る を得 ない 。

当 時 韓 国 で ク リス マ ス を休 日 と して 休 み 、 イエ ス の 誕 生 の 日 を祝 うほ どの キ リス ト教 者 が

い た わ け で は な い 。 当 時 、 キ リス ト教 の宗 教 行 事 で あ る ク リ スマ ス を行 うこ とが 、 可 能 な キ

リ ス ト教 信 者 の 人 口 に対 す る比 率 か ら詳 し く推 察 して み る と。1950年 度 の南 韓 の 宗 教 人 口 か

ら、キ リス ト教 を信 じて い る人 々の 割 合 を み る と、南 韓 の プ ロ テ ス タ ン トの信 者 は500,198人 、

カ トリ ッ クの 信 者 が157,688人 で 、 合 計 す る と657,886人 で あ る。 そ れ を 、1949年 度 の 南 だ け

の 韓 国 人 口 、20,167,000人 を基 準 に し て 考 え る と、 キ リス ト教 の 信 者 の 比率 は 、 全 人 口 の わ

ず か3.2%に しか な らな い の で あ る*79。 この よ う に韓 国 総 人 口 の わ ず か 数 パ ー セ ン トの 人 々 だ

けが 、 キ リス ト教 徒 で あ った に も拘 らず 、 「聖 誕 節(ク リス マ ス)」 が 公 休 日 とな る こ とは や

は り不 自然 で あ る とい え る細 。 この ク リス マ ス の 公 休 日化 の 裏 に は、 大 きな政 治 的力 が何 か

と作 用 した と しか考 え られ ない こ とで あ る。 わ ず か 数 パ ー セ ン トの 信 者 を もつ 宗 教 集 団 で あ

る キ リス ト教 の宗 教 的 な行 事 が 、 公 休 日 とな る背 景 に は、 様 々 な思 惑 と政治 的力 が 働 い た こ

とを暗 黙 に現 して い る と見 て よい だ ろ う*8・。

こ の公 休 日 に関 す る法 案 の 制 定 に深 く関 わ った と思 われ る李 承 晩 大 統 領 は 、前 述 した よ う

に敬 虔 な キ リス ト教 信 者 で あ り、 彼 が 構 成 して い た 内 閣 閣 僚 の40%以 上 が キ リス ト教 信 者 で

あ っ た。 彼 らは 、12月25日 に イエ ス ・キ リス トの 誕 生 を祝 うパ ー テ ィを 開 い て い た*82。 そ し

て、 毎 年12月15日 に は 、 「生 誕 メ ッセ ー ジ」 を発 表 す る な どの 活 動 を行 っ て い た 。 こ れ らの

事 実 を通 じて 考 えて み て も、 ク リ スマ ス の 公 休 日化 は、 キ リス ト教 の信 者 の数 が 多 か っ た 内

閣 と、 敬 虔 な キ リ ス ト教 の 信 者 で あ っ た 大 統 領 の 力 に よ る もの で あ る と筆 者 は 見 て い る 。 わ

ず か 数 パ ー セ ン トに過 ぎ なか っ た キ リス ト教 信 者 が い る韓 国の 宗 教 状 況 と、 当時 の社 会情 勢

や経 済 状 況 か ら も、 ク リスマ スが 公 休 日 とな っ たの を考 え てみ る と、 あ ま りに も早 い 時期 に

成 立 した とい わ ざ る を得 ない 。 む ろ ん 多 くの キ リス ト教 国 の 中 で は 、 ク リス マ ス が休 日 と な

っ て は い る。 しか し、 ク リス マ ス を休 日 と して成 立 させ る そ の宗 教 背 景 に大 きな 違 い が あ る

と思 う。 特 に、 当時 の韓 国の 経 済 状 況 を考 え てみ れ ば、 ク リス マ ス を宗 教 的 、 あ る い は 裕福

な西 洋 社 会 の 人 々 と同一 の何 らか の祝 い 行 事 を行 うこ とが で きる 人 々は 少 数 で あ った に違 い
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ない。

そして、1950年6月25日 勃発 した民族同士の戦争が真っ最中であった1951年ll月21日 に、

大統領の特令でアメリカの軍牧制を真似て、韓国軍にもチャプレン(軍 牧)制 度が設けられ

ることとなった*83。軍隊でのキリス ト教関係の様々な行事の実施を通 じて、さらにクリスマ

スが国家行事であるかのように効果的に演出され、その雰囲気を作 り出した。クリスマスは、

キリス ト教国である西洋諸国の古い慣習として行われる場合 と、長いあいだ西洋諸国の植民

地支配を受けたことのあるアジア諸国の中で、クリスマスを公休 とし、祝 う行事 を行 ってい

る場合だけである。政治政策の一環 として行われた宗教政策により、キリス ト教 に改宗 され

た人々の間にクリスマスが根付 くようになった結果 として、今でもキリス ト教 を信奉し、キ

リス ト教の行事を行うために休みとして定着 している国がある。それは西洋諸国の植民地下

に置かれたアジア諸国の中、キリス ト教に改宗させられた国のことである。韓国のようにわ

ずかな信者 しかない国が、ある特定の宗教の記念 日を公休 日として制定 している例は存在 し

ないのである。それもある特定の政治家と国家権力が結びつ き、 クリスマスを公休日にした

という国は、他に例のないことであろうと思われる*84。

4.韓 国的キ リス ト教会 の再建

第二次世界大戦が勃発すると共に日本帝国は、多 くの宣教師たちを政治的な意図により朝

鮮半島から追放 し、それによって宣教師たち も撤退 していった。それから1945年8月 に日本

国が連合国に対 し無条件降伏宣言 したことを受けた宣教師たちがアメリカ軍と共に再び朝鮮

半島に入って くるようになった。最初に来韓 したアメリカ宣教団は、1946年2月 の監理教の

宣教師たちであった。それから、1948年 には南長老教会宣教部から29名の宣教師が、北長老

教会からは35名 の宣教師が続々と入国してきた。その宣教師たちが行った活動内容は、日本

帝国時代に彼 らが果たした役割や影響 を遥かに超えたものであった。 また彼 らは、1947年 半

ばに再入国していた各教派の宣教師たちと連合宣教協議会を開き*85、教会事業に関 しては韓

国教会の主導権を認めていた*86。

そ して、アメリカ軍政の宗教政策は、キリス ト教に対する手厚い保護 と優遇政策を行って

いた。軍政のキリス ト教に対する初期ρ政策方針は、韓国教会を教派主義による無秩序的な

教会の拡散 と、教会の乱立を調整することに力点を当てていた。 しかし、韓国人による教会

その ものは、蓄積されている経済力 もな く、自立の土台がなかった。従って、韓国キリス ト

教各教団は、外国宣教部からの財政的な支援 に依存するしか方法がなかった。こうした依存

体制は、韓国教会における自立や独 自性を確立させることよりも、欧米のキリス ト教を無批

判的に受け入れることになりかねないものであった。韓国プロテスタント教会は、外国宣教

部からの莫大な支援にも拘わらず、教派別に分裂を繰 り返 した結果、様々な群小教会が発生
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し、それぞれ独自の教会の設立 と布教活動 をは じめるのであった。 この群小教会の拡散は、

今日の韓国プロテスタントの特徴になっている。

教会の分裂は、1945年9月8日 韓半島の分断を言い訳 に、南韓教会の代表だけで教権を持続

的に維持するために基督教南部大会 を組織するが、各教派は互いに不法であることを主張 し、

分派が始まった。各教派の対立的な政治的、社会的理念の葛藤により*87、教会独自の再建を

始めるのであった。韓国キリス ト教会の分裂の原因の一つは、日本の植民地支配下において、

神社参拝に参加 した教会をどのように評価 し、どう処理するべ きかという問題がもち上がっ

てきたことによる。解放後の問題として、自由主義的な神学問題 と神学校問題、そして教会

の再建 をめぐる問題に分けて考えることができる。特に、イエス教長老会の分裂などをはじ

め、教会同士の教会再建に関する見解の違いが大きな問題であった*88。これらの問題の背後

には、日本帝国時代 に神社参拝 を拒否 し閉鎖されていた神学校の再建 と、新たな神学校設立

の問題、宣教師との共同経営 とするか独立するべきかなどの問題が複雑 に絡みあっていた*89。

各教派の独立 と分裂を見 ると、聖潔教会は1945年11月9日 に、長老教会は1945年ll月10日

に、監理教会は1946年1月14日 に、救世軍は1946年11月 に、浸礼教会は1947年9月 に、安息教

は1947年 に、それぞれ分裂 したまま独自の教会を再設立するのであった*go。1937年に、実質

的に廃止 されていたYMCA、YWCAも 、1948年 度末に、全国各地で新たに創設されることを

通 じて独自に再建運動を行 うようになった*91。分裂 を繰 り返していた各教会は、再建のため

に名称を改称 した り、教役者を養成する神学校設立を*92急ぐようになった*93。

韓国教会の分裂や外国宣教団の宣教事業が安定する間もなく、韓半島で民族同士の朝鮮戦

争が勃発 した。戦争中の外国宣教部 による主な活動は、救護事業に力を入れることであった。

戦争が起こった1950年 の1年 間、アメリカの各種様々な宗教団体や民間救護団体から受けた

救護全品の総額は、280万 ドルであった。それらの救援物資は主に、アメリカカ トリック福

祉協議会(NCWC)の 戦争救護委員会(CRS)の ものであ り、その総金額が、200万 ドル以

上であった。そして、1953年6月 までの、韓国戦争期間中にNCWCが 送った医薬品、衣類の

量 を金 で換算する と1,130万 ドルに達 していた。1946年 から休戦直後の1954年1月 まで、

NCWCが 送った救護品救護金の総額は2,500万 ドルであり、この莫大な金額は韓国教会を通 じ

て援助 されることになった*94。この金額が示すように、アメリカの全面的な支援 と援助を受

けている教会には、新たに入信する人々の数が増え続ける要因の一つになっていた。

それは解放直後から、または朝鮮戦争の問に教会が配っていた救護物質を求めるために入

信 し、信者になった人の数 も少なくないはずである。1953年7月 休戦が成立 し、外国宣教部

の活動 も、教会再建の方向と教育、医療のための特殊事業に力を注 ぎ始めた。アメリカの長

老教宣教会からの支援は、1953年 か ら2年間で35万 ドルであり、1955年 度には、100万 ドルに

上ったといわれている。また、監理教宣教会では、1953年 に教会再建の資金として150万 ド

ルを受けてお り、聖潔教宣教会は、1953年1月 に教会再建費 として30万 ドルの支援 を受けて

いた蛎。長老教宣教会では、教育、医療のための特殊事業に、数百万 ドルを支援 していた。
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ア メ リ カ を 中心 とす る世 界 各 国 の教 会 が 、韓 国 キ リス ト教 会 を再 建 す る た め の基 盤 調 整 とバ

ッ ク ア ップ を した の で あ った 。 休 戦 以 後 の韓 国 教 会 の 年 平 均 信 者 増 加 率 は、16.5%に 至 る 高

い 数 値 を 見 せ て い る*96。朝 鮮 戦 争 が 勃 発 して か ら1955年 ま で の5年 の 問 に 、 新 た に設 立 され

た教 会 の 数 は 、2,050箇 所 に上 っ て い た。 長老 教 派 の教 会 が約1,200箇 所 、監 理 教 が 約500箇 所 、

聖 潔 会 が 約250箇 所 、 そ の 他 の 教 会 教 派 が 約100箇 所 に増 え て い た の で あ る 。 この よ う に再 建

され続 け られ て い る 中 で 、1954年 に 国 内 の長 老 教 会 で は 、 宣 教70周 年 記 念 事 業 と して全 国

500の 無 教 会 の 町 や 村 に教 会 を設 立 す る運 動 を展 開 し、 監 理 教 で も100教 会 設 立 運 動 を実 施 し

た*97。

こ の よ う に韓 国 の キ リス ト教 は、 解 放 後 の ア メ リカ軍 政 とキ リ ス ト教 派 の 政 治 的 、 経 済 的

に 力 強 い 支 援 を 受 け た か ら成 長 す る こ とに な っ た。 当然 な が ら、 この キ リ ス ト教 の再 建 の 背

後 に は 、 「親 米 主 義 」 と 「反 共 産 主 義 」 な ど の偏 っ た政 治 路 線 が あ っ た とい え る 。 そ して 、

これ らの力 と影 響 に よ っ て、 韓 国 的 民 族 主 義 が 成 立 した と思 わ れ る 。

(注)
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*14鄭 俊坤 「解放後の韓国の政治 ・社 会機i構の再編成 」「明治大学大学 院紀要』 第28集 、明治大学大学 院
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朝鮮半島の歴史において宗教が政治問題としてはじめて登場 したのは、朝鮮の建国に際 し

てのことである。中央集権的な政治体制 を構築するにあたり、両班政権 による儒学システム

を形成 し、その政治思想の根源 としたことによるものである。仏教国であった高麗が、1392

年に太祖李成桂によって倒 され、仏教は朝鮮王朝の政治的な抑圧の対象になった。朝鮮を誕

生 させた新進士大夫は、新たな政治体制 を定着 させるために、儒学(朱 子学=儒 教)を 奨励

し、新王朝の政治的、経済的安定を求め、排仏政策を行った。次が18世紀後半、中国から伝

来してきた天主教の教理 と、朝鮮時代の精神文化を支えていた儒学の倫理道徳観念との衝突

*・であった。そして、19世 紀に入 り、近代化に遅れをとっていた封建的な朝鮮社会の政治的

秩序 と、儒学思想体系による体制に批判 を唱えなが ら成立 した東学 と農民民衆たちを抑 える

ための政治的な力と武力が行使 されたのであった。

まず、この東学が誕生 した19世紀中頃 といえば、東アジアは西洋からの経済的な圧力を受

け、門戸を開放 していた時期であった。朝鮮半島周辺の国際情勢のなかで、閉鎖的な儒教道

徳観念に包まれていた朝鮮の政治の腐敗が、様々な形で表出し始めた時期でもあった。こう

いった時期に三つの宗教が形成 されることになった。民族自生宗教である東学、西洋からの

近代的文物とともに伝来 してきたキリス ト教、さらに日本帝国の影響下に再構築されること

になった仏教である。従来の政治思想である儒教に押 さえつけられていた民の心は、西洋か

らの宗教と民族独自の宗教によって開眼 されるようになった。 自らの力で政治的、思想的変

革を試み、克服 しようとする動きは、朝鮮社会全般に大きな変動 をもたらすことになった。

そして、これ まで儒教的政治体制に排斥 されてきた伝統宗教仏教 も再び、宗教 として復活す

るようになった。

また、長い間従属的な外交関係を結んできた清国と、明治維新以後、西洋化、近代化に成

功した日本帝国勢力の大陸進出が、朝鮮半島を戦火の渦に巻 き込むのであった。これまでの

韓国では、国家継承意識 と正統論 を儒教的思想体系の中に求め、名分論 による世界観の形成

や対外関係を形成 してきた。これは結果論的ではあるが、中国 との関係に依存し過 ぎてお り、

その姿か らは自主的な側面を見 ることは少なかった。朝鮮王朝や特権身分階級である両班た

ちには、外勢 に対抗できる力はすでになかったのである。民衆からは、旧体制に対する近代

化と改革の要求があったが、当時の特権階級であった両班たちは民衆を抑えようとし、儒教

体制の腐敗やその政治的限界 を表出させた。朝鮮王朝の政治的、社会状況に耐え切れなかっ

た民衆側は、民乱 を通 して自己主張をするようになった。儒教の正統主義を基礎として正当

化された身分制度 と位階的な規範は、生産を担当していた農民及び賤民などの人権を無視 し

た、男性中心の家父長制を重視 していた。朝鮮王朝に対する社会変革への渇望は、当時いか
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に民衆が抑圧 されていたのかを物語っている。

東学が誕生する以前にすでに全国各地で民乱が発生 してお り、それは農村経済の破綻によ

る蜂起であるが、特権身分階級に対する怒 りで もあった。こういった儒教に対抗する形で東

学は登;場していた。引 き続いて起 こる民乱を背景に1860年 に誕生 した東学が、民衆を一つに

結集させ、民衆運動の基盤を作 り上げるようになった。民衆の力は、1894年 の東学農民戦争

で、朝鮮王朝を支えてきた儒教思想による社会体制の限界を決定付けた。東学思想は19世紀

後半において、封建体制の対外的危機に対応する、常民、賤民、没落両班の階級的利害、欲

望、要求を反映 した民衆運動として登場 した。東学思想は対外危機に対 しては韓国的ナシ ョ

ナ リズムの形成の役割をもち、内政的には自由民権の宗教的哲学根拠を提供 していたのであ

る。東学は、特権身分階級である両班および儒教に対する挑戦であり、封建的な社会に対す

る挑戦でもあった。 したがって、東学の誕生は、19世 紀の朝鮮の歴史を書 き換 えることにな

ったといえるだろう。

民衆運動 と宗教運動 を基盤にして形成された東学であるが、開国以後、日本帝国の経済的

な進出に対抗 しようとする東学民族主義は、宗教問題というよりも政治問題であるといえる。

朝鮮末期の政治問題や経済問題に民衆を結集 させ、近代的な改革をもたらそうとする東学が

唱えていた思想は、宗教的な内容よりも社会変革を求める政治的な内容がより強 く表出して

いた。 しか し、形成され始めた民族主義は、国家ナショナリズムとい うよりも、民族の危機

意識の開化の始まりに過 ぎなかった。一般民衆 に拡散した危機意識のなかから、人々に民族

意識を鼓吹 したのが、民族宗教 としての東学である。東学と農民の政治への参与から派生 し

た甲午農民東学戦争の問題は、国内の問題に留まったのではなく、周辺諸国を巻き込んだ国

際的な紛争である日清戦争へ と発展していった。民族宗教東学による甲午農民戦争は、対外

的には国権回復運動であ り、内的には儒教社会に対する改革論を実践 したものであった。

民衆の宗教 として、民衆の側に立ち、民衆 と同じ生活環境から立ち上がった東学が追求 し

た社会改革の精神 を要約すると、① 自由 ・平等 ・平和実現 ②誠敬信の新道徳社会実現 ③

守心正気、天人合一の追求 ④ 同帰一体の新たな経済社会実現 ⑤民族 自主の理想的な民主

国家建設などであった。この東学の基本方針がいかに政治的なものであったのかは一目瞭然

であろう。東学が持つ宗教的限界性を身をもって体験 した人々は、政治的な活動に目を向け

ることになった。その手段 として東学は宗教集団としての合法性を勝ち取 る道を選び教勢を

拡大 しようとした。その時、東学は政治集団としての姿を強めた。

20世紀に入 り間もな く、国家としてすべての権限を失い、韓国は日本の植民地になる。政

治情勢の変動に伴って日本帝国は、様々な宗教政策を通 して植民地支配を行った。この日本

帝国の宗教分裂政策によって、民族を結集 させる力を表出させてきた東学 も、政治的に分裂

してしまうのであった。 しか し、東学によって、韓国的 「民族主義」 と 「民族独立運動」の

形成基盤をもつようになった。

伝統宗教である仏教は、これまで幾度 も民族的な危機に立ち向かい民衆 を支えてきた宗教
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であった。しか し、朝鮮王朝の建国によって、仏教は儒教的な政治的社会体制から排除され、

山に閉 じこもることになった。両班からの蔑視 と差別によって、朝鮮仏教は、男子中心の政

治的な宗教から女性中心の家内宗教へ と、その信仰形態を変化 させることになった。この非

政治的な宗教であった仏教 も、開国と共に進出してきた日本の僧侶 によって、復活するよう

になった。朝鮮仏教が解禁 されたのは、日本帝国の経済的な進出が活発な時期であ り、朝鮮

王朝の儒教思想にも民を統制する力がなく、国運が傾 き始めた時期であった。日本の進出に

よって、解禁された近代韓国仏教は、「親 日」仏教の始 まりでもある。特 に日韓併合後、朝

鮮仏教の政治的性格が日本の支配を受けなが ら、 日本帝国の植民地支配政策や宗教政策に大

きく反発 しなかった宗教であったことが、親 日仏教 というレッテルを貼 られるようになった

主な原因である。

日本帝国の植民地下で、近代 日本仏教のシステムの導入を試みた朝鮮仏教は、山中仏教の

姿から民衆の生活 と密着 した宗教になろうとした。 日本仏教の浸透 と定着は、政治的に無視

されてきた仏教を再生 させたが、その過程において民族的な抵抗意識の少 ない非政治的な性

格を誘発させた。そして、朝鮮総督府の宗教政策の一つである宗派を統一させ、寺法 を改訂

し、総督の支配下におく画一化 した政策を行うのであった。朝鮮総督府の政策 に便乗 した韓

国僧侶 たちは、 日本仏教や日本僧侶の真似をし、神社参拝に参加する権僧 を輩出させ ること

で、韓国仏教を日本化(倭 色化)さ せ始めたのである。概ね朝鮮僧侶たちは、清浄業 ・独

身 ・禅 を主とする仏教から*2、帯妻 ・常識本位の仏教にしてしまった。

これまでの韓国仏教史では、日本の植民地下における仏教を 「倭色仏教」、または 「親 日

仏教」 と記述 している。日本の植民地下での仏教界の親 日的な活動や歴史からも 「親 日仏教」

という性格づけを、解放後の仏教界は否定をすることがで きなかった。確かに、朝鮮半島で

民族の宗教として、1600年 も培われてきた韓国仏教の思想的な内容が、日本化 されたわけで

はない。ただ、近代韓国仏教の政治性 に於いて、より日本側に立ったことのある宗教であっ

たことは違いない。

韓国社会における近代仏教の成立過程に対する批判的な見方よりも、むしろ、1930年 代以

後の戦争に協力 したことをより多 く取 り上げている*3批 判の根拠 となる資料も、当時の仏教

界の動 きを中心的に検討することによって決定づけられてきた節がある。植民地下における

韓国仏教界は、他の宗教のような積極的な抵抗をすることもなく、弁明することもな く、自

然な形で日本帝国の植民地政策に協力 した。そういった朝鮮仏教を親 日の宗教 と批判 してい

る。特 に、解放直前の太平洋戦争に、韓国の青年たちを参戦 させたり、若い僧侶たちを戦場

へ送ったり、物質的、精神的な援助をした仏教界の 「親 日的行為」は、許されないものであ

る。親 日僧侶たちは解放後においても重要職務に就いたまま、その強力な実力に抑えられて

いたので、韓国仏教界は親日派の精算 を素早 くできなかったか らである。

その後、李承晩大統領の仏教浄化政策 とキリス ト教会からの激 しい批判によって、仏教界

の親日性はさらに強調されることになった。李承晩政権が取 り組んだ仏教浄化政策は、伝統
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的な宗教である仏教 を政治的理由によって排斥 し、政治権力を得 ようとする政策を行った。

当時、布教の自由を得て最も大きな勢力であった宗教は仏教であったが、その仏教を抑える

ために親日宗教であるという名目でその宗教の自由を制限 したのである。ここでいう親日性

は、日本帝国の敗戦後、最 も力を得るようになったキリス ト教会の宗教的、政治的政策 によ

る性格づけであったというべ きである。

最後 に、今 日韓国人の宗教 として根付いているキ リス ト教 と、戦後の大韓民国の政治体制

を支えるための韓国的民族主義が、どのように形成 されたのかについて整理 してみよう。伝

統的な宗教であった仏教が、再生 される過程で親日性(あ る意味で反民族的な精神)が 芽生

え、他方西洋の宗教であるキリス ト教に、韓国的な民族精神を培 う民族主義が形成された。

朝鮮半島に新 しい宗教 として伝来してきたキリス ト教は、アメリカ系プロテスタントであっ

た。キリス ト教は教会を通 じて、西洋文物と近代的な教育システムを普及させ、政治的な避

難所 として民族精神を育成するための場所を提供 して くれた。キリス ト教は朝鮮末期 に開化

を望む人々の文明化の道具 として、封建的な社会体制に大 きな刺激を与えていた。 キリス

ト教は、一時期には政治的な迫害の対象であったにもかかわらず、文明開化 と近代的な教育

システムを導入させ、民衆啓蒙運動の騎手として、多 くの民族指導者たちを養成した。開国

以後の韓国キリス ト教者の中には、信仰自体や教会存立の意味 さえも、開化 と自主独立を目

的とする民族運動の一方便 として考えていた。多 くの民族主義者たちが、キリス ト教 に接近

していたのは、外国の宗教であるがために、日本帝国の政治力が及ばない存在であったこと

に大きなメリットがあった。また、社会的な弱者であった民衆にとっても、キリス ト教の も

とでは、従来の社会規範に縛 られることなく、平等な立場で西洋の文物 に接することができ

た。キリス ト教が宣教活動の一貫として行った啓蒙運動を通 して、韓国人のなかに民族啓蒙

意識が形成された。

日本帝国に対する独立を目的とする抗日意識と、民族の主体性 と価値の保全という救国の

時運が重なっている時に、キリス ト教の民族啓蒙運動が実ることになった。3・1独 立万歳運

動は民族意識の自覚が進むにつれ、自主独立の意志が益々強 く表出した例である。また、民

族の苦難iを共にすることによって、伝統的な民族精神や文化 と融合されるようになった。民

族主義の性格を帯びている宗教として、反帝国主義的 ・反 日的な性格を持つようになったキ

リス ト教 は、 日本帝国の政治的な弾圧の対象 として抑圧を受けることになった。その後 も

様々な独立運動の拠点として、 日本帝国に対抗する民族主義を築 く大 きな役割 を果たした。

このような観点から韓国のキリス ト教を見ると、キリス ト教を受け入れる求心的な役割には、

自主 ・独立 という民族自決の性質が内在 していたのであった。

キリス ト教 と結びついている民族主義運動は、旧韓末から日本植民地期にかけ、民族的な

活力を吹き込む促進剤の機能を果た していた。キリス ト教は国を失った人々に、独立に対す

る熱望と組織的な体制を与え、近代韓国に初めてというべ き民族的アイデンティティーをも

たらし、自覚することを可能にした。キリス ト教教会は信者を中心に一般民衆が、独立運動
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結論 韓国的民族主義の成立と三つの宗教

に積極的に参加する基盤を提供 していたのである。韓国的民族主義の成立は、旧韓末以来か

ら民族復興運動の伝統 と、民族の救いを熱望する愛国的信仰にその根を探すことがで きる。

韓国的キリス ト教の成立 も、聖書を土台にした信仰の基礎を作 り上げることで形成されたも

のではなく、抗 日民族運動 に積極的に参加する体制づ くりの出発点として考えられている。

また、日本植民地か らの解放後、様々な民族的な苦難を乗 り越える信仰的伝統を樹立させた

といえるであろう*4。

韓国特有の民族イデオロギーを形成 し成長 したキリス ト教は、韓国社会に苦難の歴史と共

に深 く根 を下ろした。特に、第二次世界大戦後の韓国キリス ト教者たちは、朝鮮のキリス ト

教の歴史性 と、苦難を乗 り越えていたイスラエルの歴史性を同一視化する。教会を中心に活

発な活動を行った民族主義者は、韓国的民族主義を形成させた先覚者であると自負 している。

彼等はキリス ト教を通 して、新 しい時代 において民族の運命を開拓 し、古いイデオロギーと

指導勢力に代わ りうる力として成長 していた。 しか し、クリスマスのような西洋の宗教的風

習の代表的なものが、特権意識を持っている権威主義者の力によって、法的な公休 日として

成立 したことは、信教の自由とはかけ離れているものである。

近代期に形成されたこの三つの宗教の成立は、儒学システムによる既存の政治体制 と、特

権身分階級である両班に対する挑戦であった。まず、「東学の民族主義」は、封建的な儒教

体制に挑戦するために民衆の力 を結集 させたのである。「自主 ・独立の民族主義」は、日本

帝国に立ち向かう反日 ・独立運動によって形成された。そ して、最後に解放後分断 された国

土 と政治状況のもとで定着 した韓国的キリス ト教による、韓国特有の 「民族主義」が成立 し

たのである。

(注)

*1池 明観 『韓国文化史』高麗書林1979p .256

*2睦 槙培 「韓国仏教思想潮近代的変容」「韓国思想斜深層』宇石出版1986p .140

*3二毛]杢}音1993p.81

*4蔵 田雅彦1991p54
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謝辞 としての あとがき

1995年 の冬、私は修士論文の第1ペ ージの第 ユ行 に、以下のような文を書 き、研究者 とし

ての道を歩むことになったのかも知れない。

"韓 国の夜空を見上げると
、星の数ほ どの十字架が様々な色を発 しながら夜空を彩って

いる。 しかし、日本の夜空には十字架が見えない。"

韓国ではどの街角に立っていて も、一度夜空を見上げると、華やなかなイル ミネーション

で飾 られた教会の十字架がみえるのです。特に、12月 のクリスマスの季節 になると、十字架

の色は一層華やかなものに変わっていくのです。私は如何に日本よりも韓国に教会が多いか

を示すために用いた表現で した。この表現は、ちょっと詩的だと自分でも思いました。日本

語で ものを書いて初めて誉められた、たった一行の文章で した。これを真に受けた私は、無

謀だと思われた総研大(日 文研)へ の受験に挑戦 し、何故か合格 し、博士論文 まで書いてし

まったのです。

昔の私を知る人は誰も私が研究者への道に進むとは思わなかったと思います。むろん、私

自身 も研究者になろうと考えたことも、思ったこともなかったからです。これは、韓国にい

る両親が、1988年 の夏、出来の悪い息子 を日本に行かせ、日本語でも学んで帰って くれば、

食には困らないだろう、そう思い日本に行かせて くれたお陰であ ります。 しかし、すっかり

父と母の期待を裏切 り、もう14年 ものあいだ日本に滞在 し、いつ帰るか も分かりません。私

みたいなものを親不孝者というのかも知れません。ただ、親不孝者として、韓国にいる両親

に、この感謝の気持ちを何 とか伝 えなければなりません。また、14年 にも及ぶ 日本の生活を

通 じて、誰 よりも多くの宝物を手にすることができたことに先ず感謝 しなければなりません。

日本語学校から始め、学部、修士課程、博士課程を終えるまでの12年 間の留学生活を楽 し

く、有意義にしてくれた人々に感謝 します。学部時代に、本を読む研究室を与えてくれた中

尾ハジメ先生 と梶川よしこ先生、修士の時代 に、学問の入 り口を教えて くれた小川了先生に

感謝 します。日文研では、いつ も背中を叩 きなが ら、"オ ーイ、元気か"と 声をかけて くだ

さった山折哲雄先生を始め、芳賀徹先生、鈴木貞美先生、井上章一先生、小松和彦先生、主

任指導教官として博士論文 を書かせて くださった園田英弘先生などの10名 の指導教官に感謝'

します。6年 間、日文研で研究生活をするあいだ、何かとご迷惑をかけていた光田和伸先生

を始め、栗山茂久先生、稲賀繁美先生、白幡洋三郎先生、それから客員研究員として日文研

に滞在するあいだ、様々な話を聞かせて くださったいろんな国の先生たちにも感謝 します。

そして、何かと面倒を見て くださった先輩の方々と、迷惑をかけた後輩たちにも感謝 します。
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いつも陰で大 きな愛を持って私を支えて くれた人にも感謝 します。

1998年 か ら1999年 までの、2年 ものあいだ、研究助成金をくださった小林節太郎記念基金

の皆さんにも感謝 します。研究者の卵でしかない私が書いた中途半端な博士論文であるにも

かかわらず、このように出版の機会を与えて くれた日文研 に感謝の意を表 したい。

最後に、本書は、このように大勢の人々の応援 と指導によって、2000年 度総合研究大学院

大学文化科学研究科国際 日本研究専攻に提出した博士請求論文を少々改めたものです。『韓

国的ナシ ョナリズムの形成における宗教 と政治』 という博士論文の題 目を、本書では、『韓

国的民族主義の成立と宗教』に改め、内容 も一部書き直 しました。熱心に指導 してくださっ

た先生たちのご厚意に十分応える内容になっているかどうかおぼつかないが、これからの勉

強の課題 をこのようにまとめましたことをご報告 します。

2002年 暖かい木漏れ日が注 ぐ

春の吉日 日文研図書室で
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